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平成３１年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成３１年２月２２日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成３１年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 学校教育法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 名寄市非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について

日程第６ 議案第３号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市保育所に関する利

用者負担額等を定める条例の一部改正

について

日程第８ 議案第５号 名寄市こども発達支援セ

ンター条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市飲料水供給施設条

例の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市建築確認申請等手

数料徴収条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 新市建設計画の変更につ

いて

日程第12 議案第９号 損害賠償の額を定めるこ

とについて

日程第13 議案第１０号 市道路線の廃止につい

て

議案第１１号 市道路線の認定につい

て

日程第14 議案第１２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第15 議案第１３号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第16 議案第１４号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第17 議案第１５号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１６号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第３号）

日程第19 議案第１７号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第20 議案第１８号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第21 議案第１９号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第２０号 平成３０年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２１号 平成３０年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第２２号 平成３１年度名寄市一

般会計予算

議案第２３号 平成３１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２４号 平成３１年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２５号 平成３１年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２６号 平成３１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算
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議案第２８号 平成３１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 平成３１年度名寄市立

大学特別会計予算

議案第３０号 平成３１年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３１号 平成３１年度名寄市水

道事業会計予算

日程第25 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成３１年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 学校教育法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 名寄市非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について

日程第６ 議案第３号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市保育所に関する利

用者負担額等を定める条例の一部改正

について

日程第８ 議案第５号 名寄市こども発達支援セ

ンター条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市飲料水供給施設条

例の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市建築確認申請等手

数料徴収条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 新市建設計画の変更につ

いて

日程第12 議案第９号 損害賠償の額を定めるこ

とについて

日程第13 議案第１０号 市道路線の廃止につい

て

議案第１１号 市道路線の認定につい

て

日程第14 議案第１２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第15 議案第１３号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第16 議案第１４号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第17 議案第１５号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１６号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第３号）

日程第19 議案第１７号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第20 議案第１８号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第21 議案第１９号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第２０号 平成３０年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２１号 平成３０年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第２２号 平成３１年度名寄市一

般会計予算

議案第２３号 平成３１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２４号 平成３１年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２５号 平成３１年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２６号 平成３１年度名寄市個
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別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２８号 平成３１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 平成３１年度名寄市立

大学特別会計予算

議案第３０号 平成３１年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３１号 平成３１年度名寄市水

道事業会計予算

日程第25 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３１

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２５日まで

の３２日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

５日までの３２日間と決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより平

成３１年度市政執行方針・教育行政執行方針を行

います。

初めに、平成３１年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成３１年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

まもなく平成の時代が終わり、新たな時代へ引

き継がれることになりますが、名寄市においても

厳しい時代を乗り越えていくための取組が必要に

なる年であると考えています。総合計画では、昨

年御議論いただいた中期基本計画がいよいよスタ

ートすることとなり、人口減少、少子高齢化へ対

応すべく施策を展開し、名寄市が持つ都市機能を

しっかり維持していかなければならないと考えて

います。

引き続き、名寄市が果たすべき役割に磨きをか

けていくとともに、市民の皆様にとって住みよい

まちづくりを進めるため、様々な御意見に耳を傾

けるとともに、市民主体のまちづくりを進めてま

いります。

市政推進の基本的な考え方を申し上げます。

総合計画の基本理念である「人づくり」「暮ら

しづくり」「元気づくり」の三つの理念を基本と

し、前期基本計画からの継続事業を含め、取組を

深化させていく必要があると考えています。中期

基本計画からは、主要施策ごとに成果指標を掲げ

ており、それぞれの目標達成に向けた施策を推進

してまいります。

今後も、魅力あるこの地域が発展していけるよ

う、議員各位をはじめ、多くの市民の皆様ととも

にまちづくりを進めてまいりたいと考えています

ので、一層の御理解と御協力を賜りますようお願

い申し上げます。

次に、平成３１年度の予算編成について申し上

げます。

本市の平成３１年度各会計予算は、総合計画中

期基本計画のスタートの年であることから、健全

な財政を基調としながら、総合計画の将来像の実

現に向けて、重点プロジェクトや総合戦略を中心

とした様々な施策や事業を盛り込み、予算を編成

いたしました。

主な事業については、医療介護連携情報共有Ｉ

ＣＴ事業、歯科疾患健診事業、ずっと住まいる応

援事業、なよろ温泉サンピラーなどの改修へ向け

た実施設計委託料、西１条通道路改良舗装事業、

風連中央小学校の旧校舎解体と屋外運動場の整備
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などを予定しています。

これにより、一般会計の予算案は、前年度の肉

付け予算後と比べ １パーセント減の２０６億

２１７万８千円となりました。

また、７つの特別会計予算は９９億 １３７万

１千円、企業会計予算は１３１億 ８０４万５千

円、全会計の総額では４３７億 １５９万４千円

となりました。

なお、予算編成の主な財源として、財政調整基

金で６億 ４５９万円、公共施設整備基金で３億

５００万円を繰入し、収支の調整を図りました。

引き続き、限られた財源を有効活用し、行財政

改革に取り組むとともに、財政規律を遵守し、健

全な財政運営に努めてまいります。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民主体のまちづくりの実現を目的として、ま

ちづくりの理念や基本ルールを示した「名寄市自

治基本条例」について、市民アンケートの実施や

公募委員などで構成する有識者会議により、市民

意識の変化や社会状況の変化などを考慮し、施行

後２度目の見直し検討を行ってまいります。

また、この見直し検討状況の周知などに努め、

市民の条例に対する理解を深めながら、市民と行

政との協働によるまちづくりを進めてまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

名寄市総合計画（第２次）の基本構想に定める

基本理念、将来像の実現に向けて、平成３１年度

から４年間を計画期間とする中期基本計画を策定

いたしました。

中期基本計画の市民周知にいっそう努めるとと

もに、重点プロジェクト及び主要施策の成果指標

（ＫＰＩ）の目標値達成に向けた取組を推進して

まいります。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

をまちづくりに反映するため、名寄市利雪親雪推

進市民委員会との連携を図り、地域における利雪

・親雪の取組の推進を図るとともに、なよろ冬カ

レンダーの配布などを通じて市民意識の啓発を図

ってまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

着実な推進に向け、国の交付金を活用した「冬季

スポーツ拠点化推進プロジェクト」及び「名寄市

立大学を活用した地域のケア力向上プロジェク

ト」に取り組んでまいりました。これらのプロジ

ェクトの深化・高度化のため、意欲と熱意をもっ

て取組を推進するとともに、名寄市総合計画（第

２次）中期基本計画策定に合わせて、名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略についても計画期間

や成果指標（ＫＰＩ）などの見直し作業を実施し

てまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

協働のまちづくりを進める上で最も重要な組織

である町内会については、未加入世帯の増加や役

員の成り手不足などの課題が生じていることから、

財政的な支援や町内会の必要性や加入促進に向け

た啓発などを、継続して町内会連合会と連携し取

り組んでまいります。

また、町内会の枠を超えた活動の取組や地域課

題の解決などを担うことを目的に、小学校区域を

基本に組織された地域連絡協議会について、地域

の特性を生かした自主的なまちづくりを推進する

活動に対して、財政的な後押しにより、地域コミ

ュニティ組織としての活性化を図ってまいります。

次に、人権尊重と男女共同参画社会の形成につ

いて申し上げます。

いじめや体罰、児童虐待など子どもに対しての

人権問題、インターネット上の誹謗中傷、プライ

バシーの侵害などに加え、特定の民族に対する差

別や偏見に関する事案が後を絶ちません。市民一

人ひとりが相手の気持ちを考え、人権に配慮した

行動をとることができるよう、引き続き、教育機

関や企業など各層に対する啓発活動と相談事業を

人権擁護委員協議会や関係機関と連携を図りなが
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ら推進してまいります。

男女共同参画社会の形成については、性別にと

らわれず男女が互いに尊重し、協力し合える社会

の実現に向けて、「第２次名寄市男女共同参画推

進計画」を実効性のあるものとするため、本市は

もとより名寄市男女共同参画推進委員会をはじめ、

市民や各種団体・関係機関、企業などと連携し、

男女共同参画セミナーや推進事業者等表彰など、

計画に掲げた数値目標達成に向け、取組を進めて

まいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

各種情報システムを安定的に運用し、市民サー

ビスの向上や業務の効率化を進めていくため、情

報システム機器の計画的な更新や堅牢なセキュリ

ティシステムの構築に向けた取組を進めてきまし

た。

平成３１年度はサポート期間が終了するパソコ

ン及びサーバのＯＳや改元に対応するためのシス

テム更新などを予定しており、今後も計画的な更

新を行うことで、各種システムの安定稼働と機能

向上に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、山形県鶴岡市及び東京都

杉並区との交流において、子どもを含めた人的交

流や特産品販売など、さらに充実した交流となる

よう推進してまいります。

なお、東京都杉並区との交流では、交流自治体

協定締結３０周年を記念して、東京都杉並区への

市民訪問ツアーなどを実施してまいります。

ふるさと会については、活動の充実が図られる

よう各会の取組や新規会員の入会などへの支援を

行ってまいります。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイから交換学生の受入を予定

し、また、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市か

らは訪問団を迎えることになっており、これまで

育んできた交流の絆をさらに深められるよう支援

してまいります。

なお、カワーサレイクス市リンゼイとの交流で

は、姉妹都市提携５０周年を記念して、カワーサ

レイクス市リンゼイから訪問団を迎えるなど、名

寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会が主体となり、

各種記念事業が実施される予定となっています。

さらに、台湾との交流では、中学生や農業青年

を台湾へ派遣するとともに、教育旅行の受入を行

うなど、国際感覚豊かな青少年の育成や交流人口

の拡大に努めてまいります。

次に、交流居住の推進について申し上げます。

交流居住の推進については、移住を希望するよ

り多くの方々に本市の住みよさを実感してもらえ

るよう、「名寄まちなかお試し移住住宅」を２棟

整備しています。今後とも、名寄市移住促進協議

会と連携し、本市の魅力情報を様々な機会、媒体

を活用し発信しながら、道内外からより多くの方

に本市に訪れていただけるよう、本市にゆかりや

関心がある方へのアプローチを含め、より効果的

な取組を進めてまいります。

また、国においては、平成３１年度から６年間

継続した取組として、東京圏からのＵＩＪターン

の促進及び地方の担い手不足対策のための支援事

業を実施することとしており、本市としましても、

国・道と連携してこの事業に取り組んでまいりま

す。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ･オ･

ペッ賑わい創出協議会」においては、当該地域が

北海道の命名者とされる「松浦武四郎」とのゆか

りが深いことに加え、出身地である三重県松阪市

と連携して事業を進めてきており、特に昨年は、

北海道命名１５０年に併せて北海道とも連携を図

り、様々な取組を進めてまいりました。

引き続き、北海道遺産である天塩川を軸とした

地域が広域に連携し、この地域とその魅力を内外

に情報発信しながら交流人口の拡大に努めてまい

ります。

次に、定住自立圏について申し上げます。
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平成２３年に名寄市、士別市を複眼型中心市と

する１３の市町村間において、北・北海道中央圏

域定住自立圏形成協定を締結し圏域を形成すると

ともに、「定住自立圏共生ビジョン」に基づき広

域連携事業を推進してきました。

平成３０年１２月、スポーツによるまちづくり

及び物流網効率化に向けた連携を行うため定住自

立圏形成協定の一部変更を行なうとともに、施策

・事業の成果指標（ＫＰＩ）の達成状況などを検

証し、必要な見直しを行いながら広域連携事業の

着実な推進を図ってまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

平成２９年４月に「第２次名寄市行財政改革推

進基本計画」を策定し、本計画に掲げた「効率的

で質の高い行政運営の推進」、「持続可能な財政

運営の推進」、「市民と協働の行政運営の推進」

の３つの基本方針に基づき、効率的な行政運営に

取り組んでまいりました。今後も本計画に基づき、

引き続き時代に即した行財政改革に取り組んでま

いります。

また、これまでの組織のスリム化や急激な世代

交代により、職員の人材育成が急務になってきて

いることから、「新・名寄市人材育成基本方針」

に基づき、職員研修の充実や適正な人事管理に努

めてまいります。

次に、平和行政の推進について申し上げます。

本市においては「非核平和都市宣言」の趣旨に

のっとり、これまで平和首長会議や日本非核宣言

自治体協議会への加盟をはじめ、各種事業の実施

や民間団体などが行う事業との連携を図ってまい

りました。また、これまで取り組んできた事業の

内容や資料などを、市ホームページに掲載し、よ

り積極的に情報発信を行うことで、恒久平和を念

願し平和の尊さを市民と共有してきました。

今後も核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民

共通の願いとして、様々な平和推進事業に取組ん

でまいります。

次に、自衛隊の体制維持・強化の推進について

申し上げます。

本市に所在する名寄駐屯地の拡充や自衛隊員の

増強については、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議

会や名寄駐屯地増強促進期成会などと連携し、各

種の要望を行ってきたところです。

今後も関係機関と連携を図り、名寄駐屯地の役

割や必要性、自衛隊との共栄共存によるまちづく

りの推進など、国の動向を注視しながら、自衛隊

の体制維持・強化の推進に努めてまいります。

また、本市における自衛隊の活動を応援する名

寄市自衛隊後援会などについても引き続き支援し

てまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

健康づくりの推進については、本年度に実施し

た名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」の中間評価に基づき、特定健診や各種がん

検診の受診率向上を図り、生活習慣病の発症予防

と重症化予防の徹底、乳幼児期から高齢期まで生

涯を通じた健康づくりを推進し、健康寿命の延伸

と健康格差の縮小を努めてまいります。

平成３１年度から新たに「歯科疾患検診事業」

を開始し、歯周疾患などの早期発見を図るととも

に、壮年期からの生活習慣病の重症化予防を含め

た健康づくりの普及啓発に努めてまいります。

母子保健対策の推進については、昨年１０月か

ら開始した「産婦健康診査及び産後ケア事業」を

通して、こどもが健やかに生まれ育ち、安心して

子育てができるよう、妊娠・出産期からの切れ目

ない支援体制の充実を図ってまいります。

感染症対策の推進については、感染症予防に関

する正しい知識の普及啓発や予防接種の充実を図

るとともに、今後予定されている風しんに対する

追加的対策につきましても、国・道の動向を注視

し、迅速な対応に努めてまいります。

次に、地域医療の充実について申し上げます。

病院事業については、北海道医療計画に定める

地域医療構想に沿って、主に市立総合病院では救

急医療及び急性期医療、名寄東病院では慢性期医
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療を担い、市民はもとより圏域の住民が安心して

適切な医療が受けられるよう、診療体制の維持確

保、経営基盤の安定に努めています。

本年１０月からは、消費税対応の診療報酬改定

が予定され、現段階では非常に厳しい予測となっ

ていることから「新名寄市病院事業改革プラン」

への影響が懸念されますが、評価と見直しを行い

ながらプラン達成に向けた対策に取り組んでまい

ります。

そのため市立総合病院では、ＤＰＣ制度への対

応強化による増収増益策とベンチマークを活用し

た経費節減策などに努め、名寄東病院では指定管

理者との連携を強化することに努めてまいります。

今後とも、道北第３次保健医療福祉圏の地方セ

ンター病院を持つ病院事業として、求められる役

割を担うために、医療スタッフの人材確保に努め

るとともに、圏域内の病院や診療所と連携し、地

域医療の充実を図ってまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、さらなる子育て支援の

促進を図るため、第２期名寄市子ども・子育て支

援事業計画の策定に向けたアンケート調査を本年

度行いました。平成３１年度には、第１期計画の

検証とアンケート調査の結果を基に、地域の子育

てニーズを踏まえながら第２期計画の策定に努め

てまいります。

幼児教育・保育の推進については、風連幼稚園

及び風連さくら保育園が新たに認定こども園風連

幼稚園として４月から運営されることとなりまし

た。また、共同保育園どろんこはうすが認可化の

移行計画に基づき、４月から地域型保育給付の小

規模保育事業を実施することとなりました。

待機児童解消と保育士などの確保については、

「待機児童解消緊急対策事業」として「保育士等

奨学金返還支援助成事業」「保育士等就職支援給

付事業」「保育士等宿舎借り上げ支援補助事業」

を実施し、乳幼児の幼児教育・保育の受け入れ体

制の充実に努めてまいります。

ひとり親家庭の支援については、児童扶養手当

の支払回数を現行の年３回から年６回の支払に見

直し、ひとり親家庭の支援を充実してまいります。

障がい児福祉の充実については、「名寄市こど

も発達支援センター」において、発達の遅れや障

がいのある児童とその家族が適切な支援が受けら

れる体制づくりを引き続き進めてまいります。

また、児童虐待などについては、子どもや家庭

を総合的に支援するための体制を整え、個々のケ

ースに応じて関係機関と連携を図りながら、迅速

かつ丁寧な対応に努めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域福祉については、第２期名寄市地域福祉計

画に基づき、子ども、高齢者、障がい者など、全

ての市民が安心して健やかに暮らしていくことが

できる「自立と共生」の地域社会づくりを進めて

まいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

本年度からスタートした「名寄市第７期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、

事業の推進を図るとともに、高齢者の方々が可能

な限り、住み慣れた地域において自分らしい生活

を続けることができるよう、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進に向け取組を進めてまいります。

「介護予防・日常生活支援総合事業」について

は、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支

援者などに対する効果的かつ効率的な支援を行う

ため、介護予防・生活支援サービス事業と一般介

護予防事業の推進に努めてまいります。

認知症施策の推進については、地域や職域にお

いて認知症の人と家族を支える認知症サポーター

の養成に向けた養成講座を引き続き実施してまい

ります。

また、「認知症カフェ」の定期開催や認知症の

人やその家族に早期にかかわる「認知症初期集中

支援チーム」による早期診断・早期対応に向けた

支援の推進に努めてまいります。

喫緊の課題である介護職員の確保については、
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この間の施策の成果を踏まえ、慢性的な介護従事

者不足を解消するために、介護職員研修受講費用

の助成制度における対象研修の追加など、内容の

充実を図りながら、介護職員の離職防止・定着・

確保に向けた対策事業に取り組んでまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を営

むことのできる「自立と共生の地域社会づくり」

を目指し、「第３次名寄市障がい者福祉計画」

「第５期名寄市障がい福祉実施計画」に基づき、

各種事業を取り組んでまいります。

また、障がい者の高齢化・重度化などを見据え、

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、

様々な支援を切れ目なく提供できる「地域生活支

援拠点」の整備に取り組んでまいります。

次に、国民健康保険について申し上げます。

本年度から国民健康保険の都道府県単位化に伴

い、財政運営の責任主体である北海道に納付金を

納めることで、本市の医療費が交付される仕組み

になりました。このことにより急激な医療費の上

昇による財政不安は解消されますが、納付金の支

払いは国保税が主な財源となるため、不足する場

合は基金の活用など財源確保が必要となります。

今後、加入者の高齢化や医療の高度化で一人あ

たりの医療費は増加することが予想されており、

安定した国保事業を実施していくために、医療費

の適正化と加入者の負担に配慮した適正な税率設

定を検証してまいります。

次に、環境との共生について申し上げます。

複雑化・多様化する環境問題に対応するため、

地球温暖化対策に対する理解に向けた取組と、電

力に依存する社会構造の下でのＣＯ２削減への取組

を実践してまいります。

霊園、墓地、火葬場などの施設については、自

然環境と調和した景観に配慮しながら適切な維持

管理を行っており、利用される方が快適で安らぎ

を感じる環境空間となるよう努めてまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

循環型社会の形成の実現には、市民や事業者が

自らごみの発生抑制と減量や資源化を図ることが

重要となります。今後におきましても、３Ｒ運動

を基本とした再生資源集団回収事業、段ボールコ

ンポストの普及、古着や廃食用油の拠点回収、使

用済み小型家電回収の推進のほか、安全で適正な

ごみの分別排出とそれらの周知活動に取り組んで

まいります。

次に、消防について申し上げます。

消防行政を取り巻く環境は近年著しく変化して

おり、災害の規模は大規模化・多様化する傾向に

あり、市民の安全安心に対するニーズもより一層

高まっていることから、消防力の充実と消防組織

体制のさらなる強化が求められています。

具体的には消防組織体制の充実強化として、専

門化・高度化している救急・救助業務において、

迅速的確な行動ができる救急・救助隊員の資質向

上を図り、ドクターヘリやドクターカー、医療機

関と連携した救急・救助出動体制を構築してまい

ります。

また、地域防災力の中核となる消防団組織の充

実強化については、消防団員の入団促進を図り、

災害活動に係る安全装備品の充実に努めてまいり

ます。

消防施設及び消防装備の整備については、老朽

化した消防車両の更新や消防資機材の充実など計

画的に取り組んでまいります。

防火対策の推進については、一人暮らしの高齢

者を含めた全世帯が住宅用火災警報器を設置し、

設置後の維持管理についても広報活動を展開する

ことで、住宅火災による死傷者を発生させないよ

う市民の防火意識の高揚を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

近年、各地で甚大な被害をもたらしている自然

災害に対する防災対策については、「減災」の考

え方に基づき、「水防災意識社会再構築ビジョ

ン」の取組を推進するとともに、関係機関と連携
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した防災活動を展開してまいります。

さらに、地域における自助及び共助力の向上を

柱とした取組から、住民の防災意識の高揚を図り、

自主防災組織の設立や活動支援及び防災リーダー

の育成に努めるとともに、資機材や食料などの備

蓄品について、計画的な整備を進めてまいります。

また、南相馬市児童の受入事業につきましては、

「復興元気事業」として「防災」と「科学」をテ

ーマとして実施してまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

飲酒運転やひき逃げ、あおり運転など思いやり

に欠けた自分勝手な運転が原因で引き起される痛

ましい事故が後を絶たないことから、このような

事故の根絶に向けた取組を関係団体と連携しなが

ら実践してまいります。

また、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安

全教室の参加促進、高齢者への夜光反射材の配布

など、自らが被害者とならないための意識の醸成

につながるよう周知啓発活動に取り組んでまいり

ます。

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域づくりを目指し、

地域住民や関係機関・団体と、犯罪防止に向け情

報の共有化を図り、防犯対策や防犯意識の高揚を

図ります。

また、近年増加傾向にある空き家対策について

は、名寄市空家等対策計画に基づき、所有者自ら

が適切に管理をする認識を深めていただくための

啓発活動と助言を行う相談体制の整備を検討する

とともに、関係部署や空家等対策協議会と協議を

行いながら対応を図ってまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

一向に減少する気配が見られない「おれおれ詐

欺」や「架空請求詐欺」、また最近増加している

「副業紹介詐欺」や「出会い系詐欺」など多様な

形で消費者をあざむく特殊詐欺は、全国で多くの

被害が発生し、本市においても被害が報告されて

います。消費者被害を未然に防ぎ、あるいは最小

限にくい止めるためにも、引き続き細やかな情報

提供に努めます。また、各地域の団体やサークル

などに出前講座の開催を呼びかけ、市民への積極

的な啓発活動に努めてまいります。

消費生活相談員が行う相談業務につきましては、

研修会などの参加で高度な相談技術と幅広い知識

を習得し、市民から寄せられる多様な相談に的確

に対応してまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、「名寄市公営住宅

等長寿命化計画」に基づき、昨年度から着手した

北斗団地１棟１２戸の建替工事の完成をもって北

斗団地の住棟建設が完成となります。

また、既存団地の改修として緑丘第１団地４棟

８戸の改修工事を行うほか、風舞団地１棟８戸の

実施設計業務を行い、住宅ストックの適正な維持

管理と居住環境の向上を図ってまいります。

民間住宅の整備については、地震から生命と財

産を守り、耐震性の向上を図っていくため民間住

宅などにおける「耐震診断及び耐震改修補助事

業」を引き続き実施してまいります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

本年度から２カ年かけて進めている「名寄市都

市計画マスタープラン見直し及び名寄市立地適正

化計画」の策定については、市民で構成される策

定委員会と庁内検討委員会を設置し、これまで行

ってきた都市構造の分析や市民シンポジウム、市

民アンケートの結果をもとに、都市機能誘導区域

や居住誘導区域の方針について議論してまいりま

した。引き続き、多くの市民意見を反映するとと

もに議論を進め、これまでの経過などについて都

市計画審議会へ中間報告を行ってまいります。

次に、都市公園については「大橋公園」や「ハ

ルニレ公園」のほか７公園について、公園施設長

寿命化計画に基づき老朽化した遊具などの改修を

行い、安全安心な遊び場や憩いの場を確保してま

いります。

次に、水道事業について申し上げます。
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水道料金については、本年４月から新たな料金

となります。

負担を次世代に先送りせず、持続的な事業経営

を実現するため改定を行ったものであり、引き続

き丁寧な市民周知を図ってまいります。

安全安心な水道水を安定供給するために、老朽

管更新事業として６路線を更新するほか、給水区

域内の漏水調査を継続して実施してまいります。

また、第２期拡張事業において計画している風

連地区の給水統合は、この秋に名寄地区からの給

水開始を目指し準備を進めてまいります。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

下水道事業については、平成３２年度から地方

公営企業会計へ移行するため、平成３１年度はシ

ステム整備及び移行業務を進めてまいります。

また、本年度に策定した公共下水道ストックマ

ネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新

を進めてまいります。

次に、個別排水処理施設整備事業については、

農村部における快適な生活環境向上のため、１１

基の合併浄化槽の設置工事を予定しています。

次に、道路の整備について申し上げます。

継続路線では、社会資本整備総合交付金を活用

して北１丁目通をはじめ南３丁目通及び徳田１８

線緑丘連絡線の３路線の整備を行うとともに、新

規路線では、豊栄西１２条仲通と北３丁目通の事

業着手に向け、国への予算要望に努力してまいり

ます。

市単独費による整備については、凍上による道

路の損傷や凹凸が著しく、市民から改修要望の多

い西１条通と北西９条右仲通の２路線の改良舗装

工事、また舗装路面の老朽化が進む幹線道路の２

次改築として、風連大沼線の舗装改築工事を行い、

安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。

橋梁については、橋梁長寿命化計画に基づき、

平成２７年度から３６年度までの１０年間で修繕

を計画している２６橋のうち、「八千代橋」をは

じめ４橋の修繕工事を実施するほか、実施設計及

び近接目視点検を行い、利用者の安全な利用の確

保に努めてまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の降雪については、昨年より少ないもの

の、ほぼ平年並みで推移しており、効果的で効率

的な除排雪体制を確立してまいりました。

平成３１年度においても、幹線道路では複数回

の排雪や、積み上げ除雪を実施するとともに、交

差点においてはカット排雪を実施し、交差点の見

通しや、道路幅員の確保を図りながら、安心でき

る道路空間創出に努めてまいります。

また、排雪ダンプ助成事業や市道及び私道除排

雪助成事業の実施や町内会連携事業「レンタル＆

ゴー事業」の推進に努めるとともに、本年度整備

した西１６条南９丁目の市民雪堆積場を活用する

ことにより、市街地での市民サービス向上を図っ

てまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、宗谷本線の維持・存続に向け、

宗谷本線活性化推進協議会において、沿線自治体

などと一体となり取り組むことを確認しています。

昨年１２月からＪＲ北海道が主催する宗谷線ア

クションプラン策定検討会議に参画し、２年間の

線区別事業計画について、関係団体と議論を重ね

ており、利用促進策など持続的な鉄道網の確立に

向けて取り組んでまいります。

路線バスについては、バス事業者への運行経費

補助や、デマンドバスによる郊外の交通手段確保

を継続してまいります。また、現在策定作業を進

めている「名寄市地域公共交通網形成計画」に基

づき、名寄市地域公共交通活性化協議会の中でバ

ス事業者などと協議をしながら、利用しやすく、

効率的な地域の公共交通確保に努めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

地域の特色を生かした持続可能な農業と豊かで

活力ある農村を目指し、「第２次名寄市農業・農

村振興計画」に基づき施策を推進してまいります。
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はじめに、収益性の高い農業経営の確立につい

て申し上げます。

基盤整備では、農地の高度利用化、農産物の生

産性向上を目指し、計画的に農業生産基盤の整備

を実施してまいります。

国営事業では、御料ダム、風連ダム、日進頭首

工及び導水幹線用水路の施設補修が引き続き平成

３３年度まで計画されています。

道営事業では、水利施設整備として、天塩川第

５支線及び名寄幹線地区が継続され、幹線用水路

の長寿命化対策が実施されます。

農地整備では、「風連東第１地区」「第２地

区」「第３地区」「ちえぶん地区」が継続され、

区画整理のほか、暗渠排水、用排水路などが整備

され、引き続き、北海道と連携して取り組んでま

いります。

農業振興センター事業では、ＩＣＴなどの新た

な栽培技術や振興作物における新品種などの試験

をはじめ、優良種苗の提供、土壌診断のほか、実

証展示や巡回指導、各種講座などを通じて、農業

者への情報提供や技術普及などについて積極的に

取り組んでまいります。

薬用植物振興では、カノコソウの作付面積拡大

を図るため、作業の負担軽減に向けた試験のほか、

カンゾウなどの薬用作物の栽培試験について名寄

市薬用植物研究会や薬用植物資源研究センターな

どと連携し取り組んでまいります。また、本年７

月には医薬基盤・健康・栄養研究所主催による薬

用植物フォーラムの開催が決定しており、薬用植

物のまちとして情報発信に努めてまいります。

畜産振興では、ＴＰＰ１１や日欧ＥＰＡに対応

すべく、国の畜産クラスター事業などを活用し、

規模拡大による効率化と収益性の向上を図るとと

もに、酪農家の負担軽減と飼養規模の拡大に対応

するため、生産者の要望が強い「哺育・育成セン

ター」の整備に向けて、ＪＡや関係機関と連携し

具体的な協議を進めてまいります。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

労働力確保対策では、市立大学生を対象とした

農作業従事の本年度の検証を踏まえ、その定着と

拡大に向けてＪＡと連携し取組むとともに、新た

な雇用労働力の確保に向けて、一般の農業未経験

者の作業従事や他業種との連携について検討して

まいります。

また、地域農業への貢献や雇用確保が期待され

る法人化では、近年、畜産において規模拡大に併

せた法人化が見られており、引き続き具体的な研

修機会を設け推進してまいります。

農福連携の取組では、福祉事業者と農業者との

相互理解を深められるよう関係機関・団体とのネ

ットワークを強化し、課題の検討や生産者への情

報提供に努めてまいります。

次に、農業の担い手の育成と確保について申し

上げます。

新規就農では、昨年春に１１人が就農し、地域

農業を支える明るい材料となっており、引き続き

早期経営安定及び後継者の経営継承に向け、ＪＡ

と協調して支援を行うとともに、関係機関・団体

で構成する新規就農者支援チームによる巡回指導

や、集落支援員による相談・支援に取り組んでま

いります。

就農希望者の確保では、地域おこし協力隊の募

集をはじめ、移住施策との連携や就農へのきっか

けづくりとして、農作業や農村生活を通じて本市

を知っていただく農業体験実習事業も併せて周知

してまいります。また、新規参入者の就農に向け

ては、これまでの独立・自営のほか、第三者経営

継承や法人への就業など、多様な選択が可能とな

るよう、地域実態を把握し条件整備に取り組んで

まいります。

農村女性の活躍では、個別経営はもとより地域

農業への一層の参画や、独自の活動を助長するた

め、引き続き研修会への参加やグループ活動活性

化の取組に支援を行ってまいります。

次に、人と自然にやさしい農業の推進について
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申し上げます。

安全・安心な農畜産物の生産では、化学肥料の

削減など環境保全に効果の高い農業の推進や、生

産工程管理制度、いわゆるＧＡＰに対する理解の

促進に向けて、研修会などを開催してまいります。

有害鳥獣対策では、名寄市有害鳥獣農業被害防

止対策協議会を中心として、エゾシカ対策は引き

続き捕獲実施時期を早め被害防止に取り組むとと

もに、アライグマ対策については、昨年度から防

除員の拡大と地域での組織化を重点に進め成果も

現れていることから、これらの取組をさらに推進

し、地域一体となった捕獲体制の構築、強化に努

めてまいります。

ヒグマ対策については、関係機関・団体と連携

のもと、市民への注意喚起はもとより、生態や対

応策に関する情報提供に努めるとともに、電気柵

の設置など人里にヒグマを寄せ付けない方策の普

及啓発や巡回パトロールの実施など、予防と安全

対策を強化してまいります。

次に、豊かさと活力ある農村の構築について申

し上げます。

食育推進では、第３次名寄市食育推進計画を基

本に、食と生産現場とのつながりを身近に感じら

れる恵まれた環境を活かし、取組を進めてまいり

ます。また、地産地消やブランド化の推進につい

ては、もち大使やもち米サポーター、あるいは新

たなロゴの活用などを通じて「日本一のもち米の

まち」として、市内外へ広く情報発信を行ってま

いります。

農村環境の保全では、中山間地域等直接支払交

付金や多面的機能支払交付金などを活用しながら、

農地及び農業施設の保全はもとより、景観や防災

など多面的な機能の発揮に向けて、地域の主体的

な取組に支援を継続してまいります。

なお、中山間地域等直接支払交付金は、第４期

対策の最終年度を迎えることから、次期対策に向

けて対応してまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

林業・林産業については、依然厳しい市場状況

にあるものの、森林については、地球温暖化の抑

制など多面的機能を有する貴重な財産として、健

全な育成が必要となっています。

市有林については、森林経営計画に基づき、国

の補助事業を活用し、計画的な間伐などを進める

とともに、伐採適齢期を迎えた森林が増えている

ことから、皆伐及び再造林の面積を増加し、自然

環境と市有財産の保全に努めてまいります。

民有林については、良好な森林育成の推進に向

けて、名寄市森林整備計画の基本方針に基づき、

関係機関・団体と連携のもと森林経営計画を推進

するとともに、低コスト化森林施業に向け、国や

道の助成制度の活用に加え、市も除間伐や造林に

対する支援を行ってまいります。

また、平成３２年４月、旭川市に開校予定の

（仮称）北海道立林業大学校については、名称が

「北海道立北の森づくり専門学院」と決定しまし

たが、「北海道立林業大学校上川地域開校支援協

議会」とともに、開校に向け、本市としても引き

続き役割を果たしてまいります。

次に、森林環境譲与税について申し上げます。

森林環境税が、平成３６年の課税に先立ち、本

年度から森林環境譲与税として市町村への交付が

予定されており、関係法令成立後に示されるガイ

ドラインに基づき、基金積み立ても含めて、活用

策を検討してまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

本市の商工業の振興を図るため、名寄市中小企

業振興条例に基づき、市の制度融資などの活用促

進や中小企業の経営基盤強化の取組への支援など、

中小企業者の主体的な取組を基調に、その社会的

役割を踏まえて、地域経済を牽引する事業者への

支援を継続してまいります。また、昨年成立した

「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業に

おける先端設備などの導入を促進してまいります。

引き続き、中小企業振興審議会及び商工団体、
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さらには「産官金連携なよろ経済サポートネット

ワーク」と連携しながら、時代の変遷を的確に捉

え中小企業者のニーズに沿った施策を推進すると

ともに、様々な商工振興施策についても支援して

まいります。

平成２８年１０月から本年度まで３カ年の事業

として実施している「名寄市住宅改修等推進事

業」については、市民の住宅改修ニーズに応える

制度として好評を得るとともに、市内建設関連業

者からも高い評価をいただいていることから、現

行制度の対象経費及び補助額といった基本部分は

継承した上で、移住・定住や空き家の有効活用を

促進するなどの要素を加え、新たな住宅改修の事

業を切れ目なく開始するため、平成３１年度予算

案を計上しています。

駅前交流プラザ「よろーな」については、平成

２７年度からＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協

会が指定管理者となり、施設の賑わい創出を含む

施設管理業務を行っており、本市のコミュニティ

醸成の場として、市民に定着してきているところ

です。

併せて、商店街においても、中心市街地の賑わ

い創出に向けて駅前交流プラザ「よろーな」の取

組事業と連携したイベントを行うなど、主体的な

取組も見られており、今後とも、このような取組

を積極的に支援していくとともに、商工団体、観

光協会及び各商店街振興組合などと連携し、賑わ

い創出施策を推進してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内の雇用情勢について、

昨年１２月の状況は、月間有効求人倍率が ４１

倍で、前年同月比では ０９ポイント上回り、３

６カ月連続で前年同月を上回っており、引き続き

高い水準を維持しています。

職業別では、特に建築・土木・測量技術者、建

設・土木作業員などで人材不足の状態が続いてお

り、建設関係団体からは地域建設産業への影響を

懸念する声も上がっていることから、これまで以

上に建設関係団体や商工団体、教育機関と連携を

図り、中小企業振興条例に基づく支援制度の周知

と、業界の担い手育成の支援を推進してまいりま

す。

管内新規高等学校卒業予定者の就職内定状況に

ついては、卒業予定者５８１人のうち就職希望者

は、昨年１２月で１５８人と前年同月比 ３パー

セントの増加、就職内定者数は１４６人で前年同

月比 ４パーセントの増加となり、就職内定率は

９ ４パーセントとなっています。

大学・高校などの卒業生の就職支援については、

職業体験や企業説明会などを関係団体、事業所、

学校関係者などと連携し実施するとともに、事業

所に対する求人要請、求人開拓などを引き続き実

施するほか、市立大学を中心にハローワークなよ

ろとも連携するなど、新規学卒者の地元定着につ

ながるような施策を推進してまいります。

国においては、昨年６月、「働き方改革関連法

（働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律）」が成立し、平成３１年度から順次

施行されることから、労働条件の改善に向け、関

係機関と連携して、法の趣旨の周知などに努めて

まいります。

また、昨年の臨時国会において「改正入管難民

法（出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法

の一部を改正する法律）」が成立し、本年４月か

ら外国人労働者受け入れ拡大のための施策が実施

されることから国の施策を注視しながら、商工団

体などと連携し、市内事業者の考え方やニーズに

沿った取組を検討してまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

平成２８年度に戦略事業の見直しを行った名寄

市観光振興計画については、毎年度、市民検討委

員会において進捗状況の評価をいただきながら、

市民の満足度向上、広域観光の推進、インバウン

ド受入体制の整備などに取り組み、さらなる観光

振興に向け事業を実施してまいります。

スキー場及び温泉・宿泊施設をはじめとする観
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光関連施設については、計画的な補修や整備を行

うなど、多くの皆様に快適にご利用いただけるよ

う受入環境の充実を図ってまいります。特に、研

修施設いわゆる温泉・宿泊施設については、本年

度取りまとめる基本設計に基づき、平成３１年度

に実施設計を行い、市民ニーズを踏まえ満足度向

上を図るとともに、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトの趣旨も踏まえながら、改修を進めてまいり

ます。

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、平成２９年４月から幼児

教育を実施している全ての市内施設が「子ども・

子育て支援法」に基づく新制度へ移行し、施設型

給付費による運営が実施されています。また、国

において本年１０月から幼児教育の無償化を実施

することとなり、幼児教育の支援を充実させると

ともに、保護者が安心して預けることのできる環

境や、園児を安定して受け入れることのできる体

制づくりを支援してまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２８年度に保健福祉学部再編により開設し

た社会保育学科が平成３１年度に完成年度を迎え、

これにより８００人近い学生が本市で生活するこ

とになります。この間、学生数増などに対応する

ため、図書館や新棟５号館の建設、学生会館の改

修など大型の施設整備を実施するとともに、専門

性と社会性を兼ね備えた保育や幼児教育のリーダ

ーを養成するべく教育研究を実践してまいりまし

た。

年度末には社会保育学科の第１期生が卒業しま

すが、今後も保育職をはじめ、保健・医療・福祉

・教育など様々な分野における優秀なケアの専門

職を養成し、地域社会に貢献する人材を輩出して

まいります。

次に、市立大学生を対象とした奨学金制度の創

設について申し上げます。

本市では、市内企業や市民の皆様からのご寄付

及びふるさと納税などを原資に、市立大学生を対

象とした独自の奨学金制度を創設し、平成３１年

度から実施いたします。この制度は低所得者対策

などを目的とし、一定の所得水準と前年度の成績

により２年次以降各学年各学科１人を選考する給

付型奨学金、大規模災害などにより修学困難とな

った学生を支援する災害等一時給付奨学金、加え

て国際交流等奨学金、地元就業奨学金となってい

ます。

今後も制度を実施していく中で、学生にとって

より良い制度になるようさらに検討してまいりま

す。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ合宿の推進では、スポーツコミッショ

ン（仮称）を設立し、さらなるスポーツ合宿の誘

致を進め、交流人口の拡大及び地域経済の活性化

を図ってまいります。

また、冬季スポーツ拠点化事業においては、本

市の地域資源である“雪や寒さ”といった自然環

境、スポーツ施設や人材などを生かしながら、

「青少年の育成」「市民の健康増進・いきがいづ

くり・地域福祉の醸成」「地域経済の活性化」

「広域連携」の４つの事業を柱として、スポーツ

による地域振興を図ってまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成３１年度の市政

執行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成３１年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 平成３１年第１回定例

会の開会にあたり、名寄市教育委員会の教育行政

の執行に関する基本的な方針について申し上げま

す。

現在、国においては、第３期教育振興基本計画

を策定し、教育基本法に示された理念の実現と、
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我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的

な推進を図る取組を進めております。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画のもと、「自立」と「共生」の二つの基本理

念の実現に向けて、「ふるさとを想い、グローバ

ルな視野で共に生きる力の育成」と「学校・家庭

・地域・行政の連携による、人口減少に対応する

ための教育環境の形成」の二つの重点を示し、具

体的な教育施策の推進に努めております。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ

るとともに、名寄市総合計画（第２次）中期基本

計画の「生きる力と豊かな文化を育むまちづく

り」を教育・文化・スポーツ分野における基本目

標とし、平成３１年度の学校教育推進計画、社会

教育推進計画の確実な推進に努めてまいります。

以下、平成３１年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

はじめに、学校教育の重点施策について申し上

げます。

平成３１年度の学校教育については、名寄市学

校教育推進計画に基づき、学習指導要領の理念で

ある「生きる力」を育てるために、学校と家庭、

地域、行政が一体となった教育活動の推進を目指

し、次の７つの重点的な取組を進めてまいります。

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力を育成するため、

３年目となる第２次名寄市教育改善プロジェクト

委員会の取組をより一層充実してまいります。

具体的には、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた日常の授業改善を重視するとともに、思

考力・判断力・表現力の育成に資する「書く」活

動や家庭学習の充実、ＩＣＴ機器の効果的な活用

などを図ってまいります。

また、児童生徒の「主体的に学習に取り組む態

度」を育むため、天文台や北国博物館などの本市

の教育資源や、名寄市立大学の学生支援員などの

積極的な活用に努めてまいります。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、名

寄小学校・名寄南小学校・名寄東小学校・名寄西

小学校・風連中央小学校の５つの小学校及び名寄

中学校・名寄東中学校の２つの中学校の７校を実

践指定校として、市内の小中学校が連携して、基

礎学力を保障する取組や本事業のアドバイザーに

よる教育講演会の実施、他地区の実践指定校の視

察などに努めてまいります。

今後も、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組と道教委の指定事業である「学校力向上に関

する総合実践事業」を連動させながら、市内の小

中学校が一体となった学力向上の取組を推進して

まいります。

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育については、道徳

科を要として家庭や地域社会との連携を図りなが

ら、学校の教育活動全体を通して道徳性を養う指

導を推進してまいります。

道徳科の指導では、ねらいに即して、問題解決

的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習等を

適切に取り入れるなど、指導方法の工夫・改善に

努めてまいります。

また、地域の先人や文化等を教材として開発し

た、木原天文台を建設した故木原秀雄氏の生き方

を題材とした道徳科の読み物資料の改良を図った

り、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール等の施

設を積極的に活用したりして、児童生徒の豊かな

情操を養うよう努めてまいります。

読書活動では、全ての小学校に配置している学

校司書を活用して、蔵書の配置を工夫したり、本

への興味関心を高める環境を整備したりして、児

童生徒の豊かな感性や創造性を高めてまいります。

さらに、生徒指導では、教師と児童生徒との信

頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を基
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盤として、互いに協力し合い、助け合う望ましい

集団の育成を目指してまいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて、いじめの定義やいじめ解消の判断基準

を具体的に示すとともに、いじめ防止基本方針の

取組状況を学校評価において評価し改善に生かす

など、取組を強化してまいります。また、「名寄

市小中高いじめ防止サミット」については、いじ

め防止宣言の内容を子どもたちが自己評価しやす

いように改善を加えるとともに、その内容が確実

に定着するよう取組を充実させ、いじめの根絶を

目指してまいります。

なお、いじめについては「いじめの問題の実態

把握及びその対応状況等調査」、不登校や非行等

については「児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査」を有効に活用し、

早期発見、早期解消に努めます。また、教育相談

センターの教育推進アドバイザー、教育専門指導

員等との連携に努めるとともに、中学校に配置し

ております心の教室相談員による教育相談につい

ては、必要に応じて小学校でも実施できるように

します。

不登校の児童・生徒への対応については、学校

や教育相談センター・子ども未来課などの関係機

関が連携を図り、組織的、計画的に支援すること

が重要なことから、児童生徒理解・教育支援シー

トを作成して活用し、一人一人の児童生徒に応じ

た支援に努めてまいります。また、必要に応じて

道教委に配置されているスクールカウンセラーや

スクール・ソーシャルワーカーを活用し、不登校

解消に向けた取組の充実にも努めてまいります。

スマートフォンや携帯電話などの利用による問

題行動、薬物乱用の防止などについては、生徒指

導連絡協議会や関係機関・家庭と連携しながら、

青少年センターや道教委が作成した啓発用のパン

フレットなどを活用し、児童生徒が情報モラルを

身に付けたり、望ましい生活習慣を確立すること

ができるよう取り組んでまいります。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ことが大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくりである「１校１実践」の取

組や「早寝、早起き、朝ごはん」運動等の充実に

努めてまいります。

また、道教委の指定事業である「オリンピック

・パラリンピック推進事業」を通して、児童生徒

のオリンピック・パラリンピックへの関心を高め、

スポーツの価値への理解を深めるとともに、豊か

なスポーツライフの実現に向けた機運の醸成を図

る取組を推進します。

さらに、「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」の結果を踏まえ、課題解決に向けた実技講習

会を実施したり、体育の授業の工夫改善を図るな

ど、体力向上の取組を一層充実させてまいります。

とりわけ、課題となっている「走力」については、

名寄市教育改善プロジェクト委員会の取組とスポ

ーツ・合宿推進課の学校連携事業「体力向上プロ

グラム」の取組とを連動させながら向上を目指し

てまいります。

学校における食育の推進については、栄養教諭

が中心となり学校給食を生きた教材として活用し、

児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習

慣を身につけることができるよう、各学校と連携

を図りながら指導の充実に努めてまいります。

また、学校内での指導だけでなく、家庭に配ら

れる献立表、給食だよりやインターネットでの情

報発信などを通して、保護者等を含めた食育の推

進が図られるよう取り組んでまいります。

学校給食では、安全で安心な食材選びに心がけ、

生産者や関係団体との連携を図り、可能な限り地

場産食材を活用することで地産地消の拡大に取り

組んでまいります。

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。
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特別支援教育の充実を図るためには、児童生徒

一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うとと

もに、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学ぶ「インクルーシブ教育シス

テム」を構築することが重要であります。そのた

め、３年目となる文部科学省指定の「インクルー

シブ教育システム推進事業」を通して、特別な支

援を必要とする子どもへの就学前から学齢期、社

会参加までの切れ目ない支援体制を整備してまい

ります。

また、特別支援教育学習支援員を増員するとと

もに、名寄市立大学との連携によるティーチング

・アシスタント事業の有効な活用や特別支援教育

専門家チームによる巡回教育相談の充実に努めて

まいります。

名寄市特別支援連携協議会では、本市の特別支

援教育について共通理解を図り、効果的な取組を

進めるため、学校等の管理職や転入職員対象の研

修会を実施したり、幼稚園や保育所、学校、関係

機関等との情報交流の促進に努めてまいります。

また、保護者や各関係機関が連携して継続的な

支援を実現するために、個別の支援計画「すくら

む」の有効な活用の在り方について協議を進めて

まいります。

次に、社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進について申し上げます。

国際理解教育については、外国人英語指導助手

を配置して効率的な派遣方法を工夫したり、小学

校外国語活動と外国語の指導時数を確保するとと

もに、外国語による聞くこと、読むこと、話すこ

と、書くことの言語活動の充実に努めてまいりま

す。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動等を効果的に推進してまいります。また、

児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標

の実現に向かって学び続けることができるよう、

上川版キャリアノート「マイノート」を活用する

などして、教育相談や進路指導等の充実に努めて

まいります。

情報活用能力の育成については、児童生徒の発

達段階を踏まえ、情報技術が急速に進化していく

時代にふさわしい情報モラルを確実に身に付けさ

せることや、目的に応じてコンピュータ・情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的

に活用できるようにするための学習活動の充実に

努めてまいります。

とりわけ平成３１年度は、名寄市学校教育情報

化推進計画にもとづき、モデル事業学校において、

ＩＣＴを活用した主体的・対話的で深い学びの実

現を目指した授業改善や、特別支援教育における

ＩＣＴの活用促進、校務支援システムを活用した

業務改善による教育の質の向上などに取り組みま

す。

また、平成３２年度からすべての小学校におい

て必修化されるプログラミング教育の円滑な実施

に向けた準備を、学習指導の側面とＩＣＴ環境整

備の側面との両面から計画的に進めてまいります。

主権者に関する教育については、児童生徒にふ

るさとへの愛着や豊かな情操を養うため、「ふる

さと未来トーク～市長・教育長と児童生徒との懇

談会～」を実施するなどして、地域への愛着や誇

りをもち、ふるさとに根付く子どもたちを育てて

まいります。

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

信頼される学校づくりを進めるには、学校と家

庭・地域が教育の目標を共有し、協働して組織的

に課題に対応し、学校改善に努めることが大切で

あります。

このため、各学校では、本市共通モデルの学校

経営計画及び学級経営案を効果的に生かし、学校

の課題を明確にした上で、年度の重点教育目標を

設定するとともに、名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画や名寄市学校教育推進計画との関連を

図りながら学校経営を推進してまいります。
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さらに、学校評価については、各学校が年度の

重点教育目標の達成状況等について評価する自己

評価と、保護者や地域住民等が学校の自己評価の

結果や改善策の妥当性について評価する学校関係

者評価を実施し、その結果を公表して学校運営の

改善に生かしてまいります。また、学校の年度の

重点教育目標と学校職員評価の自己目標を関連さ

せるなどして、円滑な学校運営を推進してまいり

ます。

コミュニティ・スクールについては、平成３１

年度中に、現在、未設置の名寄西小学校への学校

運営協議会の設置、また、名寄小学校と名寄東中

学校、名寄南小学校と名寄中学校、風連中央小学

校と風連中学校においては、小中合同の学校運営

協議会を設置し、市内すべての学校をコミュニテ

ィ・スクールとする取組を進めてまいります。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育改善プロジェクト委員会による

全小中学校共同で行う研修会や中堅教職員のマネ

ジメント力を高める研修会などを通して、教職員

のキャリアステージに応じて求められる資質能力

を高めてまいります。また、外国語教育の早期化

・教科化、ＩＣＴの活用、プログラミング教育な

どの新たな課題に対応できる力量を高める研修の

充実にも努めてまいります。

服務規律の保持については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務を遂行できるよう、

道教委からの各種通知や服務規律ハンドブック等

を活用して校内研修を進めてまいります。

学校における働き方改革の推進に向けては、教

職員の多忙化が依然として解消されていない状況

にあることから、教職員が子どもと向き合う時間

を確保できるよう、学校における働き方改革に向

けた取組を一層推進する必要があります。このた

め、道教委の「北海道アクション・プラン」に示

された取組の方向性をもとに、現在、策定を進め

ている名寄版「アクション・プラン」に基づき、

学校内での業務改善の意識改革と体制づくりを進

めてまいります。

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全安心な教育環境づくりについては、各小学

校区に組織しています安心会議などと連携を図り

ながら、交通安全指導や安全マップを用いた児童

生徒の通学路の安全確保、「地域１１０番の家」

の協力や登下校時の見守りなどを通して、地域ぐ

るみで不審者への対応をしてまいります。さらに、

昨年１０月に設置した「名寄市通学路安全推進会

議」では、通学路の安全を確保するための課題と

その解決に向け、関係機関と連携し継続的に安全

点検や安全対策に努めてまいります。

風連中央小学校の校舎・屋内運動場の改築につ

きましては、本体工事が完了し３学期始業時から

供用されました。平成３１年度は旧校舎・屋内運

動場等の解体と屋外運動場の整備に取り組んでま

いります。

また、学校給食センターは、平成３年の改築以

来２７年が経過しており、施設や調理機器の年次

的な更新を進めております。平成３１年度も施設

の整備・更新を進め、安全・安心で安定した学校

給食の提供に努めてまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

名寄市内の高等学校は、中学校卒業生の減少に

より定員割れが続いている状況にあります。

本市では、市内各高等学校と連携を図り、生徒

の資格取得に対する意識の高揚と魅力ある学校づ

くりを支援するため、平成２９年度から「名寄市

高校生資格取得支援事業」を創設し、活用いただ

いていますが、今後においても多くの生徒に活用

いただくよう取り組んでまいります。

さらに、将来に向けての高等学校の在り方につ

きましては、中卒者数の減少により平成３２年度

から名寄産業高等学校が一間口削減となりますが、

このような縮小傾向の中においても、進路希望に
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沿った学習ができる環境を充実させたり、地域の

産業を支えるための人材を育成するため、道教委

と連携を図り協議を進めてまいります。

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

平成３１年度の社会教育については、名寄市社

会教育推進計画に基づき、市民の皆様が生きがい

のある人生を送ることができる生涯学習社会の形

成を目指し、次の５つの重点的な取組を進めてま

いります。

はじめに、生涯学習社会の形成について申し上

げます。

市民講座では、ワークショップを取り入れたま

ちづくり講座「エンレイ・カレッジ」を実施し、

住民自治の向上を図る取組を進めてまいります。

また、グループやサークルの活性化や組織化を

支援する「ジャックの豆事業」の奨励、市民が文

化芸術を体験・発表する生涯学習フェスティバル

の開催など、市民が自主的な学習に取り組める環

境づくりに努めてまいります。

風連地区については、文化交流施設として定着

した「ふうれん地域交流センター」を中心に、地

区の各種団体等と連携しながら地域の活性化を図

るとともに、風連陶芸センターや風連公民館等を

活用した生涯学習事業の推進に努めてまいります。

智恵文地区については、住民ニーズの把握に努

めたり、農村地区という地域特性を踏まえ、学校

をはじめ関係機関との連携を一層深めながら生涯

学習事業の推進に努めてまいります。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、市民の生涯学習活動を支援するた

め、利用者の様々な要望を踏まえ、図書資料など

の充実や読書環境の整備に努めてまいります。

また、子どもにとっての読書は、豊かな心の形

成に必要なものであることから、「第３次名寄市

子どもの読書活動推進計画」に基づき、家庭や地

域、ボランティア団体、幼児施設、学校などと連

携しながら、絵本の読み聞かせなどを推進し、子

どもの読書習慣の定着に向けた取組に努めます。

さらに、風連中央小学校に市立名寄図書館のサ

ービスポイントである風連分室を開館しました。

これからも、地域住民の利便性の向上を図るとと

もに、市民が自ら学び、より豊かな生活の実現を

目指す生涯学習の機会や情報の提供に努めてまい

ります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

今年は、大きな天文現象はありませんが、日常

的に星空への興味・関心を持っていただき、来館

していただけるような取組を行ってまいります。

学校教育との連携では、新学習指導要領にそっ

たプラネタリウムの学習投影など、子どもたちの

興味を引き出す授業内容に取り組んだり、移動式

天文台車の積極的な活用についても、広く利用を

呼び掛けてまいります。

研究分野では、北海道大学との連携の下、ピリ

カ望遠鏡を利用した研究を一層進め、全国に成果

を発信してまいります。

交流事業としては、国立天文台石垣島天文台や

台北市立天文科学教育館との共同観測、天文現象

の相互配信などで交流を深めるとともに、全国の

天文台との協力の下、相互に利用者が行き来でき

るような取組を進めてまいります。さらに、星と

音楽をテーマにした星祭りや音楽イベントなどを、

より多くの市民や全国の方々に利用していただけ

るよう開催方法などについても工夫してまいりま

す。

また、きたすばる天文台の開館１０周年に向け

た企画などについて検討を進めてまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着や子育て中の

家庭同士の交流拡大に向け、幼稚園の保護者を中

心に開設する家庭教育学級の支援や家庭教育支援

講座などの取組を進めてまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の改修では、昨年１２月に市民の
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スポーツ活動の拠点であります名寄市スポーツセ

ンタートイレの全面洋式化並びに多目的トイレを

新設するなど、市民に安心で快適なスポーツ環境

の整備を行ってまいりました。

今後も、市民の体力向上と競技力向上に資する

施設の整備と、スポーツ施設全般の長寿命化を目

指した修繕を行ってまいります。

スポーツの振興では、体育協会及び各競技団体

と連携を図りながら各種スポーツ大会の誘致を推

進し、スポーツによる交流人口の拡大に努めてま

いります。

また、子どもたちのスポーツ機会の充実、体力

向上を図るため、各種スポーツイベントを開催す

るとともに、スポーツを通じて市民が心身ともに

健康で活力ある生活が送れるよう、各種事業に取

り組んでまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

児童生徒が自然の中で学び合う野外体験学習事

業「へっちゃＬＡＮＤ２０１９」を実施するとと

もに、友好交流都市である東京都杉並区との小学

生交流事業として、夏季の「都会っ子交流」及び

冬季の「自然体験交流」を引き続き実施してまい

ります。

また、子ども会育成連合会などと連携したリー

ダー育成事業、スポーツ大会、育成者研修等の取

組を進めたり、青少年の健全育成や育成環境の整

備に努めてまいります。

名寄市成人式については、実行委員会を中心に

企画運営を行い、趣向を凝らした内容で開催して

まいります。

名寄市児童センター、風連児童会館では、自由

来館型の施設として安全安心な居場所となるよう

努めるとともに、遊びやスポーツ、各種行事を企

画し、子どもたちの健全育成を図ってまいります。

放課後児童クラブでは、保護者の仕事と子育て

の両立を支援するとともに、放課後における児童

の遊びや生活の場として、施設運営の充実や環境

整備を図り、児童の健全育成に努めてまいります。

また、民間学童保育所に対して、児童の安全安

心な居場所となるよう環境整備、運営に対し必要

な支援を行ってまいります。

青少年センターでは、青少年を取り巻く社会環

境の変化が子どもたちの健全育成に大きな影響を

及ぼすことから、各町内会推薦指導員や各学校、

関係機関と連携を図り、青少年の問題行動の未然

防止や安全確保に努めてまいります。

また、市内小・中・高等学校・関係機関との協

力で青少年表彰、青少年健全育成標語の取組を実

施し、青少年健全育成の啓発に努めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員が電話や面接等で相談に応じてまいります。

また、ひきこもりの解消や日中に相談ができない

方のために夜間相談日を設けて対応してまいりま

す。相談内容により、学校と情報交換を行いなが

ら適切な支援及び指導を行ってまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。

不登校は本人だけの問題ではなく、学校や家庭

を含む様々な要因が複雑に絡み合って生じる傾向

にあるため、教育推進アドバイザーを中心に学校

や関係機関との連携に努め、相談体制の充実を図

ってまいります。

放課後子ども教室では、「自ら学び自ら考える

力」を育むことを目的に、小学４年生から中学３

年生までを対象に児童センターや市民文化センタ

ー、ふうれん地域交流センターを活用して、子ど

もたちの安全安心な居場所となる活動拠点を設け、

勉強やスポーツ、文化活動等に取り組み、成果を

あげてきたところです。

今年度も、地域の教育経験者などの協力を得て、

自学自習の充実やテーマ学習の工夫を図り、子ど

もたちにとって有意義な教室となるよう努めてま

いります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ
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ます。

名寄市文化芸術振興条例及び名寄市文化芸術の

振興に関する基本方針に基づき、文化芸術の継承、

地域文化の創造と振興を図るとともに、助成事業

の推進などに努めてまいります。

また、優れた文化芸術を鑑賞する文化芸術鑑賞

バスツアーや市民が日頃の文化活動の成果を発表

する市民文化祭を実施するとともに、市民文化セ

ンターＥＮ―ＲＡＹホールを核とした鑑賞事業や

アウトリーチを含めた市民参加型の文化芸術事業

を実施してまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成８年２月の開館以来２３年が経過し、これ

までに３１万人の利用者を数えているところであ

り、引き続き、地域に根差した視点に立って、地

域の歴史や自然、文化に関する普及啓発を進めて

まいります。

博物館事業の主体となる展示活動では、もち米

の里ふうれん特産館の商品パッケージデザインを

手掛け、毎月ＪＲ北海道車内誌の表紙を飾る藤倉

英幸氏の貼り絵の企画展を計画しています。その

他、地域の歴史や自然を伝える自主企画による展

示会や市民、団体による作品展を年間通じて開催

し、市民に開かれた博物館活動を継続していきま

す。あわせて道内博物館・研究機関等との連携を

進め、体験学習や講座などの充実を図り、郷土学

習の拠点施設としての博物館を目指してまいりま

す。

以上、平成３１年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校

・市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域

を支える人材を育てる大きな役割と責任を担って

おります。

この自覚のもと、これまで推進してまいりまし

た「児童生徒に『生きる力』を育む」取組が実を

結び、名寄中学校においては、校内の研究主題

「高い感受性と自主性をもった生徒の育成」を目

指した取組や道教委指定の「学校力向上に関する

総合実践事業」、「ほっかいどう学力向上推進事

業」における確かな学力や豊かな心を育む取組の

成果が高い評価を得て、平成２９年度上川管内教

育実践表彰の学校表彰に引き続き、平成３０年度

北海道教育実践表彰の栄誉に輝きました。

また、名寄南小学校においては、平成２５年度

から「学校力向上に関する総合実践事業」の近隣

実践校として、平成３０年度からは、実践指定校

として、基礎学力保障の取組や教師の資質向上な

どを中核に据えた学校改善の取組の成果が高い評

価を得て、平成３０年度上川管内教育実践表彰の

学校表彰の栄誉に輝きました。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に学

校・家庭・地域社会との連携を深めながら、本市

の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいりま

す。

議員並びに市民の皆様の一層のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成３１年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１号

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 学校教育法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、学校教育法の一部を改正する法律が公

布をされ、新たな高等教育機関として専門職大学

及び専門職短期大学が制度化されたことにより一

部の職の資格要件において専門職大学等を追加を

する改正が行われたことから、関係する条例の一

部を改正しようとするものでございます。
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よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市非常

勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

農業委員会等に関する法律が改正をされ、遊休

農地の発生防止、解消や担い手への農地集積など

の農地利用の最適化の推進に関する事務が必須事

務に位置づけをされ、国において農地利用最適化

交付金制度が創設をされました。交付金を活用す

ることにより市の実質負担額も軽減をされること

から、農業委員の報酬を改めるため本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市立学校設置条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市立学

校設置条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、風連下多寄小学校が児童数の減少など

から学校の維持が困難な状況となり、平成３０年

度末をもって閉校することで地域との協議が調っ

たことから、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。



－24－

平成３１年２月２２日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

この採決は、地方自治法第２４４条の２第２項

の規定及び議会の議決に付すべき重要な公の施設

の利用及び廃止に関する条例第３条の規定により、

出席議員の３分の２以上の同意を必要とする特別

多数議決となります。また、特別多数議決の場合、

議長も出席議員となり、表決権を持ちますので、

御了承を願います。

お諮りいたします。議案第３号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市保育所に関する利用者負担額等を定める

条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市保育

所に関する利用者負担額等を定める条例の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本条例に規定をするその他の施設とし

て風連さくら保育園が該当しておりましたが、当

該保育園が本年４月１日から新たに認定こども園

として認可を受け、事業実施となり、児童福祉法

第２４条第１項の規定に基づく委託事業者に該当

しなくなったことから、本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市こども発達支援センター条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市こど

も発達支援センター条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、こども発達支援センターにおける障が

い児相談支援に関する業務を社会福祉課障がい相

談支援係に集約をし、切れ目のない障がい児の相

談支援体制の強化を図るために本条例の一部を改

正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま
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した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市飲料水供給施設条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市飲料

水供給施設条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、名寄市飲料水供給施設使用料の積算根

拠となっている名寄市の水道料金が本年４月から

改定となることから、使用料を ５０２円から

６８０円に改めるために本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 名寄市建築確認申請等手数料徴収条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市建築

確認申請等手数料徴収条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、建築基準法の一部改正により新たな認

定事務である建築物の敷地と道路との関係の建築

認定申請手数料を定めるために本条例の一部を改

正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 新市建設計画の変更についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 新市建設計

画の変更について、提案の理由を申し上げます。

平成３０年４月に東日本大震災による被害に伴

う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の

一部を改正する法律が施行され、被災地以外の市

町村においても合併特例債の期間が延長されたこ

とから、合併特例債の有効活用を図るために新市

建設計画の期間及び財政計画の変更について市町



－26－

平成３１年２月２２日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規定

に基づき議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 損害賠償の額を定めることについてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 損害賠償の

額を定めることについて、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、相手方が平成１８年３月３１日付で名

寄市を退職をした際に退職手当が支給をされず、

平成２８年５月２７日に北海道市町村職員退職手

当組合から退職手当が支給をされました。その間

の遅延損害金の支払いなどについて相手方と和解

が成立をしたことから、地方自治法第９６条第１

項第１３号の規定に基づき議会の議決を求めるも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 市道路線の廃止について、議案第１１号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 市道路線

の廃止及び議案第１１号 市道路線の認定につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１０号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号４０１７、豊栄

西１２条仲通、整理番号４０２０、豊栄南１２丁

目通の２路線を社会資本整備総合交付金道路事業

の要望提出に当たり、全延長を１路線として整備

をするために一旦廃止をするものでございます。

次に、議案第１１号 市道路線の認定について

申し上げます。本件は、議案第１０号により廃止

をした２路線を整理番号４０１７、豊栄西１２条

仲通として１路線で認定をしようとするものであ

ります。

加えて、都市計画法第２９条に基づく開発行為

により設置をされ、同法第４０条第２項に基づき
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名寄市に帰属をする公共道路を整理番号３０６３、

徳田４号線として新たに認定をしようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第１０

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１０号外１件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

２号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第

７号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 平成３０

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものであり、

歳入歳出それぞれ２億 ９０１万 ０００円を減

額をし、予算総額を２１９億 ４１９万 ０００

円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきましてふるさと応援事業費３５０万

円の追加は、ふるさと納税寄附金の増額に対応し、

寄附記念品発送業務委託料について補正しようと

するものでございます。

３款民生費におきまして地域介護・福祉空間整

備等施設整備事業費 ９０８万 ０００円の追加

は、国の平成３０年度第２次補正予算分への対応

として認知症高齢者グループホーム等への非常用

自家発電設備整備に対し補助しようとするもので、

財源につきましても同額を道補助金にて予算を計

上してございます。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金１

億 ０９９万 ０００円の追加は、本年度の地方

交付税の算定結果や東病院の収支調整に対し繰出

金を増額するものでございます。

６款農林業費におきまして農畜産物処理加工施

設管理運営事業費 ８１４万 ０００円の追加は、

農畜産物処理加工施設の衛生面や作業安全の改善

に必要な改修を行おうとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、１款市税に

おきましては本年度の納税状況を踏まえ、 ００

０万円を追加しようとするものでございます。

１１款地方交付税の普通交付税で２億 ４３５

万 ０００円の追加は、今年度の普通交付税額の

確定に伴い予算計上しようとするものでございま

す。

１８款寄附金の７４５万円の追加は、既に予算

化したものを除き、これまでにいただいた寄附金

について予算計上しようとするものでございます。

１９款繰入金では、財政調整基金を減額をし、

収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業（８棟目）のほか２

件の予算を変更しようとするものでございます。

第３表、繰越明許費につきましては、年度内に

完了しない議会運営事業費のほか５件を繰り越し

しようとするものでございます。
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第４表、債務負担行為補正につきましては、職

員採用募集申し込みウエブシステム使用料のほか

４件を追加しようとするものでございます。

第５表、地方債補正につきましては、全国瞬時

警報システム整備事業のほか９件を変更しようと

するものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定をすることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

３号 平成３０年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 平成３０

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ６３２万 ０００円を減額をし、

予算総額を３０億 ０２６万 ０００円に、直診

勘定におきましては歳入歳出それぞれ３７８万

０００円を減額をし、予算総額を１億 ７８４万

０００円にしようとするものでございます。

補正の主な内容を保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では人件費等の増に伴い２

６７万 ０００円、４款保健事業費では人件費、

報償費等の増に伴い５０万 ０００円を追加しよ

うとするほか、８款予備費では保険給付費の増加

に伴う計上が見込まれなくなったことから ００

０万円を減額しようとするものでございます。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では決算見込み等から

０４８万 ０００円、２款道支出金では保険給付

費等交付金の特別交付金分として合わせて７５万

０００円を追加しようとするほか、４款繰入金

において ０２７万 ０００円を減額し、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で２４５万 ０００円を

減額をし、２款医業費では医療用消耗機材費等で

１３３万円を減額しようとするものでございます。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で５０８万円を

追加をし、諸収入で１１６万円を減額することに

伴い、４款繰入金において７８７万円を減額をし、

収支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

４号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成３０

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきましては歳

入歳出それぞれ２２６万 ０００円を減額をし、

予算総額を２６億 ４９９万 ０００円に、サー

ビス事業勘定・名寄におきましては歳入歳出それ

ぞれ３６４万 ０００円を減額をし、予算総額を

２億 ７４４万 ０００円に、サービス事業勘定

・風連におきましては歳入歳出それぞれ７５万

０００円を減額をし、予算総額を ５１６万 ０

００円にしようとするものでございます。

補正の主な内容につきまして保険事業勘定の歳

出から申し上げます。１款総務費におきまして決

算見込みにより人件費で９１８万 ０００円を減

額しようとするものでございます。

２款保険給付費におきましては、年度末の給付

費の見込みにより調整を行うものであり、予算総

額の変更はございません。

３款地域支援事業費におきましては、事業費の

決算見込みによる調整のほか、通所型サービス給

付費の増加などに伴い６４０万円を追加しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。地域支援事

業費の追加に伴い４款国庫支出金、５款支払基金

交付金、６款道支出金をそれぞれ追加しようとす

るものであります。

８款繰入金では、地域支援事業費の追加に伴い、

地域支援事業繰入金を追加をするとともに、人件

費の減額に伴い職員給与等繰入金を減額をしよう

とするものでございます。

続きまして、サービス事業勘定・名寄につきま

して申し上げます。歳出におきまして１款総務費

では人件費で３７４万 ０００円を減額をし、歳

入におきましては一般会計繰入金を減額をし、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第２表、債務負担行為補正では、名寄市

デイサービスセンター楽々館ほか１施設指定管理

委託料を変更しようとするものでございます。

次に、サービス事業勘定・風連について申し上

げます。歳出におきまして１款総務費では人件費

で７５万 ０００円を減額をし、歳入におきまし

ては一般会計繰入金を減額をし、収支の調整を図

ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

５号 平成３０年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成３０

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ１億 ０

４２万 ０００円を減額をし、予算総額を９億

４７０万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

補正の主な内容について歳出から申し上げます。

１款下水道事業費では事業費の確定に伴う各費目

の調整により総額で１億 ４７４万 ０００円、

２款公債費では３５２万 ０００円、３款諸支出

金では消費税等で２１４万 ０００円をそれぞれ

減額しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。３款国庫支

出金では ９４０万 ０００円、６款市債では

２２０万円を事業費の確定によりそれぞれ減額を

し、４款繰入金では一般会計繰入金で ５０８万

０００円を減額をして収支の調整を図ろうとす

るものでございます。

次に、第２表、地方債補正では、公共下水道整

備事業のほか１件の限度額を変更しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

６号 平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成３０

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ６５８万

０００円を減額をし、予算総額を ７２０万

０００円にしようとするものでございます。

補正の主な内容について歳出から申し上げます。

１款個別排水事業費では事業費の確定に伴う調整

により６３４万 ０００円、２款公債費では長期

債償還利子及び一時借入金利子で１８万円をそれ

ぞれ減額しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の確

定に伴う市債の調整のほか、３款繰入金で２９８

万 ０００円を減額をし、収支の調整を図ろうと

するものでございます。

次に、第２表、地方債補正では、個別排水処理

施設整備事業の限度額を変更しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

７号 平成３０年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成３０

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、繰越明許費を設定しようとする

もので、年度内に完了しない食肉センター改修工

事管理業務委託及び改修工事について繰り越しし

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

８号 平成３０年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成３０

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ ０００円を

追加し、予算総額を４億 ４９９万 ０００円に

しようとするものでございます。

補正内容を歳出から申し上げます。１款総務費

では人件費の増に伴い ０００円を追加しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。２款繰入金

では事業費繰入金 ０００円を追加をし、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第１

９号 平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成３０

年度名寄市立大学特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ ７３５万

０００円を減額し、予算総額を１８億 ６０７万

０００円にしようとするものでございます。

補正の主な内容を歳出から申し上げます。１款

教育費では決算見込みによる人件費等の減により

１億 ９２１万 ０００円を減額をするほか、今

後の施設整備のため大学振興基金積立金に１億４

１６万 ０００円を追加しようとするものでござ

います。

次に、歳入について申し上げます。５款寄附金

で大学に対する寄附金１９９万 ０００円を追加

をし、６款繰入金では一般会計繰入金で ９６２

万円を減額をし、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第２

０号 平成３０年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 平成３０

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うものでございます。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款病院事業収益では、医業収益におき

まして入院患者数の減少等により入院収益で２億

３１１万 ０００円を減額をし、外来患者数の

増加等により外来収益で２億 ４２５万 ０００

円を追加をし、小児救急医療への交付金算定額の

減少等により他会計負担金で ８４６万 ０００

円を減額、その他医業収益で ４０４万 ０００

円を追加しようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして周産期医療への

交付金算定額の増加等により他会計補助金で１億

０８０万 ０００円、他会計負担金で１３万

０００円をそれぞれ追加しようとするものでござ

います。

次に、特別利益におきまして過年度損益修正益

で ９６１万 ０００円を追加をし、収益の総額

を１０２億 ３９６万 ０００円にしようとする

ものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では医業費用におきまして給与費で

１億 ７１５万 ０００円を減額をし、材料費で

薬品費及び診療材料費の増加により２億１０８万

０００円を追加をし、経費で委託料や光熱水費

の減少により １９７万 ０００円を減額しよう

とするものでございます。

次に、医業外費用におきまして雑支出で控除対

象外消費税の増加により ０４６万 ０００円を

追加しようとするものでございます。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損
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で ４９２万 ０００円を追加し、費用の総額を

１０５億 ３７６万 ０００円にしようとするも

のでございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で給水ポンプ更新

事業の財源として ０００万円、寄附金で２７０

万円、償還金で８２６万円をそれぞれ追加をし、

総額を１０億 ８７９万 ０００円にしようとす

るものでございます。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして資産購入費で４２万 ０

００円を減額をし、施設費で給水ポンプ更新事業

の実施等により ３８６万 ０００円を追加をし、

総額を１５億 ５４９万 ０００円にしようとす

るものでございます。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金

及び一時借入金で補填するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第２

１号 平成３０年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 平成３０

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、必要な

調整を行おうとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益５７万 ０００

円の減額や長期前受金戻入１７２万 ０００円の

追加、その他特別利益 ０１１万 ０００円の追

加により収益全体で ２３５万 ０００円を追加

をし、総額を７億４９０万 ０００円にしようと

するものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で ４３５万 ０００円を

追加をし、総額を６億 ４２９万 ０００円にし

ようとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では５４万 ０００円を減額をし、総額

を２億 ６５７万 ０００円に、また４款資本的

支出では２９５万 ０００円を減額をし、総額を

５億 ９７９万 ０００円にしようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。
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議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第２

２号 平成３１年度名寄市一般会計予算、議案第

２３号 平成３１年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２４号 平成３１年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２５号 平成３１年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２６号

平成３１年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２７号 平成３１年度名寄市

食肉センター事業特別会計予算、議案第２８号

平成３１年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２９号 平成３１年度名寄市立大学特別会

計予算、議案第３０号 平成３１年度名寄市病院

事業会計予算、議案第３１号 平成３１年度名寄

市水道事業会計予算、以上１０件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 平成３１

年度名寄市一般会計予算及び議案第２３号から議

案第３１号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成３０年１１月１日付市長

訓令に基づき、名寄市総合計画や総合戦略の具現

化、事業の選択と集中の徹底、健全な財政運営の

維持といった基本的な考え方に基づき予算の編成

をいたしました。

一般会計予算案は、前年度の肉づけ予算後と比

較をし １％減の２０６億 ２１７万 ０００円

となりました。継続事業である風連中央小学校校

舎・屋内運動場等改築事業における本体工事の終

了などが主な減額要因でございます。なお、収支

不足を補う財政調整基金の取り崩し額は６億 ４

５９万円を計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。平成３

１年度国民健康保険特別会計外６特別会計予算総

額は９９億 １３７万 ０００円となっておりま

す。増減の大きなものとして、食肉センター事業

特別会計では公債費の増により前年度比２ ８％

の増となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計では前年度比 ４％減の１１７億 ９７３

万 ０００円、水道事業会計では前年度比 ５％

増の１３億 ８３１万 ０００円となりました。

以上によりまして、平成３１年度全会計の予算

総額は４３７億 １５９万 ０００円となりまし

た。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第２２号外９件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思

いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号外９件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分を

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成３０年１１月１４日午前９

時３５分ごろ、名寄市大通南３丁目の市道南２丁

目通におきまして経済部所管の公用車が西に向か

って走行中、左方駐車場より車道に出てきた相手

方車両が公用車の左側面に衝突をし、破損したも

のでございます。過失割合は本市が１０％であり、

相手方の車両修理代として２万 ６９４円を負担

をすることで示談が成立し、和解したところでご

ざいます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２６ 報告第２

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 専決処分を

した事件の報告について申し上げます。

損害賠償の内容は、風連下多寄小学校が平成３

１年３月３１日に閉校するため、平成２８年４月

から５年間の長期継続契約をしている風連下多寄

小学校・風連中学校警備業務の委託契約について、

同日付で風連下多寄小学校警備業務を解除する契

約変更に伴い、受託者はみずから設置をした機械

警備に係る設備設置費用等の回収の見込みがなく

なることから、その費用について賠償をするもの

でございます。機械警備に係る設備設置費用等の

実損額については、双方協議をして１８万 ８３

６円を賠償額と定めたところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２３日から３月５

日までの１１日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２３日から３月５日までの１

１日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ０時２７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹
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署名議員 野 田 三樹也

署名議員 東 千 春
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平成３１年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３１年３月６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。１６

番、佐々木寿議員からおくれる旨の届け出があり

ました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 川 口 京 二 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成３１年度の市政執行について外２件を、佐

藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、７人の議員

で構成しています市民連合・凛風会を代表して通

告順に従い順次質問をさせていただきます。

最初に、今定例会初日の２月２２日に加藤市長

が行った平成３１年度市政執行にかかわり、名寄

市の将来を展望する見地からお伺いします。市長

は、執行方針の冒頭、当該年度について、名寄市

においても厳しい時代を乗り越えていくための取

り組みが必要になると位置づけられましたが、改

めてその意味するところをお伺いします。

また、総合計画中期基本計画のスタート年とな

る平成３１年度予算案は、一般会計で前年度比

１％減の２０６億 ２１７万 ０００円、特別会

計、企業会計を加えた全会計で４３７億 １５９

万 ０００円となりましたが、当該年度も財政調

整基金から６億 ４５９万円、公共施設整備基金

から３億 ５００万円を繰り入れ、収支の調整を

図っており、まさに基金に依存した財政運営とな

っています。道路網整備や学校改築など社会資本

整備の課題を抱える名寄市にあっては、財政規律

堅持を貫く姿勢であるとはいえ、このままでは基

金の枯渇化が懸念されますが、改めて財政の状況

及び見通しについてお示しいただきたいと思いま

す。

地域医療にかかわっても消費税対応の診療報酬

改定が予定され、現段階では非常に厳しい予測と

なっているとしていますが、地域医療を支える名

寄市立総合病院にあって厳しい予測がどういう影

響を与えると懸念され、どう対応されようとして

いるのかお伺いします。

一方、新年度施策にかかわって３点お伺いしま

す。まず、総合計画中期基本計画に関して、昨年

の第４回定例会において議会基本条例に基づく議

決事件として審議し、全会一致で可決をしました

が、附帯決議の第１項目に掲げたのが市民周知に

努めることでありました。加藤市長も執行方針の

中で市民周知に一層努めるとしていますが、具体

的にどう取り組まれようとしているのかお伺いし

ます。

コミュニティー活動の推進についても町内会を

協働のまちづくりを進める上で最も重要な組織と

位置づけ、各町内会の大きな課題となっている未

加入世帯や役員のなり手問題について触れ、財政

的な支援や町内会の必要性や加入促進に向けた啓

発など継続して町内会連合会と連携をし、取り組

むとしていますが、新たな発想に基づく施策の展

開があり得ると判断してよいのかについてお伺い

します。

自主的に道路排雪を行う町内会に対し、重機を

無償で貸し出しを行うレンタル＆ゴー事業に対し、

町内会内ではさまざまな意見がありますが、加藤

市長は３１年度においても推進に努めると方針を

示されたものの、各町内会の現状から抜本的な改

善が必要と考えますが、改めて見解をお伺いしま

平成３１年３月６日（水曜日）第１回３月定例会・第２号
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す。

最後に、平成２８年から３カ年実施し、市民か

ら好評を得ている名寄市住宅改修等推進事業につ

いて、当該年度からずっと住まいる応援事業補助

金として制度拡充を提案されていますが、名寄市

で住み続けようと決意され、住宅をリフォームを

する市民と移住者に５万円の補助差をつけた理由

について改めてお伺いします。

次に、総合計画の生きる力と豊かな文化を育む

まちづくりを基本目標に掲げた教育行政執行にか

かわりお伺いします。今年度懸案であった風連中

央小学校の校舎及び屋内体育場の整備が終了し、

児童たちが新しい学び舎で勉学に励む姿は喜ばし

い限りですが、平成３０年５月に策定した名寄市

立小中学校施設整備計画で示すとおり、改築から

３０年以上が経過している学校施設が６校、同４

０年経過している学校が２校となっていることか

ら、教育委員会としても施設の老朽化、劣化など

への対策や改善、改修など早急に検討する必要が

あるとしています。加えて、昨年９月に発生した

胆振東部地震に象徴されるように、これまで地震

が少ない名寄市の地にあって地震はあり得るとい

うことが改めて証明されました。現在市内で耐震

基準を満たしていないと判断される校舎及び屋内

運動場を有する学校が４校に７棟ありますが、名

寄市の将来を担う子供たちに生きる力を育む市教

育委員会は今後どのように対応されようとしてい

るのか、特に市の財政事情や対象学校の多くが中

学校である現状を踏まえ、見解をお伺いします。

また、ＥＮ―ＲＡＹホールがオープンして間も

なく４年が経過しようとしていますが、文化の殿

堂として活用される同ホールの現状を鑑み、市教

育委員会として豊かな文化を育む名寄市の文化度

についてどういう見解をお持ちかお伺いします。

最後に、執行方針の中で青少年の健全育成にか

かわり、子ども会育成連合会などと連携をしたリ

ーダー育成事業、スポーツ大会、育成者研修など

の取り組みを進めたり、青少年の健全育成や育成

環境の整備に努めるとしていますが、地域の子供

会の現状をどう認識され、どう対応されているの

かについても具体的にお示しをいただきたいと思

います。

先ほども述べましたように、市民連合・凛風会

は４年前の改選後に政策を同一とする議員７人で

構成し、平成３０年第４回定例会までの間、代表

質問、一般質問を合わせて２１７項目、５９１点

に上る質問を行うとともに、各年度の予算審査特

別委員会、決算審査特別委員会、各常任委員会な

どで積極的な質疑、提言をし、理事者の理解を得

て施策に取り入れていただいたもの、検討方針を

打ち出していただいたもの、残念ながら施策に反

映いただけなかったものとさまざまでありました。

現議員としては、最後の定例会となる今議会にお

いても一般質問に４議員が登壇し、名寄市の諸課

題について質問を行います。また、平成３１年度

予算審査特別委員会においてもそれぞれの視点で

質疑が行われるものと思いますので、改めて理事

者においては意のある御答弁をこの場からお願い

をいたします。しかしながら、この間の議論を含

め、本定例会代表質問では８点について基本的見

解をお伺いします。

１点目は、合併後の人口動態に対する見解につ

いてで、合併時の平成１８年３月の人口は３万

２１２人でありましたが、昨年１２月末において

は２万 ５８２人と実に１ ７％、 ６３０人の

減となりました。年齢別では、１３歳から１５歳

の中学生がマイナス２ ２％、２３歳から４０歳

までがマイナス２ ９％で、プラスとなっている

のが６５歳以上の１ ５％増のみでした。合併以

降、過疎化、少子高齢化に対し、さまざまな施策

を展開してきましたが、この現状についての認識

をお伺いします。

市長就任以来、営業戦略室を初め、時代の趨勢

や施策に対応するため、さまざまな機構改革に取

り組んできました。改めてその成果と総合計画中

期計画のスタート年を迎え、新たに機構見直しに



－40－

平成３１年３月６日（水曜日）第１回３月定例会・第２号

取り組まれる考えについてお伺いします。

庁舎のあり方については、立地適正化計画及び

公共施設等総合管理計画において方針が打ち出さ

れるものと認識しますが、昨年の胆振東部地震に

よるブラックアウト停電、近年の大雨などの危機

対策上、加えて厳しさを増す財政展望の見地から

庁舎のあり方について現状の分庁方式を堅持され

るのか、総合庁舎方式に変更されるのか、改めて

基本的姿勢をお伺いします。

名寄地区中心市街地活性化については、合併以

前から大きな課題となっており、行政としてもさ

まざまな取り組みを行ってきましたが、結果的に

衰退の一途をたどっている状況です。駅前交流プ

ラザよろーな開設後を見ても市街地活性化につな

がっていないのは明らかであり、たとえ公共施設

を配置しても市民の皆さんの思いや心に直結しな

い限り活性化は望めません。改めて市民を巻き込

んだ市街地活性化の検討が必要と考えますが、見

解をお伺いします。

基幹産業である農業労働力の確保は、喫緊の課

題です。この間、名寄市立大学生による協力はあ

りましたが、市長は新たな雇用労働者の確保に向

け、一般の農業未経験者の作業従事や他業種との

連携について検討としていますが、具体的にどの

ような対応をお考えなのか見解をお伺いします。

平成７年９月、ＪＲ深名線が廃止となってから

線路跡地に対して地域要望もあり、整備が行われ

てきましたが、豊栄地区内に位置する天塩川右岸

側の築堤から東側約２４０メートルについては旧

態依然のままであり、近年は雑草、雑木が生い茂

り、キツネ、野ネズミ、カラスなどがすみつき、

近隣農作物にも甚大な被害を与えています。地域

町内会では、過去数度にわたり市に整備を申し入

れ、歴代の副市長、建設水道部長も現地を訪れ、

実態を調査していますが、改善には至っていませ

ん。改めてこれまでの経緯と今後の対応について

お伺いします。

昨年度、会派として新年度施策に対して申し入

れをさせていただきました。その中で、名寄市立

大学について地域経済、地域社会、文化の発展に

寄与できるシンクタンクとして位置づけられるよ

う大学機能の充実と人材育成を求めたのに対し、

コミュニティケア教育研究センターを中心とする

大学機能の充実と人材育成に努めると回答されま

したが、その具体策についてお伺いします。

最後に、名寄市立総合病院では、特に看護師確

保が大きな課題となっております。過去１０年間

の看護師採用者は２１１人で、このうち現在在籍

している看護師が１５８人と定着率は７ ９％と

なっています。新規看護師確保に大きな役割を果

たしている学資金貸与の状況及び返還免除後の定

着率についてお伺いし、この場からの質問とさせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。佐

藤議員から大項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１及び大項目３については

私から、大項目２については教育部長からの答弁

となります。よろしくお願いいたします。

大項目１、平成３１年度の市政執行について、

小項目１、将来展望にかかわって①、名寄市にお

いても厳しい時代を乗り越えていくための取り組

みが必要となる年と位置づけた意図についてお答

えをいたします。国内では、人口減少が始まった

とされる２００８年から人口減少、少子高齢化が

進行しており、地方にとっては大変厳しい首都圏

一極集中が現在も進んでおり、自治体のあり方を

模索しなければなりません。名寄市においても公

共施設等整備してきたものが老朽化が進み、建て

かえなどの時期も迎えており、総じて厳しい時代

と考えているところであります。名寄市において

も厳しい時代を乗り越えていくための取り組みが

必要となると位置づけたことにつきましては、本

年度総合計画中期基本計画を策定をし、主要施策

ごとに数値目標を設定させていただきました。策

定作業では、現状と課題などを議論し、方向性を
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決定をした中期基本計画がこの４月からスタート

いたしますが、数値目標を達成していくため、し

っかりと取り組みを進める年という意図でござい

ます。よろしくお願いをいたします。

②、財政状況見通しについてお答えいたします。

平成３１年度一般会計予算案は、前年度の肉づけ

予算後と比べ １％減の２０６億 ２１７万 ０

００円、一般会計に特別会計、企業会計を加えた

全会計の総額は ４％減の４３７億 １５９万

０００円となりました。予算編成に当たり、財政

調整基金から６億 ４５９万円、公共施設整備基

金から３億 ５００万円を繰り入れするとともに、

備荒資金超過納付金を３億 ０００万円支消する

こととして収支の調整を図ったところであります。

平成３１年度は、大型の投資的事業の計画がな

いことから、予算総額としては減少しているもの

の、基金の繰入額についてはさきに述べた財政調

整基金、公共施設整備基金を含む総額で１１億

４７１万 ０００円となり、歳入の ８％を占め

ております。本市の歳入構造は、御存じのとおり

国からの地方交付税に大きく依存をしており、当

初予算を編成する上においても地方交付税の積算

には地方財政計画をもとに適切かつ慎重に積算を

させていただいておりますが、合併算定がえの優

遇措置の縮減、市税など自主財源の伸びを大きく

見込むことができないなど、また歳出では人件費、

公債費、扶助費の義務的経費の増加、また物件費

を初めとする経常経費についても増加傾向にある

ことから、当初予算では基金に依存した予算編成

となったところです。

財政調整基金や公共施設整備基金、各特定目的

基金については、市民と協働のまちづくりを進め

ていくためにもそれぞれの設置目的に応じた基金

の有効活用が重要となる一方、将来に備えた基金

残高の確保に努めるとともに、災害を初めとする

緊急的な財政出動の際には一定程度の基金の繰り

入れも必要となりますので、予算の執行段階にお

いても特定財源の掘り起こしを初め、歳出の抑制

に努めていく必要があるものと認識をしておりま

す。これからも地方交付税を初めとする一般財源

収入の減少を念頭に、市民ニーズや各事業の優先

順位、緊急度、特定財源の状況を十分に考慮し、

限られた財源を有効に活用することで後年度に過

度の負担を残すことのないよう健全な財政運営を

しっかり維持していくことが重要であると考えて

おります。

次に、③、地域医療充実に関し、消費税対応の

診療報酬改定が予定され、現段階では非常に厳し

い予測となっているとした意味について申し上げ

ます。本年１０月に予定をされている消費税引き

上げに伴う診療報酬改定につきましては、２月１

３日の中医協で厚生労働大臣に答申をされ、本体

がプラス ４１％で、各科の内訳は医科プラス

４８％、歯科プラス ５７％、調剤プラス １２

％と示されました。また、薬価につきましてはマ

イナス ５１％、材料価格についてはプラス ０

３％となっております。

市立総合病院に対応する主な内容といたしまし

ては、初診料が２８８点で６点、外来診療科は７

４点で１点、急性期一般入院料１は ６５０点で

５９点、精神病棟入院基本料が９５８点で１２点、

それぞれ引き上げられる予定となっており、特定

入院料の救命救急入院料も引き上げられる内容と

なっております。これらを本年度の実績ベースで

試算をした場合に、１０月以降の６カ月分でおよ

そ ５００万円程度の増収となるものと見込んで

おります。一方、費用を同じ期間で試算した場合、

薬剤、診療材料などで ２００万円、委託料で４

００万円、診療報酬では補填の対象とならない医

療機器や備品の購入費、工事費などで ０００万

円など、全体でおおよそ ６００万円程度の支出

増を見込んでおります。差し引きしますと １０

０万円程度の負担の増加と合わせて薬価のマイナ

ス改定による純利益の減少額が ５００万円程度

と想定をしていることから、非常に厳しい予測で

あると申し上げたところであります。対応といた
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しましては、事業管理者とも協議をしながら収入

増加策の実施と経費の削減に努めることで影響額

を最小限にとどめるように努めてまいりたいと考

えております。

次に、大項目１、小項目２、施策にかかわって

①、総合計画中期基本計画の市民周知についてお

答えをいたします。総合計画の策定に当たりまし

ては、アンケート調査や意見懇談会などでいただ

いた御意見を参考にしながら、市民委員から成る

審議会において議論をいただくとともに、パブリ

ックコメントや出前トークなどの制度も含め、各

種機会を捉えて市民との情報共有や市民参画を図

ってきたところであります。また、今年度の新た

な取り組みとして、総合計画の策定に際しまして

実施をしたアンケート調査でいただいた個別意見

の中からテーマごとに広報において声、Ｖｏｉｃ

ｅというコーナーを設けまして市としての考え方

などをお知らせするとともに、本年２月号には名

寄高校新聞局の皆様に総合計画を解説いただいた

紙面を４ページにわたって掲載をし、周知を図っ

てきたところであります。

先月開催されました名寄市総合計画審議会で今

後の市民周知の方策について御意見をいただきま

して、名寄市総合計画第２次中期計画の冊子を策

定をし、市庁舎や図書館などで閲覧できるように

するとともに、イラストなどを用いて親しみやす

く、わかりやすいダイジェスト版もカラー印刷で

作成をいたしまして広報４月号の別冊として全戸

配布を予定をしているところであります。総合計

画の冊子及びダイジェスト版は、名寄市のホーム

ページにも掲載をしまして、いつでも閲覧できる

よう準備を進めるとともに、引き続きまちづくり

懇談会を初め、各種団体総会などで総合計画ダイ

ジェスト版を配付をすることや出前トークを御活

用いただくことなどで市民周知に努めてまいりた

いと考えております。今後とも効果的な市民周知

方策につきまして、総合計画審議会でも研究を進

めるとともに、計画に掲げた施策、事業の数値目

標の検証や実施計画事業のローリングの結果につ

いても市民周知を図りながら市民と協働のまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。

次に、②、コミュニティー活動の推進の具現策

についてお答えをいたします。町内会につきまし

ては、公園や道路の環境美化、防犯灯や街路樹の

管理、市からの広報の配付などの情報提供、子供

やお年寄りを初めとする見守り活動など、地域住

民が安心して暮らせる地域づくりを支える組織で

あり、協働のまちづくりを進めるための基盤とな

る組織であると認識をしております。町内会の主

体的な活動に対する町内会自治活動交付金や町内

会の会館整備を支援をする町内会館建設費等補助

金などの財政的支援を行ってきているほか、町内

会長と行政との懇談会やまちづくり懇談会を通じ

て意見交換を実施をしまして、町内会活動の推進

を支援をしているところであります。しかし、近

年少子高齢化、社会状況や生活様式の変化、価値

観の多様化によりまして地域の連帯感が希薄とな

り、町内会未加入世帯の増加や役員のなり手不足

などの課題がある中、災害時の見守りや防犯の取

り組みなど町内会が果たす役割の重要性を認識も

するところでございます。今後におきましても町

内会連合会と連携をした取り組みであるアパート、

マンション入居者向けの町内会加入促進チラシの

提供や地域コミュニティーの重要性の周知などを

継続して実施をし、課題解決に向け、引き続き支

援を行ってまいります。

また、単位町内会では取り組むことが難しい活

動や地域課題につきましては、小学校区を基本に

組織をされます地域連絡協議会において盆踊り、

お餅つき大会、スノーランタンフェスティバルな

どの多世代交流事業、学校の花壇整備や通学路の

清掃活動、防災に関する講演会の開催など複数町

内会の連携事業として取り組まれております。そ

の活動を支援するために地域連絡協議会活動交付

金を交付をしており、さらに活動の活性化を促す

ために平成２９年度には活動交付金の見直しも行
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ってきております。また、代表者会議を開催をし

まして、各地域連絡協議会の活動事例の紹介や情

報交換の場を提供することによりまして地域の持

続的な発展を促し、コミュニティー組織としての

活性化を支援しているところであります。

また、御質問にございました新たな発想に基づ

く施策の展開につきましては、町内会が抱える課

題の把握やその対応について改めて町内会連合会

と連携をした取り組みを検討し、地域の主体的な

活動を支援をしてまいりたいと考えているところ

であります。

次に、③、推進に努めるとしたレンタル＆ゴー

事業の現状と課題及び改善策についてお答えをい

たします。レンタル＆ゴー事業は、通学路や交差

点の除排雪など行政だけでは難しい冬場の対応を

行政がタイヤショベルと排雪ダンプを提供するこ

とにより町内会の自主的な除排雪を助成をする事

業でございます。また、本事業は平成２９年度か

ら３１年度までの３年間を試行期間と設定をし、

３年間の総括をした上で４年目以降の事業の精度

を上げることとしております。

昨年度、実施をした町内会から状況を聞き取り、

検証いたしましたところ、運転免許保有者がいて

も実務経験者が少なく、雪山崩しや排雪ダンプへ

の積み込みまでの作業に不安があるといった御意

見をいただきました。その結果を踏まえて、今年

度におきましては社会福祉協議会と連携をし、そ

こに登録をされた企業ボランティアからタイヤシ

ョベルの運転手を派遣できる体制づくりをいたし

ました。また、今年度開催をいたしました説明会

には昨年度よりも３つ多い６町内会から御出席を

いただきまして、その中の御意見では燃料代や破

損させた施設の修繕費を支払うのは難しい、また

交通誘導員の経験がないため、交通誘導員を見守

る人が必要、また排雪したい箇所の選定ができな

いという次の課題につながる御意見も出されたと

ころでございます。

議員が御指摘の抜本的な改善につきましては、

次年度が試行期間の最終年となることからも２年

間での総括をもとに、より活用しやすい事業とな

るよう、その運用につきまして引き続き町内会と

協議をしてまいります。また、今後におきまして

も町内会と行政との連携事業について研究を行い、

冬の快適な道路空間の確保に努めてまいります。

次に、④、ずっと住まいる応援事業補助金の拡

充策についてお答えをいたします。市民の住環境

の整備と技術者の人材育成及び継続した雇用を目

的に、平成２８年１０月から本年度まで３カ年の

事業として実施をしている名寄市住宅改修等推進

事業につきましては、市民の住宅改修ニーズに応

える制度として好評を得るとともに、市内建設関

連事業者からも評価が高く、事業の継続を望む声

を多くいただいておりました。あわせて、実績、

事業効果も高いことから、新年度現行制度の基本

部分は継承した上で雪対策の外構工事を対象経費

に含めることに加えて、移住や空き家対策を促進

するために加算措置を設けた新たな制度として名

寄市ずっと住まいる応援事業補助金を予算案とし

て提案させていただいたところでございます。

拡充の考え方ですが、まず第１に市民の皆様が

これからも長く名寄に住み続けていただけるよう、

市民からの要望の多かった塀や木の撤去による間

口の確保やロードヒーティング設置といった雪対

策の外構工事を対象経費に含めることといたしま

した。さらに、新年度に改定をされます名寄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略における基本目標

に人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで

暮らしたいと思われるまちの実現を目指し、移住

して新たに名寄市民になっていただける方の後押

しをするため、そして空き家の有効活用も促進を

するため、それぞれ５万円の加算措置を設けたと

ころでございます。移住につきましては、来てい

ただいた方だけでなく、人口減少が進む本市にお

いて働き手の確保による人手不足対策や経済を初

め、まちの活性化といった全市的課題への対応策

として重要な施策であると認識をしておりまして、
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移住施策との連携を目的に移住者への加算措置を

設けたものでございます。

次に、大項目３、名寄市の各課題について、小

項目１、合併後の人口動態に対する見解について

お答えをいたします。議員御指摘のとおり、本市

における人口の推移は年少人口、生産年齢人口、

老年人口で見ると、老年人口のみの増加をしてお

ります。この現象は、全国的にほぼ例外なく同じ

ような動きをしておりまして、この現象に合わせ

て本市も人口減少が進んでいるという現状でござ

います。持続可能な自治体をつくっていくために、

人口減少対策に特化をした名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定をし、現在も数値目標達

成に向けた取り組みを行っているところでござい

ます。人口減少対策につきましては、とめられな

いことやできることなどを確認をすることが重要

であると考えており、とめられないことでは今の

住民が毎年年齢を重ねていくこと、進学など若者

が地域外に流出をしてしまうこと、変えられるこ

とでは流出した若者たちを工夫次第で呼び戻せる

こと、医療環境など都市機能を維持することによ

り子供を安心して産み育てられる場所として望む

方には子供を産んでいただくということ、前向き

にできることとして無病息災で天寿を全うする高

齢者をふやせること、来訪、滞在、短期定住をす

る方をふやせることなど効果的な施策を分析し、

議論し、実施をしていかなければならないと考え

ているところでございます。

小項目２、機構見直しの成果と今後についてお

答えをいたします。議員がお示しになった営業戦

略室の設置でございますが、同室は平成２３年度

に商工業の振興、企業誘致、労働行政、観光、物

産振興に加え、移住などの業務を集約し、総合的

な視点から対外的に名寄市を発信することにより

交流人口拡大を図ることを目的として設置をいた

しました。営業戦略室では、合併後の新名寄市に

おいて旧名寄、旧風連、それぞれの魅力や地域資

源について新たな発想から市民と協働で発見、発

掘、活用を進め、名寄市を内外へ売り込むという

点でこれまで大きな役割を果たしているものと考

えております。

次に、平成２８年度の名寄市総合計画第２次に

おける重点プロジェクトでございます冬季スポー

ツ拠点化事業として、冬季スポーツ大会や合宿の

さらなる誘致に取り組むためにスポーツ・合宿推

進課を設置をいたしました。同課設置後、ＪＯＣ

ジュニアオリンピックカップの名寄での開催や海

外からの合宿の受け入れ増など交流人口の拡大に

大きな成果が見られるほか、ジュニア選手の育成

に当たっては名寄市立総合病院や名寄市立大学と

連携をした育成プログラムを実施をするなど冬季

スポーツ拠点化を主眼とした取り組みを進めてい

るところでございます。

また、本年度の名寄市総合計画第２次中期基本

計画の策定及びそれを受けた名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の見直しに当たり、重点プロ

ジェクトの策定や実現には市の複数の部署が横断

的に連携をして取り組むことが不可欠となること

から、昨年７月、新たに各部署で重点プロジェク

トに関連する事業を担当する職員から成る総合政

策室を創設をさせていただきました。総合政策室

は、本年度は名寄市総合計画第２次中期基本計画

の策定業務などを中心に業務をしておりましたが、

来年度は同計画の具現化に向けて本年度以上に部

署を横断した業務に取り組んでまいります。

新年度の組織機構でございますが、議員御指摘

のとおり新年度は名寄市総合計画第２次中期基本

計画の初年度でございまして、重点プロジェクト

の実現を初め、名寄市が取り巻く課題解決に向け

てどのような組織機構が望ましいのか鋭意検討し

ているところでございます。

次に、小項目３、庁舎のあり方についてお答え

をいたします。近年、道内外において大雨洪水や

地震などによる災害が発生をしております。昨年

には、北海道胆振東部地震に伴い大規模な停電が

発生をし、改めて予期せぬ自然災害の恐ろしさや
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日常の備えの大切さを多くの人たちが痛感をする

こととなりました。本市においては、大雨洪水や

地震が発生した場合には、その災害規模にもより

ますが、庁舎にも影響が出る可能性があり、災害

発生時における課題の一つであると認識をしてい

るところであります。

また、庁舎に関しましては、合併市としての課

題として現在の分庁方式を今後どうしていくのか

という点も挙げられるところです。庁舎の今後の

あり方につきましては、立地適正化計画の策定に

向けた議論の中で、仮に建てかえるとした際の建

設位置やゾーニングあるいは公共施設等総合管理

計画とも照らし合わせた施設の複合化も視野に入

れた中で検討を進めていくことになると考えてい

るところであります。重要な課題の一つでありま

して、また市民にとってもデリケートな要素も含

んでおりますので、時間をかけた丁寧かつ慎重な

議論が必要であると認識をしております。庁舎の

建てかえや大規模改修などを行う場合は、いずれ

にしても大きな事業費が必要となることから、他

の事業と同様に起債、交付金制度など少しでも有

利な財源の確保に努めて、それら制度を有効に活

用してまいりたいと考えております。

次に、小項目４、名寄地区の中心市街地活性化

につきましてお答えをいたします。本市では、Ｊ

Ｒ駅を起点といたしまして商業等の活性化を図り、

事業活動を促進するため、名寄市都市計画用途地

域として商業地域を初め、中心市街地として位置

づけておりますが、平成１１年の徳田地区へ商業

及び娯楽施設開設以降、名寄地区中心市街地の店

舗数は減少傾向にございます。

これまでの中心市街地の活性化の取り組みにつ

きましては、平成１２年に中心市街地活性化基本

計画を市が策定をし、商工会議所等民間では中小

小売商業高度化事業構想、いわゆるＴＭＯ構想を

策定をするなど行政と経済界が連携を図りながら

中心市街地の活性化に取り組んでまいりました。

その後、社会資本総合整備計画に基づきまして駅

前交流プラザよろーななど、ＪＲ名寄駅から浅江

島地区までの施設整備やコミュニティバスの導入

などを行い、現在に至っております。

中心市街地における振興策といたしましては、

中心市街地のにぎわいづくりへの支援制度を活用

した商店街あそびの広場、大道芸フェスティバル

など商店街振興組合やグループなどによるイベン

ト事業の実施に加え、名寄商工会議所では市内事

業所のお勧め商品などを紹介する冊子、ウエブ情

報を発信をし、商店街の新たな発見、足を運ぶき

っかけづくりなどに努めていただいております。

さらには、平成２８年には中小企業振興条例を一

部改正をし、支援メニューに新たに創業支援も加

え、新規開業事業に対し資金的な後押しを行って

いるほか、既存の店舗支援事業などの見直しも行

い、これら事業を活用し、中心市街地で新規開業、

店舗改修を行った事業者数は平成２８年度以降２

８件となっております。また、この間商店街の維

持などについて各事業所からは相談、サポート体

制の充実が求められていたことに鑑み、市、金融

機関、商工団体の関係機関が連携をし、オール名

寄でサポートする体制を構築するため、産官金連

携なよろ経済サポートネットワークを設置をし、

事業者のニーズを的確に把握をし、今後の商工施

策にも反映、さらには相談体制を強化する中で第

２創業や事業承継などを通じて後継者不足に対応

してまいりたいと考えております。

本市としては、平成２７年度に名寄市公共施設

等総合管理計画を策定をし、現在は名寄市都市計

画マスタープランの見直し及び名寄市立地適正化

計画の策定に向けて検討を行っておりまして、都

市全体の観点から居住機能や福祉、医療、商業等

の立地、公共交通の充実に関する包括的なグラン

ドデザインを描く中で中心市街地の中長期的なあ

り方についても検討をしてまいります。今後は、

各計画において関係者はもとより、市民の意見等

も踏まえながら中心市街地の役割、あり方を検討

するとともに、時代のニーズに合った支援制度の
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改定なども行い、行政、商工団体、民間、それぞ

れが責務と役割を果たしながら中心市街地の活性

化に向けて協議をしてまいります。

小項目５、農業労働力確保対策についてお答え

をいたします。農家戸数の減少や高齢化等に伴い、

労働力不足は大きな課題となっており、その対応

策として昨年アスパラガスやスイートコーンの収

穫時期に合わせて市立大学生の農作業従事に取り

組み、スポット的な労働力の確保に成果がありま

したので、本年も取り組みを継続をし、定着、拡

大を目指してまいります。一方で、一定期間継続

して農作業に従事をされる労働力も必要とされて

おりますが、パート等の求職者においては農作業

への理解が少なく、敬遠されがちな実態等もある

ことから、農作業未経験者を対象に農作業への理

解を深めてもらう取り組みに合わせて、受け入れ

農業者においても雇用条件の検討などが必要と考

えているところでございます。また、農福連携に

加えて繁忙期の異なる他産業との連携による労働

力確保についても関係機関、団体と連携し、可能

性を調査してまいります。

次に、小項目６、旧深名線跡地の整備について

お答えをいたします。お尋ねの旧深名線跡地につ

いてでありますが、これまでも町内会からの要請

等を受けまして、町内会の方とともに現地の確認

などを行ってきているところであります。当該市

有地の維持管理につきましては、現地の状況を確

認をしながら年一、二回程度直営で草刈りを実施

をしております。今年度は、市内建設業者による

社会貢献活動により草刈りを実施をいただいてお

ります。また、不法投棄等の対策といたしまして

車進入防止柵の設置や巡視等を行い、周辺環境の

保全に努めているところでございます。引き続き

他の遊休市有地とも同様に適切な対応をとってま

いりたいと考えております。

小項目７、名寄市立大学の機能充実と人材育成

についてお答えをいたします。市立大学では、平

成２９年７月に策定をいたしました名寄市立大学

の将来構想ビジョン２０２６の前期実施計画の推

進項目にシンクタンク機能の充実強化と地域社会

の知的資源を豊かにする取り組みの推進を掲げ、

地域の関係機関との共同事業、先駆的事業等の推

進、研修交流事業等への支援、専門職の継続教育

への支援などを具体的に掲げております。

平成３０年度におきましては、コミュニティケ

ア教育研究センターの課題研究として行った特別

支援教育コーディネーター養成セミナー、看護学

科主催の看護セミナー、社会保育学科主催のこど

もセミナーなどケア専門職等の継続教育やスキル

アップを主な目的とするセミナー等の開催をした

ほか、関係機関、職能団体等の依頼により研修や

講演会、シンポジウム等の開催において企画立案

における助言、指導、講師等への本学教員の紹介、

実施支援などを行ってまいりました。

また、リカレント教育の推進といたしまして、

平成３０年７月２７日から８月７日までの期間、

北海道教育委員会が主催をいたします平成３０年

度教育職員免許法認定講習を指導大学として行い

まして、名寄市立大学教員が中心となって講師を

務めました。この講習には、道内の公立学校教員

を初めといたしまして、幼稚園教員、特別支援教

員にかかわる支援員など９０名が受講いたしまし

て、特別支援学校教員免許状の取得に必要な単位

を修得をいたしました。

さらに、ことし３月ですけれども、公益社団法

人北海道私立幼稚園協会との共同実施によりまし

て、幼稚園教員免許状更新講習を昨年に引き続き

まして開催をいたし、名寄市及び近郊の幼稚園教

員の方々に研修の場を提供したところです。今後

もこうした取り組みを継続的に行いまして、大学

機能の充実と地域におけるケア専門職を主とした

人材育成に努めてまいります。

最後に、小項目８、名寄市立総合病院の看護師

確保対策について申し上げます。看護師の採用に

つきましては、学資金制度のほか、道内看護学校

への訪問や合同就職説明会への参加、実習の受け
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入れ、市立大学生との交流会、ナースカフェの開

催、院内保育所の整備などに取り組み、新採用者

の確保に努めてきたところでございます。

学資金制度の効果についてですが、過去１０年

間の採用者２１１人のうち貸与者が１４２人で６

２％を占めており、入院基本料、急性期一般入

院料１の基準を満たす看護職員配置を継続してい

くためには有効な制度となっております。貸与状

況の内訳につきましては、過去１０年間で１６６

人に貸与し、うち２４人の途中辞退等がございま

した。採用後の定着率につきましては、返還猶予

終了年度で退職した者が２５人、返還猶予終了後

も継続して勤務をしている者が６５人で、６割以

上が定着をしている状況でございます。今後も市

立総合病院は、地方センター病院、救命救急セン

ターとして急性期や専門分野の医療を担うことが

求められており、医療スタッフの確保に努めるこ

とが重要となっております。看護職員が継続して

勤務をしていただけるよう、働きやすい職場環境

づくりを目指してまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

私から、大項目２、教育行政執行にかかわってお

答えをいたします。

まず、小項目１、名寄市立小中学校施設整備計

画の現状と課題についてお答えをいたします。市

内小中学校の施設整備につきましては、児童生徒

が安心して学習でき、豊かな学校生活を送るため

に学校の施設設備を適切に維持管理、改善してい

くことが不可欠となっています。このため、学校

施設の老朽化対策と耐震化を推進するため、平成

２３年度から平成２９年度を計画期間とした名寄

市立小中学校施設整備計画を策定し、名寄市街地

区の小学校の統廃合に合わせた改築、風連中央小

学校の改築など財政状況を勘案しながら着実に進

めてまいりましたが、いまだに国が示す耐震化率

１００％に達していない状況にもあります。

今後の課題といたしまして、名寄市街地区では

名寄中学校、名寄東中学校が旧耐震構造に加え老

朽化も激しく、早急な施設整備が求められていま

すが、将来の生徒数の推移を踏まえた施設の適正

規模や財政状況などを考慮しながら進める必要が

あると考えています。また、郊外農村部につきま

しては智恵文小学校の校舎が未耐震であり、智恵

文地区の小中一貫校としてのあり方を含めて検討

する必要もあります。また、耐震化されている学

校施設でも３０年以上経過している建物の適切な

維持補修や老朽化が著しい郊外農村部の教員住宅

の整備が必要となっており、本市の学校施設等の

整備には多くの課題が残っております。

今後の学校施設等の整備につきましては、新名

寄市立小中学校施設整備計画で基本的な考え方を

示しておりますが、老朽化への対応、耐震化の重

要性、危険校舎等の年次的な改築、改修という視

点からだけではなく、今後の児童生徒数の推移や

市内道立高等学校２校の再編等の動向などさまざ

まな要因を加味し、効果的、効率的な財政運営と

後年に過大な負担を残さないという観点も踏まえ、

学校施設の整備を計画的に進める必要があると考

えております。

次に、小項目２、名寄市の文化度についてお答

えをいたします。ＥＮ―ＲＡＹホールについては、

平成２７年５月の開館からこの４年弱の間に行わ

れた２７０件を超す事業により延べ１１万人を超

える方々に御来場いただいております。また、稼

働率についても４年目を迎える今年度におきまし

ても６割を超えている状況になっております。Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールでは、教育委員会の主催事業の

ほか、一般の貸し館事業など幅広く多彩な公演が

開催されており、ＥＮ―ＲＡＹホールの開設を契

機に旧市民会館を使用していたころにはほとんど

見られなかった市民実行委員会形式による事業が

年間１０件前後行われるなど市民が文化、芸術の

向上に主体的にかかわる機会がふえてきていると

考えております。加えて、ホールを活用した事業

は旧市民会館の利用時は年間２０件程度でしたが、



－48－

平成３１年３月６日（水曜日）第１回３月定例会・第２号

ＥＮ―ＲＡＹホール開設時は年間７０件程度に伸

びており、多くの市民が質の高い舞台芸術に触れ

る機会が広がってきたものと考えております。ま

た、市民文化祭に代表される各種発表会や演奏会、

市民演劇など市民が舞台に立てる機会も数多く設

けられているほか、幾つかの公演では並行してワ

ークショップ事業を行っております。さらに、ホ

ール開設以降はホールに足を運ぶことの難しい介

護福祉施設入所者等に向けたアウトリーチ事業を

毎年実施することで文化に直接触れて、より身近

に感じていただけるよう取り組みを強化している

ところでございます。このようにＥＮ―ＲＡＹホ

ールを核としたソフト面での取り組みや市民活動

の活発化により本市の文化度向上に大きな効果が

出ているものと考えております。

次に、小項目３、青少年健全育成に関する地域

子供会の現状と課題についてお答えをいたします。

子供会活動は、自然体験や集団生活を通してたく

ましく生きる力を育てることや仲間とともに何事

もやり抜く強い心の育成など青少年の健全な育成

において、その役割が大きく期待されているとこ

ろでございます。しかしながら、各町内会単位の

子供会においては現在４６地区、５７３人の加入

を確認しておりますが、年間を通して多くの事業

を行っている地区がある反面、活動が夏休みのラ

ジオ体操のみとなっている地区や活動が完全に停

止している地区など全体的には厳しい現状にある

と認識をしております。

その要因といたしましては、少子化による子供

の減少や役員の担い手不足、また町内会への未加

入などが挙げられますが、これらの課題に対して

の有効な対策はなかなか見出せなく、子供会活動

が活性化しづらい状況にあることも事実でござい

ます。このような状況の中で、スポーツ大会等で

は一人でも多くの児童生徒が参加できるように、

これまで町内会の子供会単位での参加が原則だっ

たものを緩和して学校または任意のチームでも参

加できるというように内容を変更した結果、平成

３０年度は小中学生合わせて過去最多の３３チー

ム、２２５人の参加をいただいたところです。ま

た、リーダー育成事業については、毎月子供たち

が顔を合わせて参加しやすいよう、これまでの年

４回から８回に回数をふやすなどし、子供たちが

参加しやすい環境づくりに努めているところでご

ざいます。これからも町内会単位での活動はもと

より、町内会の枠を超えた範囲での行事の取り組

みなども視野に入れながら子供たちの交流活動の

活性化に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ市長あるい

は河合教育部長から一般行政あるいは教育行政に

かかわって御答弁をいただきました。この後は、

基本的な考え方は市長より示されましたので、ち

ょっと細かな話にもなりますので、それぞれ部長

あるいは副市長を含めて御答弁をいただきたいと

思います。

大学あるいは病院にかかわっては、この後予算

委員会で学長あるいは病院の事業管理者が出席さ

れるということでありますので、そのときにまた

議論を持ち越したいと思いますが、１点だけちょ

っと確認をさせていただきたいのですけれども、

看護学科、看護師の養成にかかわって奨学金の関

係がありますけれども、大学側に今在学している

学生で他市町村の奨学金をもらって入学されてき

ている方、どのぐらいの比率になるのか。どうし

ても名寄市立大学に看護学科を設置した当時から、

将来やっぱり看護師不足があるので、ぜひ名寄市

立総合病院あるいは周辺病院を含めて地元に供給

できる大学の看護学科という認識でいたのですけ

れども、実はほかの市町村の奨学金をもらって来

ている子が意外に多いのではないかという話を聞

いたものですから、今後佐古学長が来たときの御

質疑を含めて、基本的な認識をまずお示しをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。
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〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今お尋ね

にありましたいわゆる他の市町村の病院等の人数

については、現時点では大変申しわけございませ

んけれども、把握しておりませんので、そんなに

数は多くないとは思うのですけれども、予算委員

会の審議までには準備をしておきたいと思います

ので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ぜひそこは１回調査

をしていただきたいというふうに思います。

それでは、今回それぞれ会派を代表して質問を

させていただきましたけれども、やはり市長の答

弁にもあったように名寄市の財政事情というのは

年々厳しさを増していく状況にありますけれども、

まずは市の基金条例に掲載されている基金２０本

の活用状況についてお示しをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それぞれの基金条例の

基金の活用状況ということでございますけれども、

大別して特定目的基金と、それから財調、減債基

金、公共施設整備基金といった少しユーティリテ

ィーに使えるものがございますけれども、今まで

の事例でいきますと財政調整基金、それから公共

施設整備基金、これを中心に収支不足の解消を図

っているということであります。そのほか特定目

的基金として、それぞれ目的に応じて使っている

ところでございますが、中にはまだその基金を使

っていないというものもございまして、例えば名

寄岩基金などはまだ１００万円ありますけれども、

これは使っていないと。それぞれの基金によって

かなりばらつきがあるというのが現状であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 実質それが名寄岩基

金だけなのか、あるいはほかのものも含めてであ

りますけれども、財政調整基金及び減債基金以外

では各基金の目的を副市長おっしゃるとおり明示

をして、第５条第２項では第２条に定める経費に

充てる場合に限り処分することができるというこ

とにしておりますけれども、やはり正直に申し上

げて名寄岩基金がそういう、それだけだというこ

とではないですけれども、設置当時と現在の時代

の趨勢を含めて、副市長自身が考えてその状況、

この時代の趨勢の状況下になって、今のまま基金

として活用し切れないと考えられる基金というの

はどのぐらい、名寄岩基金だけという解釈でよろ

しいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今手元の表を改めて見

ておりますけれども、平成３０年度、済みません。

まだ今執行中のもので申しますと、このほかに大

きなものでは合併特例基金、それからまた比較的

大きなものでは地域福祉基金、それから水と土、

こちらのほうもあります。それから、議員おっし

ゃるようにさまざまな特定の目的があるというこ

とですので、この基金が創設されたというところ

まで落とし込むと寄附者の意向でもってつくられ

たというものもございますので、基金の目的に従

いまして使うのはこれが第一、ただしその成立も

改めてここは確認しなければならないのがありま

すので、そこまでの作業がまだなかなか至ってい

ないというのが現状であります。ただ、議員おっ

しゃるとおり、これから財政は厳しくなりますの

で、この基金を有効に活用するという視点は必ず

これは持たなければならないと思っております。

特に合併特例基金については、これは合併して新

市になってから、そこの新市建設計画に伴いまし

て、これは本当に有効に使わなければならないと

いうものがありますので、これはちょっと別格で

ありますけれども、その他の基金についてはこれ

をどういうふうに使っていくか、これは大きな課

題だと認識しているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 橋本副市長は、よく

御存じだと思いますけれども、いろいろなさまざ

まな議論があった名寄市立大学の４年制化のとき
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に、厳しい財政事情からも第７条の繰りかえ運用

ということで、ここは市長が財政上必要があると

認めたときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利

率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りか

えて運用し、または一般会計の歳入歳出予算の定

めるところにより歳入に繰り入れて運用すること

ができると。この条項を活用して、国保の準備金

の中から３億円を一時大学の設備資金のほうに繰

り入れて、きちっと償還はされましたけれども、

ある程度目的を設置しているとはいえ、各種基金

を有効に今おっしゃったように活用する、あるい

は施策に投入するために基金の統一化ですとか、

あるいは基金の運用手法の再検討というものは実

質不可能というふうに考えているのか、あるいは

全国にそういう見直しを実施した例というのは把

握されているのかお尋ねしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 本市におきましては、

合併市ということもございまして、合併協議の中

でそれぞれ旧風連町、旧名寄市の持っている基金

をどうするかという議論の中から今日まで来てい

るという経過がございます。

議員おっしゃるとおり、まず基金の活用、運用

については、今市では国債等も運用しております

けれども、今利率が低くなっているので、一時買

い増し等はストップしておりますけれども、その

ほかにも国債そのものを売買して運用益を出して

いる、これは主に関西方面に多い自治体でありま

すけれども、そういったような情報あるいは証券

会社のほうからそういった情報もいただいている

ところですが、かなりスキルが必要ということで、

まだ本市についてはそこまで至っておりません。

基金の統一につきましては、過去木村登茂教育

研究基金あるいは加藤由利子基金など、そこら辺

のまとめというものもやっておりますけれども、

今後この基金については前からお話しさせていた

だいておりますけれども、使い方が非常に重要に

なってくると思います。今お話ししたとおり、合

併特例基金については本当にこの合併市というと

ころをどういうふうにするかということでありま

すので、非常に重要でありますけれども、その他

の基金については改めてこれは寄附者の意向も確

認しなければなりませんけれども、まとめて使っ

ていいもの、あるいはやはりこの目的をきちんと

踏まえた上でつくっていかなければならないもの、

ここはかなり突っ込んだ検討、議論が必要ではな

いかなと思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今言われた基金のも

のに関しては実質、例えば神戸市は昭和５５年か

ら基金の一括運用というのを実施しております。

また、大分県の国東市というところでは、やはり

どうしても今は基金を置いておいても利率が低い

ものですから、昔みたいな利率運用ができないと

いうことで、ここもやはり一括で管理をしている、

一括運用をしている、基金をまとめて一括運用し

たり、一括運用で事務の簡素化を図ったり、ある

いは歳計現金一体保管長期運用ということでやっ

ているのですけれども、実質では名寄市にとって

それができるかどうかというのは、これはもう副

市長は当然おわかりになっていると思いますが、

もう一方、やはりふるさと納税ではないですけれ

ども、今回総務省が見直して返礼品の見直しをし

ていますけれども、なかなかふるさと納税もふえ

ないという状況からいうと、１つやっぱりこの資

金というか、資金の運用というのが１つの手法で

はないかと。名寄市も以前、野村證券の株を買っ

ていたという、もう相当昔の名寄市でありますけ

れども、昔はやっぱりそういうふうに資金運用を

されていた時代もありますけれども、いかんせん

おっしゃるとおり資金運用をするためには人材を

含めて確保するというのが非常に厳しいので、こ

の場合ですけれども、もしも民間の運用機関を活

用しての対応というのは可能なのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 技術的には対応は可能
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でありますけれども、その場合は必ず議会への報

告あるいは庁内の中で資金運用をしっかりする部

門もつくらなければならないという、そういった

ような条件もあるかと思います。

過去にこの基金の運用というところで私が財政

課長時代に少しいろんな情報を集めたこともあり

まして、その中の一つで先ほど西日本では結構多

いということもありまして、うちも調べさせてい

ただきましたが、その当時はかなり基金を運用す

る、株あるいは債券化して運用して利益を得ると

いうことをやっていたところも多かったのですが、

自治体によってはここで逆に損失を生んでしまっ

て訴訟問題に発展したという事例もそのときに見

聞きしたところでございます。本当にこれは慎重

にいかなければなりませんし、基金は確実に管理

しなければならないという条件もついております。

ただ、財政状況はかなり厳しくなってきています

ので、ここをどうするかということについては本

当に再度研究しなければならない、そういう課題

だと思っております。今基金全体で７０億円ぐら

いでありますけれども、今後の財政の道行きによ

ってはこの基金、どういうふうになるかわからな

いところでありますので、基金を運用することに

よって少しでも利益が出るのであれば、それはそ

れで結構なことでありますから、これは慎重にま

た情報も集めながら、幸いさまざまな民間の機関

が私どものところに情報を寄せていただいており

ますので、それらの情報を参考にしながら、さら

に研究させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今橋本副市長がおっ

しゃるとおり、やはり基金運用と言ってもリスク

が伴って、それで欠損金を出すと市民生活に迷惑

を与えるということでありますので、慎重に対応

せざるを得ないとは思いますけれども、この低金

利時代あるいは国の動向あるいは道の動向や何か

を含めると、やっぱり財政がそんなに裕福になる

時代はそう来ないだろうと。それと、加えて少子

高齢化、名寄市も現実問題としてあるわけであり

ますので、ここはより慎重に対応していただきた

いと思いますし、この課題についてはこの後の予

算委員会の財政議論の中でまた出てくるので、こ

れ以上はしませんけれども、ただもう一点だけ確

認をさせていただきたいのですけれども、近年地

方公共団体と指定金融機関との関係が変化してい

るというふうに言われております。従来地公体か

ら預貯金や地公体への貸し出しという資金取引に

よる収益によって税金などの収納や行員の派出な

どの役務取引を無料で行ってきた地方金融機関で

あったが、地公体の財政悪化を契機に資金取引に

は入札制度が導入され、より低いコスト、より高

い運用益を求めるようになったと。このため、地

域金融機関にとっては役務取引のコスト負担が重

くなり、旧来の総合採算的取引から個別採算的取

引へのシフトが急務になっているという分析も全

国的にはされていて、金融機関が指定金融機関か

ら離れるという状況も出始めているようでありま

すけれども、名寄市にあっては今は北星信金さん

が指定金融機関をやっていただいておりますが、

この関係は良好というふうに考えてよろしいです

ね。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 指定金融機関さんとは、

今良好な関係を続けておりますし、現実にさまざ

まな事務のところも含めてお力添えをいただいて

おりますので、現実今は良好な関係と認識してお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、コミュニティ

ー活動の推進ということで、市長も当然ながら町

連協と連携しながら努めるという御答弁をいただ

きましたけれども、まずこれは総務部長か、ある

いは石橋室長だと思います。広報なよろで町内会

に入りましょうと呼びかけている内容は、当然な

がら御承知ですよね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） 広報では、町内会に

加入してくださいという広報をそれぞれ出させて

いただいております。承知しております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは３月号、今月

号でありますけれども、今月号でいえば最終ペー

ジの前のページ、左上に小さく町内会に入りまし

ょうと。内容が書いてあるのは、町内会に入りま

しょう、広報なよろの配付は各町内会へお願いし

ていますと。各種機関からの発行物やイベント案

内チラシなども同時に配付、また班回覧している

ので、多くの情報を得ることができますと。ぜひ

町内会に加入してくださいというのは、原則町内

会活動をちゃんと理解をして入ってくれという呼

びかけではなくて、広報にかかわる部分だけの町

内会への加入をしようという呼びかけに内容がな

っていませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） いろいろな受け取り

方があるかというふうに思いますが、今言われた

ようには私は受け取っておりません。あくまでも

転入、転出の際にそれぞれ周知をさせていただい

ているように、例月町内会の加入について広報の

中で広くお知らせをさせていただいているという

ことの中に行政としてはこういう面で町内会にも

お世話になっていますし、また改めて広報等につ

いては町内会のほうで配付などをいただいている

というようなことも含めて加入促進ということで

考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 町内会のこの広報の

配付というのは、全戸にするというやり方は、そ

れはそのまんまなのです。何も町内会に加入しな

くても全戸に配付しなければいけないのです。そ

れが広報配付料として町内会にいただいていて、

町内会で配付すると。ここに書いてあるのは、入

らなくても配付いただけるのです。配付できない

のは回覧板です。町内会のいろんな行事や何かを

配付できないのは、回覧板は加入していただかな

いところには配付できませんけれども、これは加

入しなくても配付できる内容です。各町内会にお

願いして各機関からの発行物やイベント案内チラ

シも同時に、また班回覧しているので、多くの情

報を得ることができる。班回覧しているという書

き方をしておりますけれども、これは町内会によ

って違いますでしょうけれども、班があるところ

は入会しているところは回覧を回しますけれども、

入会していないところは飛ばしていきますので、

一般にこれを言っているのは広報を配付すると、

これが地域コミュニティー活動あるいは今は各町

内会が一番問題視している加入率の促進にこの表

記が合っているのかどうなのかというのは、私は

違うと思うのですけれども、ここを是正する考え

方はないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今佐藤議員のほうか

ら御意見をいただきましたので、改めて今話がさ

れた内容につきまして担当のほうとも協議してみ

たいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それと、もう一つ、

コミュニティー活動の推進ということでいえばも

う一点、各町内会が今も言っているように加入率

の減と少子高齢化、社会情勢の変化ということに

加えて、やはりずっと厳しい財政状況にしている

のは、あの小泉内閣の三位一体改革のときにやっ

ぱり地方財政が非常に厳しいということで、名寄

市にあってもさまざまな補助金のカット、あるい

は敬老補助金のカット、あるいは福祉バスの利用

の負担増というのがありますけれども、これが１

つはやっぱり地域を支えていた活動、特に今地域

は高齢化が進んでおりますので、敬老会をやって

もなかなか経費がかかると。ある意味では、町内

会の一般会計に相当繰り込んできている。それが

できないのなら、 ５００円の補助金をそのまん
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ま対象者にお渡しするというやり方をしている町

内会もあるようでありますけれども、やはり地域

コミュニティーをしっかり推進するためには、こ

ういう部分を１つはやっぱり検討し直す時期に来

ているのではないか。あるいは、町内会によって

は今は事務局を企画で持っておりますけれども、

これを独自の事務局組織にすべきではないかとい

う意見を持つ会長さんもいらっしゃるそうであり

ますけれども、今コミュニティーを推進するため

に改めて町内会のあり方を含め、補助金のあり方

を含め、検討する必要性があると思いますけれど

も、市長はどういうふうに認識をお持ちでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 町内会は、あくまでも自

主活動組織ということでございまして、今はしか

し町内会にさまざまな行政のいろんなお願い事も

しているというのも事実でありまして、当然町内

会がしっかりと活動していただけなければ、行政

としてもなかなか厳しい状況にあるというのは実

態だというふうに思います。一方で、先ほどもお

話ししているとおり社会も本当に多様な変化を迎

えておりまして、町内会という枠を超えた違った

コミュニティーの中での活動だとかということも

ふえてきているということも事実でありまして、

町内会だけのコミュニティーだけでもない。そう

したことのコミュニティー、文化活動だとか趣味

の活動あるいはスポーツ、さらにはボランティア

とか、さまざまあると思いますけれども、そうし

たことにも我々もしっかりと一定の支援をして、

地域の皆さんが生きがいを持ってそれぞれつなが

りを持った地域社会をつくっていくということが

大事なのだろうというふうに思います。

その中で、町内会の今まで担ってきた役割とい

うのが少しずつ変わってきているのも事実である

と。しかし、一方で例えば面での防災の活動だと

か見守りだとか、どうしても地域の中でやっぱり

果たす役割は非常に高まっているものもあるとい

うふうに思っております。引き続きこうしたこと

をしっかりと支援をしていくということが大事だ

というふうに思っております。町内会の自主活動

交付金も数年前にも一部会費も増額をさせていた

だいたりということもしておりまして、その都度、

その都度、町内会の皆さんともしっかりと議論を

させていただきながら、あるべき姿あるいは支援

の体制についても協議をさせていただいておりま

すけれども、今後とも町内会としての役割を現状

の中で大事なことをしっかりと認識をしつつ、我

々としてもできる支援を今後ともしっかりとサポ

ートをしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今おっしゃるように、

１つはやっぱり地域町内会をどうやって守り育て

ていくか、これが地域コミュニティーを推進して

いく１つの方式、もう一つは市がやっているよう

に小学校単位の町内会の連携をどうやって事業で

推進していくのかと。ただ、我々会派の中では常

にスタートのときから言っているわけですけれど

も、事業に対して補助金あるいは事務費を補助す

るというやり方よりも一定程度交付金をお渡しを

して、中でしっかり何を取り組むかを検討してい

ただく。例えばうちの南地区まちづくりの協議会

では、例えば防災に全地区で取り組もうという取

り組みが例えば５０万円、１００万円の中でやろ

うよということも一つの方式ではないかと。１つ

の事業をやることで、補助を出すよりも私はどっ

ちかと言えばそれのほうが地域連携をとって、地

域コミュニティーを育てるのかなという認識を持

っているのですけれども、市長はその点はどうい

う認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 町内会あるいは地域連絡

協議会も自主的な活動の積み上げ、あるいは機運

の高まりの中で醸成されていくものだということ

をこれはずっとお話をしているところでありまし
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て、一定のお金を配分をするから地域活動が盛り

上がるということとはやっぱりちょっと違うので

はないかという我々は見解を持っているところで

あります。そのために、そうした柔軟性のある自

主活動的な交付金の要綱も整備をし、それも適時

使いやすいように、あるいは増額等も含めて、低

減していくということも撤廃したりだとか、そう

いった工夫もさせていただいているところでござ

います。今後ともその活動をさらに自主的に盛り

上がっていく仕掛けづくりというのも、これは行

政もしっかり汗をかいていかなければならないか

なというふうに思っていまして、そこも今学校区

単位のいろんな事業の組み立ても出てきていると

ころでありますけれども、こうしたことも含めて、

さらに地域連絡協議会、地域町内会の会長さん等

とも、きょうは連合会長もお越しいただいていま

すけれども、しっかりと議論をして地域活動がど

うやったら盛り上がるかということを今後とも継

続協議、研究をしてまいりたいという考えでおり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私どもの会派では、

例えば交付金を５０万円、１００万円にしたから

事業が盛り上がるという認識ではなくて、その事

業、お金をどうやって有効に活用するために、き

ちっとやっぱり議論が必要になるでしょうと。そ

れが町内会同士、隣接町内会の連携あるいは理解

につながっていくことで、それが成果になって出

てくるとよりいいのではないかと。ただ、目先に

事業をやるから、では何をやろうではなくて、こ

れをどう活用しようと。いや、こっちでなく花い

っぱいでないか、いや、防災でないか、いや、こ

れではないか、いや、除雪をこういうところをち

ゃんとしよう、そこにお金を投じたらどうだとい

う議論があることが地域コミュニティーをどんど

ん、どんどん成長させるのではないかというのが

見解でありますので、ただイベントをやるために

お金を出せと言っているわけではなくて、議論が

やっぱり必要ではないかということを含めて言っ

ているので、これはそれぞれ今後の推移を見なが

らぜひ御検討をいただきたいと思います。

レンタル＆ゴー事業については、御答弁にもあ

ったように３年間ということでありますので、実

質やっているところにお話を聞くより、やれない

ところのお話をちゃんと聞いて、３年間だから３

年間は試行期間なので、３年間はやるのだと。微

調整はしながらでありますけれども、それよりも

特に今の議会、うちの議会でいえば経済建設常任

委員会は除排雪の問題をテーマとして議論をしま

した。

うちの会派は、きのう、おとといと会派の意見

交換会をやりましたが、やはり除排雪に対して非

常に多くの意見をいただいたと。場合によっては、

本当に士別よりひどいのではないかという声もあ

ったけれども、そのとき経済建設常任委員長の奥

村議員がいや、そんなことはないと、ことしは随

分改善をいただいたということで逆に説得をして

いただきましたけれども、市民の皆さんの思いと

いうのはやはり除排雪への思い、それを例えば町

内会で処理できるような課題になるのなら、この

レンタル＆ゴーというのは１つの方式として期待

をしていたと。でも、実質はなかなか実践になる

と先ほど市長の答弁にもありましたように、では

運転手はどうするのだ、安全対策はどうするのだ、

器物破損したらどうするのだ、そういうことで課

題がいろいろあってなかなか着手できない。ある

いは、うちの町内会みたく広い範囲内になると、

それを１日でやり切れるかといったら、３日、４

日かかるのならとてもではないけれども、やれな

いねということになってくるので、私は今の時代

だから、３年間試行だから３年間様子を見るので

はなくて、やっぱり一年一年していく。さっき人

口の動態のお話をさせていただきましたけれども、

６５歳以上の人口がこれだけふえていく、あるい

は６５歳以上の人口が名寄から出ていくという状

況下にあっては、やっぱり一日一日と言っていら
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れない。１年、２年、３年と言っていられない。

ある意味では、来年はこう変わる、あるいはこう

なるということになると、ではもうちょっと名寄

で頑張ってみようかなという人がいたり、いろん

なことが考えられるので、私はそこは本当に臨機

応変に、あるいはできない町内会の意見をしっか

り吸収してやるべきだと思いますけれども、現場

ではどういう感覚をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 貴重な御提言を

いただいたなというふうに思ってございます。御

承知のとおり、このレンタル＆ゴーですけれども、

地域町内会で除排雪のボランティアなども含め、

大変御苦労をいただいている現状を踏まえまして、

その少しでも負担を軽減できれば、そして機械力

も含めてお持ちいただければということでスター

トをさせていただきました。お話のとおり、３カ

年の試行期間を経て、その後どうしていくかとい

う大きな課題にはなりますけれども、決してこの

３カ年の中でもおかかわりいただきました町内会

の御意見等々を踏まえてリニューアルというか、

少しずつ条件を変えながら試行錯誤しているとい

うつもりでございまして、今シーズン、２年目が

ちょうど今月いっぱいで終了いたしますので、御

指摘いただいた点も十分踏まえながら、それぞれ

おかかわりいただいた町内会にさらに御意見を賜

り、改めて町内会連合会などにさらにお使いやす

いというか、形になれるよう努力を積み重ねて３

１年度取り組んでいきたいなというふうに思って

いますので、御理解いただければと思います。よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今天野部長がおっし

ゃるように、やっぱり名寄を出ていく人たちの１

つの理由あるいは名寄に住みやすいまちにしてい

くための１つの方策というのは、やはり門口除雪

を含め、玄関前のあの重い雪をどうやって処理す

るのかという問題あるいは投げ場所がないときに

どうするのかという問題を含めて、そこに１つの

活路があると。そういう意味では、このレンタル

＆ゴーというのは、ある意味でやり方によっては

非常に市民に受け入れられる、あるいは町内会あ

るいは地域に受け入れられる私は事業だと思うの

です。それをきちっとやっぱりニーズに応える対

応というのをぜひ検討していっていただきたいと。

それは、もう本当に３年待たないで来シーズンこ

れだけ変わって多くの町内会が手を挙げて、ぜひ

うちでやりたいというような声になっていくよう

な施策の展開をぜひ御検討をいただきたいと思い

ます。

それと、ずっと住まいる応援事業でありますけ

れども、私はどうしても理解できないのは、なぜ

名寄に住み続けたいと決意をされて住宅をリフォ

ームをして住もうと、頑張ってみようと思って申

請を１００万円以上したときに２０万円で、地方

から３年、経験はあるけれども、移住だからと５

万円のインセンティブをつけると、それが住宅リ

フォームにかかわるものでインセンティブをつけ

るという意味がわからないのです。例えば都会か

ら名寄に来たときに、寒いから暖房でお金かかる

し、ストーブを買うのも大変でしょう、何を買う

のも大変でしょうと、だからインセンティブで５

万円をつけているのだという理由ならわかるので

すけれども、それを私どもが市民の皆さんに問わ

れたときに何と説明していいのか。移住を促進し

て労働力を確保して、出ていく人より入ってくる

人が大切だからと、そんな説明ができるわけない

のです。これから我々は、あと１カ月、２カ月も

すれば選挙に入りますけれども、これから地域の

皆さんに何でうちで２０万円で、ほかから来たら

２５万円、あれをつくったら３０万円ぐらいにな

るのかと言われたときに、実はこうこうこうです

という説明する材料を下さい、説明するものを下

さいと、それを言っているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回ずっと住まいる



－56－

平成３１年３月６日（水曜日）第１回３月定例会・第２号

応援事業ということで、事業名も一新して新年度

から新たに取り組まさせていただきたいと思い、

予算の提案はさせていただいているところであり

ます。

まず、ここは議員とも一致した考えになるかと

思いますけれども、この事業はやはりあくまでも

第一義的には市民の皆さんに、この事業の名称に

あるようにずっと長く住んでいただきたいのだと

いう、そういう考えがあるということについては、

これは恐らく一致をしているのだと思います。そ

ういう視点から、今回もこの制度の内容について

見直しをさせていただいたと。これは、私どもも

まちづくり懇談会や何かも参加させていただいて

いますけれども、その中でよく出されているのが

やっぱり先ほどの除雪の話ではないですけれども、

各個別住宅の間口の除雪のところが非常に困り感

あるのだというお話を聞いていましたので、この

施策の中、住宅リフォームを通じながら、そこに

ついても施策連携として何とか取り組めないのか

ということで、抜本的な取り組みにはならないか

もしれませんけれども、先ほど言った機械が入れ

ない住宅があるというふうに聞いておりましたの

で、塀を取ったり邪魔になる木をよけることによ

って、そういったところも対応できないかという

視点で１つ今回検討をさせていただいたというこ

とであります。

それと、もう一つは、今回の事業の見直しに当

たっては、この取り組みを通じてほかの目的ある

いはほかの施策連携もできないかという視点で今

回は検討させていただいたと。これは、総合戦略

なんかでも説明をさせていただいておりますけれ

ども、市の喫緊の課題としてはやはり人口減少が

あるということで、ここに対する対応もこの取り

組みについてできないかということで検討をさせ

ていただいたと。その中で、移住というところに

１つキーワードとしてこの取り組みを通じて、こ

れが絶対ということではないのですけれども、そ

の一つとして貢献できる制度にならないかという

視点で検討をさせていただいたということであり

ます。そういう視点から、移住者に対しては５万

円の加算をさせていただくというところで、施策

連携という視点から５万円を加算させていただい

たということであります。

この５万円の加算ということでありますけれど

も、先ほど議員も言われましたように移住者の方

については既存の市民の皆さんから比べると、住

宅を取得をして、そしてそこに引っ越しをしてき

て改修をしなければいけないということで、その

前段にまず経費がかかるというところがございま

すし、改修するに当たっても中古住宅ですから、

程度によりますけれども、設備等についても大幅

に改修をしなければいけないということもあるで

しょうし、既存の方についてはこれまでも手をか

けてきて、自分の嗜好に合った住宅になっている

と思いますけれども、新規の方についてはやはり

自分の思うように改修をしたいというところがあ

ると思いますので、そういう意味では経費もたく

さんかかるだろうというふうに考えまして、そこ

について５万円でありますけれども、インセンテ

ィブを持たせ、そういう経費のかかるところ、そ

こも含めて配慮をさせていただきまして今回５万

円加算をさせていただくと、そういう取り組みを

させていただくということで提案をさせていただ

いているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 部長の言っている意

味が全くわからない。名称を幾ら変えてもやっぱ

り市民にとっては住宅リフォームなのです。それ

は、住宅リフォームを始めたとき、３年間で事業

をやめるといったときに、あれだけ商工会議所あ

るいは建設業、いろんな方もぜひ継続してくれと

いう声があるぐらい評判がよかったのです。それ

で、加藤市長になってから復活をして、事業をス

タートしても年間 ０００万円、 ０００万円の

お金があるようにやっぱり評判がいいのです。そ

れは、やはり名寄に住み続けたい、名寄に住むの
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だといって決意をされた市民の皆さんがやっぱり

住宅リフォーム、１００万円以上かけても２０万

円くれると。２０万円のために１００万円以上か

けるということはないと思いますけれども、やは

りこれから１０年、２０年、３０年住むためにリ

フォームをしたいと、お金は確かにないけれども、

やりたいのだというほうが私は貴重だと思うので

す。名寄でこれまで頑張ってきて、これからも名

寄で頑張りたい、名寄の土になりたいと考える人

たちがもしそういうリフォームをするというとき

に、それは移住に期待するのはそうかもしれない。

同じ住宅リフォーム、名称を幾ら変えたって住宅

リフォームはリフォームなのだから、名称を変え

たってその差をつくるという意味が、市民の皆さ

んに５万円の差をつけたという意味をちゃんと説

明できるような資料を下さいと。単純です。なぜ

５万円の差がついたのですかと。市民の皆さんが

直そうという家とほかからやってきて３年、いや

いや、それは新しいと。では、市民の皆さんが今

の家からどこかへ行くときに移住だからと５万円

プラスになるのですか。そんなことにはならない

でしょう。だから、そこをちゃんとやっぱりきち

っと判断できるように、これはもう１年前から経

済部、営業戦略でしたいと言っていたけれども、

その理由を明確にしてくれということで、ずっと

１年先送りしてきたら、今回名称を変えて、いや

いや、５万円つけますというのは、私はやっぱり

ちゃんとした説明、市民理解を得て、これほど人

気のある事業ですので、やっぱりやるべきだとい

うふうに思いますけれども、改めて見解を市長か

らお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もともとこの前身の平成

２８年度からスタートしている住宅改修の推進事

業についても交付要綱の中に、実は別表第２表で

すけれども、住宅改修と移住の促進、空き家バン

クということで、この事業はもちろん市民の皆さ

んにさらに住み続けていただく快適な住居を提供

する後押しをする。それと、市内の住宅事業者の

活性化あるいは技術継承といったことも含めてと

いうことですけれども、もう一つは市外の方にも

これを使用するのを認めて、やっぱり今これだけ

人口減少している中で食いとめるということもそ

うだけれども、外から人を呼んでここに定住して

いただくということも非常に重要な施策というこ

とで、２８年度からそうした枠も設けて実は推進

している事業ということでございます。

結果として、３年間全くインセンティブもなか

ったということもあって、移住者のこの利用とい

うのは合計３件ぐらいということ、ほとんど効果

はこの事業の中でのインセンティブというのは薄

かったということでありまして、ここをさらに押

し上げていくという意味も含めて、今回１つ５万

円というインセンティブをつけさせていただいた

ということでございます。御承知のとおり、人口

がふえれば労働力もふえてということもございま

すし、１人人口がふえれば交付税の算入も１人当

たり１３万円ぐらいふえるという、こういうお話

もあるということでございまして、外から来てい

ただくということに関してはそれだけ税収的には

メリットがあると。それに加えて、これはあくま

でも住宅以外のことでいろんな政策の波及効果を

出そうということでスタートをしている中で、今

回５万円ということであれば、そういう税収的な

部分も含めて皆さんに御納得いただける金額なの

ではないかということで、さらにこの移住政策を

推し進めていくことも含めて相乗効果を狙った施

策の組み立てだということでぜひ御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 見解の不一致ですの

で、これ以上議論をしてもしようがないと思いま

すけれども、私はやっぱり入れる、入ってくる方

と同じように出ていく方をどれだけ抑えるかとい

いうのも一つの施策だというふうに思います。や

はりこのまちで頑張ろうと来た人がもっとこのま
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ちで頑張れるような条件をどうやって整えていく

か。さっきのレンタル＆ゴーもそうでありますけ

れども、やっぱりそれも一つ、地方から来る人が

大事でという意味ではないでしょうけれども、当

然ながら名寄市民の方も大事だという意味でしょ

うけれども、やっぱりそこに相乗にお互いに理解

できるようなきちっとした理論が構築できないと、

非常に厳しい財政事情の中ではそこにインセンテ

ィブをつけてやるということに対して、やはりも

っと市民説明が要るのかなという感じはしていま

すし、市民の皆さんがやっぱりそれを理解をして、

ぜひ呼んでこようという思いに立つようなものに

していく。だから、そういう意味では同じ住宅リ

フォームでなくて、暖房器具とかなんとかという

ことでインセンティブをつけたほうがよかったの

ではないかなと。これは１つの考え方ですけれど

も、基本的には見解が違いますので、これ以上議

論をしてもしようがありませんので、これはこれ

で抑えたいと思います。

次に、教育関係で、どうも部長の答弁を聞いて

いると、小中学校の再編はあり得ると。財政事情

あるいは子供たちの数、いろんなことを含めると、

施設整備計画の中ではうたっておりますけれども、

あり得るというふうに教育委員会としては判断さ

れているということでよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 御承知のとおり、名

寄市内の名中、東中、智恵文小学校、これについ

ては非耐震ということで、施設整備計画の中でも

整備をしていかなければならない部類に属してい

る学校だと思っております。智恵文小学校につい

ては、後ほど山田議員の一般質問にもありますの

で、名中と東中、この２校に絞ってお話をさせて

いただければと思うのですけれども、御指摘のと

おり少子化ですから、今は大体市内中学生が１学

年２００人程度で推移するということになると、

それからだんだん減少していくということを考え

ると、将来的には３クラスから４クラス、名寄市

街地区でもそのぐらいの学級数で推移するという

ふうに今後はなってくるというふうに思っており

ます。その時期がいつなのかというのは、今後の

人口推計等を見れば出てくるのかなというふうに

は思っています。

ただ、２校のメリット、デメリット、１校のメ

リット、デメリットというもの、両方ありますの

で、例えば１校にした場合についてはどこに建築

をするか。一番理想的なのは、まちのど真ん中、

市街地のど真ん中に建てるのがちょうどいいので

しょうけれども、そういう適地があるのかという

問題もありますし、そこに例えば統合になります

から、通う全ての生徒をどういうふうな交通とい

いましょうか、足の確保をどうしていくのかとい

うようないろんな問題もございます。また、反対

に２校を維持するということになると、やはり今

いろいろ言われておりますけれども、部活動も団

体で行う部活動がなかなかできづらくなってきて

いるというとか、いろんな状況もございますので、

やはりその辺はさまざまな角度から検討をしてい

かなければ、この問題はなかなか前に進まないの

かなというふうに考えております。

中期基本計画の中でも一応教育部の施設につき

ましては、この３つの学校のほかにも図書館、児

童センター等、中期計画の中で方向性を出してい

くということでなってございますので、いろんな

要因を加味しながら検討していかなければならな

いというふうに思っておりますし、これについて

は教育委員会内部でどういう方向性を出していく

のかも含めて、どういう市民との議論をしていく

のかというのも今後検討していきたいなというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ただ、今河合教育部

長がおっしゃっていることは重要なことでありま

して、場合によっては本当に１校になると。今現

状は３クラス、２クラス、昔からいえば私どもの
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ときは７クラス、４０人学級の７クラス、その前

は４０人学級の９クラスというのが最高だった時

代がありましたので、今まさに１校でも余るよう

な状況、１つになっても今で５クラスぐらいです

ので、かもしれません。ただ、それこそこれから

今教育委員会が抱えているさまざまな事業、図書

館あるいは児童センターあるいは中学校２つ、小

学校、智恵文というふうに出てくると、本当にこ

の中期計画の年度、４年間の中でその結論を出す

のか。それとも、もう一方重きを置くのは、名寄

市は教育都市宣言をしている名寄市の教育として、

それでも２校でいくという姿勢を貫くのか。ここ

はどちらでもいいという解釈で、教育委員会は市

民の皆さんの理解が得られれば１校にする、市民

の皆さんの意向がなければ２校でそのまんまいく

という、ただ両方とも部長おっしゃるように２校

にして、それから人口過疎が進んで１クラスしか

できないというときに、本当に２０億円も３０億

円もかかる学校を２つつくるということがいいの

かどうなのかというのは、財政上許されるのか、

あるいは今回行財政改革の中の教育、学校の配置

は外れましたけれども、財政の見地ではなくて、

やっぱり教育は教育の見地というのが１つあると

思いますけれども、その辺を含めて今の御答弁で

よろしいという解釈でいいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私の立場から言うの

が適切かどうかはわかりませんけれども、やはり

教育の質というのは維持していかなければならな

いと考えています。それがクラスだけなのか、何

をもって教育の質を維持するのかということもや

はり含めて議論していかなければならないのだと

思います。ただ、その反面、やはり当然計画の中

でも未来に過度の負債といいましょうか、負担を

残さないようにというような考え方も持っていま

すので、やはり精神論といいましょうか、教育に

携わる中での考え方と施設整備というのも両方、

両にらみといいましょうか、両方を見ながらやっ

ていかなければならないのだろうというふうに思

っていますので、それがいつの時点で２校が１校

とか、今の段階ではちょっと言えませんけれども、

将来的なことも含めて、将来的には当然１校とい

う方向も出るのでしょうけれども、それが４年間

の中で出るのかどうなのかというのは、まだ今の

ところ不透明というふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは、中学校だけ

の問題ではなくて、中学校がもし再編をされるよ

うなら、当然ながら小学校もいいのかどうなのか

という議論があると思いますが、これは本当に名

寄市の教育行政にとっては重要なファクターとい

うか、重要な議論になっていくというふうに思い

ますので、ここは慎重に対応していただきたいと

思いますけれども、一方やはり財政の状況あるい

はニーズ的には図書館が先ではないか、あるいは

児童センターが先だとか、いろんな声があると思

いますので、これは慎重に協議をされて名寄市の

将来像、今の高校、きのうもうちの会派の報告会

をやったときにも高校間口について非常に懸念を

している声が上がっていました。産業高校の特に

農業部門をちゃんと守るべきではないかという声

でありますけれども、名高も倍率があれだけ、

０を割っている状況でありますので、高校、中学、

小学と義務教育プラス高校というのは本当に変わ

っていく可能性があるので、そのときに議論をし

っかり続けていっていただきたいと。計画だけで

はなくて、計画にとらわれるのではなくて、現実

対応と子供たちの健やかな成長ということを念頭

に置きながら、どれが理想か、ある意味では２校

のほうが少人数教育でいいのかもしれない、ある

いはクラブ活動、いろんな団体生活を考えたら１

校にしたほうが中学校はいいのかもしれない。そ

の検討も含めて、ちゃんとやっぱり理論を構築し

て、ぜひ今後も協議を続けていっていただきたい

というふうに思います。
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次に、深名線の跡地でありますけれども、当然

ながら市長の答弁はありましたけれども、天野部

長は現地を見ていると思いますので、現地を見て

どういう認識を持っているのかお答えをいただき

たい。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） この該当する地

域、地元から、地域からちょっと対応を考えてい

ただきたいなという要望というか、お話がござい

まして、私の記憶では１１月だったため、もう降

雪が始まっていた時期でしたので、ちょっと十分

な状況ではなかったのですが、当然また改めて雪

解けを含めましてしっかり現地等々を見ながら、

私どもでできることがあればしっかり考えていき

たいなというふうに思っているところでございま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは、市長の答弁

の中にもありましたけれども、一番最初は平成２

０年、もう１０年前に最初に当時の島市長に要望

をしたのは、跡地にやはり不法投棄が目立つと。

しかも、車で来て、あるいは自転車で来て投げて

いって、結局はトラック１台分のごみが回収され

たという状況があって、何とか防護柵を設けてほ

しいということで、このときは２０日に要望をし

て４日後に設置をしているという非常にスピーデ

ィーな対応を当時はいただきました。ただ、その

後もやっぱり地域としては、どうしても豊栄地区

というのは農村部も抱えていますし、今は家庭菜

園も相当ふえておりますので、その中でやはりキ

ツネだとかタヌキだとか、いろんな害獣を含めて

荒らされることに対する被害というのは相当出て

きておりますし、何とか対応してくれということ

でありますけれども、ここはある意味で民間所有

の隣接地でもありますけれども、これまで民間の

企業と隣接地の所有者と協議をされた経緯という

のはございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私の承知してい

る建設水道部としては、当然民地所有のところと

の協議等々はした経緯はないというふうに承知を

しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 経緯、協議はしてい

ないというのは、それはやる気がないというのと

同じではないの。だから、そこはちゃんと町内会

地域としてはぜひ協議をして対応策を全体的に考

えようと。例えば雑草の刈り取りを年一、二回し

ているから、それでいいでしょうということでは

なくて、抜本的に変えるときになったらどうする

のだということを町内会、既に部長も、あるいは

当時の佐々木副市長以下、やっぱり歴代の副市長

は現地を見ていただいて、部長も見ていただいて、

あるいは所管の管財も含めて見ていただいて、い

やいや、対応しなければということでずっと引き

継いで１０年です。だから、それをどうやって抜

本的に改革、対応するのか。それこそ住みよい地

域をつくる、あるいは今立地適正化のアンケート

をとってもやっぱり豊栄地区というか、あそこの

地区に移住したいという、あそこの生活環境がい

いというアンケートも出てきているわけでありま

すので、それをより改善する、あるいはそこまで

できないなら一、二回の草刈りをさらにふやして

本当にキツネの巣にならないような対応、カラス

の巣にならないような対応をしっかり今のところ

はとらざるを得ないという判断なのか、改めて御

見解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 旧深名線の跡地

の管理につきましては、これは総務部管財所管の

事案でございまして、今議員お話しいただいた民

間所有の関係の土地なども含めては、私自身が承

知している範疇ではもう十数年前、豊栄地域の特

に西のエリアというか、交通のアクセスの関係で、



－61－

平成３１年３月６日（水曜日）第１回３月定例会・第２号

民地がございますけれども、東７号線につながる

形ができないものかということでの御相談が建設

水道部のほうにありまして、ただ７号通というの

は河川との位置関係も含めて、ちょっと中途半端

と言ったら言い方は悪いのですけれども、東８号

なり東５号に出ないと南のほうのエリアには進む

ことができないということで、大変大きな民間所

有の土地もございまして、私どもではそれを道路

改良していくという方針には当然ならなかったと

いうことでございまして、それ以降は議員のお話

にもございましたとおり、ごみの不法投棄だとか、

当然これは建設水道部というよりも当時の環境衛

生部門での対応も含めて、そういう予防の柵を設

けたりだとか、当然隣接する場所、反対側と言っ

たらおかしいのですけれども、北側には遊水地の

グラウンドなどもございまして、当然私どももこ

この地域の環境保全については全く承知していな

いということではなくて、当然総務部も環境衛生

部も、そして私どもとできることでしっかりと対

応は考えていくべきだというふうに思ってござい

まして、直接的な草刈り作業については総務部の

ほうで発注をいただいているようでございますけ

れども、当然引き続き連携を密にしながら、該当

される地域の皆さんとも御相談をしながら対応を

考えていかなければならぬものだというふうに考

えているところでございますので、御理解いただ

ければと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この問題、課題だけ

ではなくて、やはりどうしても行政というのは縦

割り関係になる。例えば現状は、スタートのとき

はそうかもしれないけれども、今は管財ですとい

うふうに振ると。教育委員会もそうです。学校の

校舎の問題になると、いやいや、それも管財で一

般財産に移りましたと。例えば最近は見ていない、

撤去されたのかもしれないけれども、豊西小のと

ころにさよなら豊西小学校という看板がずっと去

年までついていると。あれだって、あれだけＥＮ

―ＲＡＹを、それこそ文化度を上げるためＥＮ―

ＲＡＹを利用しているのに、隣の閉校して何年も

たった豊西小学校がいつまでもさよなら豊西小学

校、何月何日と入っているのがそのまんまになっ

ているということも含めて、やはり行政というの

は横断的に、これは総合政策室もそうであります。

やはり横断的にやるというのが市民の皆さんの課

題、あるいはいろんな課題を解決していくため、

あるいは市民の皆さんの苦情に対応するため、市

民の皆さんの願いに応えるためにもやはり横断的

に協議をしていくということが私は原則だと思う。

いやいや、うちの所管でないから、いやいや、あ

っちだから、そっちでやってくれ、うちでないか

ら、あっちだからというやり方は、それは市民理

解は得られないと。今の時代は、これだけ小規模

に人口２万 ０００の小規模都市になったわけで

ありますので、しっかり行政が横の連携をしなが

ら、やっぱり名寄のまちをどうやって住みよいま

ちに、市民の皆さんが住み続けられるまちにして

いくかが私は重要だと思いますけれども、市長の

見解をお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言をありがと

うございました。諸課題を、特にいろんな今は諸

問題、この問題に限らず、多部門に多岐にわたる

案件が相当多くなってきているということでござ

います。しっかりと御提言を受けとめさせていた

だいて、横断的にしっかりと物事に対応していく

ということをしっかり心がけていきたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市長からそういう前

向きな御答弁をいただきましたので、それ以上は

本当は言う必要がないのかもしれませんけれども、

これは中心市街地の活性化もそうだと思うのです。

やはりあそこは、例えば商店街あるいは商工会議

所あるいは行政、それぞれがやっぱり一体になっ
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て考えるのとそこに消費者をどうやって巻き込ん

で、本当に今の五、六丁目の姿がいいのかどうな

のかというのをやっぱりつくり上げていくと。公

共施設を持ってくれば、それで活性化ができるの

だというのは、よろーなは活性化しましたけれど

も、あそこのお客さんがまちの中に流れないとい

うのは状況的に明確になってきているわけであり

ますので、あれをどうやって流していくのかとい

う取り組みを考えるときに、やはりこれは三位一

体、そういう意味での三位一体ではないですけれ

ども、横断的に経済部と本当に建設部あるいはい

ろんなセクション、教育部も含めていろんなセク

ションで考え、あるいは福祉も含めてであります。

考えて取り組んでいくというのがこれからも名寄

市がやっぱり、それこそ大学ではないですけれど

も、小さくてもきらりと光るまちづくりに私はつ

ながっていくように思いますけれども、市長はそ

の点は同一の見解ということで理解ということで

よろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全くそのとおりだと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 最後に、これもずっ

と合併以来いろんな議論がありながらもしている

のですけれども、やはり庁舎をどうしていくのか。

ここは、市長がおっしゃるとおり立地適正化計画

ですとか、公共施設の総合管理計画ですとかとい

う計画のほうにやっぱり議論を委ねるというとこ

ろでありますけれども、これはトップとして名寄

市をこれからやっぱりより発展させていくために

庁舎は風連地区を含めて分庁方式で活性化を、そ

のまま庁舎を中心に活性化をさせるという方針で

臨むのか、あくまでも市民の皆さんの意見に左右

されるということなのか、改めてこの庁舎のあり

方について市長の見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今の現風連庁舎も名寄も

そうですし、智恵文も分庁舎がありますけれども、

それぞれの地域のコミュニティーの核としても機

能していくという認識でおります。この庁舎をど

うしていくのかというのは、これはまさにやっぱ

り地域議論が優先されるべきだと私は思っていて、

どこに統合する、あるいはそのまんまでいく、あ

るいは機能を少し変えていくと。そういうような

ことにしてもいろんな大きな、言い方は悪いです

けれども、利害という言い方がいいのか、いろん

な側面があるということでありまして、ここはや

っぱりしっかりと議論を積み重ねていくことが特

に大事な部分だというふうに思っていまして、当

然今の都市計画の見直し、立地適正化計画の中で

も十分市民の皆さんの議論を喚起をしつつ、あら

ゆる場面でその後も市民の皆さんの意見を捉まえ

ながら落とし込んでいくということが大事なので

はないかというふうに考えているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 庁舎のあり方につい

ては、市長がおっしゃるとおり非常にデリケート

な問題であります。合併当時から、やっぱり対等

合併にした、あるいはそれぞれの財産を生かした

まちづくりをしていくのだということで名寄庁舎、

風連庁舎というふうに分けました。ただ、やっぱ

り市民の方にしてみれば、風連庁舎に用事がある

ときは市外番号をかけなければいけない、あるい

は風連の方が名寄にかけるときも市外番号をかけ

なければいけないということが本当のまちづくり

の基本でいいのかということを含めて、いろんな

議論がやっぱりあると思います。そのためには、

やはり立地適正化の委員会あるいは都市計あるい

は総合管理計画の議論の中でもあると思いますけ

れども、やっぱり市側から一定程度どうしたらい

いかという問題提起をされて議論を巻き上げるの

かということが１つ、これは市長の判断に委ねま

すけれども、そんなに……去年のやっぱりあの大

停電あるいはいろんな水害を考えたときに本当に
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危機管理、市長の指導のもと危機管理がしっかり

できるかというと、分庁方式では難しい面という

のが私はあると思いますので、今の時代、何が起

きるかわからないということが去年立証をされた

わけでありますので、ぜひ市長の最後の……ある

意味では最後ではないですね。市長のリーダーシ

ップを心から御期待をして代表質問を終わりたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新元号への対応について外６件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、市政クラブを代表して質問を

させていただきたいと思います。

大項目の１点目、新元号への対応についてお伺

いをいたしたいと思います。天皇陛下の御譲位に

より５月１日から新元号となりますが、コンピュ

ーターや印刷物等への備えと西暦と元号の使い分

けについて考えをお伺いいたしたいと思います。

大項目の２点目、市民と行政の協働によるまち

づくりについて、小項目の１点目、コミュニティ

ー活動の推進についてお伺いいたします。町内会

への補助金の増額や活動状況に合わせて交付され

るネットワーク事業など財政的な支援は進んでい

ると思いますが、残念なことに町内会加入割合は

減少をしております。アパートなどは、特に加入

率が低いと思いますが、対応策についてお伺いを

いたしたいというふうに思います。

小項目２点目、インターネット社会における情

報発信について。名寄市は、ホームページの作成

やフェイスブックで名寄の出来事など情報発信を

進めております。近年観光や移住定住、交流事業

などにも積極的に取り組んでおりますが、このよ

うな情報発信をする、総合的に適時配信をする仕

組みづくりが必要ではないかと思いますけれども、

考え方をお伺いをいたしたいと思います。

小項目３点目、台湾との交流活動の推進につい

て。台湾との交流は、名寄日台親善協会を中心に

交流が進んでおりますが、交流と観光が一体とな

った取り組みが必要で、あわせて中国語によるイ

ンターネット情報配信を積極的に行ってはいかが

かと思いますが、考え方をお伺いしたいと思いま

す。

小項目の４点目、交流居住の推進について。お

試し住宅までのアプローチと移住体験者への受け

入れ対応についてお伺いをいたしたいと思います。

また、労働政策研究・研修機構の調査で若者の

潜在的Ｕターン希望者のデータで、戻りたい１

５％、やや戻りたい３ ６％、合計で４ １％の

人がＵターンを希望するデータがありますが、こ

のようなニーズに対応した施策についてどのよう

にお考えなのかお伺いをいたしたいというふうに

思います。

大項目の３点目、市民みんなが安心して健やか

に暮らせるまちづくりについて、小項目の１点目、

健康の保持推進について。住みなれた地域で少し

でも長く生活するためには、健康長寿の実現が必

要で、その実現のためにフレイル予防が各地で行

われ始めていますが、名寄市のフレイル予防に関

する取り組み状況と今後の進め方についてお伺い

をいたしたいと思います。

まず、フレイルチェックは、養成研修を受講し

た高齢市民サポーターの手により担われており、

市民との協働で健康長寿を進めることが可能なシ

ステムだと思いますが、考え方をお伺いしたいと

思います。

小項目の２、地域医療の充実について。地域医

療構想では、医療ニーズが変化し、病院完結型の

医療から地域完結型の医療に変わっていく必要性

を踏まえ、それぞれの地域において競争よりも協
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調により話し合いを進め、高度、急性期、回復期、

慢性期、在宅医療や介護等に至るまで切れ目のな

いサービスがその地域の実情に合わせた形でバラ

ンスよく提供される体制の構築を目指しておりま

すが、開業医誘致、東病院の将来像を含め、地域

医療のあり方についてお伺いをいたしたいと思い

ます。

小項目の３点目、保育料の無償化への影響につ

いて。来年度の１０月から保育料無償化が予定さ

れておりますが、市民及び名寄市への影響につい

てお伺いをいたしたいと思います。

小項目４点目、障がい者福祉の推進について。

名寄市では、多くの障がい者の皆さんのための施

設が運営され、生活や就労支援等の取り組みが行

われておりますが、市としての支援の考え方とノ

ーマライゼーションの理念を浸透させるための取

り組みについて考え方をお伺いいたしたいと思い

ます。

大項目の４点目、快適で安心、安全なまちづく

りについて、小項目の１点目、空き家対策につい

て。空き家に関する調査は今年度で終了し、今後

データ化されると思いますが、今後の対応につい

てお伺いをいたしたいと思います。

また、危険空き家に対する応急措置を含む対応

についてもお伺いをいたしたいと思います。

小項目の２点目、道路の整備について。名寄市

では、舗装率が予定どおりに進まず、市民からの

要望も多いところであります。名寄市としては、

道路工事を予算化しても国からの予算化がされな

い状況にあり、その要因と対策についてお伺いを

いたしたいと思います。

小項目の３、ＪＲ宗谷本線の活性化について。

ＪＲ北海道は、ＪＲ東日本、東急電鉄、ＪＲ貨物

の４者でことしの夏に観光列車を走らせることに

なりました。このような前向きの企画には、地域

としても支援すべきだと考えますが、対応につい

てお伺いをしたいと思います。

また、宗谷本線事業計画アクションプランへの

取り組み、ＪＲや国、北海道の状況についてもお

伺いをいたしたいと思います。

大項目の５点目、地域の特性を生かしたにぎわ

いと活力あるまちづくりについてお伺いします。

小項目の１、市内中小企業の育成について。市内

経済を循環させるためには、公平、公正な競争原

理の中で市内企業の育成の観点が必要で、まずは

市内事業者内で競争してもらうことへの考え方に

ついて、また建設工事の発注での水害等災害時支

援や地域貢献活動に対する評価について考え方を

お伺いしたいと思います。

小項目の２、商工業の振興について。地元中小

企業は、地域経済や雇用を支えていますが、年々

減少傾向にあります。そこで、（仮称）名寄市商

工業振興基本計画を策定し、企業、行政、市民が

一体となって振興を進めることが望ましいのでは

ないかと思いますが、考え方をお伺いいたしたい

と思います。

小項目の３点目、観光振興と経済活性化につい

て。観光基本計画の目的にあるように、さまざま

な取り組みから経済の活性化に結びつけていくこ

とを目指しておりますけれども、計画策定後にど

のような工夫をされたのかお伺いをいたしたいと

思います。

大項目の６点目、生きる力と豊かな文化を育む

まちづくりについて、小項目１、幼児教育の無償

化の影響についてでございます。幼児教育につい

ても無償化が予定されておりますが、同じように

市民及び名寄市への影響についてお伺いしたいと

いうふうに思います。

小項目の２、高等教育無償化による名寄市立大

学への影響について。大学教育についても無償化

が予定されておりますが、このことによる募集等

の動向についてどのように捉えておられるのか、

また学生や名寄市への影響についてお伺いをいた

したいと思います。

小項目の３、スポーツコミッションの立ち上げ

について。スポーツコミッション立ち上げが予定
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されていますが、どのような布陣で検討されてい

るのか、また名寄市内の企業や団体との連携につ

いてお伺いをいたしたいと思います。

大項目の７点目、教育行政について、小項目１、

産業高校酪農科学科についてでございます。名寄

市の取り組みもあり、本州からの生徒が在籍して

おりますが、受験前の学校の下見等への対応につ

いてお伺いをいたしたいと思います。

また、在校生へ充実した教育を提供するために

夏休み期間中の実習先のあっせんや卒業後の就職、

就農へのトータルサポートについて、学校と連携

して取り組むことが望ましいのではないかと思い

ますが、考え方をお伺いしたいと思います。

小項目の２、図書館アンケートの速報について。

図書館活用向上アンケート調査を実施されました

が、速報値としてどのような傾向か、またこの結

果を踏まえた今後の対応についてお伺いをいたし

たいと思います。

小項目の３、ＥＮ―ＲＡＹホールについて。Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールは、大変多くの市民に利用され、

順調に推移しており、活動内容を見ても劇場法の

基本的な考えや目的にも沿う先進的なホール運営

に向かっているのではないかと思います。そこで、

劇場法第３条の事業の中で第８項に地域社会のき

ずなの維持及び強化を図るとともに、共生社会の

実現に資するための事業を行うことと記述されて

おりますが、市としての考えをお伺いしたいと思

います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目で７点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

から大項目６の小項目２まで私から、大項目６、

小項目３及び大項目７については教育部長からの

答弁とさせていただきます。

初めに、大項目１、新元号への対応についてお

答えをいたします。天皇の退位等に関する皇室典

範特例法が公布をされ、改元が５月１日に実施を

されるに当たり、当市においても国のスケジュー

ルに合わせて改元について準備を進めているとこ

ろでございます。

まず、コンピューター等における各種システム

につきましては、４月１日に予定をされている新

元号発表後に委託業者による改修作業を実施をす

ることにより５月１日からの新元号表記に対応を

いたします。

次に、印刷物等につきましても５月１日から新

元号を表記することとなりますが、発付時期が早

い市営住宅使用料、固定資産税等の納付書につき

ましては４月１日の新元号発表前に業者に印刷を

発注しなければならないために現在の現行で表記

をさせていただいて、５月１日以降に新元号に読

みかえていただくよう市民の皆様に周知を進めて

まいります。

続きまして、西暦と和暦の使い分けについてで

ございますけれども、自治体それぞれの対応とな

っておりますが、近隣自治体においては国と同様

に和暦で表記をするところが多く、当市におきま

しても和暦の表記を中心としながら、各種計画等

のように長い期間を記載をする必要があるものに

ついては、わかりやすいよう西暦と和暦の併記で

対応する方法などを考えているところでございま

す。今後職員に向けて取り扱いの指針を定めると

ともに、市民にとってわかりやすいものとなるよ

うに準備を進めてまいります。

次に、大項目２、市民と行政との協働によるま

ちづくりについて、小項目１、コミュニティー活

動の推進についてお答えをいたします。町内会に

つきましては、協働のまちづくりを進めるための

基盤となるコミュニティー組織であり、最も重要

な組織であると認識をしており、町内会が実施を

する環境美化活動、防犯活動、子供やお年寄りを

初めとする地域住民の見守り活動など、町内会の

主体的な活動に対する町内会自治活動交付金や町

内会館の整備を支援をする町内会館建設費等補助
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金などの財政的支援を行ってきているところでご

ざいます。

しかし、一方で町内会の加入率は年々低下傾向

にございまして、平成２２年度は１万 ００２世

帯のうち加入世帯１万７６７世帯で加入率が８

８１％、平成２９年度では１万 ６９４世帯のう

ち加入世帯 ８９８で加入率が７ ９７％、平成

３０年度では１万 ６６６世帯のうち加入世帯

７３５世帯、加入率が７ ８６％となっていると

ころでございます。地域別に見ますと、平成３０

年度では名寄地区が７ ７１％、智恵文地区が９

５９％、風連地区で９ ０６％で、名寄地区が

低い数値となっているのはアパート、マンション

の居住世帯が多いことが要因として考えられると

ころでございます。

アパート、マンションに居住をされている世帯

への加入促進対策としましては、他市の加入促進

対策の取り組みを参考に町内会連合会と市が作成

をしたアパート、マンション入居者向けの町内会

加入促進チラシを希望する町内会へ提供すること

で加入促進活動の支援をしてございます。また、

アパート、マンション入居者に限らない加入促進

対策といたしましては、転入者へは市役所窓口に

て加入案内を実施し、また市の広報紙、ホームペ

ージにて町内会活動の必要性などの周知を行い、

まちづくりへの参加についてお願いをしていると

ころでございます。総合計画の主要施策で掲げて

おります町内会加入率向上の成果指標達成に向け

て、今後におきましても町内会における加入促進

の取り組みを継続して支援をするとともに、市民

主体のまちづくりを推進をするため、市民の地域

コミュニティーへの積極的な参加や連携、協力を

促し、安心して暮らせる住みよいまちづくりを進

めてまいります。

小項目２、インターネット社会における情報配

信についてお答えをいたします。現在本市のホー

ムページを活用した情報発信では、担当課におい

て発信情報の作成ができるシステムを採用してお

り、担当課で所有する情報を随時発信または更新

できるようになっております。また、名寄市公式

フェイスブックでもフェイスブックを見ている方

が発信者となって見ている情報を拡散できる利点

を生かしまして、ホームページと同様の情報を随

時発信をしているところでございます。イベント

等の詳細が確定次第、即時性を持った情報発信に

努められるようにしたいと考えておりますが、市

民の皆様や観光に訪れる方々に対して、これなら

行ってみたいと思えるような情報を事前に提供で

きるよう成功事例などを参考としながら研究をし

てまいりたいと考えております。

小項目３、台湾との交流活動の推進についてお

答えをいたします。議員も御承知のとおり、名寄

市・台湾交流実行委員会を解散し、今年度から台

湾との交流推進に係る体制を民間団体である名寄

日台親善協会に一本化をすることで人的交流など

に取り組んでおりますが、中学生台湾派遣事業や

農業青年派遣事業などの個別事業では関係団体で

ある中学校やＪＡ道北なよろなどと親善協会が連

携をして実施をし、市民の国際理解の促進などに

成果がございました。今後とも台湾人の職員がい

ることや台湾への派遣事業などへのノウハウがあ

ることから、市としても親善協会が行う事業につ

いて必要な支援を行い、親善協会と関係団体との

パイプ役としての役割を果たしてまいります。交

流事業以外で他団体と連携をし、実施した事業に

ついては、台湾から本市を訪れたバドミントンや

カーリングの関係者の受け入れなどが挙げられま

す。また、平成２８年には観光団体と連携をし、

台湾からサイクリストを誘致をしたこともあり、

今後とも観光を含め、当地を訪れる目的に合わせ

て関係団体と連携をし、交流人口の拡大などに努

めてまいります。

次に、中国語も含めた外国語による情報発信の

現状についてですが、本市のホームページは平成

２７年４月にリニューアルをし、日本語のほか、

一部英語、中国語、ロシア語に対応をしておりま
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す。外国人が必要とする情報として、例えばピヤ

シリスキー場、ひまわりなどの観光スポットや煮

込みジンギスカンなどのグルメなど本市を紹介す

る外国語対応専用ページを公開をしており、多く

のアクセスをいただいているところでもございま

す。あわせて、専用ページ以外でも本市ではフェ

イスブックによる情報の発信も行っており、フェ

イスブックの機能で多言語での翻訳も可能になっ

ておりますので、それをもって外国人の方でも閲

覧できる環境をつくっているところでございます。

なよろ観光まちづくり協会のホームページについ

ては、日本語で公開をしておりますが、主な内容

につきましてはグーグル翻訳機能を活用し、英語

と中国語に変換できることとなっております。ま

た、名寄市では観光パンフレットを作成、配布を

しておりますが、多言語化に対応するために日本

語、英語、中国語版を用意をしており、ホームペ

ージ上でもそれぞれの言語に対応したパンフレッ

トをダウンロードすることができます。今後とも

中国語を含めた外国語の情報発信に努めてまいり

ます。

次に、小項目４、交流居住の推進についてお答

えをいたします。本市の移住施策につきましては、

名寄市総合計画第２次中期基本計画の主要施策、

交流活動の推進に位置づけるとともに、名寄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略においても基本目

標に人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここ

で暮らしたいと思われるまちに位置づけ、取り組

みを進めております。

具体的には、現在名寄市街地にお試し移住住宅

２棟を設置をし、運営をしており、名寄市移住促

進協議会のホームページやＳＮＳでＰＲをするほ

か、首都圏で開催をされる移住相談会や東京や札

幌で実施をした本市単独の移住イベントにおきま

して、名寄市の住みよさを体験していただくため

にお試し移住住宅の利用を働きかけております。

お申し込みいただきました利用者の方には、事前

のリクエストに応じ、滞在中における情報提供や

市内公共施設等を利用できるお試しチケットの配

付のほか、地域の方の御協力のもと、町内会行事

への参加などを通じて交流を深めていただいてお

ります。利用後につきましても引き続き名寄市へ

の移住を検討していただくため、市の広報を郵送

し、情報を伝えるとともに、本市が参加をする首

都圏での移住相談会の案内状を送付をし、その後

の状況について聞き取りなどを行っております。

Ｕターンへの対応といたしましては、今年度か

ら名寄中学校の卒業生が３０歳になったときに例

年開催をされております同窓会の場に移住促進協

議会として若干の時間をいただきまして本市の現

在の魅力をお伝えをするとともに、首都圏での移

住相談会などについて情報提供をさせていただい

ております。また、移住ＰＲ事業として平成２８

年度から今年度までの３年間の継続した取り組み

の中で、ターゲットとして子育て世代や起業マイ

ンドのある人などにアプローチをしてきた結果を

踏まえ、新年度からは働き手の確保に資する首都

圏等からの若年層に加え、Ｕターンを含む名寄に

ゆかりのある人についても確度の高いターゲット

として取り組みを進めることとしております。

大項目３、市民みんなが安心して健やかに暮ら

せるまちづくりにつきまして、小項目１、健康の

保持増進についてお答えをいたします。フレイル

予防につきましては、これまでの地域支援事業の

開催により虚弱な高齢者のことを特定高齢者や二

次予防事業の対象者、総合事業の対象者といった

呼称で変遷をしてきましたけれども、最近ではフ

レイルとしてその予防について重要視されてきて

いるところでございます。

今年度の取り組みといたしましては、８月にフ

レイルを予防する生活を、３月には人生１００年

時代へのはじめの一歩の第２弾としてフレイル予

防編の講演会を開催をし、多くの市民の皆様に御

参加をいただいて、フレイル予防の関心をより高

めることができました。また、市民みずからがフ

レイル予防の生活を実践していくために市内の歯
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科医や市立大学栄養学科と共同して楽食講座を昨

年の１０月から１１月にかけまして１シリーズ計

４回開催をいたしました。講座では、口腔や栄養

摂取、身体機能のチェックを行い、フレイル予防

を実践できる内容として参加者からは好評を得た

ところでございます。

議員から御質問にありましたフレイルチェック

につきましては、先進自治体の実施状況や成果等

を研究してまいりたいと考えております。フレイ

ル予防は、低栄養の改善や口腔機能の向上、運動

器の機能向上等が重要であるため、保健事業と介

護予防を一体的に実施をしていく必要がございま

す。そのため、後期高齢者医療担当、保健センタ

ー、地域包括支援センターとが連携するとともに、

市内の歯科医や市立大学などの関係機関、地域の

皆様の御協力を得て事業を実施してまいります。

今後におきましても国や道、他自治体の動向を見

据えてフレイル予防に関する事業内容を検討しな

がら、広く市民へフレイル予防の普及啓発を継続

をし、市民みずからの健康に関する意識を高める

ことにより健康増進や健康寿命の延伸につなげて

まいります。

小項目２、地域医療の充実について申し上げま

す。北海道医療計画に基づき現在調整中の上川北

部区域地域医療構想は、各自治体や医療機関の取

り組みや方向性をまとめた地域医療構想推進シー

トの見直し作業が進められておりまして、年度末

に予定をされる調整会議で確認をされる見通しと

なっております。取り組みの方向性としては、今

後の人口や疾病の構造変化などを踏まえた連携体

制の協議を進め、医療資源の有効活用を図り、地

域に必要な医療を効率的に提供できる体制を構築

することなどが挙げられております。各医療機関

の役割分担につきましては、今後不足をすること

が見込まれる回復期医療の確保策を中心に調整会

議の中で議論されていくこととなっておりますの

で、議論経過に沿って東病院の将来像を含めたそ

れぞれの役割あるいは立ち位置が見えてくるもの

と考えております。

また、開業医の誘致についてですが、関係機関

の協力も得ながら誘致制度の周知を図っていると

ころでありますけれども、現時点では実現に向け

た動きはございません。今後は、周知拡大のため

に道外も含めた医師が集中している地域にも行き

届くよう関係機関や団体に協力を要請したいと考

えております。

地域医療のあり方につきましては、一自治体だ

けで方向性を決めるということはできませんが、

センター病院である市立総合病院の急性期機能を

維持し、東病院や風連国保診療所などの役割も踏

まえて上川北部医師会、各医療機関や介護施設と

の連携を図りながら充実した地域医療の実現に努

めてまいります。

次に、小項目３、保育料の無償化への影響につ

いてですが、これは大項目６の小項目１、幼児教

育の無償化の影響についてと関連がございますの

で、一括してお答えをいたします。本年１０月か

らの消費税引き上げ時に合わせて、生涯にわたる

人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や少子化

対策の観点から幼児教育における保護者の経済的

な負担軽減を図るため、３歳から５歳児の幼児教

育及び保育の無償化が実施をされる予定となって

おります。名寄市におきましては、これまでも独

自施策として幼児教育、保育の保育料金の軽減を

実施をしてまいりましたけれども、今回の無償化

によりさらに保護者の負担軽減が図られるという

ことになります。

現在国が示しております無償化の制度では、こ

れまで保険料に含まれていた給食費については無

償化の対象外となっており、実費徴収する費用で

ある通園送迎費、行事費などとともに別途徴収と

いうことになります。また、保育所に限らず、幼

稚園等に在籍をしていても共働き世帯等により保

育認定を受けられる条件を満たしている場合は幼

児教育時間後の放課後一時預かり事業等において

も無償化の対象となっております。市内幼稚園等
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におきましては、放課後の一時預かり事業を全て

の園が実施をしていることから、保育認定や幼児

教育認定にかかわらず、一定の預かりが可能でご

ざいます。このことから、保護者の希望によりま

して幼稚園等の幼児教育と保育所、それぞれ自由

に選択できることが可能となっておりまして、こ

れまでの市内の幼児教育、保育体制に大きな影響

は生じないものと考えております。幼児教育、保

育の無償化につきまして、現段階においても確定

した制度内容は示されておりませんので、明確に

なった時点で適時制度説明を実施をしながら、混

乱が生じないように努めてまいります。

名寄市の影響といたしましては、無償化による

事務量の増加が懸念をされます。また、無償化の

財源につきましては現在のところ、平成３１年度

は交付金によって措置がされて、次年度以降は交

付税による措置と示されておりますが、今後も国

の動向を注視しながら一般財源に対する影響額等

について検証をしてまいります。

小項目４、障がい者福祉の推進についてお答え

をいたします。障がい者福祉の推進につきまして

は、第３次名寄市障がい者福祉計画の基本目標を

踏まえ、地域生活支援体制の充実や就労支援の充

実の取り組みを進めております。地域生活に関す

る支援といたしましては、障がい者の方が生活を

するグループホームの充実を図るため、名寄市障

がい者グループホーム整備事業として市独自の助

成制度を設けております。また、就労に関する支

援につきましても市独自によるジョブコーチ支援

の取り組み、さらには障害者優先調達推進法に基

づく物品の購入や委託業務を障がい者にかかわる

事業所などが優先的に受注できるよう努めるなど、

さまざまな支援を実施をしているところでござい

ます。

ノーマライゼーションの理念を浸透させる取り

組みにつきましては、第３次名寄市障がい者福祉

計画の基本目標である障がい者理解の促進の取り

組みを進めております。毎年市民を対象といたし

ました障がいに対する理解啓発のための研修会や

手話通訳者の派遣事業などを行っているところで

ございます。また、今年度の名寄市障害者自立支

援協議会の取り組みとして市内の公共施設のバリ

アフリー調査も行っており、その結果につきまし

ては年度内にまとめてホームページで公開する予

定としております。今後におきましても各種事業

の取り組みを継続して行うことにより、全ての市

民が心豊かに安心して暮らせる共生社会の実現に

努めてまいります。

次に、大項目４、快適で安全、安心なまちづく

り、小項目１、空き家対策についてお答えをいた

します。空き家調査の結果を受けての今後の対応

についてお答えをいたします。平成２９年度住宅

地図メーカーより購入をした空き家等のデータコ

ンテンツ７２７件につきまして、事業所、工場、

集合住宅を除いたデータを平成２９年度、３０年

度においてエリアを分けながら調査を実施をして

まいりました。平成２９年度においては、名寄地

区の市街区３３０件を調査、今年度は名寄地区郊

外、風連地区、智恵文地区１８９件を調査、２年

をかけて市内の全域５１９件の現地調査を終えた

ところでございます。調査の内容につきましては、

対象家屋の有無から始まり、居住の実態、老朽度、

管理状況等の確認、また現況写真の撮影を実施を

し、データの収集を行ってきております。現在は、

そのデータベース化作業を行っており、整理がで

きた後には関係部署において共有化を図り、当該

家屋に関する事案が発生した際の参考資料として

の活用を目指してまいります。

次に、危険家屋に対する応急措置を含む対応状

況についてお答えをいたします。今年度において

は、降雪期を迎える以前の危険家屋を含む管理不

全空き家に関する市民からの相談、情報提供は２

７件となっておりましたが、ことしに入り、空き

家に限らず落雪のおそれ、また民地や道路への落

雪による通行障害等の情報提供が急増をしており

ます。そうしたケースにつきましては、それぞれ
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所有者等を調査し、現場写真を添付した上で適正

管理についての依頼文書を送付、電話番号がわか

っているものには直接電話にて現況を伝え、対応

について依頼を行っております。

建材の飛散や落雪等の緊急的な事案につきまし

ては、警察、消防、教育委員会、道路管理者など

の関係機関と連携を図り対応しており、応急的に

リスク等を除去する措置をとっているところでご

ざいます。そうした所有者等との個別のかかわり

の中で、今年度におきましては所有者責任におい

ての除却解体につながった事例が２件あったとこ

ろであります。しかしながら、全てのケースが解

体など根本的な解決につながっていない現状を踏

まえ、今後も所有者等に空き家を放置をすること

で予見される問題点等を具体的かつ的確に伝えて

管理責任に対する認識の醸成と相談体制の充実を

図ってまいります。

小項目２、道路整備についてお答えをいたしま

す。第２次総合計画において、市街地内における

道路の舗装率５％の向上を目標として、国土交通

省所管である社会資本整備総合交付金の活用によ

り道路整備を実施をしております。毎年継続して

国に対し、事業採択要望を行っておりますが、昨

今の情勢によりまして事業要望額に対しての採択

率が低い状況となっていることで、計画どおりに

事業を進めることが極めて難しい現状が続いてお

ります。その要因として考えられるのが増加傾向

にございます豪雨や台風、地震などによる災害で

あります。第１には、東日本大震災や熊本地震、

昨年の胆振東部地震における復興財源であり、第

２には橋梁やトンネル等の老朽化した公共インフ

ラの長寿命化を目的とした老朽化対策等への重点

配分になっておりまして、一般の道路事業につい

ては予算が圧縮をされております。

本市においても橋梁事業では要望額の約８４％

と高い配分となっておりますが、道路事業では要

望額の約３１％の配分にとどまり、減少傾向とな

っております。しかし、道路整備に対する市民か

らの期待は高いものと認識をしており、特に市民

要望の高かった道路整備について、今年度から単

独費の活用による道路整備を進めているところで

ございます。市街地を横断する西１条通と大橋商

工団地内にある北西９条右仲通の２路線におきま

して道路改良に着手をし、風連郊外のバス路線で

ある風連大沼線につきましては老朽化した舗装の

改築として整備に着手したところでございます。

今後においても引き続き本市全体の財政状況を勘

案しながら、事業要望額における採択率などのバ

ランスを考慮した上で事業量をふやせるよう予算

の確保に努め、各関係機関に対して要望してまい

ります。

小項目３、ＪＲ宗谷本線の活性化についてお答

えをいたします。ＪＲ北海道が平成３１年度に運

行を予定している観光列車びゅうコースター風っ

こにつきましては、７月下旬から９月上旬の土曜、

日曜、祝日にかけて宗谷本線での運行を予定をし

ております。運行区間については、運行日にもよ

りますが、稚内から音威子府間または旭川から音

威子府間の運行予定となっております。本市にお

ける対応といたしましては、観光列車運行に伴う

出発式や横断幕を用いたお出迎えなど、さまざま

なおもてなしが想定をされていることから、今後

関係機関などとも連携しながら観光列車の成功に

向けて対応を進めてまいります。

次に、宗谷線事業計画、いわゆるアクションプ

ランへの取り組みにつきましては、ＪＲ北海道の

主催による宗谷線アクションプラン策定検討会議

が昨年１２月から３回にわたって開催をされてお

り、宗谷本線を維持、活性化するため、今後２年

間でＪＲ北海道と沿線自治体や経済団体、北海道

などと一体となって利用促進の具体的取り組みや

経費節減の取り組み、今後検討する内容などにつ

いて議論を行っております。このアクションプラ

ンの案につきましては、３月２日に開催をされま

した宗谷本線活性化推進協議会におきましてＪＲ

北海道から内容の説明があり、本年３月下旬の公



－71－

平成３１年３月６日（水曜日）第１回３月定例会・第２号

表に向けて調整が行われております。

また、北海道の状況といたしましては、昨年１

２月に市長会、町村会、経済団体や観光関係者な

どオール北海道による北海道鉄道活性化協議会を

立ち上げ、道民の日常利用やインバウンド観光客

を初めとする来道観光客に対しまして一層の利用

拡大に向けた支援を行っており、昨年のクリスマ

スには海外からの観光客や胆振東部地震で被災を

した子供たちを乗せた復興クリスマストレインを

運行しております。本市の対応といたしましては、

名寄駅停車時の休憩の際に横断幕や小旗によるお

出迎え、また雪玉投げのイベントを実施をするな

どおもてなしを行ったところであり、参加した方

からは名寄でのイベントが一番盛り上がったとい

う声が多く、高い評価をいただいているところで

あります。引き続き宗谷本線の維持存続に向けた

さまざまな取り組みを進めるとともに、国や北海

道へＪＲ北海道の経営再生と鉄道網の持続可能な

仕組みについて示していただけるよう働きかけを

行うとともに、ＪＲ北海道と連携を密にし、市民

の利用促進や利便性向上などの取り組みの可能性

について情報共有を行ってまいります。

大項目５、地域の特性を生かしたにぎわいと活

力あるまちづくりにつきまして、小項目１、市内

中小企業の育成についてお答えをいたします。本

市が発注をする工事や業務委託、物品調達の指名

選考につきましては、官公需に係る関係法令や国

の官公需施策に基づき定めた名寄市指名競争入札

参加者指名基準や名寄市公契約指針により契約の

適正な確保ができる範囲内において市内業者の受

注拡大になるように優先発注に努めているところ

でございます。今後におきましても市内調達が難

しいとされるものを除いては、各担当で少額な消

耗品等の発注も含め、関係法令や指針に基づき市

内業者への優先発注となるように引き続き取り組

んでまいります。

次に、建設工事発注における水害等災害時支援

や地域貢献活動への評価につきましては、名寄市

建設工事請負業者格付基準におきまして、評価の

審査事項の一つである社会的要素の項目として市

と災害協定の締結を有することや公共施設等への

愛護活動及び地域における奉仕活動を付与点数の

対象としているところでございます。この格付を

もとに毎年３月の資格審査委員会におきまして土

木、建築の部門別にＡ、Ｂランクを決定をし、発

注の際にはそれぞれのランクの予定価格の基準に

より入札等審議委員会で最終的な決定をしている

というところでございます。

小項目の２、商工業の振興について申し上げま

す。市内企業数の大半を占める中小企業の役割は、

地域経済の活性化はもとより、雇用、就業、雇用

機会の提供、消費生活の向上、地域資源の活用と

価値の付加、さらには市街地等におけるコミュニ

ティー形成など単に経済分野にとどまることなく、

地域の健全な発展に資する重要な社会的役割を担

っております。これまで国は、中小企業及び小規

模企業に関して昭和３８年に制定をした中小企業

基本法から半世紀ぶりとなる平成２６年に全国の

中小企業の９割を占める小規模企業の振興に関す

る施策を総合的かつ計画的に実施をするため小規

模企業振興基本法を策定をし、これを受けて道は

平成２８年に北海道小規模企業振興条例及び振興

方策を策定いたしました。

また、本市では名寄市中小企業振興条例に基づ

き、地域経済の活性化を図るためのさまざまな支

援を行っており、平成２８年度には中小企業振興

審議会における議論等による市の総意として本条

例を一部改正をし、支援メニューに新たに人づく

りや創業支援を加え、中小企業、小規模企業への

支援を手厚くしたところでございます。しかし、

事業所の減少等の課題が多く、本市の地域経済を

維持、継続をしていくためには新たに事業を起こ

す者、事業を引き継ぐ者、そして事業を継続して

いく者としての事業主、さらには各事業所で働く

者としての労働力などの人材育成確保に加え、地

域の経済活動や雇用を支えている中小企業、小規
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模企業を持続させるため、第２創業や事業承継等

が喫緊の課題であると認識をしており、こうした

課題解決に向けて取り組むべき施策を構築するた

めにも本市としての中長期的な方向性を定めてい

く必要があると考えております。このことから、

平成３１年度、２０１９年からの４年間を計画期

間とする総合計画第２次中期基本計画の基本目標

４、地域の特性を生かしたにぎわいと活力あるま

ちづくりの推進策として本市における商工業振興

に係る基本的な理念や役割等を定める基本計画の

検討を予定をしておりまして、今後商工会議所や

商工会、関係機関、団体及び事業者等と連携協議

をしながら検討を進めてまいります。

小項目３、観光振興と経済の活性化についてお

答えをいたします。本市では、新名寄市総合計画

第１次の観光を初めとする交流人口の具体的な施

策として平成２４年に名寄市観光振興計画を策定

をし、名（ひと）が寄ってみたいまち・名寄を目

指し、各事業に取り組んでまいりました。

主な事業といたしましては、名寄市民に親しま

れ、ＰＲにも活躍をしている名寄市観光キャラク

ターなよろうの作成、市民参画による市民モニタ

ーツアーの開催、夏のメーン観光であるひまわり

観光の推進、さらにはＢ１グランプリにも参加を

しているなよろ煮込みジンギスカンの開発、ホス

ピタリティー研修会などを実施をしてまいりまし

た。平成２８年度には、第２次総合計画の策定に

合わせ、インバウンドの急増、広域連携の必要性

など時代の変化に対応すべく、戦略事業、目標値

の一部を見直し、現在に至っておりまして、夏の

ひまわり観光、冬季スポーツ、サイクリング、自

然体験など本市の地域特性を生かした魅力ある観

光づくりに取り組んでおります。

あわせて、２０２０年開催の冬季オリンピック

へ向けて、国はインバウンド ０００万人、北海

道は５００万人の目標を掲げており、本市を含む

札幌から稚内までを結ぶルートとして平成２８年

度に日本のてっぺん。きた北海道ルート。が観光

庁に認定をされ、インバウンド誘客に向けてスキ

ー、スノーボード、雪遊び体験など本市の自然環

境などを生かしたモニターツアーの開催、体験型

観光の商品化などを進めているところでございま

す。

また、広域観光は、それぞれの地域が持つ観光

資源の魅力を相乗させ、増強させる効果が期待さ

れ、単一市町村の取り組みでは通過型観光となる

傾向となる中、さまざまなコンテンツを組み合わ

せ、周遊をさせることにより宿泊など経済効果が

生まれると考えられます。このことから、なよろ

観光まちづくり協会が事務局となり、道北９市町

村で構成をされる道北観光連盟が広域観光ＰＲ、

連携したイベントの実施、広域パンフレットの作

成などを行っているほか、景観観光地域づくりを

目的とした天塩川シーニックバイウエーでは９市

町村の観光協会、商工会、商工会議所と５つの団

体により構成をされ、各自治体と連携をしながら

地域の歴史、文化、自然、食などを生かした活動

を推進をしております。現在は、この２つの広域

組織が中心となり、自転車、カヌー、フットパス

やＪＲ、バスなどの公共交通機関を移動手段とし

ながら、自然風景や歴史、文化に触れ、御当地の

食を味わい、そしてアクティビティーを楽しむ旅

として、きた北海道エコ・モビリティ事業を進め

ております。今後とも観光振興計画の検証、見直

しを行いながら、交流人口の増加による経済効果

等の拡大へ向けて取り組みを進めてまいります。

次に、大項目６、小項目の２、高等教育の無償

化による名寄市立大学への影響についてお答えを

いたします。高等教育の無償化は、低所得世帯の

学生でも経済的な支援を行うことで大学等への修

学を奨励し、社会で活躍できる人材育成を進める

ことを目的に２０２０年度から実施をされるもの

でございまして、支援の内容は授業料及び入学金

の減免と給付型奨学金の支給を合わせて行うもの

でございます。支援対象者の要件としまして、経

済状況に係る要件と学業、人物にかかわる要件が
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示され、経済状況に係る要件では住民税非課税世

帯及びそれに準ずる世帯に属する学生が対象とな

り、大まかな目安として世帯収入が約２７０万円

未満の場合は授業料等の全額免除と給付型奨学金

の全額給付、約２７０万円から３００万円未満が

その３分の２、約３００万円から約３８０万円未

満がその３分の１の支援とされております。また、

大学側にも機関要件として実務経験のある教員の

配置や外部人材の参画など４つの要件が求められ

ております。

お尋ねの市立大学への影響額についてでござい

ますが、あくまでこれは平成３０年度減免等の申

請に基づく推計でございますが、およそ ０００

万円程度と想定をされます。大学側に示されてい

る４つの機関要件を満たさないと支援対象外の大

学とされ、学生確保に大きく影響を及ぼすことか

ら、現在この要件を満たすよう課題等の整理と情

報収集に努めているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは大項目６、

小項目３並びに大項目７についてお答えをいたし

ます。

初めに、スポーツコミッションの立ち上げにつ

いてお答えをいたします。スポーツコミッション

につきましては、名寄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略の冬季スポーツ拠点化推進プロジェクト

において、３年間の最終年度に当たる今年度での

設立が計画されていましたが、今月、３月２８日

に設立されることとなりました。

コミッション組織は、なよろスポーツ合宿誘致

推進協議会を母体として、名寄旅館業組合や名寄

市体育協会など現行の構成メンバーに加え、これ

まで各種事業にかかわっていただいた青年団体、

市内金融機関、また新たにスポーツ関連事業を展

開していきたいと考えている民間企業にも加わっ

ていただく予定となっております。

組織の運営につきましては、昨年１１月に本市

の市民視察団が調査研究事業で訪れたフィンラン

ド共和国にあるヴォカッティオリンピックトレー

ニングセンターでのスノーポリスと呼ばれる団体

の取り組みを参考にしていきたいと考えておりま

す。スノーポリスは、トレーニングセンターの運

営にかかわっており、企業、大学、行政などの産

官学連携によるスポーツ技術、健康づくり、ツー

リズムに関する研究に取り組み、その成果をトレ

ーニングセンターにフィードバックするような運

営手法をとっております。トレーニングセンター

のあるソトカモ市は、本市と同程度の人口規模で

すが、試行錯誤を繰り返しながら築かれた運営に

関するノウハウが機能し、トレーニングセンター

にはトップアスリートから一般のスキー観光客ま

で年間１００万人程度の方が世界各国から訪れて

いるそうでございます。新たに設立されるスポー

ツコミッションにおいては、本市が有する自然環

境やスポーツ施設を生かしながら、ジュニア選手

の育成や健康づくり、さらには地域経済の活性化

が図られるよう企業、研究機関、行政機関などが

連携できるコミッションの運営を目指していきた

いと考えております。

次に、大項目７、教育行政について、小項目１、

名寄産業高校酪農科学科についてお答えをいたし

ます。名寄産業高等学校の酪農科学科については、

この地域の基幹産業である農業での人材育成や確

保において重要な役割を担っており、同校酪農科

学科の存続のため、間口維持に向けた取り組みは

必要であるとの認識から、平成２９年度より道外

からの受験者に対し、名寄産業高等学校酪農科学

科受験者交通費等助成事業において支援に取り組

んでいるところでございます。道外から同校への

下見等の対応につきましては、下見の時点では受

験するかは不確定なことから、助成などの対応は

困難と考えていますが、現在問い合わせや下見の

対応、学生生活に必要な情報提供につきましては

同校から行っていますので、教育委員会として協

力できる場面があれば行っていきたいと考えてお

ります。
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次に、酪農科学科在校生及び卒業生のサポート

等についてですが、就農を目指す生徒の進路につ

いては、一部の農家子弟が卒業後すぐに後継者と

して就農する場合を除き、大学や専門学校などに

おいてさらに専門的な知識や技術を習得し、就農

するケースが多く見られています。また、卒業後

すぐに独立就農をするには多額の初期投資を必要

とするため、条件的には難しいところもあります

が、近年の市内の事例といたしましては酪農ヘル

パーとして農作業の経験を積んだ後に第三者経営

継承で独立就農し、順調に営農を行っている方も

おられます。本州出身の在校生の多くが目指す酪

農においては、本市においても規模拡大に伴い徐

々に法人化が進んでいるほか、現在農業団体及び

生産者が哺育育成センターの設立について検討を

しており、雇用人数やタイミングなどの問題もあ

りますが、今後雇用の場としての可能性も期待で

きるものと考えていますし、先ほどの第三者経営

継承などの可能性もあるものと考えております。

就農へのサポート、きっかけづくりとしては、

卒業後の農家研修を初め、在学中の農業実習や農

業体験など生産者との交流から本市農業の魅力や

生産環境を知ってもらうなど就農への動機づけと

なる取り組みのほか、実際の就農に向けては支援

施策の具体的な情報提供や相談など学校と連携し、

生徒の意向を尊重しながら支援協力を行っていき

たいと考えております。

小項目２、図書館アンケートの速報についてお

答えいたします。市立名寄図書館では、これから

の図書館サービスのあり方を検討するに当たり、

現在の図書館利用者だけではなく、利用していな

い潜在的な利用者も対象として図書館活用向上ア

ンケート調査を実施することとしました。このア

ンケートは、利用者ニーズの的確な把握と将来の

図書館の建てかえを視野に入れた新しい図書館の

コンセプト形成に市民の声を取り入れることを目

的としております。

調査対象及び調査方法については、１８歳以上

の一般市民のサンプル数を他自治体は ０００人

としていますが、本市においてはより多くの市民

の声を拾い上げることを目的に ０００人と設定

し、無作為抽出にて行いました。さらに、１８歳

以上の図書館来館者と小学校４年生から高校生の

全児童生徒約 ０００人を対象としました。調査

期間は、平成３１年２月１３日から２月２７日と

し、実施してきているところでございます。また、

乳幼児及び小学校低学年につきましては、平成２

８年７月に実施した第３次名寄市子どもの読書活

動推進計画の策定に係るアンケート調査の結果を

参考にしたいと考えております。

調査項目につきましては、図書館の利用状況及

び利用目的、将来の図書館のあり方、図書館への

要望など８項目で構成しています。２月末日現在

の回収状況は、郵送による一般市民分は５９４件、

回収率２ ７％、来館者は３６３件、小学校から

高校は ３４４件、回収率６ １％となっており

ます。今後３月中旬までに結果を分析し、それを

もとに４月上旬には図書館に求められるコンセプ

ト案を作成していきたいと考えております。図書

館は、市民の最も身近な学習活動を支援する施設

であり、今回のアンケートの結果を踏まえ、利用

者ニーズに即応した図書館機能の充実に努めてい

きたいと考えております。

小項目３、ＥＮ―ＲＡＹホールについてお答え

をいたします。平成３０年度について、２月末ま

でにＥＮ―ＲＡＹホールが使われた事業は５５件、

稼働率は６５％程度を維持しております。５５件

のうち３７件は、名寄市または名寄市教育委員会

以外の主催となっており、まさに市民との協働に

よるもので、引き続き順調な事業展開が図られる

ものと考えております。

共生社会の実現に資するための事業といたしま

しては、市民実行委員会の主催で昨年１２月に開

催されたサルサガムテープの名寄公演など障がい

を持った方々との舞台を実施したり、名寄市少年

少女オーケストラと連携し、アウトリーチとして
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高齢者介護施設への出張公演を実施するなど地域

社会のきずなの維持及び強化を図るとともに、共

生社会の実現を意識した取り組みを進めてきてい

るところでございます。加えて、名寄市社会福祉

協議会と名寄市ボランティアセンターの共催で山

崎理恵さんと吉岡駿さんによるステキなピアノコ

ンサートなどにも取り組んでおります。今後にお

いても多くの市民に参画をいただきながら、劇場

法の考えや目的に即した事業展開を図っていきた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

まず最初、新元号についてお伺いをいたしまし

た。それぞれしっかりと対応をしていただけると

いうことで、この機会に市民の方があれというこ

とのないようにしっかりと対応をしていただきた

いと思います。そういった中で、元号が新しくな

るということは新しい時代の幕あけ、そういった

ことが明るい未来を想像させるようなものになる

ようにぜひなっていただきたいなというふうに願

っているものであります。

そこで、１点ちょっと確認の意味でお尋ねをさ

せていただきたいと思いますけれども、当初はそ

のような予定でなかったのかもしれませんけれど

も、即位の日の祝日に合わせて連休が大型連休と

なると。１０連休となるというふうな情報を聞い

ておりますけれども、市として何か特別な対応を

考えておられるようでしたらお伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今のところ、特別な

対応というのは考えておりません。ただ、御承知

のとおり４月２７日から５月６日までということ

で１０連休になるということで、私ども年末年始、

ことしも９日間ということでありましたけれども、

余り経験がないことなものですから、全道の自治

体も今取り扱い、対応に少し苦慮しておりまして、

全道市長会のほうで今各道内の都市にアンケート

をとっているという状況にあります。冒頭申しま

したけれども、少し道内の状況も見させていただ

いて慎重に対応させていただきたいというふうに

考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 国の定めによる休み

ですから、休みは休みなのですけれども、もし市

民生活に何か影響が及ぼすようなことが想定され

る場合は、ぜひ柔軟に対応していただければとい

うふうに思っております。

それでは、順番に再質問をさせていただきたい

というふうに思います。コミュニティー活動推進

ということで、町内会の加入率の質問をさせてい

ただきまして、やはりアパートなどの対応という

のがどこでも苦慮されているのかなというふうに

思っております。この要因の一つには、住んでお

られる方にお願いしてもなかなか加入していただ

けない。一方で、家賃に含めていただいている家

主さん、オーナーさんもいらっしゃるというふう

に伺っております。しかしながら、町内会の対応

としてそのオーナーさんというのがどちらにいら

っしゃるのかもよくわからない、そういった状況

もあろうかなというふうに思います。そういった

ところで、私たちが町内会として接することのな

かなか難しいオーナーさんですとか事業主の方に

対して、行政として何らかの接する場面がありま

したら、そういうふうな問いかけというか、こう

いったことをお願いできますでしょうかというふ

うなアプローチというのはどこかの場面でできな

いものなのかなというふうに思うのですけれども、

そこら辺はいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうからお

話がございました。それぞれマンション等、共同
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住宅の関係につきまして、私ども全てにおいて所

有者の方を把握をしているとかということでは全

くありませんので、この議会の中でも同じように

御質問をいただいたというふうに記憶をしており

まして、なかなか率直に言いますと難しいのかな

というふうにそのときにはお答えをしたのかなと

記憶をしておりまして、改めて何か町内会のほう

と連携をとりながらできるかどうか、少し研究さ

せてもらいたいというふうに思いますけれども、

よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ここら辺の仕組みと

いうのは、私もちょっとよくわかってはいないの

ですけれども、不動産業者さんがどういうふうな

かかわり合いを持っているのかだとかということ

も、そういったところからひょっとしたらお願い

ができないのかなだとか、何か方法があればいい

なというふうに思っております。

そして、アパートに住んでおられる方に対して、

広報なよろは町内会として責任を持ってお届けは

しておりますけれども、多分どこの町内もそうだ

と思うのですけれども、町内行事を掲載した配付

物というのは、そこには入れていないのではない

のかなというふうに思います。そういった中で、

アパートにお住まいになっている例えば小さいお

子さんたちがいたとしたら、そういった方々が町

内会のそういった事業に参加する情報は、その人

たちは得られないということになろうかなという

ふうに思います。そういった中で、せっかくどの

ような形で名寄に、そこにお住まいなのかはそれ

ぞれでしょうけれども、本来でしたらやはり町内

会のそういう楽しい事業ですとかに参加をしてい

ただけるような形が本来快適に生活をするという

観点からも望ましいのかなというふうに思います

ので、ぜひそこら辺、なかなか現在手だてがない

というふうな答えも伺いましたけれども、さらに

できればちょっと調査していただければありがた

いというふうに思いますけれども、特に答弁はな

いですね。何かありましたら、済みません。ちょ

っとお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 午前中の市長の答弁

にもありましたけれども、やはり町内会の取り組

みということでありますので、私ども行政がどこ

までかかわりを持ってできるかというのはなかな

か難しいところもあります。先ほど少し研究させ

ていただきたいということでお話をさせていただ

きました。いずれにしても、町内会の加入率は年

々低下をしているという現状にありますので、私

ども行政としても何かできることについて、議員

のほうからも提言がありましたので、改めて研究

させていただきたいと思っていますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。多分町連を初め、どの町内会の皆

さんも努力をしていると思いますので、一緒によ

ろしくお願いしたいなというふうに思います。

インターネットによる情報配信についてという

ことでお尋ねをいたしました。よその自治体の先

行事例もちょっと調査をしたいというふうな答弁

をいただいたのかなというふうに思います。それ

で、私は名寄のホームページとフェイスブックも

改めて拝見をいたしましたけれども、それぞれの

言語で情報配信をされている状況も確認をさせて

いただきました。フェイスブックについては、ち

ょっと本当にどこら辺までが変換されているのか

が若干ちょっとわからなかったのですけれども、

見る人が見ればちゃんと見られるのかなというふ

うに思いました。

そこで、ちょっとお尋ねしたいのは４カ国語ぐ

らいで、英語、中国語２つだとかとやっているの

ですけれども、ちょっとおわかりになりましたら、

その中でどの言語のアクセスが多いのか。要は、

どの国の皆さんが名寄に関心を持っていただいて

いるのか、数字がわかればちょっとお知らせをい
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ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） どの国の言語の

部分でアクセスが多いかというお問い合わせです

けれども、大変申しわけありません。今数字のほ

うを持ち合わせておりませんので、調査させてい

ただきながら、後ほど報告をさせていただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。

今の名寄市のホームページ等々を見ております

と、市民の皆さんは大変参考になるサイトだなと

いうふうには思うのですけれども、確かにスキー

場の部分だとかはよその国の方も見て参考になる

のかなというふうに思うのですけれども、そうい

った部分をもう少し特化して、しっかりと集中的

に情報配信ができないのかなというふうに思って

おります。

それと、もう一つは見てもらう、見てもらえる

工夫というのも必要かなというふうに思っており

まして、先日雪フェス、国際雪像大会をドローン

のようなもので飛ばして、その映像を北海道にタ

イの国に情報を発信しているサイトを運営されて

いる方がいらっしゃって、そこにちょっとお願い

して名寄の雪フェスの国際雪像の映像をタイに流

していただいたら、すぐに ０００件ぐらい、１

日、２日で ０００件ぐらいのアクセスがあった

というお話も聞いておりますけれども、やはりそ

ういったところと上手に連携をしながら、見ても

らえるところはどこなのかと、どういう形をとれ

ば見てもらえるのかというふうな工夫、それとや

はりコンテンツですよね。前までは、それほど観

光って名寄は目を向けていませんでしたから、そ

んなことをやる必要は大したなかったと思うので

すけれども、やはり今は観光ですとか交流人口を

しっかりやっていこうということでしたら、そう

いったとこら辺のコンテンツをまずしっかりと整

えるということが１つ、そしてもう一つはどうい

うふうに見てもらえる工夫をするのかということ

が１つ、これちょっと大切かなというふうに思い

ますので、この２点について考え方をお伺いした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今回の雪フェス、

国際雪像の関係も例としてお話しいただきました

けれども、議員おっしゃるとおり、やはり見ても

らうという視点からの構成というか、そういった

部分はやっぱり訴えかけるという意味では非常に

重要、大切な部分であるというふうな認識は持っ

ています。そういったことを改めてしっかりと認

識しながら構成等を考えるのと、あとやはりＳＮ

Ｓという現代のそういう情報発信の手段もやはり

この特徴的なものというのがつながりがどんどん

広がるというような特徴があるので、例えば一部

御提言も以前いただいておりますけれども、フォ

ロワーをたくさん抱えているような方ですとか、

そういった方々との連携をすることで足し算では

なくて掛け算的な相乗効果といいましょうか、そ

ういった部分をしっかりと考えながら、より多く

の方に発信した情報が伝わるような仕組みをしっ

かりと研究、検討をさせていただきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） その部分については、

よろしくお願いしたいと思います。

それと、やはり名寄のみならず、この地域にち

ょっと来てみたいなと思えるようなコンテンツと

いうのも多分あるのではないのかなというふうに

思うのです。雪のないところから来られた皆さん

ってすごく単純なことが楽しいというお話も伺っ

ておりまして、それは我々にしてみたら当たり前

なのかもしれないけれども、雪のないところの人

にしてみれば、これがすごく楽しいということも

ひょっとしたらあるかもしれませんので、できれ

ば固定観念にとらわれないで、さまざまなコンテ
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ンツをそういった地域の方ですとかに配信できる

ような、そういう情報が集まるような仕組みとい

うのも必要なのかなというふうに思いますけれど

も、そこら辺もあわせて今後ぜひ検討していただ

ければありがたいというふうに思いますので、こ

れについてはお願いをしておきたいというふうに

思います。

台湾についての質問もさせていただきましたけ

れども、ここはほぼ同じだと思います。特に台湾

と交流事業で高校生の修学旅行で来ていただいた

りとか、名寄からは今まで産業高校酪農科学科の

人たちが行ったりだとか野球交流だとかはしてお

りますけれども、多分ここら辺が一番観光だとか

で来ていただきやすい部分なのかなというふうに

も思いますので、例えば中国語、台湾の言葉を話

せる職員の方もいらっしゃいますので、もし名寄

に観光に来ていただいたら、こういうお手伝いが

できますよと。そういったことも含めて、トータ

ルでサポートできるような何かそういう仕組みづ

くりをして情報配信をする。さっき言ったように

コンテンツを整えて情報配信をするというふうな

ことが必要かなというふうに思いますけれども、

ちょっと台湾に関してもお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 台湾との交流という

ことでありますけれども、これは議員も御存じの

ようにことしから少し取り組みの主体を変えまし

て、日台親善協会のほうに主体にやっていただく

ということで今取り組みを進めているところであ

ります。

今観光も含めてということでありますけれども、

私どもも言われるように台湾出身の職員もおりま

すし、これまで交流を進めてきたノウハウなども

ありますので、必要に応じて私どももできる協力

をさせていただきたいなというふうに思っており

ます。特に日台親善協会が取り組む事業について

は、親善協会が主ですけれども、私たちがやはり

大きくかかわらなければ取り組めない部分なども

ありますので、ここは私たちのほうがある意味主

体となりながら、ただ民間がやはり主体となって

取り組まなければいけない事業もあると思います

ので、ここはやはり民間のほうが主体となって取

り組んでいただきながら、我々ができるサポート

をさせていただくと。そこについては、人的な支

援もあると思いますし、財政的な支援も含めて取

り組みをさせていただきたいと考えておりますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 交流の拠点も変わり、

確かにそういうふうな形だというふうに思います。

そういった団体ができたわけですから、そういっ

た皆さんが中心になってやっていただくことが大

切かなというふうに思いますし、人を寄せるとい

うことに関しては観光協会ですとか、そういった

ところの御努力もお願いしたいというふうに思っ

ております。

スポーツコミッションでもそうだったのですけ

れども、名寄市の発想として事業を横串で刺すと

いう発想がいろんなところで説明を受けるように

なりました。これは、とってもいいことだなとい

うふうに思っております。やはり交流で来ていた

だくのも観光で来ていただくのも、せっかく台湾

との交流が始まったわけですから、それは全部ひ

っくるめてどういう形がいいのかということをま

ず協議をしていただいて、どことどこがどういう

ふうに連携をすれば最終目的に近づけるのだとい

う、そういった形で交流あるいは交流人口の増加、

観光、そういうことに努めてもらいたいと思いま

すけれども、もう一度考えがありましたら御答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 台湾交流については、

当初は修学旅行あるいは野球の交流ということで

人的交流を主に進めてきたというのもありますけ

れども、ここはそこからさらに例えば観光協会で
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いくと台湾からサイクリングの人を呼んでくると

いうのがあったり、あるいはスポーツのところに

広がってバドミントンのジュニアの世代が来たり

だとか、ことしはカーリングのところが来たりと

いうことで広がりが出てきていると思っています。

ここのところをそれぞれの例えばスポーツだから

スポーツの部局だとか、人的だからどこだという

ことではなくて、これは１つ民の組織とすると日

台親善協会もありますから、そういったところも

使いながらぜひ横断的に、議員の言われる横串を

刺しながら総体的に物を見つつ、我々もできる支

援を考えさせていただきたいと思いますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひそのような形で

お願いをしたいというふうに思います。

それでは、交流居住についての質問に移らせて

いただきたいと思います。名寄市もＵターンに対

する若者へのアプローチというのは、これまで少

しずつ発展させて、いろんな場面で声かけをして

いただけるようになりました。先ほどは、また名

中の同窓会ということで声かけをさせていただく

ということで、そういった発想による取り組みが

ふえてきてくれているのかなというふうに、これ

はちょっとうれしいなというふうに思っておりま

す。

出ていく方を何とか出ていっていただかないよ

うにするというのが１つと、もう一つは外から呼

び込んでくるという考えが１つ、これは両方やっ

ていったほうがいいのかなというふうに思ってお

ります。外から呼び込むために私は一番手っ取り

早いのはこのデータ、四十数％の人がきっかけが

あれば帰ってきてもいいよというふうな気持ちを

持っている、そこをやはり何とかもうちょっと生

かしたいなというふうに思っております。

先ほどの住宅リフォームの外から入ってくると

か、いろいろ物の考え方もありましたけれども、

１人住むことによって国調によって１０万円ぐら

い国からお金が入ってくる、こういった計算をす

るのもひょっとしたら私は悪くないのかなと思う

のです。ですから、名寄から出ていかれるお年寄

りの皆さんは、大抵お子さんのところに呼ばれた

から行くわという方が多いと思います。その人に

帰ってきてもらえば、マイナス１がプラス１にな

ったり２になったりすると。そういうことを考え

たら、国からいただけるお金、幾ら幾らと計算で

きるわけですから、それを全部還元しろという話

ではないのですけれども、例えばよその自治体で

取り組んでいるのは２世帯住宅を建設した場合の

補助だとか、そこら辺まで具体的にＵターンをし

てもらって一緒に住んでもらう、そして御高齢の

お父さん、お母さんの面倒も見てもらう、そうい

った取り組みもやられているようですけれども、

そういったもう一歩進んだ、踏み込んだ取り組み

について考えがありましたらお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人に定住していただ

くという視点からいくと、今議員が言われたよう

に外に出ていかないでとどまっていただくという

のもありますし、外から来ていただくという方法

もそれぞれあるのかというふうに思っています。

そのいずれの方法であっても構わないと思うので

すけれども、やはり多くの人を確保するというの

が最終的な目標だろうということです。

人を呼ぶということの視点でいくと、財政的な

支援もあれば、やはり人的なサポートというのも

非常に重要なのではないかなというふうに思って

います。今移住施策の中で特に注意をしているの

が情報の発信と合わせて、担当がそこでかかわっ

た人と綿密にというのですか、濃厚にその後も含

めてサポートしていくのだというところを少し力

点を入れておりまして、この間もさまざまな移住

フェアなんかによってかかわりのある人、今は１

０人程度その後も含めてアフターフォローをさせ

ていただいていますので、そういった人の手厚い
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かかわりがその後の移住にもつながるのではない

かなと思っていますので、１つはそういう視点で

きめの細かなというのですか、丁寧なといいます

か、そういう対応を今後も出させていただきたい

なというのが１つです。

もう一つは、やはり来ていただくきっかけとし

て今議員が言われたように、やはり名寄にゆかり

のあるというのが１つのキーワードになる場合も

ありますので、そういった意味では先ほどの市長

の答弁にありましたけれども、今後の移住に当た

っては名寄にゆかりある人に１つのターゲットと

してやっぱり考えていく必要があるのではないか

なというふうに思っておりますので、そういった

ところもあわせて取り組んでいきたいと思います。

それと、先ほど言われた例えば２世帯住宅への

施策という一歩踏み込んだ施策というのもありま

したけれども、そういう意味では午前中の議論に

もありましたけれども、住宅改修、今度のずっと

住まいる応援事業、一歩踏み込ませていただいた

と思っておりますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今後のそういった人

に対する人的支援、財政的支援を含めて、やはり

人口減少対策というのは大変大きな課題だと思い

ますので、ぜひ積極的に取り組んでいただけるこ

とを求めて次に行きたいなというふうに思います。

次は、市民みんなが安心して健やかに暮らせる

まちづくりのフレイルということでお伺いをさせ

ていただきました。先日の鎌田先生の講演につい

ても大変多くの皆さんが参加をされて、入り切ら

なかったのでしょうかというふうな先生がおっし

ゃり方をしていました。今回がフレイルに対する

講演会が２回目ということは、名寄市はフレイル

に対する認識を市民に広げようとされているのか

なというふうに思いました。

私は１点、とてもフレイルというのがよかった

なというのは、この言葉がないときにはちょっと

長々と説明をして、こういう状態の人に対してこ

ういう政策をしたいだとかという表現方法だった

のですけれども、そういう１つのくくりにしてい

ただいてフレイルと言っていただける、こういう

ふうな方々に対するフォローだなとわかるように

なったのが一番いいなと思うのです。

ここら辺を心配している市民の皆さんがとても

たくさんいらっしゃると思って、あそこで聞いて

いる皆さんも具体的な運動の仕方だとか、そうい

ったことも少し習って帰られて、果たしてどれだ

け実行していただけるのかなというのが課題だろ

うなというふうに思っております。先生もそうい

うふうにおっしゃっていましたよね。聞いただけ

ではだめだよと、やらなければだめだよというふ

うにおっしゃっていましたけれども、これから先

市民の皆さんにこういうことを予防していかなく

てはいけないよという取り組みを名寄市としては

進めていただきました。これを具体的にどのよう

に市民の皆さんに具体的にやっていただけるよう

に事業を推し進めていくのか、市民の皆さんの行

動パターンを変えてもらうためには名寄市として

何が必要なのか、そういうことについてちょっと

お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

のほうから、おとといの鎌田先生の講演会につい

てということで、非常に評判がよかったというこ

とで感想をいただきまして、講演会の後にもワー

クショップということで参加された旭川医大の医

学生の方ですとか高校生、それから地域の高齢者

大学の方、それと町内会の方などに参加をいただ

いてミニワークショップということでその後開催

をしまして、この中でもフレイル予防についてフ

リートークということでお話をして、これもまた

大変盛り上がったということで聞いております。

講演会も含めて、このワークショップの皆さんか

らの御意見もいただきながら一定程度この間、こ
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とし特にフレイル予防につきましては８月に講演

会がございまして、それから２月にも実は人生１

００年時代へのはじめの一歩の第１弾ということ

で東大の秋山先生にも講演をいただいていまして、

一連的な取り組みをことしやってきたところであ

ります。

先ほど市長のほうからも答弁させていただきま

したが、縦割りではなくて横の連携ということで

は、その高齢者の介護予防という保健事業につき

ましては今後進めていかなければならないことに

なっておりますので、そのためには後期高齢の担

当ですとか、それから保健センターとも連携しな

がらこの取り組みを進めていきたいと思いますし、

あわせて市内の歯科医の先生ですとか市立大学の

ほうとの連携もできてきておりますので、これも

今後強化しながら、それと地域にやはり広めてい

くというところではこの横の連携の中で取り組み

を進めて、このフレイルを予防していくためにも

っと取り組みを広げていきたいと思いますし、フ

レイルでいきますと、そのフレイルの中には３大

フレイル、要因として３つあるのですけれども、

その一つが閉じこもるということで、家から出て

いかないということで、このフレイル予防につな

がるというような状況もありますので、そういっ

た方をいかに例えばおとといの講演会のところに

出てきてもらうだとかというところも含めて広く

周知をしていかなければならないというふうに考

えておりますので、そこはまた具体的な取り組み

については今後また研究、検討をさせていただき

たいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市政クラブでもフレ

イルについて視察研修をさせていただきました。

その際に、やはりまずフレイルな状態なのかどう

なのか、ちょっと１回目の質問にも書かせていた

だいたのですけれども、フレイルチェックという

のがあるそうでございまして、それはある程度シ

ステム化されているようなことでもあるみたいで

す。まず、そういった状況を把握するというのも

まず第１段階として多分必要になるのかなという

ふうに思っております。そういったチェックをす

る側の人も市民というふうに伺っておりますので、

そういったかかわりを深くしていただくという意

味においても今後はそこからまず始めていくとい

う取り組みもぜひしていただきたい。こういった

ところをどういう範囲の皆さんに広めていくのか。

例えば町内会単位にこういうことをやりませんか

というふうに広報をしていくのか。私は、そこら

辺がちょっと一番早いのかなと。保健推進委員さ

んだとか、そういった方にも協力していただきな

がら進めていくのが早道なのかなというふうにも

思いますけれども、そこら辺の考え方についても

お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からもあり

ましたようにフレイル予防、健康で生きがいを持

って長く生活できるという部分については、これ

はみずからが自分でそういった意識を持ってやる

ということが一番重要だというふうに思っており

ます。あのとき先生もおっしゃられたと思います

けれども、今テレビ等でも健康に関する番組とい

うのはすごく多くあるかというふうに思います。

ただ、それを見て実行しているかというと、どう

なのですかというような御指摘もされたと思いま

す。そういった面では、行政がいろんなことをや

って、参加してやりなさいということも必要だと

思いますけれども、まずもって基本にあるべきは

市民みずから一人一人が自分が健康なうちに長く

その状態を保って、人生１００年と言われていま

すから、その人生の中で生きていくための意識を

高める、ここが大事だというふうに思っています。

そのきっかけとなる部分では、行政としては講演

会を開催したり、地域に入りながら、いろんな地

域とも連携しながら行事を行ったり、そういった

ことは進めていきたいというふうに思っています

けれども、一番やっぱり保健推進委員さんも含め
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て連携をとりながら、市民一人一人がそういった

意識を持ってもらう。この前来た人は約３００人

ぐらい来ていますから、あのとき先生も言ってい

ましたが、市民の１％が来ていますので、その方

がみずからがそういった健康づくりをやって、そ

れを隣の方に勧める、いいことだからということ

で勧めてもらう。そういったことがすごく広がり

がつながっていくなというふうに思っています。

今後ともそういった講演会等も通じながら、検証

しながら事業も含めて一つでもきちっと行いなが

ら、そういったきっかけなり意識を高める、そう

いった取り組みを進めていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 部長の答弁していた

だいたことに私は本当に賛成です。いつまでも行

政が手とり足とりというのでは長続きしないと思

います。その仕組みづくりだとかノウハウだとか

をしっかりと覚えていただいて、そういった皆さ

んが自主的にやっていくという、そういう仕組み

づくりをぜひお願いをしたいなというふうに思い

ます。

では、次は障がい者福祉の推進ということで再

質問をさせていただきたいと思います。それぞれ

答弁をいただいたわけですけれども、名寄は本当

にいろんな施設があって、いろんな障がいを持っ

た方々にサポート、フォローをしていく、ある意

味福祉のまちだなというふうに私は思っておりま

す。ぜひこういったことが続いていっていただい

て、そういった皆さんも住みよいまちづくり、そ

して市民もそういったことに対して理解を示す、

そういった形が本当に望ましいなというふうに思

っております。そして、近年障がいを持った皆さ

んの就労の一環として農業の作業等をしながら収

入を得ていく、いわゆる農福連携ということも最

近言われておりますけれども、名寄市での現状と

今後の考え方についてありましたらお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今農福連携の関

係についての御質問をいただきました。これにつ

きましては、障がい者の雇用機会の拡大であった

り、また一方では農業者の人手不足、そういった

ものの解消だったり、大変すばらしい事業だとい

うふうに思っております。これまでも何度か議会

でも答弁がありましたけれども、やっぱりそれを

推進するに当たっては農業者とそういった障がい

者施設の利用者がお互いの立場、状況を理解して

いくことが大変重要でありますし、それが不可欠

だというふうに今は考えています。

今年度も４施設のほうで農福連携で農家の方に

お世話になりながら取り組みを進めてきていると

ころであります。ただ、これまで取り組みを進め

ている中で課題も多くあります。どうしても通年

の作業ではないということであったり、受け入れ

を初めて受けてもらう農家に対して、先ほど言い

ましたけれども、障がい者の状況をきちんと理解

してもらうことであったり、作業の手順を理解し

てもらう、そういったことで時間を要したり、繁

忙期にはやっぱりどうしても農家の方は作業スピ

ードを求める。ただ、なかなか作業スピードを求

められてもできない状況があったり、農作業の時

間と障がい者のどうしても労働時間というのがあ

りますから、そういったものの関係を含めていろ

いろ多くの課題がありますけれども、これまでも

各事業所の中で取り組みの中で年々そういったも

のも解消をしながら、農家の農業者の皆さんにつ

いても理解も深まってきている状況がありますの

で、今後ともそういったことを推進しながら、そ

して経済部とも連携を図りながら、またＪＡとも

連携しながらそういった作業ができる、そういっ

た環境を整えていきながら進めていきたいと思い

ますし、近年はグループホームへの入居者もふえ

てきていますので、そういった面では障がい者の

人数もふえてきている部分では、一方ではそうい

った作業場の拡大もしていかなければというふう
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に思っていますので、今後とも市としてもしっか

りとした対応をしていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 農業を営んでいる皆

さんにすると、貴重な作業をしていただける方と

いうふうな認識になっていただけるのがまず第一

かなというふうに思います。できれば、それが進

んでいっていただければ、障がいを持った人がや

りがいを持って作業をする、農業を営む、あるい

は例えば種をまいたものが成長していって果実と

なって、それを販売して収入になる、こういった

生産の一連の生産を生きがいとしてやっていける

というようなところまで行っていただければ本当

はありがたいなというふうに思います。なかなか

一足飛びにそこに行ってくださいというお話はち

ょっとできませんけれども、これは少しずつそう

いった形になっていただけるようにぜひ取り組み

をよろしくお願いしたいなというふうに思います。

空き家対策について移らせていただきたいとい

うふうに思います。それぞれ件数を含めてデータ

化をされたということで報告をいただきました。

解体実績というのは２件あったよというふうにも

報告をいただいたわけですけれども、ぜひ安全及

び美観の関係からもなるべく危険な空き家、見た

感じの余りよくない状況が放置されないような形

で推し進めていただきたいというふうに思います。

それと、危険空き家に対する応急措置も警察な

どと連携をしながら対応していただいているとい

うふうに伺いましたけれども、ちょっと具体的に

どの程度のことをやっていただいているのか。例

えばトタンが剥がれそうになって人に当たりそう

だと、剥がれて飛んでいきそうだよといった場合

だとかは応急措置としてビスでとめるだとか、ト

タンが飛ばないようにするだとか、何かそういっ

たこと、要は何を言いたいかというと人に対して

被害が及ばない対応というのが必要かなというふ

うに思うのです。ぐしゃっと潰れてそのままだっ

たら、まだ百歩譲ってよいのかも……よくはない

のですけれども、人に被害が及ばないと。何かこ

うなっていて飛んできて人に被害が及ぶようにな

ったときには、どういうふうにしているのかとい

う、そこら辺についてちょっとお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員からは、とり

わけ安全性上、特に危険な家屋に対する対応がど

ういうふうになっているのか、さらにはスピード

感が必要ではないかということで御指摘をいただ

きました。

具体的にどういうふうな対応をということでご

ざいますけれども、先ほど市長のほうからもお答

えしたのですけれども、例えば強風があったとき

に屋根が飛散をするというような場合には、まず

消防のほうに連絡をとりまして飛散防止のための

応急措置、例えばくぎで打つですとかロープで縛

るですとか、それと同時に警察のほうと連絡をと

り合いまして、通行人のための安全確保、また歩

道の関係や何か、例えば今の時期ですと落雪の危

険がありますので、その場合には道路管理者と連

絡をとりまして、警察とも協議をしながら危険箇

所の通行の制限措置と。コーンを立てるですとか、

あるいは近隣住民への周知を行うなど、なるべく

きめの細かい、市民に危険が及ばないようなきめ

の細かい対応をとらせていただいていると、そう

いう現状にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 理解させていただこ

うと思います。解体していただきたいなと思うの

は、なるべく早く解体していただいて、なるべく

そういうことがないように、これからもいろいろ

大変でしょうけれども、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。

道路整備についてお伺いをしたいというふうに

思います。数字を聞くと、改めてなるほどなと思

う。橋については８４％つく、道路については３
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１％というのは、これはちょっと明らかに道路は

もう目を向いてくれていないなというふうに思い

ます。それこそテレビの番組で、山の中の一軒家

を探していく番組でも途中って舗装されていたり

するのを見ると、いかに名寄が道路の状況がひど

いのかというのが、これは多分全国の国会議員の

皆さんだとかはわからないのだろうなというふう

に思いますので、ぜひそういったことを、こうい

う状況なのだよということを市長会等々を通じて

さらに訴えていただきたいなというふうに思いま

す。

それと、余りにも進まないので、重要路線を単

費でやったよということで、ことし、来年という

ことで、このことは本当に英断を下していただい

たなというふうに思っておりますけれども、この

道路のパーセンテージが、３１％が今後ぐっと上

がるような何か兆候があるのか。あるいは、こう

いう程度でずっと行くのだったら、やっぱり本当

に進まないなというふうに思うのですけれども、

そういった場合の単費で今回事業を行いましたけ

れども、そういったことに対する今後の考えもあ

わせてちょっとお伺いできればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら御指摘いただいたように大変交付金を活用して

の、私どもの要望をする額に対しての交付決定、

なかなか厳しい現実が、三十数％ということで、

この要因についてはお話のとおり全国的には今と

りわけ台風だとか災害による橋梁の被害の大きさ

だとかトンネルの落盤事故だとか、どうしても国

全体、全国的には国交省としてはここに力を注ぎ

たいということで、同様に名寄市内地域の各橋梁

の点検ももちろん、そして橋梁の修繕工事ももち

ろんさせていただいているところで、例年４橋な

り５橋、新年度も４橋程度の修繕を予定をしてま

いりたいというふうに思っている形でございまし

て、橋梁の点検については数年に１回行うという

ルールがございまして、２巡目にたしか入る時期

になるかというふうに思ってございます。そうい

う意味では、全国的な判断でこういった橋梁点検

活動なども含めて今のペースで行くのか、これか

ら少しペースダウンしていくのかというのは、ち

ょっとまだ先が見えないのですけれども、私ども

が一番希望としております道路については、少し

でもと言ったら語弊があるかもしれませんけれど

も、要望してまいりたいというふうに思って、貴

重な交付金でございますので、当然継続している

路線、そして完了すれば新たな路線をしっかり手

がけていくというサイクルで、これはしっかり臨

んでいきたいなというふうに思っておりますし、

市長を先頭にいろいろな期成会を初めといたしま

して国への要望を強力に進めていただいているも

のだというふうに私ども承知しておりますので、

今後さらに期待していきたいなというふうに思っ

ております。

また、単独費を中心といたしまして、私どもに

とりましても未舗装の舗装率を上げていこうとい

うのは、これは総合計画の中で我々の絶対的な使

命だというふうに思っておりまして、今回例に挙

がります西１条、今回手をかけさせていただきま

す。ここは、舗装を剥がしての仕事でございます

ので、これは舗装率に反映しないという面が実は

ございます。当然今まで舗装された道路は、舗装

していく道路はメーンの通りよりも例えば北１丁

目通でありますと中央通を１本北に入りまして、

多くの市民の皆さんの感覚でいくと、そういえば

あそこ工事やっていたかなというような印象が強

いかもしれません。市民の皆さんの気持ちとして

は、それよりも日常、ふだん交通量の多いところ

で、いわばそういうややもするとちょっと危険に

なるのではないかといったところを少しでも手を

つけていただきたいと。いわば未舗装をしっかり

舗装していく部分と本当に今市民の皆さんが望む

ところでの両方狙いと言ったらおかしいのですけ

れども、やはりそこを鑑みての今回、そして新年

度に向けての工事だというふうに思ってございま
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すので、そういった視点をしっかりこれからも抱

えながら、恐らく新年度に入ればまたローリング、

または再来年の予算編成等々を含めて、やはり原

課としては十分市民ニーズを把握しながら議論し

てまいりたいと思ってございますので、御理解い

ただければと思ってございます。よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひそのようにお願

いしたいと思います。名寄市全体の予算の中で、

道路ばかりにということはならないのかもしれま

せんけれども、その部分もやはり市民ニーズの高

い部分かなというふうにも思いますので、全体バ

ランスの中でもしやっぱり単費ででもここはやら

なくてはいけないというところがあれば、ぜひ積

極的に取り組んでいただければありがたいという

ふうに思います。

少し飛ばせていただこうかなと。ＪＲについて、

３月下旬に発表をされるということで、せっかく

この機会ですので、地域を挙げて応援していただ

きたいなというふうに思います。そんなことはな

いと思いますけれども、もしこれが余り地域の盛

り上がりがなくて、乗っていただいたお客さんが

何だという話にもしなってしまったら、次あるの

かな、ないのかなというふうに思いますけれども、

そういったことも含めて地域がＪＲに関して、Ｊ

Ｒ問題に関して試されているのかなというふうに

も思いますので、そこら辺はいろんな方面の皆さ

んと連携を密にしていただきながら体制をとって

いただきたいなというふうに思います。

中小企業の振興について、商工業の振興につい

て御答弁をいただきましたけれども、やはり地元

経済を回していくというのが一番大切だと思いま

すので、そこら辺を最大限配慮していただいて地

元企業を今後も育成をしていただければありがた

いなというふうに思います。商工業については、

基本計画を策定をしていただけるということで、

ぜひそういったことで市民みんなで地域産業を守

っていこうという、そういった発想のもとで今後

とも進んでいただければありがたいなというふう

に思います。

観光と経済ということでお伺いをしましたけれ

ども、やはり観光振興の最終目的は経済発展、経

済に結びつけていくということでしょうと思いま

すので、これからもぜひ、先ほども申し上げまし

たけれども、いろんな部署が、あるいは団体が横

串に刺さったような状態で連携をして進めていた

だければありがたいというふうに思います。

大学について御答弁をいただきましたけれども、

名寄市の影響額も一定程度ある。しかしながら、

所得のなかなか厳しい御家庭の皆さんが修学がで

きるというチャンスがあるということは、これは

本当にいいことだなというふうに思いますので、

ぜひこれは情報収集をしっかりしていただきなが

ら取り組んでいただきたいというふうに思います。

スポーツコミッションについて御答弁をいただ

きましたけれども、３月２８日に設立というふう

にお伺いをしました。これ組織というのは、例え

ばＮＰＯだとか、何とかかんとか法人だとかとい

ろんな組織の形があるかなというふうに思うので

すけれども、そこら辺ってどのようにお考えなの

かお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 組織の形態ですけれ

ども、そこはまだちょっとはっきりしていないと

いうことでございまして、ただいろんな協力をい

ただけるというか、自分たちでやっていくのだと

いう考え方を持っている団体、個人の方々で組織

をしていこうと思っています。最終的に法人です

とか、そういう形はまだ未確定ということで御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） まだ確定していない

部分がかなり多そうですけれども、とりあえず一

歩踏み出すということなのかなというふうに思い

ますので、大きく育てていってくださいますよう
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お願いを申し上げたいなというふうに思います。

産業高校に就農を目指す人たち、あるいはそう

でない人たちもいると思うのですけれども、本州

からやってこられる方、そういった方々のニーズ

には的確にできれば応えるような体制づくりをし

ていただきたいというふうに思います。そして、

どこかで就農したいのだけれどもなといったとき

に、やはりお世話になった名寄で就農しようと、

そういった形を整えてもらいたいなというふうに

思いますので、その件に関しても今後ぜひ産業高

校等々と連携をして取り組んでいただければとい

うふうに思います。

ＥＮ―ＲＡＹホールについては、本当に頑張っ

ていただいていると思いますので、私は劇場法の

一番特徴的なのがこの条文だったのかなというふ

うに思っています。だからこそホール運営はまち

づくりだと言われるゆえんになったのがこの条文

かなというふうに思っておりますので、ぜひこう

いったことをちょっと意識をしていただきながら

今後ともホール運営を進めていただき、活発なＥ

Ｎ―ＲＡＹホールにしていただきたいというふう

に思います。

以上で終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 高 橋 伸 典
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

平成３１年３月７日（木曜日）第１回３月定例会・第３号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新時代に向かって生きる力を育む教育について

外２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い質

問をさせていただきます。

新しい時代への変容を感じる平成３１年の幕あ

けからはや２カ月がたち、今任期最終の定例議会

一般質問となりました。振り返ると、４年の間に

は名寄市においても ０００人以上の人口が減り、

社会情勢も変化してまいりました。名寄市のみな

らず、多くの地域で少子高齢化が進み、それがゆ

えの人材育成の重要性も一層認識するところであ

ります。

そこで、大項目１、新時代に向かって生きる力

を育む教育についてお伺いいたします。最初に、

小項目１、学習指導要領改訂にかかわる条件整備

についてお伺いいたします。学習指導要領改訂の

背景には、情報化やグローバル化などの急速な進

展があるものと認識しています。各学校現場、特

に小学校においては中学年における外国語活動、

高学年における教科としての外国語、また小学校

段階におけるプログラミング教育の導入など移行

期間での対応に日々御奮闘いただいていることと

思います。条件整備に向けた対応として、教員研

修の充実は必要不可欠であります。研修時間につ

いては、十分確保されていると思いますが、その

状況についてお伺いいたします。

また、答申の中では社会に開かれた教育課程と

記されています。名寄市においての社会に開かれ

た教育課程とは、どのようなものであるのかをお

伺いいたします。

次に、小項目２、外国語教育に対する取り組み

についてお伺いいたします。学校においては、以

前からＡＬＴによるネーティブな英語に触れる学

習機会が提供されていますが、小学校での学級担

任による指導とともにＡＬＴによる学習活動は今

後一層需要が増すものと考えます。ＡＬＴの増員

または民間の人材活用も必要であると考えますが、

計画についてお伺いいたします。

次に、小項目３、コミュニティースクール導入

の状況について、地域とともにある学校としての

成果と課題についてお伺いいたします。

最後に、小項目４、外部講師の導入についてお

伺いいたします。教員の勤務実態調査の速報値に

よると、小中学校の先生方の平日勤務時間の平均

は１１時間を超えているとのことであります。働

き方改革の観点においても、また地域との連携、

協働の推進の観点においても外部講師を有効に活

用することが望まれます。導入についてのお考え

をお伺いいたします。

次に、大項目２、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトによる人づくり、まちづくりについてお伺い

いたします。小項目１、平成２７年度から取り組

みが進められてきたまち・ひと・しごと創生総合

戦略において、来年度が最終年度となることから、

改めて取り組みの成果についてお伺いいたします。

小項目２、広域連携による取り組み強化につい

てお伺いいたします。冬季スポーツにおいては、

ジャンプ、エアリアル競技など近隣自治体を練習
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拠点として活動している選手がふえてきているよ

うに思われます。競技団体としての連携はもとよ

り、自治体間の連携により選手強化がなされるな

らば、それは可能性を拡大した上での人づくりに

つながっていくと考えます。特にジュニアの育成

にかかわっては、より大きな可能性の提供になり

ます。連携の状況と今後の計画についてお伺いい

たします。

小項目３は、冬季スポーツ拠点化プロジェクト

に対する市民理解についてであります。全国大会

の開催も回を重ねてまいりましたが、市民への認

知度は向上しているでしょうか。担当者の努力が

そのまま市民全体の熱気になるには、いま少し足

りないものがあるのではないでしょうか。冬季ス

ポーツ拠点化プロジェクトがまちづくりにつなが

るためには、市民理解を促す方策が不可欠であり

ます。お考えをお伺いいたします。

最後に、大項目３、介護現場における人材確保

に対する取り組みについて、小項目１、今までの

取り組みの成果と現状についてお伺いいたします。

小項目２は、外国人材登用に対する考え方につ

いてお伺いいたします。人材確保が厳しい状況の

中で、外国人への学びの場を提供し、人材確保に

つないでいる東川町の例もあります。名寄市にお

いても可能性を探る時期に来ていると思いますが、

お考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

山崎議員からは、大項目３点にわたって御質問を

いただきました。大項目の１と２は私から、大項

目の３はこども・高齢者支援室長からの御答弁と

なりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、大項目１、新時代に向かって生きる力を

育む教育について、小項目１です。初めに、社会

に開かれた教育課程について申し上げます。社会

に開かれた教育課程は、次期学習指導要領におい

て実現を目指す教育課程の理念であります。新学

習指導要領では、教育課程を通してこれからの時

代に求められる教育を実践していくためには、よ

りよい学校教育を通し、よりよい社会をつくると

いう理念を学校と社会とが共有することが求めら

れています。そのため、それぞれの学校において

必要な学習内容をどのように学び、どのような資

質、能力を身につけられるようにするのかを教育

課程において明確にしながら、社会との連携及び

協働によりその実現を図っていく社会に開かれた

教育課程の実現が重要であるとされています。

これまでも学校は、教育課程を通して社会との

協力、連携を重視してきましたが、その範囲は地

域に開かれた学校としての意味であり、教育課程

が保護者や地域の方と必ずしも十分共有されてい

なかった面があります。今回の社会に開かれた教

育課程とは、社会を世界の状況まで広げて視野に

入れていること、教育目標や教育課程を社会と共

有すること、子供が身につける資質、能力につい

て社会や世界と向き合い、かかわり合っていくた

めの資質、能力を身につけさせることなど、今ま

でよりも視野を大きく広げているものと捉えてお

ります。

教育委員会といたしましては、その実施に向け

て必要な人材や予算、時間、情報といった人的ま

たは物的な資源を教育の内容と効果的に組み合わ

せていくために地域の教育資源や学習環境、例え

ば社会教育施設や児童生徒の学習に協力できる人

材、関係機関による子供にかかわる授業などを整

理した上で全ての学校に情報提供をしているとこ

ろです。今後教育課程の編成、実施が進む中で改

善を加えてまいりますが、学校運営協議会制度の

推進により学校と地域の連携及び協働の取り組み

をさらに広げ、教育課程を介して学校と地域がつ

ながることにより地域でどのような子供を育てる

のかといった目標を共有し、地域と一体となって

社会に開かれた教育課程の実現に努めてまいりた

いと考えております。

次に、次期学習指導要領の全面実施に向けた教
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員の研修状況についてお答えをいたします。次期

学習指導要領では、グローバル化の進展や絶え間

ない技術革新等に伴い、子供たちが積極的に外国

語を用いてコミュニケーションを図ろうとするこ

とやさまざまな情報を見きわめ、知識の概念的な

理解を実現し、情報を再構築するなどして新たな

価値につなげていくこと、複雑な状況変化の中で

目的を再構築することができるようにすることが

求められており、小学校でのプログラミング教育

や小学校高学年の教材としての外国語など新たな

内容が学習指導要領に盛り込まれております。

このため、各学校においては新たな課題に対し

て専門性の高い教員や各種研修に参加した教員を

中心に校内研修に取り組んでいるところでござい

ます。具体的には、各学校においては年間１５回

程度の校内研修を実施しているところです。また、

本市においては校内研修のほかにも名寄市教育改

善プロジェクト委員会のグループ研修を実施する

などして市内で研修の成果を共有しております。

このほかにも上川教育研修センターの研修講座や

道教委の各種研修への積極的な参加を促している

ところです。今後２０２０年度の学習指導要領完

全実施に向けて、プログラミング教育や学習評価

のあり方など新たな内容についての研修への参加

を促すことにより教員の専門性を高めるとともに、

その成果を市内の教職員で共有することができる

よう教育委員会としても環境整備を進めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目２です。平成２０年に改訂された

現行の学習指導要領では、小学校において外国語

活動を新設したり、中学校の外国語の授業時数や

指導する語数をふやすなどして外国語を通じて言

語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度の育成に努めてき

ました。しかし、学習指導要領改訂に向けた中央

教育審議会教育課程企画特別部会などにおいて小

学校５、６年生外国語活動については、外国語を

使った音声中心の活動が中学校進学後の外国語の

学習に生かされていない状況があること、また中

学校においては国語と英語の音声の違いや英語の

発音とつづりの関係を理解することが不十分であ

ることなどの課題が指摘されました。

このようなことから、２０２０年度から実施さ

れます新学習指導要領におきましては、小学校３、

４年生から聞く、話すを中心とした外国語になれ

親しむ外国語活動を年３５時間、５、６年生は聞

く、話す、書く、読むの４技能を総合的、系統的

に扱う教科、外国語を年７０時間行うこと、中学

校においてはより具体的で身近な話題についての

表現や簡単な情報交換ができるコミュニケーショ

ン能力を養うための学習活動を重視することなど

の改善が図られました。

本市の小学校においては、校長会や名寄市教育

改善プロジェクト委員会が中心となって、中学校

や高学年との接続に十分配慮することが重要と考

え、日課の見直しや朝や放課後の時間を有効に活

用するなどして平成３０年度から３５時間の３、

４年生の外国語活動、７０時間の５、６年生の外

国語の授業時数を確保し、先行実施しているとこ

ろでございます。本市には、２名の外国語指導助

手を配置しており、学校規模に応じて日数を決定

し、派遣しているところでございます。授業では、

学級担任が外国語指導助手等と協力しながら、デ

ジタル教材などの指導用教材を活用して行ってい

るところです。しかしながら、満度に外国語指導

助手を派遣することはできません。そこで、平成

２８年度に道教委の小学校外国語活動巡回指導教

員研修事業の指定を受け、外国語活動巡回指導教

員が全ての小学校を巡回し、学級担任とのチーム

ティーチングや模範授業、小学校外国語活動に関

する教員研修の企画及び教員への指導、助言等を

行ってまいりました。さらに、外国語の教員免許

状を所有する教員を小学校に配置し、日常的に校

内での研修及び授業実践を重ねている学校もあり

ます。

現在ＡＬＴの増員または民間の人材を活用する
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計画はございませんが、教育委員会といたしまし

ては今後高度な英語指導力を備えた教員の確保に

努めるとともに、名寄市教育改善プロジェクト委

員会のグループを中心に、市内各校の実践をもと

にした研修や名寄市教育研究所の外国語活動、英

語班の研修活動、上川教育研修センターの外国語

科指導講座、道教委の英語指導力向上に向けた各

種研修等を通して学級担任を初めとした教員の実

践的な指導力を高め、外国語活動の充実を図りな

がら、新しい英語教育の実現に向けた校内体制を

整えていくようお願いをしております。

次に、小項目３、コミュニティースクール導入

の状況及び成果と課題についてお答えをいたしま

す。コミュニティースクールとは、学校運営協議

会を設置した学校であり、学校と地域住民等が力

を合わせて学校の運営に取り組むことが可能とな

る地域とともにある学校への転換を図るための有

効な仕組みと考えております。本市では、平成２

９年の智恵文小学校、智恵文中学校のコミュニテ

ィースクール制度のスタートを皮切りに、現在５

校に学校運営協議会を設置しております。

導入後の活動状況ですが、智恵文小学校、智恵

文中学校では保護者を講師とした学校の応援活動、

交通安全協会や警察署と連携した交通安全啓発活

動、コミュニティースクールだよりの発行などを

行っています。また、名寄東小学校では東小コミ

ュニティセンター、東小コミュニティカレッジと

の連携を図りながらラベンダー祭りやスノーラン

タンフェスティバル、登下校の安全指導の活動な

どを行っております。中名寄小学校では、地域合

同の運動会、学芸会や地域の方を講師とした農園

活動、絵画教室、自然探索活動などを行っていま

す。風連中央小学校では、町内会、老人クラブと

連携した校区の清掃活動や地域の農家の方との稲

作体験、放課後学習のボランティア活動などを行

っております。このように、コミュニティースク

ールを導入したそれぞれの学校で地域と一体とな

った特色ある学校づくりを進めているところです。

続いて、成果と課題について申し上げます。学

校運営協議会の主な役割として、校長が作成する

学校運営の基本方針を承認する、学校運営に関す

る意見を教育委員会または校長に述べることがで

きる、教職員の任命に関して教育委員会規則に定

める事項について教育委員会に意見を述べること

ができる、学校運営に必要な支援について協議す

るの４つがありますが、これらについて地域住民

や保護者が学校運営に対する当事者意識を分かち

合いながら協議したり活動したりすることにより、

次のような成果があらわれています。１つ目は、

地域人材を活用した子供たちの学び舎体験活動の

充実、２つ目は地域の方々の理解と協力を得た学

校運営の実現、３つ目は保護者同士や地域の人々

との人間関係の構築、４つ目は学校を中心とした

地域ネットワークの形成などでございます。

コミュニティースクールの導入、運営に当たって

の課題としては、学校運営協議会の設置に伴い、

現在管理職や担当教職員によって会議の開催や運

営に係るさまざまな業務が負担となっていること

から、コミュニティースクールの継続的、安定的

な運営が可能となるよう教職員の負担軽減を視野

に入れた教職員の体制づくりが課題となっており

ます。また、コミュニティースクールと地域学校

協働本部が相互に補完し、高め合う存在として両

輪となって相乗効果を発揮していく学校支援体制

の整備も課題となっております。

次に、小項目４、外部講師の活用状況について

お答えをいたします。外部講師は、ゲストティー

チャーとも呼ばれ、ある分野の知識や経験、技術

の豊富な人や子供たちとは違った文化背景を持つ

人々のことを一般的に指しております。例えば名

寄西小学校では、名寄市社会福祉協議会や名寄市

健康福祉部と連携し、総合的な学習の時間にパラ

リンピックの金メダリストや視覚障がい、聴覚障

がいの方を外部講師として招いて障がいについて

学ぶ授業を行っています。また、外部講師に限ら

ず、保護者や地域の方々もボランティアとして協
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力してもらっている例として、例えば風連中央小

学校では学習支援ボランティア、スキー学習の補

助、採点の補助、風連更生保護女性会による高学

年のミシン学習補助、老人クラブの交通安全指導、

風連読み聞かせの会による読み聞かせボランティ

アなどが挙げられます。平成３０年度は、学校支

援ボランティアとして市全体で２２２名の方を登

録しているところです。これらの外部講師や保護

者を含めた地域の方々の人材活用により、地域と

学校が連携、協働して地域全体で未来を担う子供

たちの成長を支えていく活動が推進され、地域と

一体となって子供たちを育む教育活動が行われて

いるところでございます。一方、働き方改革の観

点からは、外部講師や保護者、地域の方々を人材

として活用する際に事前の打ち合わせの時間が必

要だったり、当日の授業も外部講師のみで行うこ

とはできないため、直接教職員の負担軽減にはつ

ながっていない面もございます。

続いて、大項目２、冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトによる人づくり、まちづくりについて、小

項目１でございます。冬季スポーツ拠点化推進プ

ロジェクトは、平成２７年度の地方創生加速化交

付金を活用した名寄市まち・ひと・しごと総合戦

略の冬季スポーツ拠点化推進事業において取り組

みが始まり、平成２８年度からは地方創生推進交

付金を活用し、本市が有する自然環境などを生か

した各種事業を推進し、合宿受け入れ組織の設立

や冬季スポーツ大会等の誘致に取り組んできまし

た。

当プロジェクトでは、合宿受け入れ人数、新規

冬季スポーツ大会の誘致、スポーツコミッション

での雇用者数の３つのＫＰＩを定めており、交流

人口の拡大、経済効果などにおいて一定の成果を

上げてきたところでございます。合宿受け入れ人

数については、平成２７年度の事業開始前の受け

入れ実績 ５００人を基準値とし、３年間で ５

００人の増加を目標値としていましたが、平成２

８年度で ５２０人の増、 ０２０人の受け入れ

があり、事業実施１年目で目標値を大幅に超えた

ところでございます。名寄旅館業組合、飲食店な

ど多くの関係者の取り組みが成果としてあらわれ

たところでございます。新規冬季スポーツ大会の

誘致については、３年間で３大会の誘致を目標値

としていますが、平成２８年度から平成２９年度

の２年間で５大会の誘致をしていますが、これは

名寄地方スキー連盟、名寄カーリング協会など冬

季スポーツの競技団体の誘致活動などが成果につ

ながったものと考えております。今後も当プロジ

ェクトの事業を通じて構築された市内関係団体と

のネットワークを生かしながら、さらに大きな成

果が得られるよう各種事業を推進していきたいと

考えております。

続いて、小項目２、スポーツ競技の普及には、

その競技が行われる環境の整備状況、指導者の数

や質が大きく左右されるとされ、ジュニア選手の

育成、強化についても同様のことが考えられてい

ます。特に冬季スポーツにおいては、競技の特殊

性から施設がない、指導者が少ないなどといった

実態が多くあり、テニスや野球などといった夏季

スポーツに比べ、施設等が整備されている環境は

少ない状況にございます。本市においても冬季ス

ポーツのジュニア選手が近隣自治体を活動拠点と

している状況がある一方で、近隣自治体のジュニ

ア選手が本市で活動を続けている状況にもありま

す。施設の環境整備や指導者確保の問題、少子化

などの要因により１つの競技団体、１つの自治体

の範囲だけではジュニア選手のスポーツ活動の環

境が維持できないといった状況が徐々に広がりつ

つあると考えられます。現時点でジュニア育成強

化に関して、地域を超えた競技団体間の連携につ

いては正確な状況を把握はしていないこと、また

自治体間の具体的な連携はない状況にございます

が、今後は競技団体などと情報交換をしながらジ

ュニア選手の育成強化につながる環境づくりに努

めていきたいと考えております。

次に、小項目３、本市における課題として捉え
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られていたのがスポーツ大会の誘致やスポーツ合

宿は、交流人口の拡大や地域経済の活性化に大き

く寄与することは認識されていましたが、これら

をまとめる組織や仕組み、またスポーツに関する

情報を共有できる環境がないことから、効果的な

取り組みができていないことでした。平成２９年

に市内の団体、個人の御協力をいただきながら、

当プロジェクトの事業推進の核となる組織である

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会を設立し、大

会誘致や合宿誘致だけではなく、市民の健康づく

り、ジュニア育成やスポーツ施設の検討など各種

事業に取り組みながらスポーツを通じた地域づく

りの推進、市内団体とのネットワークづくりに取

り組んできたところでございます。

これまでの取り組みでは、短期的な効果があら

われた事業のある一方で、市民にその効果が見え

にくい、また長期的な取り組みが必要な事業も多

いことから、議員がおっしゃるとおり当プロジェ

クトが市民全体に理解が得られていない側面もあ

ったと考えております。今後は、多くの市民に参

画していただきながら、子供たちへスポーツ環境

の整備、スポーツを通じた市民の健康づくりや交

流人口の拡大、また経済活性化の取り組みなど、

このプロジェクトが地域にとって有益であること

をお示ししながらスポーツによるまちづくりにつ

いて市民理解を広げていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目３、介護現場における人材確保に対

する取り組みについて、初めに小項目１、取り組

みの成果と現状についてお答えいたします。

介護人材の安定的な確保を図るため、平成２８

年度から３年間の時限的な制度として介護人材確

保緊急対策事業による助成等事業を実施してまい

りました。介護職員初任者研修受講費の助成では、

市内の介護保険事業所へ介護職員として就労して

いること、または就職が内定していること、さら

には１年以上勤務することを要件に介護職員初任

者研修の受講費用のうち８万 ０００円を上限に

助成をするものでございます。これまでの実績と

しましては、平成２８年度は７名、平成２９年度

は９名の方が助成を受けており、本年度は９名が

受講予定となっております。就職支度金の助成で

は、既に介護福祉士の資格を取得済みの方や介護

職員初任者研修の受講を終了している方が市内の

介護保険事業所に就職し、１年以上勤務すること

を要件に８万 ０００円を助成するものでござい

ます。これまでの実績としましては、平成２９年

度は１１名の方が助成を受けており、本年度は２

月末現在で７名が申請をしております。人材発掘

のためのイベントとしましては、名寄市介護サー

ビス事業者連絡協議会が中心となり、介護を目指

そうとする方だけでなく、介護に興味のある市民

も対象に呼びかけを行いながら介護のお仕事説明

会を実施しております。

また、介護サービスの質の向上や離職防止など

を目的とした介護事業者向け研修会を開催し、事

業所間の情報共有を図りながら全市的な人材確保

や離職防止などの課題について連携する体制がで

きております。市内介護保険事業所へのアンケー

ト調査を行った結果では、平成２９年度と平成３

０年度を比較し、就職された方と退職される方の

差し引きではプラスとなっておりまして、本事業

の実施による職員確保が図られてきているものと

考えております。課題といたしましては、介護職

員の年齢構成が高く、５０歳以上が３割を占める

など介護サービス提供量の維持や確保をしていく

上で喫緊での新規就労者の確保と若手職員の離職

防止が必要であります。このことから、引き続き

介護人材確保対策への重点的な取り組みを推進し

てまいります。

次に、小項目２、外国人材登用に対する考え方

についてお答えをいたします。少子高齢化が急速

に進行する中、本市においても高齢化が進み、平
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成３７年度には高齢化率が３ ４％に達すると見

込まれております。また、認知症高齢者やひとり

暮らし高齢者、高齢者のみの世帯が増加していく

ことが推測されるところであります。さらには、

要介護、要支援認定者数の増加に伴い、支える介

護人材の確保が喫緊の課題となっております。

小項目１において答弁をさせていただきました

とおり、この間介護人材確保緊急対策事業による

助成等事業により人材確保については一定の成果

があったところですが、全て課題が解消されてい

る状況には至っていないのが現状でございます。

国の制度改正により平成２９年９月から在留資格

に介護が創設されたことに伴いまして、社会福祉

系の専門学校を卒業した留学生が介護福祉士の資

格を取得することで長期就労が許可されることと

なり、介護の幅広い分野で就労することが可能と

なりました。こういった状況の中、外国人で介護

人材の育成を図る日本語学校と介護福祉士育成の

学科を有する旭川福祉専門学校の寮施設がある東

川町が呼びかけ役となり、外国人介護福祉人材育

成支援協議会が平成３０年１２月に設立をされま

した。協議会の設立により、その趣旨に賛同する

市町村内の施設に介護福祉士を配置するシステム

が構築されることとなったことから、名寄市とし

ましても市内介護事業所と連携し、協議会に賛助

会員として参加をしております。当面は、協議会

における事業の状況や情報の把握をし、介護人材

確保の選択肢の一つとして研究を行いながら、従

来から取り組んでおります事業と合わせまして不

足する介護職員の確保に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ丁寧な御答

弁をいただきましたので、限られた時間ではあり

ますけれども、再度質問をさせていただきたいと

思います。

まず、新しい時代に向かっての生きる力を育む

教育についての部分で、社会に開かれた教育課程、

この理念について、その社会を日本という１つの

国だけではなく世界に広げていくということで、

その理念についての認識を御説明いただきました

が、それであれば余計に外国語の重要性、外国語、

英語を使ってのコミュニケーション能力が必要に

なってくると思います。以前から中学校の英語の

先生は、中学校３年間の英語の学びがあれば、ち

ょっとした外国への旅行のときに日常のコミュニ

ケーションはできるはずだというふうに話されて

いました。しかし、それが自信を持ってできない

のは、やはり小さいころからの耳になれていない

部分、それから日常会話としての経験の少なさと

いうことがあったのではないかと思います。それ

を鑑みますと、やはりＡＬＴの活用ですとか地域

の人材の活用ということで、学校教育での学びを

日常的に広げていくことの計画が今後必要になっ

てくると考えますが、その点いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） いわゆる生きた英語

ということだと思います。今本市においては、２

名のＡＬＴの方に各学校へ行っていただいており

ます。その中で、いろいろと直接交流をし合いな

がら、生きた英語ということで各学校で活動して

いただいていますけれども、ＡＬＴ２名の配置に

つきましても合併前に名寄市、風連町、それぞれ

１名がいたということで２名を名寄市として配置

ができたということでございまして、なかなか現

在まで、そのときの状況においても名寄の規模で

あれば１名の派遣しかいただけなかったという状

況もございました。幸いにして名寄については２

名の派遣をいただいて、英語活動ということで取

り組んできてございますし、その辺からいいます

と今後やはり小学校の中学年から生きた英語とい

いうことでございますので、今はＡＬＴ２名につ

きましては小学校、中学校、全校に行っていただ

いていますけれども、ある程度小学校のウエート

を大きくするというようなことも今後ちょっと考

えて検討していきたいなと思っています。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 小中学校に配置され

ておりますＡＬＴについて御答弁をいただきまし

た。名寄市は、教育都市宣言をしておりまして、

幼稚園から小学校、中学校、高等学校、そして大

学まである地域、その中ではＡＬＴ、所管は違っ

ても複数名いらっしゃるわけでありまして、そし

てなおかつ名寄市はリンゼイとの交流も行ってい

る。この夏には、イングリッシュキャンプ等も交

流事業の一環として計画もある。そういう英語に

対しての環境は、もっともっと探っていくことが

可能な地域だと思っております。学校間での連携

による協力体制というのはとれないものでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 例えば高校のほうに

はＡＬＴがいます。そこと小中と高との連携とい

いましょうか、そこについてはやはり所管といい

ましょうか、道立と市立の違いもございますので、

なかなか相互乗り入れといいましょうか、難しい

状況にはあるのかなというふうには思いますけれ

ども、市立大学のほうにも英語を担当されている

先生もいますので、その辺でどういうような交流

が可能なのかというか、ちょっとこれからの研究

課題なのかなというふうに考えておりますけれど

も、今後の課題ということで考えさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 小さいお子さんのほ

うが耳がいいわけでありますので、これはぜひ検

討していただきたいと思いますし、ぜひ市長にも

幼稚園教育の中でも子供たちがネーティブな英語

に触れる機会を創設していただければありがたい

なと思っておりますので、ぜひお考えいただきた

いと思っております。

そうなったときに、先ほども教員の研修につい

ての細かな御説明をいただきました。新しい教育

課程、新学習指導要領改訂に伴って、かなりの現

場の先生方の研修に対する時間の負担という言葉

がいいかどうかわかりませんけれども、御自身の

積極的な研修も含めて大変時間が割かれているよ

うに思っています。この定例会初日に、教育行政

執行方針の中でも先生方の働き方改革については

子供としっかり向き合う時間をつくっていくがた

めの働き方改革をしなければいけないということ

で教育長からも方針が示されています。その中で

出されておりました名寄版アクションプラン、こ

の点について具体的にどんな働き方改革がなされ

るのかお伺いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 道のアクションプラ

ンについては、もう既に策定がされて各市町村に

示されております。名寄版のアクションプランに

つきましては、各学校の管理職、あとはＰＴＡの

役員の方と私たちを構成メンバーとして検討を進

めてきたところでして、３月の教育委員会議に名

寄版アクションプランについては報告をさせてい

ただくことで準備を進めておりますが、具体的に

は４項目ということで構成されておりまして、教

職員が未来を担うべき業務に専念できる環境の整

備はどうあるべきか、ＩＣＴの関係ですとか校務

支援システムの関係等も含めて、あと勤務時間の

管理をどうしていくかというようなことも含めな

がらの環境の整備が必要になるのだろうというふ

うに考えております。

また、部活動に係る負担の軽減ということで、

これは従来からずっと言われてきていることです

ので、スポーツ庁から示されております部活動に

対する時間、週何時間というような提言もござい

ますので、それに準じたような形での部活動の設

定の仕方等も今後検討していく必要があるという

ふうに思っていますし、勤務時間を意識した働き

方改革の推進と学校運営体制の充実ということで、

これについてはコミュニティースクール等の導入

等もございますので、地域と学校が連携をしなが

ら、いかに先生方の負担を軽減できるか。例えば
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ですけれども、登下校時の見守りですとか、そう

いうのを地域の方々にお願いすることによって教

職員の負担が軽減されるのではないかというよう

なことも考えられますし、当然教育委員会からの

各学校のサポートということもございまして、こ

のような４点を視点としてアクションプランを作

成させていただいて、今後働き方改革といいまし

ょうか、教職員の負担軽減に向けた取り組みを進

めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 私が改めて言うまで

もなく、働き方改革で子供たちの教育環境、教育

効果が少しとどまるようなことがあってはならな

いというのは、もう当たり前のことであります。

先生方の意識改革だけではなく、具体的に働き方

改革を進めていき、なおかつ子供たちの教育環境

も保障して効果を上げていくということを考える

と、やはりそこには人的配置というのがやむを得

ないのではないかなというふうに思っています。

当然予算もかかわってくることですので、簡単な

ことではないと思いますけれども、トータルで物

を考えていただくときに、今地域の方の学校教育

への支援の話が教育部長から御答弁でありました。

単純に事務作業等についても例えば子供たちのテ

ストの丸をつけるですとか、学級の会計にかかわ

る部分の事務軽減を教育委員会がある部分担うで

すとか、そういう話も伝わってきている。そんな

地域もある中で、名寄市にとってもその具体的な

方策を組み込んでいく中で、ぜひ働き方改革につ

いては進めていっていただきたいと思っています

けれども、そういう学校の中への応援隊といいま

すか、どなたでもいいわけではありませんので、

地域の中にたくさんいらっしゃる元気な教職員の

退職者の方たちにも応援をいただくような、そん

な人材バンク的なつくりができないものかなとい

うふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど申しましたと

おり、学校の関係の各種ボランティアに２２２名

の方が登録をいただいて、学校の授業等のお手伝

いをいただいているということもございます。い

ろいろ採点事務をお手伝いしていただくですとか、

いろんな形があると思うのですけれども、それに

ついてはやはり今後学校運営協議会等も各学校で

設立をさせていただいて、具体的な運営といいま

しょうか、入ってくるということもあります。そ

の辺で、地域としてお手伝いいただける部分、ま

た教育委員会として当然していかなければならな

い部分というのもあると思いますので、その辺の

すみ分けをしながら働き方改革について進めてい

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいな

と思います。昨日、代表質問の中で名寄東中学校、

名寄中学校の校舎の改築等も含めての話が出てお

りましたけれども、昨年私たちの会派で行政視察

を行わせていただきました宮崎県のえびの市は、

市長の公約ということで１学級３０人学級を編制

しての教育がなされていて、教育効果は大変上が

っているという、その現状について視察させてい

ただいてきました。これだけ世の中が変わってき

ている中で、それに対応した子供たちを育ててい

くということにかかわっては、ぜひそういう部分

のことも含めてトータルで協議していただきたい

と思っておりますし、この後も機会がありました

らそんな話をさせていただきたいと思っておりま

す。

時間が限られておりますので、次の大項目２に

かかわる再度の質問をさせていただきます。冬季

スポーツの拠点化プロジェクトによる人づくり、

まちづくりの件ですが、先ほど合宿、これだけの

人数が入っていただけるようになりました。大会

は、５大会誘致できましたという数についても喜

ばしい報告を受けましたけれども、このことが実

際名寄市の人づくり、子供も高齢者の方も含めて
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の人づくり、まちづくり、まちづくりについては

経済効果等で想像できるところもあるのですが、

特に人づくりにかかわって加藤市長はこの状況を

どのように認識していただいているのか、ぜひ市

長からの御答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 冬季スポーツ拠点化プロ

ジェクトの中で、今お話がございましたけれども、

さまざまな大会誘致や合宿といったことによって

数字的な地域経済の波及効果というのは目に見え

た形で出てきているということがございますけれ

ども、冬季スポーツ拠点化にかかわって、さまざ

まなスポーツ振興、地域振興もこれまで数多く行

われてきているところでございます。

例えば市民の健康増進や生きがいづくり、ある

いは地域の集落支援ということもあって東風連で

夏も、あるいは冬も運動会が行われるようになっ

ただとか、親子参加型のファミリーフィットネス、

さらにはノルディックウオークなんかも、これは

行政でもやっておりますけれども、地域でも民間

団体でそういうことをやっている方たちが出てき

ていると。さらには、これは子供たちのスポーツ

の振興あるいは能力をさらに高めていこうという

ことでドリーム合宿なるものが行われたりとか、

これはあと冬の新たなスポーツイベントというこ

とでスノーマラソンなんていうのも行われてきて

いると。これらは、全て民間の団体が主体となっ

たイベントということで、冬季スポーツの拠点化

プロジェクトを深化するに当たって、新たなそう

した市民の参画の流れが出てきているということ

がまずはございます。

このほかにも当然冬季スポーツを中心にさまざ

まなジュニアスポーツ団体での育成にも今力を入

れていると。さらに、指導者の育成プログラムな

んかもかなり座学も含めてやってきているという

ようなこと、このことに関してはたくさんの市民

や市内外の企業あるいは金融機関、そしてスポー

ツ医科学という研究の面からも市立大学や市立総

合病院といったところの団体にもかかわってきて

いただいているということでございまして、なか

なか市民に浸透していないのではないかというお

話がありましたけれども、一方で少しずつではあ

りますけれども、市民の皆さんがいろんな形で実

は参画をしていると。これが冬季スポーツの拠点

化事業なのだというのはわからないかもしれない

けれども、いろんな形でこの事業を通じてのさま

ざまな機運が私は高まっているというふうに思っ

ています。

スポーツを通じて、そこにアイデンティティー

が生まれて、そこから地域への誇り、愛着、一体

感が生まれてくるということになっていくという

ふうに思っていまして、単純にスポーツがスポー

ツだけの振興ではなくて、今後はそこから地域づ

くり、人づくりにつなげていくと。それで、総体

的な地域振興につなげていくのだと。その芽は出

てきているというふうに考えておりまして、今後

もこれをさらに深化をさせていくべく、新たに発

展的にこの３月にスポーツコミッション組織を立

ち上げて、さらにさまざまな分野の市民の皆さん

と一緒になってスポーツを通じた地域づくり、人

づくりを実践していきたいというふうに考えてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今具体的な活動を示

していただきましたので、活動をされていた人々

の様子も想像させていただきながら、思い浮かべ

ながらお話を伺いましたが、それらの活動の中で

人づくりというのは本当に時間がもちろんかかり

ますので、今すぐ効果があらわれるということで

はないと思いますが、比較的見やすい育ちという

ことでいえばジュニアの育成であると思います。

子供たちがどれだけスポーツに親しんで活動をし

ていくかということが１０年後見えてくるところ

にある程度の成果を感じ取ることができるのかな

というふうに思っております。

そのジュニアの育成にかかわりましては、総合
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計画第２次の中期基本計画の中にもジュニア選手

の一貫した育成システムの構築が必要という言葉

が出てきておりまして、それも以前からやってい

ただいていると思っています。しかし、今週の月

曜日、市民連合・凛風会で報告会、意見交換会を

やりましたときに参加者の中から子供たちの運動

指導に対する職員の異動にかかわるところでの不

安が訴えられたことがございました。今までの指

導体制の中で、例えば学校の体育科の授業にかか

わって阿部さん、豊田さんが入っていただいたそ

ういう事例、それからジュニア選手の医科学との

連携を含めてのトレーニング提供等が今後どのよ

うになっていくのかについて不安に思われている

市民の方はたくさんいらっしゃいます。この点に

ついては、新たに体制を整えていくということで

先ほど教育部長からもお話があったと思いますが、

市長の今頭の中にでき上がっている部分の計画に

ついてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全て１００％ちょっと理

解できているかわからないのですけれども、医科

学的なトレーニングの部分での不足が懸念してい

るということなのでしょうか。ということであれ

ば、これまでも市立総合病院や大学等も連携しな

がらこれは進めてきております。職員がやめられ

ることに対する不安だということであれば、そう

したところにしっかりと組織としてもバックアッ

プをする体制ができているということと加えて、

外部的なそうした専門のトレーナー等の派遣等も

計画をしながら、さらにこれまでの取り組みを深

化をさせていきたいというふうに思っています。

もう一つ、先ほどの働き方改革にかかわってい

くかもしれませんけれども、部活動をやっていた

方が例えば転勤をされるということによっての不

安ということでもないのでしょうか。そういうふ

うにも聞き取れたのですけれども、そうではない。

（「そうではない」と呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） そうではない。働き方改

革にかかわって、部活動をこれからどうしていく

かということも非常に大きなテーマだというふう

に思っていまして、先ほどはＡＬＴのサポートと

いうこともありましたけれども、部活動というの

はある意味では小中高と連携した体育教育という

ことの中で地域として支援していけることがある

のではないかと。そうしたことについてもこの冬

季スポーツ拠点化事業の中で、今回運動部活動の

改革プランのための実証等も考えているところで

ございまして、さらに学校ともしっかりと連携を

した中でのスポーツの振興につなげていきたいと

いうふうに考えているところでもございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ちょっと言葉が整い

ませんで失礼いたしましたが、以前から市長のお

言葉として冬季スポーツ拠点化プロジェクト、冬

季スポーツだけにかかわらず、冬季のスポーツ以

外の部分でもジュニアの育成に対してはやってい

くのだという言葉を聞かせていただいております

ので、その部分で学校の中では部活動ということ

になると思いますが、名寄市のジュニアの育成に

対しての組織的なバックアップの具体的な内容を

お聞かせいただきたいのです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今年度も指導者を集めて

さまざまな座学あるいは直接行って指導している

団体、少年団もあろうと思いますけれども、そう

いうサポートはさせていただいていると。これは、

当然今後も継続させていただきますし、先ほども

お話ししましたけれども、専門的なトレーナー組

織ともしっかりと契約をさせていただく中で、そ

うしたところから専門性のある指導等のカリキュ

ラム等をそれぞれのスポーツ団体に深化させてい

くというようなこともぜひ新年度以降やっていき

たいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 具体的には、４月か

ら動いていくと思いますし、スポーツコミッショ
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ンの動きも大きく注目させていただいているとこ

ろでありますので、一市民としても、またもちろ

ん議員としてもこの動きについては協力する気持

ちを持ちながら見守らせていただきたいと思って

います。

大項目３について、再度質問させていただきま

す。先ほど東川町の例についても賛助会員になっ

て、名寄市も今後の動向について見据えていくと

いう答弁をいただきました。この中身については、

どのような状況になっていくのでしょうか。賛助

会員という状況については、どのような状況にな

っていくのかお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、１２月に

は総会が開催されて正式に設立がされております。

賛助会員というのは、情報とかそういったものを

提供を受ける、そういった立場であります。正会

員というのは、実際に来られる外国人とマッチン

グして、来られる方と自治体が双方が合った場合

に、その自治体が奨学金だったり生活費を全部支

給するわけです。大ざっぱに奨学金でいけば、年

間二百五、六十万円というふうに言われています

し、生活費も一定程度かかる。そして、専門性の

高い勉強をするということでは、やっぱりアルバ

イトとかをする時間がないということで、そうい

ったお小遣い程度も含めてマッチングした自治体

が全部負担するということでありますので、一定

相当の負担がかかると。そういった場合には、正

会員というふうに位置づけられるということであ

ります。

ただ、一方では特別交付税のほうでの措置もあ

るというふうにも聞いていますけれども、そうい

った部分では今立ち上がったばかりですので、こ

の１年間どういった状況になっていくのかを見て

いきたいというふうに思いますし、その説明会の

中でも例えばその中で卒業後に必ずしも来るとは

限らない、違う場所に行った場合に、そうしたら

負担した分はどうなるかという、そういった補償

も含めて明らかになっていない部分がありますの

で、まだ不透明な部分が多々あるということであ

りますので、賛助会員として加入しながら情報を

いただきながら研究してまいりたいというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

交流人口の拡大推進に向けて外２件を、東川孝

義議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従い、順次質問をしてま

いります。

最初に、交流人口の拡大推進に向けてお伺いを

いたします。名寄市観光振興計画は、平成２９年

度よりスタートしました名寄市総合計画第２次の

基本計画に基づき、戦略事業は事業目的や目標を

明確にするべく、実情に即した実効性の高い、い

わゆる効果のある事業を展開することを目的に平

成２８年度に見直しを行っております。具体的な

計画目標として、大規模な観光開発などによって

交流人口の拡大を図るのではなく、行政、観光協

会、民間、市民が連携しながら既存資源を見詰め

直し、地域が一体となって情報を発信して総合的

なまちづくりを行うとされております。

そこで、小項目の１番目、名寄市観光振興計画

の進捗経過について。観光入り込み人数について

は、平成２７年度実績をもとに、平成２９年度以

降に効果的な観光事業を推進することにより年次

５％増を目標としておりますが、主な観光事業の

入り込み人数と目標に対する実績の推移について

お伺いをいたします。

また、外国人旅行客の観光における経済効果も

大きいことから、インバウンドの入り込み人数に

ついてもお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、住民参加の体制づくり

についてお伺いをいたします。観光振興計画では、

目標到達への具体的な戦略プロセスを定め、それ

ぞれのステップごとに行政、観光協会、民間、市
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民の役割分担が定められております。ステップ１

では、地域住民が積極的にまちづくりに参加でき

る体制づくりが示されておりますが、具体的な施

策と効果についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、将来のあるべき姿につ

いて。名寄市総合計画第２次では、基本目標の地

域の特性を生かしたにぎわいと活力あるまちづく

りのもと、観光振興との整合、調整を十分に図り、

３つの基本事業、６つの計画事業が進められてお

ります。総合計画第１次後期計画の取り組み実績

を踏まえて、今回の計画で当市の観光施策の将来

のあるべき姿をどのように描かれているのかお伺

いをいたします。

次に、大項目の２番目、森林行政の推進につい

てお伺いをいたします。小項目の１番目、森林整

備計画の考え方でありますが、名寄市森林整備計

画は平成３０年度より１０年計画で進められてお

ります。具体的な事業として、多くの施策が計画

をされておりますが、名寄市の人工林は伐採及び

再造林の時期を迎えたカラマツやトドマツが増加

をしており、３０年度の実績見込みと今後の推進

計画の考え方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、私有林における人工林

の管理について伺います。ここでの私有林とは、

個人所有の森林でありますが、林野庁では国産材

の活用と林業の成長に向けた新たな森林管理の手

法を２０１９年より導入するとされております。

その前提として、市町村の調査によると私有人工

林の８割が手入れ不足となっている、また森林が

分散して管理が行き届かず、所有者の高齢化も進

んでいるため、災害防止の観点からも適切な森林

管理が急務とのことであります。こうした状況を

受け、市町村が所有者から委託を受け、一定の条

件を満たした造林業者に森林の経営管理を再委託

する制度を導入するとされております。名寄市と

して、どのように対応を検討されているのかお伺

いをいたします。

次に、小項目の３番目、森林環境譲与税の運用

についてお伺いをいたします。森林環境税は、地

球温暖化防止や間伐や再造林などの森林整備、森

林吸収源対策を目的とした財源確保のため、平成

３０年度の税制改革にて導入が決められておりま

す。新たな森林管理制度の導入に伴い、市町村は

森林環境譲与税の活用方策の検討に当たり、譲与

される税額や地域の森林資源、林業事業体、地域

材の状況など地域の実態を踏まえつつ、計画的か

つ効果的に税財源を活用することと定められてお

ります。平成３１年度から譲与される具体的な使

途の運用については、既存施策の予算に充当する

のではなく、新規の施策あるいは事業量を確実に

増加させる施策に充てることが適切であるとされ

ております。名寄市の運用についての考え方につ

いて伺います。

次に、大項目の３番目、なよろ市立天文台事業

の推進に向けてお伺いをいたします。小項目の１

番目、現状の主な活動と成果についてであります

が、なよろ市立天文台の前身は市内在住の高等学

校教諭でありました木原秀雄様が開設した私設天

文台でありました。２００５年に北海道大学と名

寄市が研究による総合協定を締結し、２０１０年

４月よりなよろ市立天文台きたすばるとして運営

されております。また、きたすばるの中には北海

道大学が設置した望遠鏡は公開天文台としては国

内２番目の大きさであり、名寄市が設置した望遠

鏡やプラネタリウムの設備があります。そこで、

ここ数年のなよろ市立天文台の主な活動とその成

果についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、交流協定締結天文台と

の連携についてお伺いをいたします。なよろ市立

天文台は、平成２６年２月に日本列島の北と南に

直線距離で約 ２００キロメートル離れた沖縄県

石垣島の国立天文台、石垣島天文台と交流協定が

結ばれております。また、平成２７年７月には台

北市立天文科学教育館長と北海道なよろ市立天文

台長との間で天象の気象観測並びに天文展示及び

推進などに関する理解を深めるとのことで提携が
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結ばれております。交流提携後のそれぞれの活動

についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、市内観光イベントとの

連携についてお伺いをいたします。なよろ市立天

文台では、定期的にメーンである望遠鏡での観察

会を初めとして、プラネタリウムを使っての体験、

音楽イベントなどが実施をされております。そこ

で、名寄市内で開催される観光イベント事業との

連携、さらにはその効果についてお伺いをいたし

ます。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま東川議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び２につきましては私のほう

から、大項目の３につきましては教育部長から答

弁となりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

初めに、大項目１、交流人口の拡大推進に向け

て、小項目の１、名寄市観光振興計画の進捗経過

について申し上げます。本市の名寄市総合計画第

１次の観光分野におけるアクションプランとして

平成２３年３月に策定をいたしました観光振興計

画につきましては、名寄市総合計画第２次の策定

に当たり、平成２８年度に時代の変化に対応すべ

く戦略事業の一部を見直し、計画の目標値につき

ましても新たに外国人宿泊延べ数を加えまして取

り組みを進めているところでございます。

本市を代表する主な観光事業につきまして、個

別に目標を定めてはございませんが、過去３年間

の入り込み実績につきましては、なよろアスパラ

まつりで平成２７年度が ０００人、２８年度が

５００人、２９年度が ４００人、てっしフェ

スティバルで平成２７年度が１万 ０００人、２

８年度が ０００人、２９年度が１万 ０００人、

雪質日本一フェスティバルで２７年度が１万 ０

００人、２８年度が１万 ０００人、２９年度が

２万 ０００人、夏の地域資源でございますひま

わり観光で２７年度 ８３１人、２８年度 ０６

５人、２９年度 ２０６人となっており、野外イ

ベントについては天候に左右されるなど年度によ

って増減はあるものの、交流人口の獲得に成果を

上げているところでございます。

本市の観光入り込み総数につきましては、平成

３３年度の目標６１万 ２００人に対しまして、

２７年度が４７万 ０００人、２８年度が４８万

０００人、２９年度が４４万 ２００人となっ

ており、今後とも目標に向けて各事業の検証、見

直しを行いながら観光を推進してまいります。

外国人宿泊延べ数につきましては、平成３３年

度の目標 ６３５人に対しまして、２７年度が５

４５人、２８年度が４１７人、２９年度が ０９

４人となっておりまして、平成２８年度に観光庁

から認定をされました日本のてっぺん。きた北海

道ルート。の認定以降、モニターツアーや交流事

業など各種取り組みにより増加の傾向にございま

す。

次に、小項目の２、住民参加の体制づくりに向

けてでありますが、観光振興計画におきましては

行政、観光協会、民間、市民の役割を定め、それ

ぞれがその役割を認識し、連携して市全体で取り

組むこととしてございます。住民参加の体制づく

りといたしましては、観光ボランティアの方々が

ひまわり観光、各種イベントなどで本市を訪れる

方々の案内、おもてなしをいただいておりますが、

高齢化に伴い会員も減少傾向にあるため、現在な

よろ観光まちづくり協会においては年に数回市民

講座などを開催し、観光ボランティアの育成と会

員加入を促進しているところでございます。また、

本市の冬を生かしたイベントである国際彫刻雪像

大会で訪れる外国人への通訳やおもてなしでは、

国際ボランティアの方々に御協力をいただいてい

るほか、ひまわり観光におきましては個人、企業

などにボランティア登録をいただき、毎年種植え、

草取り、環境整備など御協力をいただいていると

ころでございます。
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また、ＥＮ―ＲＡＹホールの開設や冬季スポー

ツの推進に伴い、全国、全道から本市を訪れる人

がふえております。来訪者を迎えるに当たり、商

店街など各店舗入り口、国道に設置している電光

掲示、ＪＲ名寄駅前歓迎広告塔などでの歓迎表示、

市内に歓迎のぼりを設置するなど、おもてなしの

対応をしてございます。まちづくりを進める上で

地域住民が地域に誇りと愛着を持ち、おもてなし

の気持ちを持つことが大切でありますことから、

今後とも各事業を通じ、市民参加型のまちづくり

を進めてまいります。

次に、小項目の３、将来のあるべき姿を目指し

てについて申し上げます。本市の観光は、名寄市

観光振興計画をもとに推進しており、当初の計画

から時代の変化に対応するため、平成２８年度に

戦略事業の一部見直しを行いました。２０２０年

開催の冬季オリンピックへ向けて、国はインバウ

ンド ０００万人、北海道は５００万人の目標を

掲げるなど観光における環境は急速に変化してお

りまして、その対応として本市におきましては平

成２９年度から市民検討委員会を年度末に開催し、

各事業の評価、検証を行い、時代の変化に対応し

た事業の見直しを行っているところでございます。

観光振興計画の戦略事業見直しの際には、名寄

市総合計画第２次の６つの実施事業計画に戦略事

業をひもづけ、インバウンドの受け入れ態勢の整

備、広域観光の推進、スポーツツーリズムなどを

重点施策と位置づけ、引き続きオール名寄の体制

で既存資源を見詰め直し、その魅力を認識し、地

域と一体となって情報発信を続ける総合的なまち

づくりを通じて、名（ひと）が寄ってみたいまち

・名寄を目指すこととしてございます。

見直しに係る具体的な取り組みといたしまして

は、まず広域観光はそれぞれの地域が持つ観光資

源の魅力を相乗させ、増強させる効果が期待され、

単一市町村の取り組みでは通過型観光となる傾向

が強い中、さまざまなコンテンツを組み合わせ、

周遊させることによりまして宿泊など経済効果が

生まれると考えられます。このことから、なよろ

観光まちづくり協会が事務局となり、道北９市町

村で構成される道北観光連盟においては広域観光

ＰＲ、連携イベント、広域パンフレットの作成な

どを行っているほか、景観観光地域づくりを目的

とした天塩川シーニックバイウエーにおきまして

は９市町村の観光協会、商工会、商工会議所など

が連携をしながら地域の歴史、文化、自然、食な

どを生かした活動を推進しており、現在はこの２

つの組織が中心となり、自転車、カヌー、フット

パスやＪＲ、バスなどの公共交通機関を移動手段

として、自然と風景、歴史、文化に触れながら御

当地の食を味わい、そしてアクティビティーを楽

しむ旅としてきた北海道エコ・モビリティ事業を

進めてございます。

インバウンドにつきましては、平成２８年度に

日本のてっぺん。きた北海道ルート。が観光庁に

認定をされ、スキー、スノーボード、雪遊び体験

など本市の自然環境などを生かしたモニターツア

ーの開催、体験型観光の商品化などを進めている

ところでございます。今後も各種事業の実施、検

証を行い、本市の地域資源を生かし、時代の変化

に対応した観光を市民、行政、観光協会、民間が

連携し、オール名寄の体制で推進をしてまいりま

す。

続きまして、大項目の２、森林行政の推進につ

いて、小項目の１、森林整備計画の考え方につい

て、小項目の２、私有林における人工林の管理に

ついて、小項目３、森林環境譲与税の運用につき

ましては関連がございますので、一括して申し上

げたいというふうに思います。本市では、森林法

の定めにより１０年を１期とし、民有林の森林整

備方針となります名寄市森林整備計画を策定して

おり、市有林、私有林ともに所有者などがこの計

画を遵守して作成をします１期５年間の森林経営

計画に基づき、森林の施業及び保護などを通じま

して適切な森林整備を推進しているところでござ

います。
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また、この森林経営計画に基づく取り組みにつ

きましては、国の補助金の対象となりますことか

ら、その制度の活用を前提といたしまして間伐な

どの施業に取り組んでおり、現在の市有林におけ

る森林経営計画の目標は平成３０年度から３４年

度までの５年間で実施する間伐面積を約２５０ヘ

クタールと定め、年度ごとに約６０から４０ヘク

タール程度の施業を計画しているところでござい

ます。しかしながら、初年度となります３０年度

におきましては、補助金の配分額が要望額の５４

％にとどまったことから、間伐６６ヘクタールの

計画に対しまして２９ヘクタールの実施となり、

進捗率につきましては１２％となったほか、植林

や下刈りなどについても同様に、年度当初に予定

した面積の５０から７０％の実施状況となってご

ざいます。

一方、戦後積極的に造成をされました人工林の

６６％を占めますカラマツ、トドマツについては

伐採適齢期を迎えた森林が増加をしておりまして、

平成２９年度末現在で伐採適齢期となるカラマツ

が３８ヘクタール、トドマツは８３ヘクタールで、

合わせまして１２１ヘクタールとなっていますこ

とから、平成２９年度までは年間５ヘクタール程

度であった皆伐の施業面積を見直しまして、第２

次総合計画中期計画以降は年間１０から２０ヘク

タール程度の皆伐を計画しているほか、造林につ

きましても森林法の定めにより皆伐後２年以内の

植林が義務づけられていますことから、前年度の

皆伐面積と同程度を予定しているところでござい

ます。

次に、私有林における人工林の管理及び森林環

境譲与税の運用についてでありますが、本年４月

から始まります新たな森林経営管理制度におきま

しては、森林所有者は森林整備計画を遵守し、適

時に伐採や造林、保育を実施することなどの責務

が明確化され、みずから森林整備を実施できない

場合などは新たに市町村へ経営管理を委託するこ

とができる仕組みが創設をされました。

本市における取り組み状況についてであります

が、新たな森林経営管理制度の施行に先駆け、今

年度、平成３０年度におきまして林地台帳を整備

し、森林所有者の確認作業などを済ませており、

現在はこの台帳をもとに森林経営計画を作成せず、

適切な経営管理が行われていない森林所有者を対

象に制度の周知と森林整備への意向調査を新年度

速やかに実施するため準備を進めているところで

ございます。

また、森林環境譲与税につきましては、森林経

営に意欲がない所有者の森林や現在森林経営計画

を策定している森林の間伐作業などの私有林整備

に充当できるほか、林業を担う人材育成や担い手

の確保、森林、林業、木材業に関する普及啓発事

業などに充てることができるとされておりますが、

使途の詳細などにつきましては関係法令成立後に

国のガイドラインが示されることとなっているこ

とから、今後示されるこれら関連の規定等に基づ

き、関係者の声を伺いながら名寄市の地域特性を

踏まえた有効な活用策を検討してまいりたいと考

えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

天文台事業の推進についてお答えをいたします。

まず、小項目１、現状の主な活動と成果につい

てでございます。一般の来館者には、その時期に

旬の天体を見ていただくほか、日食や月食、流星

群の発生など特別な天体現象の際にはＰＲ活動を

積極的に行っております。今年度は、さらに全て

の惑星を見てもらうような取り組みをすることで

リピーターをふやすことができました。また、天

文観測は天候に左右されることから、プラネタリ

ウムの投影に力を入れ、寝ることを目的とするプ

ラネタリウムや特別番組の投影など新たな来館者

の獲得にもつながりました。

学校との連携では、今までもプラネタリウムを

利用し、学習指導要領に沿った投影を行ってきま
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したが、授業の内容をよりわかりやすくするよう

投影内容の改善を図るとともに、担任の先生にア

ンケートを行い、さらなる改善に努めるなど高評

価をいただいているところでございます。また、

小学生による小惑星発見プロジェクトを行い、発

見には至っていないものの、これからも観測体験

を行いたいという声が出てくるなど子供たちの天

文科学に対する取り組みが涵養されてきていると

ころでございます。

さらに、天文台運営委員会から、名寄では小さ

いころより星になれ親しむ習慣をつくってほしい

という意見があったことから、今年度はこども未

来課で行っている親子お出かけバスツアーにも利

用をしていただいているところでございます。そ

のほかにもサイエンスカフェ形式の市民講座の実

施や年間パスポートのデザインを市内小中学生か

ら募集したり、全国の天文台の情報をカードにし

た天文台カードの発行、さらには星と音楽をテー

マにしたライブやコンサートの開催など天文台の

来館に向けた多くの取り組みを行ってきたところ

でございます。

観測研究においては、木原天文台から引き続き

太陽観測を行うほか、北海道大学のピリカ望遠鏡

や本市の望遠鏡を使って観測を行い、２桁に近い

論文の投稿をし、採用がされ、日本のみならず、

世界的レベルでの研究発表も行ってきているとこ

ろでございます。このような観測、研究の積み重

ねにより研究会などの全国大会の誘致も行ってき

ており、交流人口の拡大にも寄与しているところ

です。また、これらの活動の前提となっているの

が名寄の暗い夜空であることから、外部講師を招

いて光害についての講演会を開催するなど名寄の

星空環境の保護についてＰＲを行ってきていると

ころでございます。

次に、小項目２、交流協定締結天文台との連携

についてでございます。石垣島天文台との交流で

すが、石垣島天文台では高校生などが既に新天体

の発見などをしているため、本市でただいま取り

組んでいます小学生による小惑星発見プロジェク

トについて技術的なアドバイスをいただいている

ところです。一方、公開天文台の代表として本市

天文台の台長が石垣島天文台の運営委員に委嘱さ

れ、石垣島天文台の運営に関して意見を述べるな

どをしているところです。また、夏の星まつりに

おいては、お互いの様子をインターネットで中継

するほか、今年度から交流の一環として ２００

キロメートル離れた両天文台でスタンプラリーを

行い、１０名以上の方が達成しているところでご

ざいます。

次に、台湾天文科学教育館との連携でございま

すが、珍しい天文現象時に相互にインターネット

配信を行い、その模様を名寄と台湾でパブリック

ビューイングしたところでございます。その結果、

昨年の皆既月食時にはなよろ市立天文台の配信ペ

ージに台湾から１万件以上のアクセスがあったと

ころでございます。また、なよろ市立天文台と台

湾の研究者がかかわった研究論文が出版され、大

きな成果となるほか、この台湾との協定を生かし、

今年度行われた中学生の台湾での交流事業の際に、

台湾天文科学教育館への現地訪問を組み込むこと

ができたところでございます。

次に、小項目３、観光イベントとの連携につい

てでございます。本市で行われる他のイベントの

連携についてですが、現在８月にサンピラーパー

ク内で行われている星とひまわりフェスタや２月

の天文字焼きを見る集いの際にポラリス２号を派

遣しているところでございます。しかし、他のイ

ベントでの連携までには至っていないのが現状で

あり、例えば産業まつりの際には日進地区の多く

の来場者がありますが、この方々を天文台まで誘

客できていない状況もあります。また、これらの

イベントの多くが夏場に行われていることから、

天文台もこの時期は１日最大数百人の来館者があ

る繁忙期で、その対応だけで全く手が回らないと

いう実態にもあります。今後さまざまなイベント

で本市への入り込み客がある中、天文台の来館に
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つながるような取り組みを関係各所と連携をとり

ながら進めていきたいと考えているところでござ

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、改めて最初の項目から再度質問

をさせていただきたいというふうに思います。

交流人口の拡大推進に向けてということで、主

な観光事業の入り込み人数、アスパラまつり、て

っしフェス、雪質日本一、ひまわり観光、個々の

部分も含めてトータルの入り込み人数について答

弁をいただきました。

それで、まず目標に対して実績の差異、２７年

度は４７万 ０００人をスタートに、２８年度が

４９万 ０００人、２９年度は５２万 ０００人、

実績が２８年度４８万 ０００人、２９年度４４

万 ０００人、計画に対して２８年度が１万 ０

００人、２９年度が７万 ８００人と入り込み人

数が少なくなっていると。一方、インバウンドに

ついては先ほどお話があったように観光庁から認

定された日本のてっぺん。きた北海道ルート。こ

れらの効果もあったのかなとは思いますけれども、

もう既に３０年度の目標も上回っている数字にな

っている、 ０９４人というふうなお話をいただ

きました。

先ほど答弁の中で、この観光入り込み人数につ

いては随時その内容について見直し、検討を行っ

て今後新たに進めていくというふうな答弁をいた

だいたのですけれども、この今の実績数値をどの

ように分析をされて、今後どのように進めようと

されているのか、改めてお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 見直しの方法といた

しましては、先ほども一部触れましたけれども、

毎年この観光振興計画、市民の皆さん、関係の皆

さんを含めて検討委員会を組織していますので、

その中で検証、見直しをしながら次の戦略をどう

するのか、見直しをさせていただきたいというふ

うに思っています。

なかなか人数が目標に達していないということ

と少しでこぼこがあるというのもこれまた事実で

ありまして、どうしてもたくさんの観光客の皆さ

んが来るのは野外のイベントが多いということも

ありまして、天候に左右されるなどの影響もあっ

て少しバランスを欠いているというか、でこぼこ

があるという状況にもあるというふうに思ってい

ます。今現在でいきますと、イベントについては

ある程度人数については落ちついてきている部分

もあるのかと思いますけれども、今後の一つの推

進策とすると、やはり単独の市町村だけでは観光

のコンテンツが不足する部分もありますので、先

ほど申し上げたように広域的な観光のところで新

たな試みがされている部分がありますので、広域

的な取り組みの中で各市町村のコンテンツを組み

合わせる中で滞在をしていただく、あるいは本市

の、あるいは広域の中でアクティビティーなども

楽しんでいただきながら観光入り込み客数をふや

していくような形が１つの方法かなというふうに

考えているところでございます。

それと、あわせて新たなところでいくとスポー

ツツーリズムなんかもありますので、ここは今ス

ポーツのところ、冬季スポーツ拠点を中心に進め

ている部分がありますので、こういった部分も含

めて観光入り込みの人数増に向けて、目標達成に

向けて取り組みを進めさせていただきたいと、そ

のように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今単独事業で、その実

施のときの天候だとか、いろんなものに左右をさ

れるという形の中で、今後広域的なものも含めた

中で取り組みを進めていくというふうな形での答

弁、それはそれで一方では理解をさせていただき

ます。

今実際にいろんな事業が観光、こういう交流人
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口の拡大に向けていろんなイベントが実施をされ

ていますけれども、主な各事業の中で、先日です

か。市長がＪＯＣのことしの３回目、非常に大き

な経済効果がありますよというふうなことでの報

道も一部あったのですけれども、それぞれのイベ

ント、大体どれぐらいの市内に対しての経済効果

があるというふうに押さえていられるのか、もし

わかれば教えていただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 観光の効果をはかる

１つの大きな指標としては、人の入り込みに加え

て今言われたように経済効果というのがあるのだ

というふうに思っています。

この経済効果ということなのですけれども、今

現在統一したこの単価の指標というのがなかなか

今は設定できない状況にありますけれども、観光

の入り込み数から経費を一定程度仮定して推計を

するという前置きをさせていただきながらお答え

をさせていただきたいと思いますけれども、平成

２９年度の宿泊者数が１１万 ０００人となって

ございます。これに宿泊の単価を ０００円とし

た場合でありますけれども、このときの効果が約

７億 ４００万円となります。これに加えまして、

総入り込み数が４４万 ２００人となっておりま

すので、これに飲食等の単価、これを ０００円

とした場合には８億 ０００万円となりまして、

この両方を合わせますと１６億 ４００万円の効

果となります。

ただ、実際にはこれ以外にもお土産を買ってい

ただくだとか、車で来ていただければ燃料あるい

は交通費などもあると思いますし、施設によって

は使用料金もございますので、それにプラスアル

ファということで考えられるのかなと思っていま

す。この指標が今はないということで申し上げま

したけれども、今後については今関係機関とも調

査の協力あるいは協議もさせていただいておりま

して、さらに精度の高い検証ができるように努め

させていただきたいと考えているところでありま

すので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 数字だけ聞くと、すご

く大きな効果なのかなというふうなことで、特に

今回の観光振興計画の中で具体的な施策を運用す

るという中では、行政、観光協会、民間、市民、

それぞれの役割分担が決められていますよという

ふうなことで施策が明示をされているのですけれ

ども、例えばどうも先ほど山崎議員の中にもあっ

たのですけれども、市民の周知という部分、そこ

にもっと市民も参加をしてもらうという形の中で

は、たしか平成２８年にのぼりをつくったと思う

のですよね、青と赤字の。これは、恐らく教育部

でつくられたのかなとは思うのですけれども、星

・雪・きらめき緑の里なよろ、歓迎、ウエルカム

ｔｏ名寄という縦型ののぼりをつくられたと思う

のですけれども、いつの間にやらあののぼりも消

えてしまった状態になっています。

それと、あののぼりというのはアイデアとして

も非常によかったと思うのです。ただし、その後

の運用面、それを考えるともうちょっといろんな

工夫が必要だったのかなと。といいますのは、今

経済部長から経済効果というふうなことで、１１

万 ０００人で宿泊だけ、仮に ０００円にして

も７億円ですよと。そのほか、食事だとかを含め

ると１６億円ありますよと。これだけ市内に経済

効果があるということは、やっぱりそれぞれの企

業の皆様にも協力いただける部分があると思う。

例えばあののぼり１つと言いますけれども、あの

のぼりをイベントのあるときにお店の前に出して

いただくと。イベントが終わったら、しまってい

ただくと。確かに手間かもしれないけれども、そ

れだけそれぞれの企業の皆さんには利益を得ると

ころがあるわけですから、あえてその経済効果を

お聞きをしたというのはそういう点なので、せっ

かくつくった形のもの、非常にいいアイデア、そ

ののぼりが立つことによって、また市民の皆さん
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も名寄市に何かあるのかなというふうな思いもそ

の中で見受けることができると思うので、ぜひそ

んな形のものも再度生かしていただきたいと思う

のと、あとすぐ実施をされます３月のＪＯＣのオ

リンピック、私は２月のときに実はこれ１枚だけ

を見て、市民の方はどこまで理解できるのかなと。

どこでやるのと、中身。できれば、やっぱりその

中に市内のどういう競技場があるのか、あるいは

観戦場所はどこなのかというふうなことで、３月

にはこの名寄の選手１３名それぞれの紹介も含め

て裏面に。ですから、これは非常に効果のある、

２月がこれ１枚で、３月にこういうところまで出

していただいたというのは、非常に効果のある内

容だったなと思うので、ぜひちょっとした工夫に

よって市民も参加をできる、あそこやそこに行け

る。やっぱり行ってもどこへ行っていいのかわか

らないとかではなくて、やっぱりこういうちょっ

とした親切さが市民も参加をできる体制づくりの

一つかなというふうに思いますので、ぜひいろん

な工夫もしていただければなと。今回のは、非常

にそういう面では効果のある案内ではなかったの

かなというふうに思っております。

そんなことを踏まえた中で、先ほど今後の事業

の中では３つの基本事業、観光開発、観光事業の

充実、観光の誘致宣伝、それにあわせて６つの実

施計画事業、臼田部長のほうからそれぞれボラン

ティアを含めて、おもてなしの気持ちで今後実施

をされていくというふうな御答弁をいただきまし

た。それで、この６つの実施計画の中に日進地区

整備事業という項目が具体的に中に書かれており

ます。２８年度から見直しを進められているので

すけれども、具体的にこの中身についてどのよう

な施策を進められたのか、改めてお伺いをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 日進地区の整備事業

ということで、総合計画に位置づけた部分の進捗

状況ということでの御質問だというふうに思いま

すが、この日進地区という言葉ですけれども、広

く健康の森のエリアからスキー場、温泉のある地

域までを含めて日進地区ということで位置づけを

させていただいているところであります。

この地区の整備に関しては、名寄市日進地区の

再整備基本構想というのを策定をさせていただい

ておりまして、この中でまず優先して進めるべき

ところはスキー場エリアの温浴施設、スキー場施

設あるいは宿泊施設ということで位置づけをさせ

ていただいておりましたので、この基本構想に基

づきまして現在議員の皆さんにも御協力をいただ

きながら、なよろ温泉サンピラー等研修施設改修

について基本設計を進めさせていただいていると

ころでありまして、まずはここの部分を先行して

優先して進めさせていただいているということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今御答弁をいただきま

した再整備構想の進め方という部分については理

解をさせていただきます。

ただ、今その日進地区の所管、行政の所管の体

制なのですけれども、ジャンプ台とフォレスト、

これは河合部長の教育部、それからピヤシリ温泉

スキー場、これは経済部で、健康の森は耕地林務

課、こういうふうな形の区分けに、所管になって

いると思うのですけれども、健康の森の利活用と

いう観点では前回の定例会において質問をさせて

いただいたのですけれども、健康の森も開園して

２２年になって、それぞれやっぱり使い方なり使

う側のニーズも変わってきていると。冬季スポー

ツ拠点化事業というふうなことにかかわるスポー

ツ・合宿推進課が今健康の森を利用している事業

として平成２８年度８件で ０２３名、２９年度

は１７事業で ８５２名、３０年度１月末までで

６事業７８０名、これはＪＯＣが入ると恐らく昨

年と同じぐらいになると思うのですけれども、そ

こで改めてちょっと教育部長にお伺いをしたいの

ですけれども、スポーツ・合宿推進課が健康の森
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の施設、これだけいろんな事業で今進められてい

るのですけれども、総合計画第２次の中では重点

プロジェクトは非常に横断的に取り組むというよ

うなことで各部局にまたがっている事業があるわ

けですけれども、今健康の森は耕地林務課という

所管になっておりますけれども、スポーツ・合宿

推進課がやっぱりここに一緒に入って取り組みを

進めていくというのがもっとベストな形ではない

のかなと思いますけれども、その辺の考え方につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほどは、のぼりの

関係でお褒めをいただきまして、ありがとうござ

います。ＳＣ課でやったものでございます。

健康の森の関係です。冬季スポーツ拠点化事業

の関係では、日進地区でスキー場、ジャンプ台、

クロカンの関係で健康の森ということで、その施

設はほとんど冬季スポーツの関係する施設でござ

います。もともと健康の森につきましては、耕地

林務課ということですけれども、多分補助事業採

択の関係か何かの関係もあったということで所管

が耕地林務課ということだったというふうに思っ

ております。今の使いようといいましょうか、使

われ方を見ますと、やはりあそこもいろいろなス

ポーツ関連施設がございますから、当然ＳＣ課と

いう議論も実際庁内で所管の関係で検討をさせて

いただいた経過もございます。どこが所管するの

がいいのかという議論も実際してきている状況も

ございます。ただ、先ほどのように３課が指定管

理ということで委託をしておりますので、その関

係もございますので、若干調整に時間が必要かな

というふうには考えておりますけれども、将来的

には３つの課がそれぞれ所管するというのが本当

にいいのかどうかというのも含めて検討していき

たいなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今御答弁をいただいた

ように、今までの流れの中で管理をしてきた所管

のところと今部長が御説明いただいたように今の

現状を見たときに今後どうされていくのかという

面では改めて、今も既に庁内で検討されていると

いうことでありますけれども、できるだけ今進め

ているテーマにおくれないような形でそれぞれの

対応も進めていただくというふうなことで改めて

お願いを申し上げておきたいというふうに思いま

す。

ちょっとここで市長にお伺いをしたいのですけ

れども、先ほど観光の入り込み人数であるとか今

まで事業の選択、いろんな事業の内容について御

答弁をいただいたのですけれども、それぞれその

年の各事業を進める上では、その年の事業の特に

屋外であれば天候だとか、そういうものに左右さ

れるというのは十分理解をするのですけれども、

観光の施策の事業として多くのイベント、これが

実際には実施をされているのかなと。各事業それ

ぞれに今までの伝統や歴史があってずっと培われ

て、今もこういうふうに受け継がれているのだと

いうふうには思うのですけれども、やはり先ほど

経済部長が言われたように名寄市独自でやるもの、

あるいは広域でやるものというふうなものも含め

ながら、やっぱり時代の変化に対応した取り組み

をしていかなければならないというふうなお話が

されていたのですけれども、一方ではやっぱり今

まで進めてきた事業のある面では選択と集中とい

うものも必要なのかなと私自身ちょっと思うので

すけれども、その辺市長としてどういうふうにお

考えなのかちょっとお聞きをしたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来、貴重な御提言

をいただきましてありがとうございます。

ちょっと話は戻りますけれども、企業の参加に

かかわって、今回のジュニアオリンピックカップ

で実はたくさんの企業の皆さんに多額の協賛金を

いただいて今回の運営をなされているということ
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で、本当に企業の皆さんにはいろんな意味で経済

効果も含めて御理解をいただいて参画をしていた

だいていると。加えて、のぼりも多分持たれてい

る企業さんはたくさん多いと思うのだけれども、

それが出されていないということですね。改めて

お礼方々、おもてなし委員長である河合委員長が

恐らくそれぞれの企業にまた回らせていただいて、

そうした機運を醸成していくように努めていきた

いというふうに考えます。

施策の選択と集中というのは、どうしてもそれ

ぞれの観光だけでなくて、いろんなところにも当

然考えていかなければならないところでありまし

て、観光事業に関しても同様だというふうに思い

ます。前回の観光振興計画の見直しの際にもかな

り事業の選択と集中をして、観光振興計画の見直

しを向こう５年行ったというふうに思っておりま

すけれども、今後どの事業がどうだとかというこ

とをここで言うことはできませんけれども、議員

がおっしゃるようにそうした選択と集中の視点と

いうのは当然必要になってくる。それは、一方で

は行政が抱えるのではなくて、それを違う方に委

ねていくというようなことだとかも含めてやって

いかなければならないと。

加えて、今お話をいただいたように日進地区と

いうのは、ある意味ではいろんな所管が入り込ん

でいる中で、今スポーツの拠点の柱としてあの地

域が、もともとそうでしたけれども、さらにそう

いった脚光が高まっているということも含めて、

そうしたことも少し整理をしていって効果を発揮

していくために集約をしていくと。そうした考え

方が非常に重要だというふうに思いますので、議

員のいただいた御提言をしっかり受けとめて、さ

らに観光行政を深化させていくべく、庁内あるい

は地域の民間の皆さんともしっかりと連携をして

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ありがとうございます。

事業の選択と集中というのは、一方ではリスクも

あるとは思うのですけれども、今お話しいただい

たように今までの経過を含めて、それぞれをやめ

るとかそういうのではなくて、いろんなものを並

行しながら新たな形で進めていただければなとい

うふうに思います。

特にあえて交流人口の拡大ということで、今市

長のほうからもお話がありました日進地区という

のは非常に冬季スポーツ拠点化の地域というか場

所、いろんな設備も含めてですけれども、昨年末

にフィンランド、ヴォカッティの報告を受けて、

本当に小さな規模から年間１００万人も来ていた

だけるような形になっているというようなことで、

よく阿部雅司さんが夢を実現するにはやっぱり機

会あるごとに声を出さなければだめだというふう

なことをいつもいろんなところでお話をされてい

ますけれども、私も今後また機会あるごとにこの

件についてはお話をさせていただきたいというふ

うに思います。

では、続いて森林行政の推進についてお伺いを

させていただきます。先ほど１０年を１期として、

１期５年間でそれぞれ進められているというよう

な、確かに補助金のウエートは非常に高いという

のは十分承知をしながらも３０年度の実績、例え

ば間伐にしても１２％あるいは造林にしても５０

から７０、非常に今後進めていかなければならな

い皆伐にしろ、あるいは植林にしろ、計画からす

ると大幅に初年度はマイナスと。いずれにしても

補助金の形の中で進めていかなければならない。

でも、補助金が出ないとずっと計画、どんどんマ

イナスというふうな形になってはいくと思うので

すけれども、３０年度実績を踏まえて今後３１年

度以降、今の考え方があればお聞かせを改めてお

聞きしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まず、３０年度の補

助金が非常に大きく要望から割れてきたというこ

とでありまして、少し調べてみますと、推測して

みますと、やはり全国あるいは道内でも災害など
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があって、どうもそちらのほうの地区に重点的に

配分された結果、比較的その災害のない、なかっ

た地域については補助金の配分が少なかったのか

なというふうに思っておりますので、まずはそう

いった今後の国の動向、補助金の動向についてし

っかりと注視をしていきたいというふうに思って

いますけれども、１つの方策としますと、これま

では補助金をベースに事業を縮小して実施をして

きたというのがこの間でありますけれども、今後

については議員が言われるように計画があります

ので、森林を適正に管理をしていくという意味か

らは立木の売払収入や、あるいは間伐の売払収入

なんかがありますので、そこでの入ってくるお金

もありますので、その範囲でもう少し計画に近い

整備ができないかについては、まずは検討をさせ

ていただきたいなというのが１点でございます。

それと、もう一点については、これは新たな動

きとして、確定ではありませんけれども、少し聞

き及んでいる部分がありまして、これまで国の補

助金については北海道が名寄市が市有林として整

備するものと私有林、民有林のところの森林区に

分けてそれぞれ額を決めて交付がされてきたとい

うことでありますけれども、これが３１年度から

森林環境譲与税が交付される年になりますけれど

も、この年に合わせて地区配分になるのではない

かという、そういった情報があります。

それと、もう一つは、今申し上げた森林環境譲

与税については、私有林の間伐等については使え

るというところがありますので、これを合わせて

うまく地域内の中で整備計画に沿ったような形の

施業ができないか、ここについては私ども知恵の

絞りどころだと思っておりますので、そこについ

ては今後関係者も含めて検討させていただければ

と、そのように思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 本当に３０年度林業に

携わる人、仕事がなくて大変だと。一方では、仕

事のために自分のところの山をというふうなお話

も伺っております。今部長がお話しいただいたよ

うに、ぜひ作業量を少しでもふやしていけるよう

な形のものをお願いをしたいというふうに思いま

す。

それで、時間もなくなってきたので、森林環境

譲与税の関係で、いずれにしてもこの基金を運用

していくということになれば条例制定が必要なの

かなというふうに思うのですけれども、これはい

つごろをめどに考えておられるのかお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この森林環境譲与税、

３１年度から交付が見込まれているということで

ありまして、その使途等については事前に基本方

針として定めて公表しなければいけないというの

があります。予算をする段階に合わせてというと

ころで、今確定ではありませんけれども、情報を

いただいておりますので、譲与税をいただく前に

は関連する条例の整備をしなければいけないとい

うふうに思っております。

今聞き及んでいるところでいくと、最初が恐ら

く３１年９月に譲与税の交付がいただけるという

ふうに思っておりますので、これに間に合うよう

な形で、その前に関連する条例の整備をさせてい

ただきたいというふうに考えておりますので、そ

の節にはまた御協力いただきますようよろしくお

願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 先般ちょっと研修会を

やらせていただいたときに、数字が正しければ名

寄市の場合は ２６０万円ぐらいいただけるとい

うふうなことなので、制度等を含めて、制度の早

急な条例制定をお願いをしたいというふうに思い

ます。

それで、今後のこの譲与税の運用という形の中

で御提案をさせていただきたいのですけれども、

やはり人手不足というのは森林関係にこだわった

ことではありませんけれども、どこでも人手不足
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というのはありますけれども、特に３２年４月開

校予定の林業大学校、例えばここへの入学者の支

援体制だとか、あるいは先ほど言った私有林の関

係、こちらのほうの眠っている資源、これに付加

価値をつけて有効活用を図っていくというふうな

ことで、現状の中で使い切れないというのは非常

に歯がゆい部分もあると思うのですけれども、あ

る面ではこのような形のものの運用というのも可

能なのかなというふうに思うのですけれども、現

状考えていることがあれば改めてお伺いをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 森林環境譲与税の使

途については、先ほども少し触れましたけれども、

もとより森林整備については、制限はありますけ

れども、充当できるというのと、もう一つは今の

喫緊の課題とすると、これは林業に限ったことで

はないのかもしれませんが、やはり担い手不足と

いうのがありまして、この環境譲与税についても

担い手に充当することは可能ですというふうにな

っております。

北海道においては、北海道立北の森づくり専門

学院ということで、地域でも期成会をつくりなが

ら誘致を進め、最終的にはこの上川管内に誘致で

きたというのがありますし、ここがしっかり機能

して担い手を確保していくというのがある意味で

は今後の森林を整備するに当たって重要なポイン

トかというふうに思っておりますので、今後ガイ

ドラインが出されるということでありますので、

このガイドラインに照らしてということではあり

ますけれども、担い手を確保するという意味で森

づくり専門学院への何らかの形で貢献できる制度

についても検討をさせていただきたいというふう

に考えておりますので、御理解をいただければと

思います。

〇９番（東川孝義議員） 以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加藤市長の市政執行に関して外２件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、指名をい

ただきましたので、これより３件について質問を

行います。

最初に、加藤市長の市政執行から、公務員の倫

理についてお伺いをいたします。平成３０年は、

官僚による不祥事やミスが多発しました。例を挙

げますと、学校法人への国有地売却をめぐる財務

省の決裁文書の改ざんに始まり、同じく同省の事

務次官による女性記者への性差別発言、さらには

防衛省による日報隠し、文科省を揺るがした加計

疑惑のほか、厚生労働省では働き方改革による裁

量労働制の調査で異常値が相次ぎ、法案から裁量

労働制の対象拡大を削除するという事態にまで発

展いたしました。さらに、同省では現在連日報じ

られている毎月勤労統計調査の不適切調査問題な

ど数え上げれば枚挙にいとまがありません。良識

者からも官僚の劣化がささやかれているところで

ございますが、こうした公務員としての自覚を欠

く不祥事やミスを他山の石に置き、名寄市として

のあるべき市職員の公務員倫理について考え方を

お知らせ願います。

次に、同じく市政推進の基本姿勢から、市の喫

緊かつ最大の課題についてお伺いをいたします。

加藤市長は、近年さまざまな機会を捉えて名寄市

の喫緊かつ最大の課題に人口減少と労働力不足を

掲げています。また、元号が変わるのを節目に、

新元号となる新たな年度を名寄市の地方創生元年

にと述べていますが、これらの具体的な施策及び

言葉の意味についてそれぞれ御答弁をお願いいた

します。
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次に、大学教育の充実から３件お尋ねをいたし

ます。まず、名寄市立大学の将来構想の前期計画

についてお聞きをいたします。名寄市立大学の将

来構想（ビジョン２０２６）に記載されている実

施項目及び実施事業の進捗状況について御答弁を

お願いいたします。

次に、コミュニティケア教育研究センターにつ

いてお聞きをいたします。平成２８年に既設の道

北地域研究所と地域交流センターを統合したコミ

ュニティケア教育研究センターは、間もなく開設

から４年目を迎えます。知の拠点を目指すとした

同センターのこれまでの研究、実践、課題研究、

実施事業等の成果と検証についてお知らせ願いま

す。

あわせて、市立大学の向こう１０年先の展望に

ついてお聞きをいたします。高大接続改革などを

初めとする入試改革など大学をめぐる教育環境が

激変する中で２０１７年に策定した名寄市立大学

の将来構想（ビジョン２０２６）では、策定時に

網羅できなかった大学改革や教育変化の環境など、

これから先の１０年を展望した考え方についてお

聞かせをいただきたいと思います。

次に、地域医療の充実の中から、消費税引き上

げに伴う新名寄市病院事業改革プランへの影響に

ついてお伺いをいたします。市政執行方針の中で、

本年１０月に導入が予定されている消費税引き上

げに伴う診療報酬改定について、現段階では厳し

い予測となっているとして新名寄市病院事業改革

プランへの影響が懸念されると報告されています。

何が厳しく、どのような懸念があるのか御答弁を

お願いいたします。

同じく地域医療の充実から、地方公営企業法の

全部適用に関してお聞きいたします。本年度当初

に従来までの地方公営企業法の一部適用から全部

適用への制度変更から間もなく１年目を迎えよう

としています。制度移行に伴う現状と今後の課題

についてお聞かせ願います。

最後に、地域医療のニーズから、市民が求める

市立総合病院の医療ニーズについてお聞きいたし

ます。市民の皆さんが市立総合病院に期待する地

域医療のありようについて、どのような手法や技

法により把握し、運営等の改良、改善、改革につ

なげているのでしょうか。具体的な事例を挙げて

簡明にお答えをお願いいたします。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員からは、大項目

で３点にわたっての御質問をいただきました。大

項目１については私から、大項目２を市立大学事

務局長、大項目３を市立総合病院事務部長からそ

れぞれ答弁をさせていただきます。

初めに、大項目１、加藤市長の市政執行に関し

て、小項目１、市政推進の基本姿勢から、①、公

務員の倫理等について申し上げます。公務員の倫

理等につきましては、国は国家公務員倫理法を定

め、同法第４３条では地方においても国家公務員

の倫理保持に準じるよう定めているところでござ

います。これを受けて名寄市においても名寄市職

員倫理規程を定め、職員に対する全体の奉仕者と

しての自覚を促すことや利害関係者との接触に関

する規制を規定をしております。また、名寄市事

務処理規程などで文書の取り扱いや保管について

定めるなど行政運営に関するコンプライアンスに

ついては、それぞれの名寄市例規において記述を

するものであります。また、これらの規定を実行

化するため、新採用職員に対する採用時研修とし

て文書管理や財務に関する研修を実施をするほか、

財務に関しては会計課職員を講師に毎年職員研修

を実施をしているところでございます。議員から

御指摘のございました国の一連の事象については、

当市としても他人事とせず、適切な職員研修など

を通じて公務員倫理の向上に努めてまいります。

続きまして、②の市の喫緊かつ最大の課題につ

いて。本市における喫緊かつ最大の課題につきま

しては、人口減少、労働力不足が挙げられると考

えておりますが、これはまさに地方創生の取り組
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みにより対応していかなければならないと考えて

おります。このことから、本市においては平成２

７年度に名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定し、この間取り組みを進めてまいりました。

本年度は、総合計画中期基本計画を策定をし、４

月からのスタートに向けて準備を進めているとこ

ろでありますが、総合戦略につきましても総合計

画と整合を図った一部修正を行い、同じく４月か

らスタートすることとなります。まさに総合計画、

総合戦略は現状と課題を整理し、数値目標も掲げ、

達成に向けた取り組みを進めるスタートとなる年

という意味で名寄市の地方創生元年という表現を

させていただいたところでございます。具体的な

解決策につきましては、さきに述べた総合計画、

総合戦略の着実な推進により数値目標達成を目指

すことと考えております。よろしくお願いをいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目の２、大学教育の充実について、名寄市立

大学の将来構想からについてお答えをいたします。

初めに、小項目１の前期計画の進捗と中後期計

画について申し上げます。本学は、今後１０年間

における大学運営の指針として将来構想を策定し、

同時に２０１７年、平成２９年度から３年間の実

施項目を示した前期実施計画を定めました。お尋

ねの前期計画の進捗については、今年度学内に設

置した内部質保証推進委員会において第１の教育

から第８の質保証と本構想の検証までの８分野に

おける２０１７年度の実施項目６８事業について

それぞれ点検、評価を行いました。評価結果は、

一部で未実施な事業や次年度への継続課題はあり

ましたが、ほとんどの項目で取り組みを進めたも

のと思われ、その内容を教授会に報告をし、全学

的に共有をしたところであります。

また、中期計画については、来年度に行う今年

度の実施項目の点検、評価の結果や前期実施計画

最終年度である来年度の推進状況を踏まえて来年

度の後期に策定を予定しております。今後も将来

構想の実施計画で定めている各実施項目の着実な

推進と進捗状況の検証を全学的に行い、大学運営

全般において改善向上に取り組んでまいります。

次に、小項目の２、開設から４年目を迎えるコ

ミュニティケア教育研究センターについてお答え

をいたします。コミュニティケア教育研究センタ

ーは、名寄市立大学の教育理念に基づき、これま

で本学の社会連携、社会貢献の中心を担ってきた

道北地域研究所と地域交流センターとを発展的に

統合し、２０１６年４月に開設をいたしました。

この３年間で道北地域研究所と地域交流センター

からの円滑な業務移行と学内外における活動基盤

の整備を図るとともに、地域社会と大学、教育実

践、研究の橋渡し拠点として地域貢献に資する教

育研究の充実発展を図ってきました。

教育の分野では、大学の有する知的財産を活用

し、ケア専門職等の継続教育やスキルアップを主

な目的としたセミナー等の開催や関係機関、職能

団体等の依頼による支援対象を特定せず、広く地

域への情報発信や研究成果の公表を行い、市民の

生涯教育に資する公開講座の開催を行ってまいり

ました。

また、研究の分野では、地域における課題発見

及び解決を図る研究、先駆的実践活動に対して研

究費を配分する、課題研究において近隣の小中学

校教員を特任研究員として任命し、特別支援教育

コーディネーターの専門性の向上を図る上川北部

発達支援連携推進事業や農業における収穫時の人

手不足に対する援農アルバイトによる労働力支援

講座など関係機関と協力しながら地域課題に直結

する研究を行ってきております。

さらに、子ども食堂を初めとするなよろ子ども

支援プロジェクト、商店街あそびの広場、パラリ

ンピックスポーツの体験、普及イベントであるガ

チパラ！ｉｎ名寄や市民ボッチャ交流大会など地

域の各種団体等と連携した多種多様な実践活動を

行ってきたほか、学生ボランティア情報の窓口と
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して地域と学生とをつなげる役割も担っておりま

す。今後もこれまでの地域課題に関する取り組み

を継続させるとともに、大学としての組織的取り

組みの強化、関係機関との継続的な協力体制の構

築、センターの活動について学内外における情報

共有と協議の充実を図り、知の拠点として地域の

ケア力向上に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目の３、市立大学の１０年先を展望

してについて申し上げます。大学教育をめぐる情

勢は、全国的な課題である１８歳人口の減少に加

え、人口の高齢化などによる医療、看護、福祉系

人材の需要の増加を受け、本学と競合する学部、

学科の新増設など本学特有の課題もあり、年々厳

しさを増してきております。このような中、大学

の今後の大学運営の指針として将来構想（ビジョ

ン２０２６）を策定したところであります。

そこで、本学の１０年先を展望した大学運営に

ついては、安定した学生の確保が第一であります。

まず、入り口である学生の確保については、高校

生や保護者に対する広報活動の充実が挙げられま

す。具体的には、高校訪問の継続実施による大学

情報の浸透、進学相談会の充実、さらにはオープ

ンキャンパスやホームページの内容充実などを考

えております。また、毎年発行している大学案内

についても在学生や卒業生の声などをふやし、高

校生や保護者の期待に応えられるよう努力をして

おります。

次に、出口、これはケアの専門職として有為な

人材を地域社会に送り出すことを意味します。出

口については、何より教育の充実が挙げられます。

本学では、開学時の理念として、１つは保健、医

療、福祉の連携と協働、２つとして少人数教育の

実践、３つとして地域社会の教育的活用と地域貢

献を掲げております。引き続きこれらの理念に基

づき、今後も国家試験合格率や就職率が高い数値

を維持していけるよう努力をしてまいります。

さらには、将来構想を策定した段階では、高等

学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体改革、

いわゆる高大接続改革について十分な議論ができ

ておりませんでしたので、国の改革に合わせて本

学独自の入試改革等についても進めてまいりたい

と考えております。今後も策定した将来構想を着

実に推進し、本学が１０年、２０年と小さくても

きらりと光る大学であり続けることができるよう

引き続き努力をしてまいりますので、御理解と御

協力をお願いしたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、地域医療の充実に関してについて

お答えをいたします。

初めに、小項目１、新名寄市病院事業改革プラ

ンからの①、消費税引き上げに伴う新名寄市病院

事業改革プランへの影響について申し上げます。

この御質問につきましては、昨日の佐藤議員から

の代表質問と重複するため、同じ答弁となります

ので、御了承ください。本年１０月に予定されま

す消費税引き上げに伴う診療報酬改定については、

２月１３日の中医協で厚生労働大臣に答申され、

本体がプラス ４１％で、各科の内訳は医科プラ

ス ４８％、歯科プラス ５７％、調剤プラス

１２％と示されました。また、薬価につきまして

はマイナス ５１％、材料価格についてはプラス

０３％となっています。

市立総合病院に対応する主な内容としては、初

診料が２８８点で６点、外来診療料は７４点で１

点、急性期一般入院料１は ６５０点で５９点、

精神病棟入院基本料が９５８点で１２点がそれぞ

れ引き上げられる予定となっており、特定入院料

の救命救急入院料も引き上げられる内容となって

います。これらを今年度の実績ベースで試算した

場合、１０月以降の６カ月分でおよそ ５００万

円程度の増収になるものと見込んでおります。一

方、費用を同じ期間で試算した場合、薬剤、診療

材料などで ２００万円、委託料で４００万円、
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診療報酬では補填の対象とならない医療機器や備

品の購入費、工事費などで ０００万円など、全

体でおおよそ ６００万円の支出増を見込んでい

ます。差し引きで １００万円程度の負担増加と

合わせまして、薬価のマイナス改定による純利益

減少額が ５００万円程度と想定していることか

ら、非常に厳しい予測と申し上げたところであり

ます。対応といたしましては、収入増加策の実施

と経費節減に努めることで影響額を最小限にとど

めるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、②、地方公営企業法の全部適用から１年

目を迎える中でについて申し上げます。平成３０

年４月から実施しました地方公営企業法の全部適

用につきましては、導入に係る関連事務処理等も

終えており、事業管理者のもとで組織体制づくり

や人員配置の効率化などでその効果を得ています。

今後における制度面での課題については、現状で

は特にございません。

次に、小項目２、地域医療のニーズからの①、

市民が求める市立総合病院への医療ニーズについ

て申し上げます。病院を御利用いただいておりま

す皆様からの御意見や御要望をお伺いする機会と

しましては、事業者に委託して毎年実施しており

ます患者満足度調査と院内に常設しております御

意見箱がございます。そのほか、外部委員で組織

しております病院運営委員会でも御意見等を伺っ

ているところでございます。それぞれいただきま

した御意見等につきましては、院内の各種委員会

などで共有し、検討や対応を行っているところで

ございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

限られた時間ではございますけれども、再質問を

させていただきたいと思います。

最初に、加藤市長の市政推進の基本姿勢から、

公務員の倫理についてお伺いをいたします。質問

に入る前に、なぜこういう質問を取り上げたのだ

と。今ネットの中継でごらんになっている市職員

の方に心証を悪くしないためにもあえて申し上げ

ますけれども、今何が起こっているかということ

ではなしに、国の公務員倫理の劣化について引き

合いに出しながら、名寄市職員の皆さんの倫理に

ついてお伺いをしたいという、その１点にありま

す。

それでは、質問に入ってまいりたいと思います

が、名寄市においてもかつて平成２４年度でしょ

うか、職員の非行事件が相次いで起こったことが

ございます。その年の１２月に名寄市職員の行動

指針というものを制定されて、職員の自覚を促す

とともに、法令の遵守を求めてきたという経過が

あります。その３年後の平成２７年度に、さらに

職員の不祥事がございました。改めて同指針のほ

か、地方公務員の服務あるいは先ほどお話もござ

いましたけれども、名寄市倫理規程あるいは名寄

市職員からの公益通報の要綱など、そうしたもの

に対する職員の周知を図って法令遵守を求めてき

たという経過がありました。

国の官僚の劣化という言葉を使わせていただき

ましたけれども、綱紀粛正という言葉があります。

綱紀粛正の綱紀というのは、太い綱と細い綱とい

うのだそうです。これをより合わせて１本の手綱

にしていくみたいですけれども、この綱紀という

のはやっぱり時間の経過とともに緩んでいくので

す。ですから、名寄市においても平成２７年に手

痛い思いをした経過がございます。やはりこうい

うふだんからの人材育成あるいは教育、そういっ

たものは大切なのだなというふうに改めて思うわ

けでございます。今回の市政執行方針の中に、効

率的な行政運営の中で組織のスリム化や急激な世

代交代により職員の人材育成が急務であると書い

てありました。この組織のスリム化や急激な世代

交代により職員の人材育成が急務だというこの意

図について簡単に御説明いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） 議員も御承知のとお

り、１８年に合併以降、職員の一定程度の定数に

ついて見直しを図りながらこの間来ています。そ

の意味では、全体の職員数も減少しておりますし、

とりわけ定年ということでありますので、相当技

術あるいは知識を持たれた職員がこの間退職をし

ていったということでございまして、私ども十分

引き継ぎをしながらこの間やってきていますけれ

ども、まだまだ不足している部分もあるのかなと

いうふうに率直に思っています。それは、やはり

この間約１００名ほどの職員が退職をされて、実

はその分当然満度に職員をとっていないわけです

けれども、相当多くの職員も採用になっていると

いうことで、なかなか経験不足の面は確かにある

のかなというふうに思っていまして、議員が言わ

れたようにこの間職員研修等も新採用においては

やっておりますし、あわせて採用後３年の職員な

り、逐次研修はやっているところでありまして、

できるだけ市民の皆さんに窓口対応も含めてサー

ビスの低下が起きないようにしっかりと今取り組

んでいるということで、早急にといいますか、こ

ういったこの間、合併以降の職員の総体的な人数

の減少ですとか若返りということで、現状をしっ

かりと把握をしながら人材の育成等について今や

っているという状況でございます。早急にといい

ますか、これまでもやっていますし、今後もやっ

ていきたいというふうに考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 中村総務部長の再質

問に対する答弁をいただきました。今新採用の職

員の研修から、いろいろ御答弁をいただきました

けれども、ここに平成２２年３月に策定された新

名寄市の人材育成基本方針というのがあるのです

けれども、これを読んでいきますと、いずれも３

６字打ちの４行から五、六行の文章で構成されて

いるのですけれども、この短い文章の中で極めて

人材育成基本方針として抽象的な表現と言うと、

これを作成した職員がここにいらっしゃるかどう

かわかりませんけれども、極めて抽象的な表現が

あろうかなというふうに考えます。

例えばどんなのかというふうにおっしゃると、

こんなような表現がございました。透明で、かつ

公正な質の高い行政サービスを効率的に推進、例

えばもう一点、高い倫理観と人間性豊かな行政運

営が必要と。読んでしまうと何でもないように思

うのですけれども、この言葉の一つ一つ、このセ

ンテンスを見ていくと、一体どういうふうにやれ

ばどうなるのだろうなというのがちょっと皆目わ

からないというのがあります。こうした抽象的な

表現の育成基本方針のもとで、倫理観というのを

醸成していくということに果たしてつながってい

くのだろうかなという思いがあるのですけれども、

いま一度お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 名寄市の人材育成基

本方針につきましては、やはり職員のやる気とい

いますか、気持ちを引き出して住民サービスの意

識を高め、やはり資質を向上させるといったこと

で規定をさせていただいているところでありまし

て、これが職員の倫理観にということで言われま

したけれども、私どもはなかなか文言としてはこ

ういう形で整理をさせていただいておりまして、

具体的にはそれぞれ研修を行う中で職員に対する

意識を高めているということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余りくどくど申し上

げる気持ちはございませんが、ただこの方針をさ

らに具現化していくために、もう少し方向性なり、

取り組み内容なり、できれば目標数値というのが

設定できるかどうかわかりませんけれども、こう

した基本方針をもとにした基本計画みたいのを作

成していくか、あるいはこの基本方針そのものの

内容が少し時代とともに理解が困難になってきて

いるという側面もないではないなというふうに思

いますが、見直しの考えがあるかどうか、ちょっ
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と再度お聞きしてこの質問は終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今大石議員のほうか

ら文章的にも少しわかりづらい面もあるという御

意見もいただきましたので、実際に先ほど言いま

したようにそれぞれ研修等も行いながら実践でや

っているというふうに思いますから、現在とりわ

け見直しという考え方にはありませんけれども、

議員の意見を踏まえまして全体的な人材育成基本

方針の中身について改めて見直しをしていきたい

と。内容を改めて現状に合っているのか、あるい

はこれから求められる公務員像というのも当然時

代の中で変わってきていますので、そういった意

味で少し内容を見てみたいというふうに思ってい

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひ御検討をいただ

ければと思います。

あと、次に市長のほうでお答えをいただいた市

の喫緊かつ最大の課題についてお聞きをしたいと

思います。時間が限られていますので、ちょっと

はしょってお聞きをしていきたいなと思います。

つい最近のことなのですが、兵庫県の明石市とい

うまちがあります。そこでちょっと市長の舌禍事

件があったのですけれども、その舌禍事件の背景

については皆さん御存じだろうから、あえてここ

では触れませんけれども、この明石市、実は泉市

長というのがなかなかの方で、加藤市長も負けて

はいないのですけれども、加藤市長の挙げておら

れる人口増の問題について、かなり具体的な施策

を持って臨んで人口のＶ字回復をやっているまち

としてつとに有名なまちです。

例えばどういうことだというと、平成２４年に

２９万６５７人だった人口がその６年後には２９

万 ５５０人、約 ０００人、人口をふやしてい

るのです。この施策として何を掲げたのだという

と、極めて思いもつかない施策をとっておられま

した。どんなのだというと、離婚後のひとり親家

庭、この養育支援というのを政策として打ち出し

ております。例えば子供の貧困あるいは家庭の事

情で離婚されてお子さんを引き取ったお母さんが

かなりの生活困難を強いられていると。そうした

状況を行政も介入をして、男性のほうから養育費

を徴収する、そういうシステムを確立をするとい

うことで、こういうそれぞれの事情を持った女性

たちが子供を連れてこの明石市に移り住んだとい

うような経過があるようです。

似たような政策としては、例えば富山県の七尾

にホテルがあります。差しさわりがあるので、Ｋ

旅館としましょうかね。ここのＫ旅館というのは、

やはりそれぞれの事情を抱えた女性がお子様と一

緒に移り住んで、仲居をしながら子供を育ててい

ると。もちろんＫ旅館は、社宅なり寮なりがあり

まして、そこで生活の憂いなくサービス業に専心

することができるということで、そのサービスが

またレベルの高いということで、最近のことはち

ょっとわかりませんけれども、毎年のようにおも

てなし第１位だったなという、そういう実績を上

げていると。

やはり手厚いおもてなしといいましょうか、政

策を施策に変えていくことで、なかなか回復を見

ない人口減少の問題もやりようによっては、こう

して１万人近い人口増に結びつけていくことがで

きるという政策もあるということです。加藤市長

のたしか……少しお待ちくださいね。関係人口を

ふやす取り組みとして、政策の鍵というふうに掲

げておりますけれども、この関係人口をふやす取

り組みとして加藤市長の中に胸中深くまだ構想の

段階で発表するまでには至っていないけれども、

実は温めているものがあるのだというものがあれ

ば、その一端でも結構ですので、お教えいただけ

ますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 明石市の取り組みは大変、
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私も承知はしておりましたけれども、改めて参考

にさせていただきたいと思いますが、恐らく明石

市と名寄市は、明石市は関西圏の大都市圏と非常

に隣接しているというような立地だとか、あらゆ

るいろんな環境の変化もありながら、その自治体

で何が効果的な政策なのだろうということを多角

的に研究をしながら、かなりちょっととがったよ

うな政策を打って成功している事案だろうという

ふうに思っています。

総合計画、総合戦略の具現化ということが第一

だということをさきに述べさせていただきました

けれども、その中にも関係人口をふやしていくた

めのさまざまな取り組みが含まさっているという

ふうに思っていまして、特に先ほど来それぞれの

議員の御質問でもお答えしているように、名寄に

やっぱり愛着なり、ゆかりのある人をたくさんふ

やしていく。全国にたくさんいらっしゃるわけで

す。そこには、名寄にゆかりのある人ともっとつ

ながって発信をしてもらう取り組みが必要であろ

うということと名寄の特色をやっぱりさらに生か

していく取り組みが必要なのではないかというふ

うに思っていまして、名寄の持つ医療資源や大学

だとか、あるいは冬のスポーツを今１つの柱にし

てやっておりますけれども、そうしたことを切り

口として名寄にゆかりのある人にもっと名寄に目

を向けていただく、そして名寄のあらゆる施策を

含めて応援団になっていただくということが大事

なのではないかというふうに思っているところで

ございます。

関係人口の文脈でいくと、例えば東京なよろ会

というふるさと会がございますけれども、今は東

京なよろ会も役員の方が若干高齢化しつつあった

中で、今なよろ会で青年部を立ち上げようという

動きが出ていまして、そこで青年部が立ち上がっ

て、今東京にも名寄出身あるいはゆかりのある人

が相当いらっしゃるということで、そういった人

たちを今フェイスブックだとか、いろんなインタ

ーネットで仲間を広げて、いろんな運動を展開し

つつあると。ことしか来年でしたか、東京なよろ

会が設立してのまた節目の４０年だかの会がござ

いまして、そこにも何か大きなイベントを打ち上

げようなんていうような計画もしていただいてい

るようでありまして、そういう名寄にたくさんの

応援団をふやしていくことで名寄に対する地域振

興あるいは１回滞在してみようかと、また来てみ

ようか、あるいは移住してみようかと、そんな動

きにつながっていくのではないかというふうな、

これは１つの例ですけれども、そうしたことも含

めて着実に総合計画、総合戦略を積み重ねていく

ということが大事だというふうに思っているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。総合計画を着実に地固めしていきたいという

ふうにお聞きをしました。

今地域資源が２つ出てきました。大学と病院と。

実は、今回その地域資源の大学と病院について質

問としても取り上げさせていただいておりますの

で、後ほどよろしくお願いいたします。

市長のほうからも今御答弁もいただきました。

ただ、大都市という地の利はあるのかもしれませ

ん、確かに。ただ、あるのかもしれませんが、政

策が施策に反映されていくことで、その今まで持

っている魅力ある土地がさらに人を引きつける要

因にもつながっていくのだろうなというふうに考

えますので、ぜひともよそさまのまちをまねせい

ということではないのですが、ぜひともいいとこ

ろはどんどんまねをして、さらにアレンジをして

名寄ならではの地域づくり、まちづくりに生かし

ていただきたいというふうに考えます。

それでは、続いて大学のほうに移ってまいりた

いと思います。時間がかなり、２０分ぐらいしか

ないので、いろいろ用意している質問もあるので

すが、ポイントだけお聞きをしていきたいなとい

うふうに考えます。

まず、コミュニティケア教育研究センターにつ
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いてお聞きをしてまいりたいと思います。先ほど

松島事務局長のほうから、教育の観点で公開講座

というのがございました。私も公開講座について

は、積極的ということではないかもしれませんが、

これまでにも何回か聴講をさせていただいており

ます。ただ、その聴講をした後にいつも何といい

ましょうかね。講座終了後に不得要領のままとい

いますか、肝心なところが不明だと。何といいま

しょうか、そしゃくできない、生煮えの感がある

なという印象を正直に言って申し上げると持って

います。

ただ、お話を聞くとセンターが主催でやった公

開講座というのはこれまで一度もなくて、これか

ら何か１つやるのだというお話を聞きました。そ

うすると、タイアップ先との兼ね合いもあって、

なかなか難しいのかなというふうに思いますけれ

ども、これから公開講座をぜひ開催するに当たっ

ては市民とセンターが最も近づける大事な部分だ

ろうと、接点だろうと思いますので、老婆心なが

らお願いをしたいなというのがあるのですけれど

も、講座の中盤でも終了後でも結構なのですけれ

ども、ぜひとも学生と市民の皆さんがディスカッ

ションできる、あるいはディベートができるとか、

ディベートというのは討論という意味ですが、そ

ういった場を設けていただいてテーマをブラッシ

ュアップしていくとか修練させていく、そのテー

マに沿った解決策に近いものを見出していくとい

うような方法をぜひともやっていただいて、生煮

えの感というか、不得要領のままに終わるという

ことのないようにしていただきたいというリクエ

ストなのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員か

ら御指摘がありましたように、公開講座は今まで

は例えば道北地域研究所ですとか各学科との共催

ですとか、なかなかいわゆるセンター単独でとい

うのは余り実施できなくて、今年度は今週の９日

に元気アップ教室というのを今準備をしておりま

す。今リクエストといいますか、提案がありまし

たいわゆる例えば終わってから学生との討論とい

いますか、そのような機会をということなのです

けれども、趣旨は十分わかるのですけれども、御

存じのように本学の学生は１つは実習を持って、

専門職養成のために実習が非常に多いということ

と空き時間等でアルバイトをしている学生もかな

りいるということで、どうしても講座等は土日で

すとか、あと平日ですと夕方といいますか、学生

がなかなか大学にいる時間にセットするというの

は現状は少ないといいますか、難しいという状況

がありますので、今すぐにというのはちょっとこ

こではなかなか難しい部分があるのですけれども、

そういう要望があるということは伝えて持ち帰っ

て検討してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひともよろしくお

願いをしたいと思います。

あと、大学の１０年先展望について、端折りな

がらちょっとお聞きをしていきます。先ほどお答

えがございましたけれども、将来構想（ビジョン

２０２６）の中に網羅できなかった部分というの

でお聞きをしたのですが、ただここで昨年末に近

隣の旭川の私立の大学が早ければ２０２１年４月

に、ちょっと時間をかければ２０２３年４月に公

立化に向けた動きが活発化するというような報道

がございました。こうしたことも含めて、これか

らの１０年先というのは、なかなか市立大学を取

り巻く環境がかなりシビアなものになっていくな

という予想が容易にできます。名寄市立大学の学

部、学科構成が現状のままで果たして隣のまちに

魅力ある私立の大学が公立化に向けて同じような

学部、学科構成で運営されるとなると、かなり厳

しいなというふうに予測も容易だろうと思います。

こうしたことに向けて、今後将来の１０年先に向

けて今の市立大学、繰り返しになりますけれども、

学部、学科構成で果たして太刀打ちできるのだろ

うかという一抹の不安がどうしても拭い切れませ



－120－

平成３１年３月７日（木曜日）第１回３月定例会・第３号

んが、この点はいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 先ほどの

答弁でも触れさせていただいたのですけれども、

１８歳人口の減少というのは、これは全国的な課

題としてあります。それから、本学のいわゆる学

部、学科構成、いわゆる高齢化社会を見据えて保

健、医療、福祉ですとか、そのような学部、学科

構成は新増設を含めて着実に伸びてきております。

また、近年では特に私立大学が公立大学にすると

いうのも伸びてきておりまして、公立大学の加盟

校、今は９２校あるのですけれども、毎年ちょっ

とずつふえてきているということでふえてきてお

ります。

お話のありました近隣の市のそういう状況につ

いては、私ども設置者サイドも含めて大変関心を

持っていわゆる情報収集はしておりますが、ただ

いずれにいたしましてもそういう状況にあっても

本学が生き残っていくためには、やっぱり学生を

安定的にしっかり確保するということと、そして

専門職としての教育にふさわしい教育を充実させ

て国家試験合格率を今まで以上に、看護とか栄養

は１００％になっております。これから例えば社

会福祉士を上げるですとか、それから高い就職率、

特に正規雇用、ほとんどが本学は正規雇用なので

すけれども、そういう教育をしっかりやって地域

に送り出していくと。これを地味ではあっても、

しっかりそれをやり続けることがやっぱり本学が

生き残っていく道かなということで学長以下、私

ども教職員は理解をしておりますので、ほかの状

況は情報収集はしますけれども、本学としてやる

ことをしっかりやると、やはりそれに尽きるので

はないかなとは思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今の時点でやるべき

こと、やれることをやっていくのだというお話を

いただきました。

それでは、次は病院についてお聞きをしてまい

りたいと思います。先ほど岡村事務部長のほうか

ら御答弁をいただきました。消費税が改革プラン

へ与える影響について御答弁をいただきましたけ

れども、改革プランの経営の安定性という中でこ

んな意向がありました。高度医療機器の計画的な

整備というのがありました。これは、消費税が５

％から８％、今回は８％から１０％に上がるとい

う繰り返しの税制度の改革ではございますけれど

も、この高度医療機器の整備計画というのはこの

消費税に合わせてどのようにお考えなのかお聞か

せいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 高度医

療機器イコール高額医療機器ということでもござ

いますので、消費税が上がることに対してはいろ

いろ対策を考えながらやってきているということ

でございますが、このところ、これまでＭＲＩで

すとかＣＴですとか血管造影装置、そういったも

のについてはこれまでの中で更新をしてきており

ます。新年度以降で今のところ直近で高額な医療

機器というところについては、現段階では想定し

てございませんけれども、この増税前にというこ

とも含めて今年度の中で電子カルテシステム、関

連する部門システム、これらの部分を更新を図っ

てきたということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと、ちょっとまた市政執行方針の中から、私

の能力では理解しづらいというところがあったの

で、ちょっとお聞きをしたいと思います。執行方

針の地域医療の充実と題したところ、ページで言

うと１４ページにあるのですけれども、この地域

医療の充実というページは４つのセンテンスで構

成されていました。全て１７行の文章なのですけ

れども、前段、中段、後段で分けていくと中段の

２つの文章が非常に私には難解でした。１つは、

今申し上げた消費税対応で予定されている診療報

酬の改定でプランにどのような影響が出るのかと
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いうことがわからなかったという点です。もう一

点は、これはなかなか難しいです。ＤＰＣ制度の

対応強化による増収、増益とベンチマークを活用

した経費節減対策の方針と。これは、なかなか専

門的な知識を持っていないと、これを読んだだけ

ではなかなか理解できないなと。私だけの知恵足

らずなところでもない、あながち私だけの能力不

足だけでもないなというふうに思うのですが、岡

村部長、ぜひ解説をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 表記が

補足がなくて申しわけなかったかなというふうに

思っております。

改革プランの影響という部分につきまして、こ

れは平成３１年度現在の平成２７年に出されまし

たガイドラインに基づく新名寄市病院事業改革プ

ラン、これにつきましては平成２８年度から３２

年度までの５年間の計画ということでございまし

て、この計画の中で平成３１年度を黒字化を目標

としている年だということでございまして、この

消費税増税の影響が現段階でもストレートで ６

００万円ぐらい見込まれるというところは、マイ

ナスからスタートするような形になりますので、

非常に厳しいということでございます。

もう一つ、ＤＰＣの部分につきましては、これ

は入院料、これはその病気に従いましてコード化

された指定された標準的な医療に基づいて、それ

を実施することによって点数、報酬が決まってい

るという制度でございまして、これには全部分岐

コードという枝がついていまして、それを正しく

選定していくと、より診療報酬が高く得られると

いうような形になっておりまして、それらを厳し

くチェックして請求していくのだということが１

つでございます。

ベンチマークにつきましては、診療材料費が全

国的に平均価格どれぐらいで納入されているのか

といったものと比較しながら、それぞれ納入業者

さんと価格交渉を行ったり、不要なものについて

余り高額なものを購入しないというようなことで

努めていくということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今岡村部長のほうで

お話がございました、３１年度に黒字化を見込ん

でいるのだという。この改革プランもいろんな数

値目標が出ているのです。例えばどんなものがあ

るのだというと経常収支比率、いろんな経常収支

比率も医業収支比率だとか修正医業収支比率だと

か、いろいろあるのですけれども、確かにおっし

ゃるように３１年に黒字化になっているのです。

おっしゃるとおり。ただ、今回のように税制の変

更だとかが来ると、果たしてこの数値目標という

のは達成できるのだろうかというプランを見てい

て素朴な疑問が出ましたが、いかがですか。修正

の必要はないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 当初、

平成２８年にプランを立てた段階でこの増税がい

つ行われるかというのは決定をしていなかったと

いうことでございますが、このガイドラインの中

では経営の改善、収支の改善を図ること、それか

ら経営形態の見直しですとか再編ネットワーク化、

そういったものについてしっかり示すようにとい

うのがガイドラインの趣旨でございます。その中

で、我々として収支改善が見込める年度は平成３

１年度だという目標を立ててここにしたというこ

とでございます。毎年内容については、決算値を

見て改善させていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今部長がおっしゃる

ように、確かに毎年秋口に点検と何か冊子を出し

ているなという記憶がございます。それは、私の

ほうも拝見をした上でお聞きをしてまいりました。

時間も残すところ５分となりました。まだ実は、

いろいろ質問を用意していて、山ほどあるのです

けれども、失礼に当たらないうちにやめたほうが

いいなと思うのですけれども、ただちょっとこの
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時間を利用してお話をさせていただきたいなとい

う点がございますので、お時間をいただきたいと

思います。

きょうこの日の一般質問が私にとっては、本会

議場における最後の一般質問というふうになりま

す。平成の天皇が間もなく御退位され、新たに元

号も新しくなるという潮目、潮どきのときに３期

１２年にわたって議員あるいは議会活動にピリオ

ドを打つことができました。できましたというか、

打ちます。ピリオドを打つのですけれども、かく

も長きにわたり市民の皆様には一方ならぬお世話

をいただきました。ただ、この場をおかりして市

民の皆様を初め、執行者の皆様、そして市職員の

皆様、議会の皆様にも深くお礼を申し上げるとと

もに、あわせて深く深くざんきの念にたえないと

いう思いでいっぱいでございます。今後も行政と

議会が協働で切磋琢磨して市民が主役のまちづく

りを推し進めていただくようお願いを申し上げて、

私の一般質問を終了させていただきます。ありが

とうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

観光の振興と産業間の連携について外３件を、

佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、観光の振興と産業間の連携

について、小項目の１、体験型、滞在型観光の取

り組みの現状について。観光の振興について、本

市の第２次総合計画では、農業など他産業との連

携、食を通じた観光、新たな観光資源の発掘を目

指します、このように示されておりますが、課題

や方向性、方策などについてどの程度進んでいる

のか、試みていられるのか、取り組みの現状につ

いてお知らせいただきたいと思います。

小項目の（２）、ひまわり観光に関して。現在

のひまわり畑は、サンピラーパークをメーンに行

われ、さまざまな工夫はなされていると思います

が、いかんせんひまわり作付面積の規模縮小でひ

まわりのまち名寄とは言いがたい状況になってい

ないか、現状についてどのように捉えられている

のかについてお伺いいたします。

また、地元農家の方たちと相談してひまわり畑

の原点である智恵文北山に再度壮大なひまわり畑

を復活させる考えはないかお尋ねいたします。

小項目の３、情報の発信について。動画配信機

能の活用など工夫を凝らした情報発信に努められ

ていると思いますが、情報発信でいうと市の顔と

も言える名寄市のホームページの写真はどのよう

に選定しているのかお伺いいたします。

また、各種イベントなどのベストショットを市

民から公募して、その作品を掲載するなどしては

いかがか。市民の作品を採用し、盛り込むことで

ともにつくり上げていくという一体感が生まれ、

行政のさまざまな取り組みへの関心度も高まるの

ではないかと思うのですが、そうしたお考えにつ

いてもあわせてお聞かせください。

大項目の２、公共インフラの整備について、小

項目の（１）、市道の整備に関して、①、道路の

維持補修に関して。道路工事について、損傷の激

しい道路、路面陥没の著しい道路など暫時再整備

が進められておりますが、同一路線においても補

修されている部分と補修されていない部分が見受

けられます。それらの工事途上の未補修市道につ

いて、どのような改修計画を立てているかについ

てお知らせいただきたいと思います。

②、大型車両の通行頻度と道路整備について。

大型車両の往来が激しくなると、道路のダメージ

も大きくなることから、こうした路線区間は整備

のサイクルも早く計画しなければならないと思う

のですが、いかがでしょうか。考え方についてお

尋ねいたします。

大項目の３、防災対策について、小項目の

（１）、国の防災・減災、国土強靱化のための３

カ年緊急対策と本市の事業計画について。近年頻
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発する激甚災害の課題に対応するために国は防災、

減災、国土強靱化の事業に係る支出 １兆円を含

む２０１８年度第２次補正予算と２０１９年度当

初予算の ２兆円など計 ４兆円をこれまでに財

政措置し、２０１８年から２０２０年度の３カ年

緊急対策が進められる見通しでありますが、こう

した中で本市が今後盛り込もうと考えられている

事業についてお知らせいただきたいと思います。

小項目の（２）、公共施設などの機能維持につ

いて。昨年９月の胆振東部地震による全道的なブ

ラックアウトによる長時間大規模停電は、住民生

活や物流などに深刻な影響を与えるものでした。

また、本年２月２１日夜の胆振中東部を震源とす

るマグニチュード ８の地震は、地震活動が相変

わらず続いていることを示しました。そこで、災

害発生時に市民の避難場所となるであろう公共施

設などの機能維持を図るために改善すべき課題も

明らかにされたと思うことから、本年度はどの程

度課題克服のための整備をしようとしているかに

ついてお伺いいたします。

小項目の（３）、河川氾濫などへの防災対策に

ついて。本市に沿って流れる国や道が管理する河

川あるいは本市が管理する河川において、大雨時

など危険箇所も想定されていますが、これまで財

政措置等の課題などから積み残しとなっている対

策について、どの程度緊急対策の措置を生かして

進めることができるか、考え方についてお伺いい

たします。

大項目の４、改正入管難民法成立に伴う自治体

の対応について、小項目の（１）、外国人労働者

受け入れ拡大に伴う考え方について。平成３０年

１２月８日、第１９７回国会臨時会において出入

国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を

改正する法律が成立し、同月１４日に公布されま

した。残念ながら報道で知る限り、丁寧な審議が

尽くされたとは言いがたい中で、懸念される事項

を積み残したまま本年４月から制度運用が開始さ

れることから混乱が予想されております。とりわ

け受け入れの最前線に立たされる自治体が対応を

任されることになるわけですが、自治体が担うこ

とになる総合的対応策についてどのようなものが

あるか、またそれらの対応に伴う地方の負担など

について明らかにされているかどうか伺います。

小項目の（２）、外国人労働者のサポート体制

について。道は、４月からの外国人労働者の受け

入れ拡大に向けて対応方針の素案を示し、外国人

に選ばれ、働き、暮らしやすい北海道を掲げ、円

滑な受け入れを目指しておりますが、本市として

も業界等のニーズを把握するとともに、働きやす

く暮らしやすい環境を準備しておかなければなら

ないと思いますが、現在考えられている行政とし

てのサポート体制についてお知らせいただきたい

と思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま佐久間議員

からは、大項目で４点にわたり御質問をいただき

ました。大項目の１及び４につきましては私のほ

うから、大項目の２につきましては建設水道部長

から、大項目の３につきましては総務部長からそ

れぞれ答弁となりますので、よろしくお願い申し

上げます。

初めに、大項目の１、観光の振興と産業間の連

携について、小項目の１、体験型、滞在型観光の

取り組みの現状について申し上げます。本市の観

光振興は、名寄市総合計画第２次における重点プ

ロジェクト、経済元気化プロジェクト及び基本目

標４、地域の特性を生かしたにぎわいと活力のあ

るまちづくりを推進する主要施策の一つとして位

置づけ、交流人口の拡大や地域の活性化を図るた

め、名寄市観光振興計画に基づき各種事業を実施

してまいりました。

まず、農業など他産業との連携につきましては、

これまでもさまざまな農業体験などが取り組まれ

ておりますが、今年度着地型観光の推進といたし

まして北海道内での先駆者であります旅行会社が
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市内農家でホウレンソウの収穫、おにぎりづくり、

餅つき体験を商品化し、シンガポールなど海外か

らの受け入れを行い、日本、さらには名寄らしい

体験が大変好評でございました。

食を通じた観光におきましては、本市を代表す

るモチ米やアスパラなどの農産品や加工品を初め、

食文化である煮込みジンギスカンなど本市を訪れ

る来訪者への提供や市外イベントへの参加などを

通じましてＰＲに努めており、寒締めホウレンソ

ウやワインなど新たな資源も生まれているところ

でございます。

また、名寄市観光振興計画におきましては、ひ

まわりや星、天塩川、ピヤシリスキー場、キマロ

キ、モチ米、雪質日本一フェスティバルなどの地

域資源を施設、景観、味覚、催し物の４つのカテ

ゴリーに分け、これらの魅力ある資源を磨き上げ、

観光を推進しておりますが、スキーやスノーボー

ドなどで御利用いただいていますスキー場エリア

のピヤシリ山を活用いたしましたスノーシューや

雪遊び体験を新たに商品化をしまして、インバウ

ンドや道外客などを中心に本市の雪質、雪の楽し

さを体験いただくなど新たな地域資源の開発にも

努めているところでございます。

次に、小項目の２、ひまわり観光に関して申し

上げます。本市におけるひまわり観光は、昭和６

３年の民間団体の試験栽培に始まり、平成５年に

は智恵文地区の生産者によりまして約１０ヘクタ

ールの大規模ひまわり畑が取り組まれ、本市の夏

を代表するメーン観光となっておりました。しか

しながら、観光客の出入りによるジャガイモ畑へ

の害虫持ち込みなどが懸念されましたことから、

平成１８年度に智恵文地区の大規模ひまわり畑を

中止することとなりました。その後、道立サンピ

ラーパークがオープンをし、市街地からの立地、

景観などから適地と判断をいたしまして、智恵文

地区のＭＯＡ農場や農業者の圃場などと合わせま

してひまわり観光のメーンスポットとして観光客

の受け入れ態勢を整えてきたところであり、映画

「星守る犬」は本市のひまわり畑を全国的に大き

くＰＲするきっかけとなり、交流人口の拡大をも

たらしたほか、多くの市民の方々にもかかわって

いただき、観光によるまちづくりの機運醸成にも

効果があらわれたところでございます。

現在は、道立サンピラーパークに観光案内所を

設置しまして、ひまわりフェスタや名寄産業高校

の生徒によるひまわりパウダーを使用した菓子の

販売、各種イベントなどを実施しております。市

内には、ＭＯＡ農場のほか、油用、緑肥用のひま

わりを栽培している農家もあり、一部農家の方に

は観光客受け入れの御協力もいただいているとこ

ろでございます。数年前には、旅行書籍「日本の

絶景パレット１００」や「死ぬまでに行きたい世

界の絶景日本編」の表紙を飾るなど注目度も高く、

北海道の大規模なひまわり畑をイメージし、本市

を訪れる方もおられます。また、名寄市観光振興

計画の見直しの際にも大規模ひまわり畑の御意見

があり、戦略事業の中では日本一のひまわり畑と

して大規模ひまわり畑の実現へ向け取り組みを進

めることとしており、智恵文北山についても大規

模ひまわりの候補地として検討しておりますが、

栽培や観光客受け入れの課題など難しい状況にあ

り、代替地も含め実現の可能性を引き続き検討し

てまいります。

次に、小項目の３、情報の発信について申し上

げます。名寄市ホームページにつきましては、平

成２７年４月に全面リニューアル公開し、トップ

ページの閲覧につきましても昨年度実績、平成２

９年度の実績でございますが、月平均約２万 ０

００弱のアクセス数があり、市における情報発信

の中心を担っているものとなってございます。御

質問をいただきました名寄市のホームページの写

真の選定につきましては、基本的には情報発信に

おける担当部署で撮影されたものを使用しており

ますので、その担当課の判断にて選定をしている

ところでございます。引き続き一つ一つの情報発

信で現地での雰囲気や状況などがより明確に伝わ
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るような写真の掲載に努めてまいりたいと考えて

ございます。

続きまして、大項目の４、改正入管難民法成立

に伴う名寄市の対応について、初めに小項目の１、

外国人労働者受け入れ拡大に伴う考え方について

申し上げます。外国人労働者に関しましては、平

成３０年１２月に改正入管難民法が成立をし、新

たな在留資格である特定技能１号及び特定技能２

号の創設を踏まえ、外国人材の受け入れ、共生の

ための取り組みを政府一丸となってより強力に、

かつ包括的に推進していく観点から、同年１２月

２５日に外国人材の受け入れ、共生のための総合

的対応策が関係閣僚会議で承認をされました。

この総合的対応策につきましては、外国人材を

適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることによ

り日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会

の実現に寄与するという目的を達成するため、外

国人材の受け入れ、共生に関して目指すべき方向

性を示すものであります。その中で、地方公共団

体が行う対応策につきましては、個別の負担額に

ついてはまだ示されておりませんけれども、地域

住民と外国人材の交流を促進する事業など地域に

おける外国人材の活躍と共生社会の実現を図るた

めの先導的な取り組みに対しましては、地方創生

推進交付金による支援があるとされております。

また、消費者トラブルに当たって外国人が安全、

安心な利用、契約などをすることができるよう全

国の消費生活センターなどにおける消費生活相談

について、多言語対応の充実に対しまして地方消

費者行政強化交付金による支援があるほか、日本

語教育空白地域の解消のため、空白地域の地方公

共団体に対する教室開設のためのアドバイザー派

遣などの支援、さまざまな対応策が示されている

ところでございます。

次に、小項目の２、外国人労働者のサポート体

制について申し上げます。道では、本年２月、全

国を上回るスピードで人口減少や少子高齢化が進

行していますことから、外国人材の受け入れがま

すます重要であること、大都市圏に比べ賃金水準

が低いことから、より多くの収入を求める外国人

材が大都市圏に集中する懸念があること、さらに

広大なエリアに外国人が分散することから、地域

での受け入れ環境整備が必要であるといった北海

道における状況を踏まえまして、外国人が北海道

で安心して働き、暮らすことができる環境づくり

を進め、その魅力を国内外へ情報発信していくこ

とで多くの外国人材が本道に就労することを目指

して対応方向の素案を示したところであります。

本市におきましても依然として人材不足は続い

ている中、既に外国人労働者を受け入れている事

業者もあると伺っており、人材不足を解消するた

めの企業努力と認識をしているところであります。

市といたしましては、２年に１度商工業者を対象

に実施します労働状況実態調査におきまして今年

度新たに外国人労働者に関する質問項目を加えて

おり、今後その結果を踏まえるとともに、国や道

の施策を注視しながら商工会議所、商工会とも連

携をし、市内事業者の考え方やニーズに沿った取

り組みを検討してまいる所存でございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、公共インフラの整備について、小項目１、

市道の整備に関して、①、道路維持補修の考え方

について、②、大型車両の通行頻度と道路整備に

ついて申し上げさせていただきます。

まずは、①についてでございます。市道の舗装

補修については、１つ目には日常の職員によりま

すパトロールや市民の皆様からの情報提供をいた

だく、２つ目には年度当初の雪解け時期に道路の

ふぐあい箇所について各町内会に御協力をいただ

いている要望など、３つ目には毎年発注する舗装

補修工事で前年度に施工を経過観察した箇所をも

とに状況を確認し、これらを照らし合わせ、舗装

の損傷ぐあいや路線の交通量、施工する地域の平

等性を考慮し、優先順位を決めて施工すべき補修
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箇所を選定しています。現状では、毎年４月中旬

ごろ、名寄市内を４地区に分け、舗装補修工事を

４本発注し、突発的な舗装損傷箇所についてはそ

の都度舗装補修工事を発注をしているところであ

ります。

議員から御質問のあった同一路線において補修

されている部分と補修されていない部分があるこ

とについては、より優先順位の高い損傷箇所を先

に補修しており、残りの損傷箇所についても一旦

経過観察とはなりますが、損傷度合いが進むよう

であれば優先順位を踏まえた上で、その都度補修

する対応と考えておりますので、御理解願います。

続いて、②でございます。本舗装の道路の経年

劣化による舗装の損傷度合いは、大型車両の交通

量の増加に顕著にあらわれる傾向であると考えて

おります。簡易舗装や防じん舗装の未整備路線に

ついては、日常の職員によるパトロール、市民の

皆様からの情報や町内会からの道路ふぐあい箇所

の要望などにより道路状況を把握し、適宜対応に

努めているところであります。

また、整備済みの道路の経年劣化による補修に

ついては平成２５年、平成２７年と２回実施した

名寄市管内路面性状調査の中から舗装の管理基準

を逸脱した路線を早急な修繕が必要と判断し、優

先順位を損傷状況、重要性及び交通量等を考慮し

て決定しており、舗装改築事業として進めており

ます。今後も引き続き交通量の変化に柔軟に対応

し、安全、安心な道路整備に努めてまいりますの

で、御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

防災対策について申し上げます。

初めに、小項目１、国の防災・減災、国土強靱

化のための３カ年緊急対策についてでございます

が、議員御指摘のとおり国の各省庁においてさま

ざまな支援方針が出されており、既存の交付金等

における対象事業の追加や補助金の新設などの支

援の充実が図られることとなっております。この

３カ年緊急対策につきましては、他部署にわたっ

て支援策が講じられているため、各部署において

該当する事業について確認するとともに、事業実

施について精査していくこととなります。このほ

かにも市として必要な事業につきましては、有利

な補助金や起債などを探しながら事業実施につい

て精査して進めてまいりたいと考えております。

国土強靱化計画の策定につきましては、国、北

海道で策定されており、道内の自治体においても

１１市町が策定し、５９市町村で策定する予定と

なっております。名寄市においても大規模な自然

災害などへの対応や強靱な仕組みづくり、地域づ

くりを平時から持続的に進めるため、国土強靱化

地域計画の策定に向けて取り組んでまいります。

次に、小項目２、公共施設などの機能維持につ

いて申し上げます。昨年の７月豪雨では、全国的

に甚大な被害をもたらし、北海道でも大きな被害

が発生しました。また、９月の胆振東部地震では

名寄市でも震度３を観測していますし、近年の気

象状況などを見れば、いつ災害が発生してもおか

しくない状況となってきています。

御質問のありました昨年の長時間の停電を受け

ての各施設における機能維持につきましては、そ

れぞれの施設において発電機などの非常用燃料や

照明器具、乾電池の備蓄についての必要性などが

明らかとなってきております。対策については、

各施設において検討しながら改善策を講じていく

こととなりますので、御理解をお願いします。

また、現在予定している計画についてでござい

ますが、移動用発電機が６台ありましたが、その

うちの１台を智恵文支所に常設することとしまし

たので、１台分を新たに購入も予定しております。

このほか、備蓄食料の計画的購入や防災倉庫、水

防活動に関する資機材の整備等も進めてまいりた

いと考えております。

次に、小項目３、河川氾濫などへの防災対策に

ついてでございますが、国が管理する大きな河川
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としては天塩川や名寄川、北海道の管理河川では

豊栄川や風連別川などの１、２級河川があり、こ

のほかに名寄市で管理している普通河川がありま

す。議員御承知のとおり、国と北海道の管理河川

につきましては、これまでもそれぞれで防災や危

険箇所の解消のための河川の床ざらいや河川敷の

雑木の撤去などが進められております。

御質問の市で管理する河川の対策についての考

え方ですが、緊急対策により新たな補助メニュー

が新設されるとの情報は入っておりませんが、有

利な情報などがありましたら有効に活用できるよ

う努めるとともに、今後も適正な維持管理を進め

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。順を追って再質問をさせていただき

ます。

１つは、観光の振興と産業間の連携について、

先ほど例えば着地型観光として実施されている取

り組みなど、ホウレンソウ、餅つき体験だとか、

さまざま御説明いただきました。この状況につい

てはわかりました。

それで、私はお話を聞いて、観光でくくります

と、かなり力が入っているなというふうに思うの

ですが、特に物産振興と観光というのは切り離せ

ない不離一体のものとして存在するのではないか

というふうに私は考えるのです。そうすると、ど

うしても物産振興が弱く感じるのですけれども、

特に私なりにその原因を考えてみたのですけれど

も、観光の入り込み客数が弱い、安定しないから、

例えば頑張っているところはあるのです。風連の

道の駅とか、頑張っているところはあるのですが、

名寄市内の商業者のところでいうと物産振興に力

が入りづらいように見受けられるのです。総じて

経済波及効果が弱いのではないかと。さきの質問

で、さまざま１６億円というお話もありましたけ

れども、どうも見ていてそれほどあるのかなとい

う率直な思いはするのです。それで、まちの中を

周遊するような仕組みづくりを特に飲食店や商店

街あるいは関係団体と話し合われているというふ

うに思うのですが、この中心商店街に求心力を持

たせる取り組みだとか、それから物産振興に対す

る行政の考え方について改めてお伺いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 物産に係る取り組み

ということでありますけれども、ここは平成１０

年に市内で特産品の開発あるいは販路拡大を目的

としまして名寄市物産振興協会を設立をしたとい

うことでありまして、ここが中心となりながら杉

並区でのアスパラ販売ですとか旭川食べマルシェ、

あるいはそういったイベントの参加、あるいは市

内の道の駅でも販売などを含めて努めてきたと。

あるいは、ネットや何かを使って、畑自慢倶楽部

ありますけれども、そういった売店も使いながら

取り組んできたということでありますが、２５年

にこれらの取り組みについてはなよろ観光まちづ

くり協会のほうに一本化し、引き継いできたとい

う経過にあるということで御理解をいただければ

と思います。

現在ここでの取り組みということでありますけ

れども、観光まちづくり協会が中心となりながら、

先ほども申し上げましたインターネット販売であ

る畑自慢倶楽部での取り組み、あるいは道の駅な

よろでの販売に加えまして、道内の道の駅でいく

と非常に人気の高い伊達の道の駅がございますけ

れども、ここでも名寄市の物産について紹介し、

販売など取り組みをさせていただいているところ

であります。さらには、札幌市内のホテルでの名

寄市の食材を使用しましたなよろナイトの開催で

すとか、物販販売あるいはホテルの食材としての

提供なども行わせていただいているところであり

ます。また、ふるさと応援寄附記念事業の関係で、

返礼品として市内の特産品、アスパラ、メロンで

すとか、あるいはモチ米、これらの特産品、農産
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品あるいはスイーツを含めて返礼品として使用さ

せていただき、知名度の向上あるいは販路の拡大

に努めているところであります。

また、先ほど観光の話も出ましたけれども、観

光における体験、宿泊、飲食、さらには特産品の

販売などもありますので、これらは先ほどの経済

効果に含めましたけれども、先ほどに含まれてい

ない部分もこの中には当然あるわけでありますけ

れども、経済効果につながる部分ということであ

りますので、今後とも物産振興については現在の

取り組みを中心として取り組みを進めさせていた

だきたいというふうに思いますし、関係団体とも

連携しながら新商品の開発あるいは販路の拡大に

引き続き努めていきたいと考えておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまお答えをい

ただきました。杉並のアスパラ販売だとか、都市

部では名寄のアスパラというと、かなりこれは味

が違うと。１回食べていただくと、これはもう飛

びついてくる、みんな買いたいという、こういう

取り組みは非常にいいのではないかなというふう

に思うのですが、一応この物産振興協会というの

を設立しながら、さまざまな取り組みをされてい

るということなのですが、もう一つ、観光の振興

では加藤市長を会長として名寄市観光交流振興協

議会、ここがつくられて、その中でさまざま努力

されているというふうに思うのです。この中では、

ひまわり部会、交流部会、名寄ブランド部会、ホ

スピタリティー部会の４部会によって各種事業が

推進されているというふうに思っているのですが、

物産振興というのはこの４部会の中でいうと、そ

うした話をするというと名寄ブランド部会に入る

のかなというふうに思うのですが、この部会の審

議経過などというのが私どもは伝わりづらいとい

うか、余り発信されていないのではないかという

ふうに思うのですけれども、この物産振興にかか

わって、特にこの取り上げられている議論などに

ついて、もし今お話しできましたらお願いしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 言われるように、ブ

ランド部会が主にかかわる部分かと思いますけれ

ども、部会の取り組みとすると物産そのものとい

うよりは、名寄市の情報をしっかりと発信してい

くのだというところの取り組みが主になっている

かというふうに思っています。その一つが今はひ

まわり観光の事業などもあるわけですが、ひまわ

り観光の中でも近年は観光地に来た人と市街の飲

食店を結ぶということでスタンプラリーなんかも

やって、町中を周遊しながら飲食を楽しんでいた

だくという形で物産振興にも結びつくような取り

組みをさせていただいているところでありますし、

部会とは直接関係ありませんけれども、例えばよ

ろーなの中でも物産を紹介させていただいて、そ

こから結びつくという事例もございますので、そ

ういった幅広い取り組みをさせていただいている

ということで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。市場

開拓だとか販路拡大あるいは展示会、物産会、商

談会、さまざま取り組んで、あるいは新商品開発

だとか品質向上の取り組みだとか、いろいろある

と思うのです。ぜひその物産振興がこうやって頑

張っているのだぞというその勢いをどこかで見せ

ていただきたいものだと。これは要望しておきた

いと思います。

それから、ひまわり観光に関してに移ります。

それで、先ほどお話をいただきました。その試験

栽培から始まって、智恵文の地区でそれぞれ農業

者が協力をいただいて昭和６３年から始まったと

いうことで、しかしながら振興地区だと思うので

すが、ジャガイモ畑の種芋、これに病気がつくと

いうことなどの懸念からここは閉じられたと。し

かし、原点はやっぱり北山なのです。北山は、あ

そこは別にほかの作物を植えているわけでもなく、
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市の固有財産として北山には多分 ０００平米を

超す土地があるのではなかろうかということもあ

りまして、もう一回戻したらどうだという市民か

らの御意見なんかもいただくわけです。だから、

現状のサンピラーパークは観光案内所と先ほどお

っしゃられましたけれども、そのアンテナ的機能

を果たしてほかから呼び込むと。壮大なあのひま

わり畑を見て感動すれば、やっぱり財布のひもも

緩くなるということで、これは物産の販売に大い

に役立つのではないかと。あとは、商店街の皆さ

んにも頑張っていただいて、中心商店街できちん

とこの受け皿をつくっていただいて周遊していた

だく。文字どおり周遊して名寄を満喫していただ

くという、そういうことをぜひやっていただきた

いというふうに思います。特に６０ヘクタール、

５００万本以上という当初の大規模ひまわり栽培

のときには、そういううたい文句でやりましたの

で、かなりそこがちょっと減ってきているかなと

いうふうに思うのです。

それで、日本交通公社の研究による観光の持続

可能性指標というのがございまして、これは観光

地における健康診断ということでこれがあるので

すが、利用面、居住面、経済面、環境面の４つに

分類されて、観光客に愛され続ける観光地になっ

ているか、地域住民にとって観光はウエルカムな

ものになっているか、地域へ適正な経済効果が生

まれているか、それと観光地の自然、文化資源が

高い質のまま守られているかというこの４つが指

摘されているのです。そして、これに対してこの

複数の診断項目が設定されているわけです。行政

でも行政評価を取り入れているように、評価方法

というのはさまざまあると思うのです。ただ、私

はやっぱりちょっとこの地域へ適正な経済効果が

生まれているかという点と、それから観光地の自

然、文化資源が高い質のまま守られているかとい

うことについてちょっと気になっているわけであ

ります。

それで、ちょっと加藤市長にお答えいただきた

いのですけれども、当初の現在のひまわり観光推

進事業補助金というのは、見ましたら３８０万円

の予算になっているのです。それで、当初やって

いたひまわり畑のいわゆる農家の方にチームとし

て頑張っていただいていて、その補助金というの

が５０万円だったと思うのです。だから、７倍強

お金を使っているのですが、入り込み観光客数は

一番新しいところで平成１９年のものが１万 ０

００人、でももっと振興地区でやっていたときは

そんなものではなかったと思うのです。すごく大

型バスで結構連なって来ていましたから。それで、

近年は七、八千人ということで、かなり入り込み

客数が相当減少していると。つまりひまわり関連

商品で特産品をせっかく開発してもなかなか売れ

ないのではないかというふうに私は心配するわけ

です。それで、何よりも夏の観光の大きな柱の一

つとしてひまわりをメーンに売り出してきた名寄

市がこれは看板をかけかえなければならなくなる

のではないかというふうに危惧するものでありま

す。ここから市長にお答えいただきたいのですが、

何年かかけてでも再度この壮大なひまわり畑の景

観を再現して活気を取り戻す取り組みをしていた

だきたいと思いますが、決意のほどをお聞かせい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど昔の智恵文地区の

北山から移って、振興の畑を３輪作しての三百数

十万円というお話のうちの５０万円だけというこ

とだったと思うというお話だと思うのですけれど

も、多分認識が私は違うなというふうに思ってい

て、そこは改めてちょっとお金の流れというのは

一概にそうとは言えないなという話だと思います。

加えて、振興地区にひまわり畑を整備するに当

たって、大規模な道路の改良工事等も行っている

わけでありまして、それ以外のところでもかなり

の大きな投資はされていたということでございま

す。

加えて、当時の農地に対するお金の入れ方と今
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国のほうの施策と大分変わってきているというこ

ともございまして、畑を民間の皆さんの活力を使

ってやっていただくということになると、それ相

応のお金がその当時以上にかかってくるのではな

いかと、そういった側面があるというふうに考え

ています。

観光振興計画の中で見直しの際に、やはりひま

わりはある意味では名寄の観光の象徴でもあるし、

子育てセンターもひまわりらんどとついたし、き

のうのマスコットキャラクターもひまわりを掲げ

て子供が絵を描いていただいて、やっぱり地域の

皆さんはひまわりというものに対しての一定のや

っぱり名寄はひまわりだよねという愛着があるの

は間違いないところなのかなというふうに思って

います。その中で、こうだという確約はできませ

んけれども、振興計画の中でも大規模ひまわりを

目指していくという表記はされていますので、今

油をつくっている生産組合の皆さんもいらっしゃ

いますし、緑肥でひまわりを今つくっていただい

ている方もいらっしゃいますので、そういう皆さ

んともよく相談をさせていただきながら、できる

だけお金をかけない中でも大規模にひまわりを継

続的に咲かせる仕組みというのを今も継続的に調

査をしていますし、今後とも農業者の皆さんとも

よく相談をさせていただきながら議論をさせてい

ただければというふうに思います。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） お答えいただきまし

て、私もお金のところは古い資料がちょっとなか

ったので、正確なところはちょっと当時の記憶で

この程度という、もっとおっしゃられるようにあ

そこは舗装もしましたし、よくなっているという

ことなども考えたときは、もっとお金がかかると

いうことになるのかもしれませんので、そこは理

解しました。先ほど加藤市長からいただきました

ような形でまた努力を重ねていただきたい、ぜひ

これを消さないでほしいというふうに思います。

あと、情報の発信については、先ほどの御答弁

で担当課の皆さんが努力されているということは

わかりました。かなり動画なども取り込んで工夫

されているというふうに思うのです、すごく。た

だ、一部やっぱり、ぺらぺらといろいろあります

から見てみますと、取り込み方が悪いのか、ぼや

っとしか写っていないのもあるのです。これは、

どことは言いません。どことは言いませんけれど

も、ぜひそれぞれの担当の中でチェックしていた

だいて、もう少し上手に取り込めないかなという

ものがあったら、これは改善をしていただきたい

というふうに思います。

それと、やはりいいものは、プロモーションビ

デオだとか努力されておりまして、こういういい

ものがやっぱり広がりを持つと思いますから、ぜ

ひ今後も工夫していただきたいと思います。

次に、公共インフラの整備、道路の関係で先ほ

ど天野部長から御答弁いただきました。そのとお

りだなと思っています。それで、昨日の代表質問

でも特に道路の予算が三十数％の採択率なのだと、

国からの補助金が。そういうことも伺っています

から、理解するのですが、市民から御指摘いただ

いている市道なのですけれども、やっぱり特に狭

い道であるということだとか、大型車両がかなり

頻度で通行するために車両同士が交差するときに

どうしても端に寄るのです。そうすると、路肩は

沈下してくるということなのです。

それで、聞いたところによりますと、これは因

果関係は不明なのですけれども、道路からの逸脱

事故もこれは発生したというふうに聞いておりま

すから、特に道路の維持補修というのは予算のか

かわりがあるので、なかなか一気に通したくても

工事がぶつ切りになるとか、さまざまな事情はわ

かります。そして、予算の関係もわかりますから、

いろんな事情については理解しながらも道路の地

域的な利用状況や頻度などについてしっかり確認

した上で安全、安心な市民生活を支える道路の維

持管理について、今後の決意を天野部長からお願
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いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） いろいろ提言を

いただきまして、身にしみるような思いを今して

おりまして、議員はとりわけ大型車両の関係での

御心配をいただいてございます。当然名寄地域、

数多くの民間の例えば工事現場、プラントもござ

いますし、今思いつくところでは豊栄川の遊水地

の工事でも大変大型車両が土砂の処分などで交通

している姿なども私も通勤するとき本当によくす

れ違うものですから、改めて郊外、とりわけやっ

ぱり郊外地域で大型車両が一定のスピードで移動

することによって大変傷みが激しくなるというの

は、これは当たり前と言っては怒られるかもしれ

ませんけれども、そういう現象があるかと思いま

す。先ほど答弁で触れさせていただいたつもりだ

ったのですが、とりわけそういった郊外地域の路

面については舗装改築事業という名称にさせてい

ただいて、何度か申し上げておりますけれども、

３０年度、３１年度と風連の大沼線、今現在取り

かかってございます。これは、この事業にのっと

っての事業でございまして、最近のところ、最近

というか、近年では御記憶あるかと思われますが、

東８号道路のちょうど東風連から国道４０号線に

出るところもこれは仕上げさせていただいて、そ

れらの路線、平成２５年、２７年の調査に基づい

ての道路の傷みぐあい、当然大型車両が交通され

る部分でございますので、そういった配慮に基づ

いての事業だということで御理解いただければと

いうふうに思ってございます。いろいろ御心配い

ただいていますけれども、担当部署としてはでき

る限りの力を尽くしてまいりたいと、そのように

思っていますので、御理解いただきたいと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ありがとうございま

す。よろしくお願いしたいと思います。

次に、防災対策に移ります。先ほど中村部長の

ほうからそれぞれお答えいただきまして、今後緊

急対策ということで対象が設定され、支援充実が

今後講じられるのではないかということで、今後

精査していくというお答えでありました。それで、

これは国と地方の関係で言うと少しタイムラグが

ありますから、今後ぜひ各種事業を計画していた

だきたいというふうに思っていますが、一般論と

して緊急対策の場合に国と地方の負担割合という

のがどの程度になるのかちょっとお尋ねしたかっ

たのですが、その辺ははっきりしないでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 負担割合ということ

で質問がありましたけれども、それぞれメニュー

ごとに違いますし、担当される省庁によっても例

えば警視庁あたりは全く都道府県だけで市町村が

該当にならないですとか、そういったこともあり

まして、なかなか一概には言えませんけれども、

２分の１、３分の１、済みません、１０分の５と

か、ちょっとやっぱりメニューごとにばらばらと

いうのが現状でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。いず

れにしても一気にはなかなかいかないかなという

ふうに思うのですけれども、次に自然災害の先ほ

どブラックアウトの関係でちょっとお尋ねしたの

ですけれども、学校の水道水が出なかったという

ことなんかもちょっとありまして、これは教育部

長のほうがいいかなと思うのですが、学校の水道

水が出なかったという箇所もあったということで、

これは学校というのはやっぱり避難場所というこ

とで多くは指定されるということが多いわけです

が、貯水槽のかかわりだと思うのです。貯水槽、

給水管から一旦貯水槽に水をためて、そのためる

ためにポンプを使うと。そのポンプがブラックア

ウトで電源が使えなかったということだと思うの

ですが、水道の蛇口をあの時点でジャアとひねっ

て出なかったという学校などについて何カ所ぐら
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いあるか、記憶されていればお尋ねしたいと思う

のですが。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 各学校の給水に関す

る御質問ですけれども、９月６日のブラックアウ

トのときですけれども、今は市内１２小中学校ご

ざいまして、直圧で出るというか、ポンプアップ

しないで直圧で出る学校が３校ございます。それ

と、１階に受水槽があるとか、高い階に受水槽が

あるということで、それの対応で１階がちょろち

ょろしか出なくて２階、３階が受水槽のある例え

ば１１トン入るとか ５トン入るという受水槽の

分だけは使えるという学校が８校でございます。

それと、中名寄小学校については共同地下水を使

っていますので、当然ポンプアップしなければ使

えませんので、全く停電になってしまうと中名寄

小学校については使えないというような現状にな

ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それで、これは出るところもあったということ

なのですが、やっぱり１２校中３校ということで

すから、かなり少ないということ。この受水槽に

設置する非常用給水栓というのが実は取りつけら

れるということでありまして、これはさまざまな

貯水槽の種類がありますから、ぜひこれ受水槽に

設置する非常用給水栓について御検討いただけな

いかというふうに思うのです。千葉県の松戸市、

ここで受水槽内の水道水を災害時に活用するため

に非常用給水栓の設置に関する要綱をこれはつく

らなければならぬということなのですが、そして

災害に備えるということでありますから、暫時こ

ういったこともぜひ御検討いただけないかと。こ

の辺、中村総務部長にお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど教育部長のほ

うからもありましたけれども、学校関係は３校は

給水がされているということで、先ほどあった中

名寄については給水は不可能ということで、これ

は地域の皆さんにも上下水道のほうで水を持って

いったということなのですけれども、実際には中

名寄と風連中学校以外は２階、３階なりは上がり

ませんけれども、１階部分については受水槽があ

るということなのです。ですから、緊急の場合と

いうのは、そこから２階、３階に持っていくとい

うことは可能なのかなというふうに考えています。

それで、議員のほうから緊急の非常用のという

ことでお話がありましたけれども、今お話をした

ような状況ということでちょっと把握をしていた

ものですから、今緊急にはそういう対応は考えて

おりません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） １階から運んで２階

に上げられるというのなら別にいいと思うのです。

でも、全く学校全体がちょろちょろとしか出ない

ところの受水槽に非常用の給水栓、これを設けて

おけば、これは１階でも２階でも３階でもそれは

使えるわけですから、学校全体が水出ないという

のは、これは非常にちょっとまずいのではないか

というふうに思いますから、今ほどお答えいただ

いたばかりですから、またこれはしっかり熟慮し

ていただいて、今度のいわゆる防災・減災、国土

強靱化のための３カ年緊急対策に乗っけて整備で

きるものであれば考えてもいいのではないかとい

うふうに思いますから、御一考をいただきたいと

いうふうに思います。

それと、もう一点、炭化センターの関係です。

炭化センターもシャッターがブラックアウトの停

電時にあけられなかったと。それで、またあそこ

はちょっと離れているものですから、パソコンも

使えなかったということなどもありまして、広域

からやっぱりさまざまなごみを受け入れるセンタ

ーでありますから、やはりこれは改善しなければ

いかぬのではないかというふうに思いますから、

この部分もあわせて御要望させていただきたいと
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いうふうに思います。

もうあとちょっとしかないので、外国人の関係

です。先ほど午前中の山崎議員への答弁で、それ

ぞれお答えなんかも聞かせていただきましたけれ

ども、いずれにしても情報をまずとるということ

で努力されているということはわかりました。

それとあと、地域とのつき合い方、そんなこと

もこれから努力をしていくのだよということ、あ

と住居の問題などもあるのです。住居の問題で、

特にアパートでそういう働きたいという人が来た

ときに受け入れられるかどうかということなどに

ついても市のほうからもやっぱり何かの外国人の

受け入れということについては、今後労働力の確

保にとって大きな焦点になってくるかと思うので

す。

それで、今はさまざま、これはパンフレットな

んかも出ていますから、そういったものをやっぱ

り活用しながら、そして一番懸念されているとこ

ろ、外国人労働者ですから、働く人ですから、や

っぱりさまざまな心配事ありますから、きちんと

国内法にのっとって対処するということを前回も

これは私、昨年６月にもこの問題を取り上げたの

ですけれども、ぜひそういうことなどについて御

検討いただきたい。

それから、労働者のニーズというのは、やっぱ

りかなり高まっているというふうに思うのです。

昨年６月のときは、ニーズがあれば情報提供とい

うお答えでしたので、特に生産年齢人口、１５歳

から６４歳というのが１９９５年をピークにどん

どん減っているということで、今総人口１億 ５

００万人に対して ４８４万人と、５ ７７％し

かいないというこの現実です。２０５５年には、

人口 ０００万人、生産年齢人口は ５００万人

ということですから、ぜひそんなこともしっかり

見定めた上で対処していただきたいと。

済みません。ありがとうございます。終わりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５７分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地区防災計画について外３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいりたいと思います。

まず、地区防災計画についてをお尋ねいたしま

す。本市も市政執行方針の防災対策の充実に地域

における自助及び共助の向上を柱とした取り組み

から、地域住民の防災意識の高揚を図り、自主防

災組織の設立や活動支援及び防災リーダーの育成

に努めるとあります。従来から国の防災基本計画

があり、自治体が立てる地域防災計画などがあり

ます。それに加えて町内会、自治会やマンション

の管理組合などの地域コミュニティーが災害時に

避難方法などをみずから立案する地区防災計画が

平成２５年、災害対策基本法の改正で創設されま

した。これは、東日本大震災で自治体の行政機能

が麻痺したのを教訓に平成２６年４月に導入され

ました。地域の特性に応じて地区の範囲や活動に

ついて柔軟に規定できる制度となっております。

災害発生時には、自治体や消防の公助が行われ

ますが、より減災に大きい役割を担うのは地域コ

ミュニティーの自助であり、共助であり、この視

点に立てば自治体よりも小さな地域コミュニティ

ーでつくる地区防災計画の必要性が浮かび上がっ

てまいります。この地区防災計画を立てる単位は、

町内会や自治会、マンション管理組合や企業やＮ

ＰＯ法人、商店街、学校、地域、福祉施設なども

主体となっていることであります。

内閣府による地区防災計画策定状況の全国調査

結果が初めて公表されました。昨年４月１日時点

で地区防災計画が市町村の地域防災計画に反映さ
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れているのは、２３都道府県中４０市町村２４８

地区で完成、素案作成に向けて活動なのが４０都

道府県１２３市町村の ４２７地区でありました。

素案策定段階である地区を抱えた市区町村数が全

国で ７４１ある自治体の１割にも満たず、計画

策定のため説明会開催や町内会の呼びかけをして

いるのは全体の約１５％の２６０自治体でござい

ます。７３自治体は、制度自体を知らない状況で

ありました。制度の普及、啓発活動について自治

体は行う必要はあるが、行っていないと答える自

治体は全体の６割に及んでおります。今後各地域

での地区防災計画の策定が進む中で、名寄市内全

体の災害対応力の向上につながるとも考えられま

すが、これに関する認識、また地域への周知方法

の理事者の御見解をお願いいたします。

自主防災組織の設立と地域防災計画についてで

すが、ほかの自治体では既に地区防災計画を定め

ているところがございます。先日の新聞報道では、

地区内に防災リーダーを置き、訓練の企画を行い、

住宅に消火器と火災報知機を１００％設置する、

避難マップを作成し、避難者の名前を書いたカー

ドを持って避難所に携帯するなど取り決めの内容

はさまざまでありました。

先日行われた地区防災計画の策定についての講

演会では、加藤孝明東京大学准教授は、防災だけ

ではなく、まちづくりの中でも防災をしっかりと

考えていくことが重要である、計画をつくるプロ

セスが非常に重要であるとして、地域コミュニテ

ィーが主体に課題解決に取り組む組織になること

が必要だと言われていました。また、５つの重要

なポイントとして、基本姿勢として１つ、正しく

知ること、地域を、２つ、前向きに捉えること、

３つ、防災だけでなく、防災もまちづくりである

ということ、４つ、災害への備えは日常にどう定

着させるかである、５つ、自分たちで考えること

が一番大切であるとお話をされていました。

現在名寄市では、自主防災組織の設立はもとよ

り、地区防災組織の制度普及の啓発活動もさらに

行っていただきたいというふうに思っております。

この地区防災計画は、名寄市の地域防災計画に位

置づけ、公助の仕組みを連動をさせることにより

実効性も高まってくると考えられます。地域の実

情に合わせた防災対策、自主防災組織の設立につ

いて、どのような取り組みが具体的に行われてい

るのか理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２番目、住宅セーフティーネットの

制度についてお伺いいたします。住宅確保が困難

な低所得者や高齢者や障がい者、子育て世帯など

のために空き家、空き室を活用して住まいを提供

する新たな住宅セーフティーネットが昨年設立を

されました。人口減少や高年齢化に伴う世帯数の

減少で全国空き家は８２０万戸を数え、そのうち

賃貸住宅は４２０万戸に上りますと言われており

ます。

一方で、地方自治体の公営住宅の応募倍率は年

々高くなっております。公営住宅に入居できない

高齢者世帯、障がい者世帯や子育て世帯や移住世

帯が多い状況です。高齢者は、平成２７年で６０

１万人がおります。また、平成３７年には７０１

万人になり、１００万人ふえると言われておりま

す。若年層夫婦は、家賃の延滞、子供の事故、声

が聞こえて大きい問題、単身高齢者、生活保護者

の方々の入居の拒否問題等々が発生する中、新た

な住宅セーフティーネット制度は地方自治体が専

用住宅として登録された空き家、空き室に住宅を

確保することが困難な高齢者等々が入居する際、

国の支援、最大４万円の家賃等を工夫し、補助す

る内容であります。対象は、月額１５万 ０００

円以下の方々、賃貸契約の際には必要な家賃の債

務保証等も最大６万円の補助がされる予定であり

ます。円滑な入居を促す支援策として北海道と協

議を進められていると思いますが、なかなか進ま

ない状況にあると思います。協議の状況と対策に

ついて、理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３つ目、農産物のブランド化と差別

化について、農産物ＧＡＰの認定取得への取り組



－135－

平成３１年３月７日（木曜日）第１回３月定例会・第３号

みについてをお聞きいたします。市政執行方針に

人と自然に優しい農業の推進で、生産工程管理制

度のＧＡＰに対する理解の促進を深める研修会の

開催とありました。攻めの農政を展開をするため、

日本のすぐれた農産物をいかにアピールしていく

かが問われております。名寄の安心、安全な農産

物を世界にアピールすることができる最後のチャ

ンスです。来年夏の東京オリンピックやパラリン

ピック、３年後開催が可能な札幌五輪オリンピッ

ク、パラリンピックは絶好の機会となります。

食品の安全性などを示す国際水準の農業生産工

程管理を取得可能にしない限り、このオリンピッ

クでは食品は使えないような状況になっておりま

す。ＧＡＰは、食品の安全、環境保全、労働安全

の３つの観点から厳格な管理基準を定め、生産者

がその基準に沿った農薬の取り扱いや生産工程で

異物の混入と廃棄物の適正な処理の管理や作業環

境の改善を行う取り組みが必要とされています。

認定を得るには、全海外１００カ国以上の実施さ

れているグローバルＧＡＰや日本版ＪＧＡＰの審

査があります。世界に名寄の安全、安心な食材を

オリンピックで使用し、世界においしい名寄の食

材をアピールするチャンスであります。農産物の

ＧＡＰ認定取得の講習等々を進める中で、名寄と

しての取り組みを理事者の御見解をお尋ねいたし

ます。

最後に、大きい項目４点目、置き勉対策につい

てお尋ねいたします。子供の荷物が重くなってい

る背景には、小中学校の授業時間の増加に伴い教

科書のページ枚数がふえることが原因とされてお

ります。教科書協会によると、小学校１年から６

年生の教科書の合計は２０１５年度では ５１８

ページ、中学校では１年から３年までの合計が２

０１６年度には ７８３ページとなり、１０年前

から比べ３割ふえているそうであります。

ランドセルメーカーが今回３月に小学校の母子

０００組に調べたところ、最も重い荷物の日に

は平均約 ３キロあるランドセルの重さと合わせ

ると約６キロの荷物を背負っているそうでありま

す。３ ２％の児童が首などに何らかの痛みを感

じると言われております。子供として一番体の成

長する時期で、昨年やっと文部科学省が重い腰を

上げ、置き勉、教育委員会に重量などの配慮をす

るよう通知されているとお聞きしました。名寄市

の現状と課題について理事者の御見解をお願いし、

この場での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は建設水道部

長から、大項目３は経済部長から、大項目４は教

育部長からそれぞれ答弁となりますので、よろし

くお願いをいたします。

初めに、大項目１、地区防災計画について、小

項目１、地区防災計画策定に向けた認識と周知に

ついてお答えいたします。地区防災計画につきま

しては、自主防災組織のように町内会の枠組みに

とらわれずに地域単位で商店街やマンション、学

校区などが自発的に防災活動に関する計画を定め

るものであり、名寄市の地域防災計画の中にも規

定されることもできるものとなっております。議

員も御存じのとおり、地域防災計画に規定されれ

ば、より実効性のある計画となりますので、各地

域などで広がっていけば防災力の向上につながる

ものと認識しております。しかし、現在名寄市で

は町内会単位においての自主防災組織の設立と活

動の活性化に向けて取り組みを推進しているとこ

ろでございます。現状の組織率は、３割に満たな

い状況となっておりますが、少しずつ組織化でき

るよう取り組みを進めていますし、自主防災組織

支援事業補助金も活用しながら組織の活動につい

て支援してきているところです。地区防災計画の

必要性等については認識しておりますが、当面は

これまで同様に自主防災組織を中心に取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、自主防災組織の設立と地区防
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災計画の取り組みについてお答えいたします。地

域の実情に合わせた防災対策や自主防災組織設立

についての具体的な取り組みについてでございま

すが、自主防災組織の設立につきましては各地域

での主体性によるものが非常に重要になると考え

ております。現状の組織設立の呼びかけにつきま

しては、出前講座や町内会連合会を通じたものが

主体となっております。また、自主防災組織支援

事業補助金についても周知しながら設立や活動支

援を行っておりますし、活用しやすいような補助

内容としているところです。地区防災計画の認定

の方向性についてでございますが、名寄市地域防

災計画に地区防災計画を規定するという意味合い

だと思いますが、地域防災計画に規定するに当た

っては提案された計画について名寄市防災会議で

判断することとなりますので、御理解をお願いを

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、住宅セーフティーネット制度について、小

項目１、北海道との協議状況についてお答えをさ

せていただきます。

住宅確保が困難な高齢者や子育て世帯の住まい

を確保するための民間空き家等を活用することを

目的として、平成２９年１０月に住宅セーフティ

ーネット法が改正され、民間賃貸事業者登録制度

の創設に合わせて新たに北海道居住支援協議会が

設置されました。この協議会には、全道の自治体

が参加をしており、昨年の会議においては網走市

における子育て世帯への居住支援についてと題し

て空き家バンク登録状況、空き家解体補助、戸建

空き家を子育て世帯が住む場合の支援策などが取

り組み事例として紹介されました。北海道として

の民間登録事業者数等は、当初８戸でしたが、手

続の簡素化により現在は３０戸に増加しているこ

とが会議で報告されております。

また、家賃補助や家賃債務保証料等の支援とい

った新たな住宅セーフティーネット制度の活用に

ついては、補助の目的として今後の住宅確保に配

慮が必要な世帯が増加すると考えられていること

から、公的住宅のみならず、民間賃貸住宅等の空

き家を登録し、住宅確保要配慮者のための住宅確

保をすることも有効な手段と期待をされておりま

す。

名寄市においては、住宅セーフティーネットと

して住宅確保に困窮している低所得者のために市

営住宅を年４回定期公募しているほか、状況によ

り随時募集も行いながら住宅を提供しており、現

在は応募倍率１倍前後となっていることから、空

き家が不足している状況にはないと考えており、

当面は公営住宅の供給を継続することで対応でき

るものと考えておりますが、今後とも国や北海道

の動向を注視しながら、北海道居住支援協議会と

連携して適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、農産物のブランド化と差別化について、小

項目の１、農業生産工程管理ＧＡＰに対する今後

の取り組みと課題について申し上げます。

ＧＡＰ認証につきましては、これまで農畜産物

を輸出するに当たり、取引先から認証を求められ

た場合など限定的な取り組みとして扱われてきま

した。しかし、冬季オリンピックで使用する食材

がグローバルＧＡＰまたはＪＧＡＰの認証品に限

定されたことを受け、国も認証取得に向けて積極

的に取り組みを進めている中、国内におきまして

も農産物の安全、安心を保障する制度としてＧＡ

Ｐ認証が注目をされ、関心が高まってきていると

ころであります。

ＧＡＰ認証を先進的に取り組まれている事例か

らは、生産工程の見直しや管理の徹底によりコス

トの縮減や効率化が図られるなど経営改善による

効果や農産物の安全、安心のアピールを通じて差
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別化やブランド化を図ることを目的に取り組んで

いると報告されておりますが、その普及は道内に

おいてグローバルＧＡＰ９６件、ＪＧＡＰ２４１

件にとどまってございます。

本市におけるＧＡＰ等の外部認証の導入状況に

ついてでありますが、１件の農業者が認証を受け

てございますが、認証の取得更新には費用が伴う

こと、工程管理に伴う記帳などの事務作業が煩雑

であることなど取り組む生産者にとって負担が多

いことに加え、指導者も不足する状況の中で、販

売価格の上乗せなど直接的な効果に必ずしも結び

つくとは限らないことなどから、積極的な取り組

みには至っていない状況にございます。本市とい

たしましては、引き続き農業者を対象に認証制度

の内容や取り組みによる効果などにつきまして周

知や研修会などを開催し、取り組むとともに、認

証を希望する生産者に対しましては関係機関、団

体と連携をし、情報提供や指導に努めてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目４、

置き勉についてお答え申し上げます。

小項目１、置き勉の現状と課題について申し上

げます。教科書やその他の教材等は、家庭におけ

る学習課題を適切に課すなど家庭学習も視野に入

れた指導を行う上で重要なものですが、授業で用

いる教科書やその他の教材、学用品や体育用品等

が過重になることで体の健やかな発達に影響が生

じかねないといった懸念や通学時の危険性などが

指摘されています。

児童生徒の通学時における教科書や教材等の持

ち物の負担軽減については、全国的にその現状が

問題視されていることから、本市においても昨年

の９月に全小中学校を対象に調査をしたところで

ございます。その結果、教職員全体で共通理解を

図り、年度当初に学校に置いていっていいものの

リストを配付するなどして児童生徒、保護者に周

知をしている、家庭学習に影響のない範囲で日常

的に使用する学習用具等を必要に応じて教室内の

特定の場所に保管している、美術の絵の具のセッ

トなど特別教室で使用する学習用具等を必要に応

じて特別教室内の所定の場所に保管しているなど、

全ての学校で児童生徒の発達の段階や学習上の必

要性、通学上の負担等を考慮した取り組みを行っ

ているところでございます。

通学時の学習用具の取り扱いについては、可能

な限り身体的負担に配慮することが必要と考えて

おります。その一方で、予習、復習など家庭学習

の促進や教室における学習用具の管理あるいは各

学校でロッカーなどの施設整備面での差異もある

ことから、各学校の実情も踏まえながら、引き続

き実態の把握や保護者との情報共有を行うととも

に、文部科学省から特に重量の目安などが示され

た場合には、より具体的な対応について検討して

いきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。引き続き再質問をさせていただきます。

まず、地域防災計画についての部分ですけれど

も、自主防災組織が名寄市ではまだ３割しかでき

ていない、それなのに地区防災計画なんて言うな

よというような感じですけれども、きのうも同僚

議員が名寄でも地震が起きる可能性があるという

ふうに言われておりました。可能性は、もうゼロ

％ではなくなったというのが現状だというふうに

思っております。各地域、うちは震源がないよと

いったところが今地震に見舞われて、ああいう災

害が起きているというのが現状ですから、幌延の

ほうにもあると言っているので、ここも引き続き

つながっているのではないかというふうにも言わ

れております。

その中で、今回ここの地区防災計画の部分を言

わせていただきました。計画どうのこうのではな

くて、私は自主防災組織がしっかりとできていれ
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ば、この地区防災計画は必要は余りないのかなと、

名寄市の防災計画で十分対応できるのかなという

ふうには感じていますけれども、しかし少しずつ

でも地域の部分をつくっていかないと、消防だと

か警察、そして市役所のメンバーはきっと公助の

部分で地域には全く入れないような状況になって

しまいますし、地域の部分は地域でしっかり自助、

共助できる体制をつくっていくのがやっぱり自治

体の仕事かなというふうに、あなたたち勝手にや

れよではなくて、やはりそれを手助けしていくと

いうのが行政マンの仕事かなというふうに思うの

です。

そして、前回の議会報告会のときに、町内会で

議会報告会をやられたときに、ある御婦人がうち

の町内会に自主防災組織がないのですよね、どう

すればいいのですかねと。いや、皆さんで話し合

ってつくってくださいと。でも、きっとこの方も

皆さん高齢者ですから、ある程度のやっぱりこう

いう自治組織、防災組織をつくるのにはマニュア

ルをつくってあげて、データである程度こういう

ふうにすれば自主防災組織というのはつくれるの

ですよというふうにすれば、私はもうちょっとス

ムーズな形で町内会もつくれるのではないかなと

いうふうに思うのですけれども、今現状市役所と

してはそういうこれからつくるよと言われたとこ

ろ、体制づくりにどういう部分をお手伝いしてい

るのか、それとも聞いてこないと教えてあげない

のか、いろんなあれがあると思うので、ちょっと

何かあれば、どういう方法で今自主防災組織を懸

命につくろうとされているのか、もう少し詳しく

中村総務部長からお聞きしたいなというふうに思

うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。自主防

災組織ということなものですから、基本的にはそ

れぞれの町内会の中で防災意識が高まった中でこ

ちらに連絡を、こちらというか、担当のほうに連

絡をいただいた際には、組織の立ち上げについて

御相談とかがあった場合につきましては担当のほ

うで丁寧に説明をさせていただいております。そ

の際には、先ほど高橋議員からありましたけれど

も、マニュアルといいますか、こういった形で組

織を立ち上げるですとか、一定程度ひな形といい

ますか、文案みたいなものについてはこちらでも

用意しておりますので、そういったものの提供だ

とかはしているところであります。

また、きっかけと言えばあれですけれども、や

はり出前講座ですとか、そういった形で地域のほ

うから１つ防災について自分たちも自主的に勉強

したいのだというようなことでのきっかけで、市

の担当者と連携をとりながら組織が立ち上がって

いくというのがこれまでの状態かなというふうに

思っています。

自主防災組織でありますけれども、積極的に地

域の皆さんとは連携をとりながら、これからも自

主防災組織の立ち上げは努力してまいりたいとい

うふうに思っていますので、御理解をいただきた

いと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当に地域の方々は、きっと立ち上げたいの

だけれども、立ち上げるきっかけがない。去年の

ブラックアウトみたいに起これば、石油ストーブ

を買ったり、いろんなものを用意するのだけれど

も、やはりある程度の部分の足がかりをつけてあ

げないと、町内会はなかなかできないと思うので

す。若い方がいればいいのですけれども、市役所

の方が町内会にどんどん入っていただいて、こう

いうふうにつくりますよというふうに言っていた

だければ進んでいくと思うのですけれども、今の

やはり町内会の部分というのは高齢化が進んでい

まして、なかなかそういう部分は難しいのかなと

いうふうに思っています。

そんな中で、今回地区防災計画の部分を出させ

ていただいたのですけれども、先ほど一番最後に
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地区防災計画をつくっても名寄市の規定で名寄の

防災会議で検討して許可を出すでしたか、最後言

ったのが。何かそんなふうに私、中村部長が言わ

れた部分でお聞きしたので、これは地域で地区防

災計画を立てたら、名寄市の防災経営会議でその

ひな形を確認して許可を出すという言い方をされ

たみたいなのですけれども、その辺は今どうなの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ちょっと私の受け取

り方がまずかったのかもしれません。議員がおっ

しゃられている地域防災計画というものにつきま

しては、この名寄地域における防災会議の中で最

終的にその内容が地域計画として必要なのかとい

うことの承認を得た上で計画ができるということ

でございまして、一般的に自主防災組織でつくる

計画とそんなに中身は変わらないのですけれども、

名寄市の防災会議の中で承認がされれば名寄市、

いわゆる行政とその計画をつくったグループの皆

さんとの協力関係ができてくるということになろ

うかというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） それは当然です。本

当にこの市でつくる防災計画と地区の防災計画が

ばらばらでは共助、自助、公助の役割が全く滞っ

てしまうというふうに思うので、それは当然だと

いうふうに思います。

とりあえず、平成２６年４月に東日本大震災で

起きたこのときの教訓を得て地区防災計画という

のを立てろというふうに国ではつくったのですけ

れども、なかなか先ほど言ったように６割の自治

体が行う必要はあるのだけれども、やっぱり地元

の地域の防災計画をつくった中で、一応地域の自

主防災組織をつくって防災を進めていこうという

のが各地域この６割の中の、名寄市もその６割な

のかなというふうに思っているのです。

私は、地区防災計画というのは立てなくてもい

いかなと。その地域防災計画、名寄市の計画がし

っかりしていて地域に浸透していれば地区防災計

画なのです。だから、それをやっぱりしっかり行

政として進めていただきたいというふうに私は言

いたいのです。

その中で、先ほど自主防災組織をどんどん広め

ていくという中で、広まらない理由というのは、

きっと先ほど言ったように町内会としてなかなか

メンバーもいないし、つくるのが大変だと。名寄

なんて災害は起きないから、つくらなくていいで

しょう、そんなものという町内会もあるかもしれ

ませんし、そういう状況だと思うのです。でも、

そういう中でこの防災組織をつくっていかないと、

市役所と警察と自衛隊と消防は町内会のことはや

っていただけないよと。町内会のことをやっぱり

しっかりと町内会で進めてもらう部分をしないと

だめだよというのがこの自主防災組織を立ち上げ

る意味だと思うのです。

うちも１年半前に立てたのですけれども、今２

回町内会で訓練をしました。その中でライフジャ

ケットを買ったりして、昨年のブラックアウトが

あったので、石油ストーブを２台買ったり、だか

ら私はそういう部分で防災意識を高めるではなく

て、町内会にこういう部分で自主防災組織を立ち

上げた部分で自分たちで災害があったときに、こ

ういう部分が変えるよではなくて、持てるよとい

う方向性をつくっていったほうがいいのかなとい

うふうに思うのです。

先ほどこの自主防災組織の支援事業補助金があ

りますと言っていました。ここで部長、私は幾ら

あるのかちょっとわからないのです。１回６万円

だとか何ぼという部分をその防災の訓練だとか何

かのときに使えるというふうに言われているので

すけれども、ちょっと状況を教えていただきたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 詳細な中身について

は、ちょっと資料ないのですけれども、全体では
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限度額として６万 ０００円が限度額で、中身的

には防災の資機材を買ったり、あるいは防災訓練

をやったり、講習会をやったり、チラシをつくっ

たりというようなことで、それぞれ申請をいただ

いてということで毎年出している、助成をしてい

る、支援をしている内容になっております。

済みません。以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） しっかりアピールし

ていただいて、少しでもこの自主防災組織設立の

部分で努力をしていただきたいことをお願い申し

上げます。

次に、住宅セーフティーネットの部分をお伺い

いたします。北海道居住支援協議会等がずっと話

をされていまして、なかなかこの制度が進まない

というのが現状かなと。新聞に載っていました、

なぜ進まないのかなという部分が、こんなにすば

らしくいいものなのにと。だから、名寄は市営住

宅でこれを使っているみたいですからいいのです

けれども、釧路や何かも本当に市営住宅が最初こ

の住宅セーフティーネットで採用していったので

す。名寄は、このように公営住宅がそういう住宅

セーフティーネットの糧となって、入れないとい

う方がいないというので安心しましたけれども、

しっかりこの住宅セーフティーネット、これから

やっぱり高齢者もふえてくると思いますし、そし

て高齢者の単身世帯、そしてあってはならないこ

とですけれども、ひとり親世帯がふえてこなけれ

ばいいのですが、そういう部分の入居を拒まれる

方々の部分のセーフティーネットですので、しっ

かりこの道との協議を進めていただいて、早目に

この協議会、セーフティーネットの制度を使って

ある程度の居住体制を整えていただくことをお願

いいたします。

次に、農産物のブランド化と差別化、農産物Ｇ

ＡＰの取得、講習会ということですから、これか

ら取られる方は取られるで進められるというふう

に思います。なかなか進まない理由が費用がかか

り、そして事務処理の煩雑化、そして販売価格の

引き上げができないという部分がネックになって

いるという部分ですので、なかなか農家の方々に

とってはＧＡＰ取得をしてもどうなのかなという

部分はあると思うのですけれども、やっぱり名寄

市が今回この市政執行方針で出した安心、安全な

農産物、農畜産物の生産という部分を考えると、

やっぱりＧＡＰ取得というのが必要なのかなとい

うふうに私も感じます。

農協または農家の方々が難しいと言うのであれ

ばあれなのですけれども、北海道の農業改良普及

センターがそのＧＡＰの北海道農業生産工程管理

手法の導入推進ということで進められております。

そして、平成２７年３月には６７２産地が取得さ

れていて、野菜が主なのです。野菜が２４２産地、

そして麦としては平成１９年から進められて、こ

のＧＡＰを取られて、ホクレンがＧＡＰを何かず

っと進めているという部分で言われています。そ

して、できれば私はＧＡＰを取っていただいて冬

季オリンピック、札幌オリンピックで名寄の本当

に安心、安全なおいしい食材を使っていただきた

いのですけれども、この講習会というのは北海道

の普及センターの方々が来て講習をされるのでし

ょうか、ＧＡＰの推進協議会の方々が来てやられ

るのか、ちょっとそこら辺を教えていただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ＧＡＰの講習会につ

いては、これまでも取り組みをさせていただいて

おります。例えば２９年度ですけれども、３０年

１月３０日には地域農業セミナーの中でこのＧＡ

Ｐについての説明をさせていただいたり、あるい

は環境保全型の取り組みをしていただいている方

に、対象者は１３人ということで少ないのですけ

れども、この人たちにそういった制度の説明をさ

せていただいておりますし、またこれは民間のほ

うですけれども、グリーンアドバイザー協議会と

いうことで指導農業士さん、農業士さんの集まり
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ですけれども、この中でも取り組まれているとい

うことであります。こういった取り組みもありま

すし、改めて私どものほうでもこのＧＡＰに関心

のある方を対象に具体的な講習会あるいは説明会

を開催させていただきたいと思っています。先ほ

ど１件認証を受けたというふうな報告をさせてい

ただきましたが、ここも普及センターさんが随分

お力をかしていただいて認証したということであ

りますので、そういった関係の有識者の方にぜひ

指導をいただきながら、そういう研修会開催をさ

せていただきたいと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。よろ

しくお願いします。ぜひ少しでも多くの方々が安

心、安全な農産物の作成またはＧＡＰへの食材の

普及をお願い申し上げたいと思います。

最後に、置き勉対策についてをお伺いします。

昨年９月に調査をされたという部分、そして１２

月には日常学習で使用しない勉強道具または家庭

学習に必要な勉強道具だけをお持ちするという、

そして絵の具や何かは置いていくという形で言わ

れました。課題として、ロッカーがないので置い

ていけない部分があるのかなという、ロッカーな

どがという部分、そこの部分というのはどこの小

学校なのでしょうか。全体的な部分で普及はされ

ていると、認証はされていると思うのですけれど

も、現実ロッカーがなくてそういう絵の具だとか

の部分は置いていけない状況なのかを教えていた

だきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 申しわけございませ

ん。個々の状況については今のところ、今ちょっ

と資料を持っていないので、把握はしていません

けれども、いずれにしましても置き勉につきまし

ては道教委のほうからも通知が来ております。学

習用具等の持ち運びへの配慮についてということ

と、またさらには学校に学習用具を置くことにつ

いてというようなことで道議会の中で道教委が答

弁した部分もございます。いずれにいたしまして

も、置いていく、家に持って帰るについても保護

者と十分連携をとりながら児童生徒の発達の段階

に応じた状況または学習上の必要性、その辺も十

分考慮して進めていかなければならないと思って

いますし、またその反面、重量の関係と重いラン

ドセルを長時間背負うということの影響というの

がどこにどのように出てくるかというのは、きっ

ちりとした論文というか、データがまだないとい

うことで、その辺でいろいろはっきりした重量、

何キロまでというようなことも出てこないのかな

とは思っていますけれども、アメリカあたりは自

分の体重の１０％から２０％までがもう限界の範

囲だというようなことも言われていますし、日本

でも整形外科の専門医の方に言わせると、やはり

１５％までが限界ではないかというようなことも

言われていますので、その辺についても今後いろ

んな所見が出てくると思いますので、その辺も考

慮しながら各学校と連携しながら検討してきたい

というふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひ検討をお願いし

ます。検討とやっぱり推進をお願いしたいのです。

小学校、今はちょっと軽くなったと言っています。

よその地域でも教科書、家庭学習に教科書を使う

のではなくて、家庭学習は宿題を与えている学校

が多いのです。ペーパー宿題で持って帰らせてい

るというところが多いみたいですので、ぜひその

辺も参考にしていただいて、家庭学習は宿題はペ

ーパーだよというふうな形で進めていただきたい

なというふうに思います。また、中学校がまだ部

活の道具もあるみたいで重いみたいなのです。ぜ

ひ中学校のほうもしっかりと教職員、ＰＴＡ、そ

して教育委員会等を含めてお話し合いをしていた

だいて、少しでも軽い状況で進められるような形

で行っていただくことをお願いいたします。
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以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 熊 谷 吉 正
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開議 平成３１年３月８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇副議長（佐藤 靖議員） 本日の会議に黒井議

長からおくれる旨の届け出がありましたので、地

方自治法第１０６条第１項の規定に基づき副議長

の私が議長の職務をとらせていただきますので、

皆様の御協力をお願いいたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出があります。１６番、佐々木寿議員からおく

れる旨の届け出があります。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 日程第２ これより

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

子ども・子育て支援対策について外３件を、塩

田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問をしてまいります。

大項目の１、子ども・子育て支援対策について

お伺いをいたします。小項目の１、待機児童解消

緊急対策事業の実績と効果について。慢性的な保

育士、幼稚園教諭の不足や名寄市立大学社会保育

学科の４大化に伴い、卒業生が２カ年間輩出され

ない現状を踏まえ、本対策が保育士等の確保に生

かされているのか、支援の状況と効果についてお

伺いをいたします。

小項目の２、平成３１年度を想定した待機児童

対策について。ゼロ歳から５歳までの年齢別児童

数と措置児童数をお知らせください。

また、新年度を迎えるに当たり、待機児童の解

消など受け入れ態勢の充実及び１０月から始まる

幼児教育、保育無償化に伴う新たな未就学児童の

受け入れ確保についてお伺いをいたします。

大項目の２、台湾との国際交流事業の推進につ

いてお伺いをします。小項目の１、名寄日台親善

協会を主体としてスタートした人的交流について

及び小項目の２、民間移行後の取り組みについて

関連がありますので、一括してお伺いをいたしま

す。行政主導から民間主導に移行し、当初の予定

どおりの推移となったのか、今年度の取り組み内

容についてお伺いをいたします。

また、スタートしてまだ１年ですが、都市間交

流や経済交流への感触についてお伺いをいたしま

す。

大項目の３、スポーツの振興と中学校の部活動

についてお伺いをいたします。小項目の１、部活

動指導員制度の活用について。全国において運動

部活動においては、顧問のうち保健体育以外の教

員で部活動の競技経験がない教員が担当、指導す

るなど教員の心理的負担につながっており、部活

動の質的な向上や教員の働き方改革などから校長

の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率

等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教

育法施行規則に規定をし、平成２９年４月１日か

らスタートしておりますが、名寄市における中学

運動部活動の現状と部活動指導員制度の導入につ

いての考えをお伺いをいたします。

また、地域やＯＢの方々による運動部活動の指

導など実例があればお知らせをください。

小項目の２、部活動拠点校方式の導入について。

少子化が続く中、近隣の中学校では指導教員の不

足と部員数の減少のため、３年生の引退に合わせ

て廃部となる部活動があることから、廃部になっ

た部活に限定し、部活動拠点校方式を導入するこ

ととしております。運動部活動を維持、継続させ、

運動部活動の選択肢をふやし、教員の負担軽減を
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図ることにもつながると思います。名寄市におい

ても同様の現象が生まれる状況にあると思います

が、お考えをお伺いをいたします。

また、中体連への参加体制の状況などをお知ら

せください。

大項目の４、冬季スポーツ拠点化による地域づ

くりについてお伺いをいたします。小項目の１、

スポーツコミッション設立に向けた取り組みにつ

いて。２０１６年から構想のあったスポーツコミ

ッションの設立について、行政執行方針では（仮

称）なよろスポーツコミッションを設立し、さら

なるスポーツ合宿の誘致と交流人口の拡大及び地

域経済の活性化を図っていくとしておりますが、

構想と主な取り組みについてお知らせください。

小項目の２、ホストタウン決定後の取り組みと

現状について。２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックに参加する国との交流を通じて地域

活性化を図る事業で、名寄市は道内５市の１市と

して登録されましたが、現状の取り組み状況につ

いてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 廣嶋こども・高齢者

支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。塩田議員から大項目で４点にわ

たりまして御質問をいただきました。大項目１に

つきましては私から、大項目２につきましては経

済部長から、大項目３及び大項目４につきまして

は教育部長からそれぞれ答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

私からは、大項目１、子ども・子育て支援対策

について、初めに小項目１、待機児童解消緊急対

策事業の実績と効果についてお答えいたします。

待機児童の解消についてでございますが、保育の

担い手となる保育士等の確保を最優先課題と位置

づけ、潜在保育士の就労支援、保育士資格を取得

し、新たに名寄市で勤務する保育士等への支援、

就労継続及び離職防止を図るための支援として待

機児童解消緊急対策事業を実施してまいりました。

本事業は、全国的に待機児童が増加している中、

保育士の確保が難しい状況にあり、名寄市におい

ても名寄市立大学の４大化に伴い、２年間卒業生

が輩出されないことから、名寄市幼児教育振興会

からも保育士等の確保に関する要望があり、緊急

的に実施したものでございます。具体的には、就

職支援給付金、奨学金返還支援助成金、宿舎借り

上げ支援補助金の３事業から成っており、各園へ

の事業説明を実施し、本事業の有効活用を求めて

きているところであります。また、保育士等の資

格取得が可能な大学等に事業説明と紹介依頼を実

施してきているほか、ハローワークと連携し、潜

在保育士への呼びかけと説明会を実施してきてお

ります。

現在の利用状況としましては、就職支援給付が

平成２９年度４件、平成３０年度１１件でありま

す。また、奨学金返還支援は１件、宿舎借り上げ

補助は８件、現在助成をしております。奨学金返

還支援につきましては、奨学金を借りていない方

もおられたことから、就職支援給付を活用される

方が多くおられます。

これまでの成果としましては、待機児童解消緊

急対策事業の実施により平成３０年４月１日時点

においては、待機児童が発生することなく円滑に

受け入れができております。このことから、事業

の実施により一定の成果があらわれていることか

ら、今後も継続して事業を実施し、保育士等の人

材確保に努めてまいります。

次に、小項目２、平成３１年度を想定した待機

児童対策についてお答えいたします。４月時点の

年齢別人口の状況としましては、今後の転出入に

よる増減はございますが、ゼロ歳児２００人、１

歳児２１５人、２歳児２０８人、３歳児２１９人、

４歳児２１９人、５歳児が２０５人と推計され、

おおむね年齢ごとに２００人から２２０人の乳幼

児と考えられます。幼児教育、保育施設の受け入

れ予定人数の合計としましては、ゼロ歳児３５人、
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１歳児９６人、２歳児１２６人、３歳児２１６人、

４歳児２１９人、５歳児１９４人となっており、

３歳以上においては年齢別人口に対し１００％に

近い受け入れ状況になると考えられます。１、２

歳児におきましては、約５０％の乳幼児が保育所

等を利用しておりますが、年々入所希望者が増加

してきております。１、２歳児の保育につきまし

ては、保育士１人で見ることができる基準では子

供６人までとなっていることから、今後も保育士

等の増員が必要であり、待機児童解消緊急対策事

業による保育士等の確保が有効な施策として考え

ております。

なお、本年４月で市内各施設において新たに採

用予定の保育士等につきましては、総数で１２名

となっております。ことし１０月から実施されま

す幼児教育、保育の無償化は３歳以上児を対象と

しているため、さきに御説明させていただいたと

おり３歳以上児につきましては既に１００％に近

い受け入れ状況となっていることから、３歳児以

上で新たに受け入れる幼児は少ないことが想定さ

れ、認定こども園、幼稚園、保育所のいずれかの

施設での受け入れが可能と考えております。今後

においても各種事業の充実を図るとともに、幼児

教育、保育施設が連携しながら子育て環境を整え

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、台湾との国際交流事業の推進について、小

項目の１、名寄日台親善協会を主体としてスター

トした人的交流について、小項目の２、民間移行

後の取り組み状況について、あわせて申し上げま

す。

初めに、名寄日台親善協会を主体とし、実施し

た事業についてでありますが、教育旅行受け入れ

事業につきましては１０月と１２月に台湾の高校

を受け入れ、農業青年派遣事業については１１月

下旬から７日間、嘉義県太保市に市内の農業青年

を派遣、中学生台湾派遣事業につきましては１月

に市内の中学生を台北市に派遣をし、当初の計画

どおり全ての事業を関係団体との連携のもと実施

をさせていただきました。

各事業の目的についてでありますが、教育旅行

受け入れ事業につきましては、市内の高校生に国

際理解教育や国際交流の場を提供するほか、交流

人口の拡大を図ることなどを目的としております。

農業青年派遣事業につきましては、次代の本市農

業を担う農業青年の国際的な視野を広めるほか、

台湾交流を担う人材の育成を図ることなどを目的

としております。中学生台湾派遣事業につきまし

ては、市内の中学生が台湾への派遣や事前学習を

通じ、自国と相手国の文化や歴史に対する理解を

深めることで国際社会に通用する豊かな国際感覚

を身につけるほか、自国の文化に誇りを持ち、夢

に向かってチャレンジする気持ちを養うことを目

的としてございます。

次に、都市間交流や経済交流の感触についてで

ございますが、名寄日台親善協会では都市間交流

に続きまして、太保市との交流実績を積み重ねる

ことで判断するとしてございます。５月上旬には、

太保市の農業関係者が来名をするほか、今年度の

新規事業である太保市との農業青年の交流では７

月上旬に太保市の農業青年を受け入れる予定とな

っておりまして、相互派遣、受け入れを実施する

中で農業などを通じた交流の可能性について検討

していくことになります。また、経済交流につき

ましては、台湾との人的ネットワークを構築する

ことで経済交流への発展を目指すことが名寄日台

親善協会で確認をされてございます。名寄日台親

善協会では、次年度に台湾への訪問ツアーを予定

していることから、人的交流を継続することで経

済交流に結びつくよう、都市間交流も含めて市と

しても支援をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３
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並びに大項目４についてお答えをいたします。

まず、大項目３、スポーツの振興と中学校の部

活動について、小項目１、部活動指導員制度の活

用について申し上げます。中学校における部活動

は、スポーツや文化及び科学等に親しみ、学習意

欲の向上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人間

関係の形成等に資するものであり、学校教育活動

の一環として行われています。そのため、本市の

各中学校においては校内組織に部活動委員会を位

置づけ、指導方針や活動の決まり等について共通

理解を図ったり、定期的に顧問会議を開催して各

部の活動状況等を確認するなど学校全体で組織的

に指導の充実に努めているところです。

本年度本市の中学校においては、学校の規模に

もよりますが、野球、バレーボール、バドミント

ン、ソフトテニス、吹奏楽等の部活動が設置され、

平成３０年５月時点で全生徒の８ ４％が加入し

ております。

部活動の課題としましては、教員が放課後の部

活動指導に時間を過度に費やすと授業準備や教育

相談、生徒指導などの校務に支障を来すこと、土

日に開催される大会等への引率は教員が行ってい

ることから、指導に当たる教員の負担が大きいこ

と、必ずしも設置されている部活動の指導を専門

としている教員の配置がない場合があることなど

が挙げられています。このため、各中学校では定

期的に部活動休養日を設定したり、できる限り複

数の教員が指導する体制を整えたりしています。

また、専門性の求められるスキーなどの種目では

顧問の教員と連携、協力しながら技術的な指導を

行う外部指導者をお願いしているところです。し

かしながら、部活動の技術指導だけではなく、大

会への引率等を行うことのできる部活動指導員に

ついては現在のところ配置はなっておりません。

そこで、教育委員会としては、スポーツ庁が運

動部活動に対する取り組みとして行っている運動

部活動改革プランの導入を目指しているところで

ございます。これは、スポーツ庁が平成２９年度

に作成した運動部活動のあり方に関する総合的な

ガイドラインに基づき、学校や地域における運動

部活動が多様な形で最適に実施されるよう調査研

究を行うものでございます。この調査研究は、中

学生の運動部活動へのニーズの把握や指導者への

意向調査、地域に潜在的にいると思われる指導者

の掘り起こし、さらには運動部活動と外部指導者

のマッチングを行うなど各学校における持続可能

な運動部活動を支援する事業となっています。こ

の調査研究事業に取り組むことにより、部活動指

導教員の負担軽減など教職員の働き方改革に資す

ることが可能となり、また外部指導者の協力を得

ることにより生徒の競技力の向上につながると考

えております。現在スポーツ庁に申請する予定で

あり、採択されることを期待しているものでござ

います。

次に、小項目２、部活動拠点校方式の導入につ

いてでございますが、少子化に伴い生徒数や教職

員数が減少する中で、各学校において現状の部活

動数を維持することは困難な状況になってきてい

ます。一方で、学童期より親しんできた運動を中

学校でも継続していきたいという生徒の思い、ま

たスポーツの楽しさや喜びを味わうとともに、健

全な心と体を養い、豊かな人間性を育むことも求

められています。

平成２５年５月、文部科学省の運動部活動での

指導のガイドラインでは、各地方公共団体、学校

では生徒の多様なニーズを把握するとともに、そ

れらに応え、運動部活動への参加を一層高めるた

めに活動内容や実施形態の工夫、シーズン制等に

よる複数種目の実施、複数校による合同実施など

さまざまな取り組みが望まれるとしています。複

数校合同チームの編成については、北海道中学校

体育連盟において既に平成１４年に規定が定めら

れ、本市においても人数が不足している部が合同

で練習し、大会に参加した事例がございます。そ

の後、平成３０年３月の運動部活動のあり方に関

する総合的なガイドラインでは、地方公共団体は
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少子化に伴い単一の学校では特定の競技の運動部

を設けることができない場合には、生徒のスポー

ツ活動の機会が損なわれることがないよう、複数

校の生徒が拠点校の運動部活動に参加するなど合

同部活動等の取り組みを推進するとし、特定種目

の部活動が存在しない学校の生徒に対して生徒の

希望に沿えるよう、拠点校となる学校の部活動へ

の参加を可能とする制度が広がりを見せつつあり

ます。

本市においては、小中学校通学区域規則の中に

指定された中学校に希望する部活動がない場合、

希望する部活動のある中学校に就学することがで

きることになっていますが、部活動だけの参加を

認める項目はございません。そこで、小項目１で

答弁しています運動部活動改革プランの調査研究

項目の中には生徒のスポーツに対するニーズの多

様化について調査することも可能と考えています

から、本市におけるいわゆる部活動拠点校方式の

導入の必要性なども含め、検討していけるものと

期待をしています。あわせて、教育委員会として

は、各中学校において生徒や指導者に過度の負担

をかけることがないよう、学校全体での組織的な

部活動の指導体制をつくるとともに、学校と家庭、

地域が連携を深めた効果的な部活動運営を推進す

るようお願いしてまいりたいと考えております。

次に、大項目４、冬季スポーツ拠点化による地

域づくりについてお答えいたします。小項目１、

スポーツコミッション設立に向けた取り組みにつ

いてでございますが、冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトの事業推進に当たっては、平成２８年度に

事業推進の核となるなよろスポーツ合宿誘致推進

協議会を設立し、冬季スポーツのアスリートが集

まるまち、スポーツになれ親しんだ健康な市民が

暮らすまちを目指して、スポーツを通じた市民の

健康づくりや親子参加型のスポーツ事業の開催な

ど各種事業を推進してきました。スポーツコミッ

ション組織の設立については、合宿誘致推進協議

会の構成メンバーに加えて、これまで事業にかか

わってきていただいた企業、団体にも新たに加わ

っていただく予定となっております。また、地域

一体となった組織にしていきたいとも考えており

ます。

今後の取り組みですが、スポーツを通じた人材

育成、市民の健康増進、地域経済の活性化、広域

連携を４本柱として各種事業を展開するとともに、

構成するメンバーそれぞれが各事業のプレーヤー

として活動できる仕組みを構築していきたいと考

えております。さまざまな分野で活躍する市民に

参画をしていただき、新たな発想でスポーツをキ

ーワードとした幅広いまちづくりに取り組める組

織運営を目指していきたいと考えております。

次に、小項目２、ホストタウン決定後の取り組

みと現状について申し上げます。ホストタウン構

想は、２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピック開催を契機に、参加国地域との人的、経済

的、文化的な相互交流を図ることを目的としてお

ります。本市においては、かねてから交流のあっ

た台湾の選手団の合宿受け入れを目指していると

ころでございます。

ホストタウンについては、昨年１２月に第５次

登録が行われ、全国で２６７の自治体が登録し、

うち１５自治体が台湾を相手国として合宿誘致活

動を展開してきております。本市においても平成

２７年度の第１次登録以降、さまざまな機会や人

脈を通じて誘致活動を行ってきたところですが、

昨年１２月に台湾バドミントン協会からの紹介で

ジュニアの強豪チーム、土地銀行の選手団を受け

入れ、近隣の美深町や名寄産業高校の協力をいた

だきながらモニター事業を実施してきたところで

ございます。モニター事業では、台湾バドミント

ン協会の関係者並びに選手団のコーチから台湾の

バドミントン競技の現状や２０２０年の東京オリ

ンピックの台湾代表チームの直前合宿受け入れの

可能性についてヒアリングを行うとともに、本市

の課題などについても意見交換を行ってきたとこ

ろです。台湾バドミントン代表チームの直前合宿
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の受け入れには、ハード面の整備、練習相手の確

保や移動距離など、さまざまな課題がありますが、

引き続き国や関係機関と連携を図りながら、受け

入れの可能性を探っていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ丁寧な御答

弁をありがとうございました。時間の許す限り再

度質問をしてまいりたいというふうに思います。

１つ目には、子ども・子育ての関係で、待機児

童解消緊急対策事業、これは始めて１年３カ月く

らいですか。２９年１２月４日から対象になって

いるというふうな事業でありまして、先ほどの報

告で２９年度で就職の関係では４件、そして今年

度は１１件というふうなことで、大きなこの確保

につながっているなというふうに実感をいたしま

した。比較的奨学金の返還については、その奨学

金を借りていない方が多くいらっしゃって、その

対象になっていないというふうなことで、これも

ある意味実態が明らかになったのかなというふう

に思います。宿舎借り上げについても幼稚園にお

いては非常に喜んでおりました。

私がこの質問をしようと思った背景には、ある

幼稚園で３歳児と４歳児の１クラスを削減をする

というようなお話をお聞きをしましたので、市内

の４つの幼稚園と認定こども園、そして風連の幼

稚園と保育所に出向いて実態、この緊急対策事業

がどのように効果的に機能しているのかというふ

うなことも含めて実情をお伺いをしてきました。

確かに３歳児、４歳児のクラスは１クラスずつ少

なくなっているのですけれども、この原因という

のは少子化に伴う部分というふうなことが大きな

原因であって、子供たちを見ていく幼稚園教諭な

りが少なくなったと、対応できなくなったと、し

たがって廃止をしなければならないのだというふ

うなことではなかったので、安心をしているとこ

ろでありますけれども、ただこの事業の部分につ

いては制度理解が非常に各幼稚園によって違って

おりました。

先ほどの説明では、各幼稚園のほうに出向いて

説明をしてきたというふうなことでありますけれ

ども、実際には名寄市外の方を採用することに関

しては対象にならないというふうに思っている幼

稚園だとか、新卒の採用についてはこの事業が該

当しないというふうに思っている幼稚園がほとん

どでした。したがって、私もこの制度の部分につ

いては私の理解と違っていましたので、お話をし、

もう一度担当のほうにしっかりお伺いをしていく

べきではないかというようなお話をさせていただ

きました。その結果、ふえてきているのかなとい

うふうには思うのですけれども、この制度の周知

というふうなことで、まだしっかりした理解に至

っていない部分もあるのかもしれませんし、３１

年度の新規採用に向けての呼び水とも言える事業

ですから、しっかりとした実際卒業されるという

か、学生さんにお話をして、こういう有利なこと

があるのですよというふうなことをお伝えするこ

とによって名寄で仕事をしてもらえるというよう

なことにつながるのかなというふうに思っており

まして、この辺の周知について再度お伺いをした

いと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 廣嶋こども・高齢者

支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

のほうから、本制度に係る周知について再質問を

いただきました。

最初の答弁にもお話しさせていただきましたけ

れども、各園のほうにもお邪魔させていただいた

り、それからハローワーク、それと養成している

学校にもお邪魔をさせていただいて説明をさせて

いただきました。実際に議員のほうから各施設を

回っていただいたということで、御説明をいただ

いたということで大変ありがたく思っております。

そんな中で施設側の認識といいますか、理解が

乏しかったということで御指摘がございましたの

で、それと先ほど御説明したとおり、この事業に
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よる効果は非常にあったということで、ぜひ御利

用をしていただくためにもきめ細かくＰＲをさせ

ていただきたいと思いますし、それぞれの園のほ

うにも出向いてきちんと説明をしてまいりたいと

思いますし、現在ホームページのほうにも情報は

載せておりますけれども、もう少しわかりやすく

見られるような形にしていきたいなというふうに

考えておりますので、今後とも引き続きこの事業

については、さらにＰＲを深めていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。この周知に関しては、やはり私は勝手に思う

のですけれども、各幼稚園にお邪魔して制度の説

明をしてきたと。そうすれば、各幼稚園ごとにい

ろんなケースがあるのです。だから、そのケース

のことが１つでないというふうなことも含めて、

いずれにしてもそんなにたくさんある幼稚園では

ないですから、市内に６つですか。したがって、

一堂に集まっていただいて、そしてその制度の説

明をし、そしていろんなそこの中から疑問といい

ましょうか、理解に乏しい部分については質問が

来ると思うのです。ですから、その質問を聞いて

また別な人は、別な園では、これも対象なのだな

というふうに思う部分もあると思うのです。なの

で、できれば統一した形の中での周知をしていた

だければというふうに思います。これは、要望と

いうことで、よろしくお願いします。

それとあと、待機児童の関係については、３０

年度はいなかったというふうなことも含めて、や

はりこの事業の幼稚園教諭なり、保育所の保育士

の確保が功を奏したというふうな部分で理解もで

きるというふうなことでありますけれども、この

１０月からは保育、それから幼稚園という教育、

保育の無償化が始まります。幼稚園とか保育所に

よっては、制度の違いはありますから、それらに

ついてまたどのように状況が変わっていくのかわ

からないなというところはあります。

懸念する部分については、今市内におられる３

歳児は、その数２１９名ですか。その部分でいう

と、足りている状況で４月１日の措置が始まると。

しかしながら、１０月になった時点で、いろんな

場面でまた申し込みが出てきたりというような部

分で、それまでお母さん、お父さんが家庭で面倒

を見ていたけれども、１０月になったら預けよう

というような方々も恐らく出てくるのではないか

なというふうに思います。そんなことからすると、

その対応は結構どんな形で対応が変わるのかわか

りませんが、出てくるような気がします。それら

について、ある意味予測をして、担当のほうで予

測をすること、それから１、２歳児では先ほどの

報告で５０％が実際幼稚園なり保育所に……幼稚

園は１歳児はいませんから、通っているというふ

うなことで、それもどのように変化をしていくか

わからないというところで、１、２歳児について

は最大６人の子供に１人の先生がつくというふう

なことで、その見ていく保育士なり幼稚園教諭の

数というのが非常に必要になってくるという状況

になると思うのです。

それらも含めて、どんなことが起きるかわかり

ませんが、それらに対するせっかくの子ども・子

育ての対応ですから、待機組の出ないような形の

中でしっかり見ていただきたいなというふうに思

うのですけれども、このことについてどのように

お考えなのかお聞きをしたいということと、あと

やはり実感として幼稚園でいうと３歳児、４歳児

の部分で定員３０名と言っていますけれども、実

際には担任が１名と副担任が ５というような状

況で、３歳児、４歳児がクラスがあったとしたら

２名ずつ張りつけはできないけれども、 ５くら

いの張りつけになるだとかというふうなことで、

非常にやはりクラスだけ、クラスというか、各幼

稚園の教室の数だけの分の先生方が確保できれば

いいというわけではないというふうなこともあり

ますから、それらについても相当苦慮している部
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分はあるかなというふうに思いますので、それら

についてもしっかりとした行政として対応をして

いただければなというふうに思うのですけれども、

先ほどの関係、よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 廣嶋こども・高齢者

支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） こと

しの１０月の無償化に向けてということで、議員

のほうからどういった形で対応していくのかとい

うことでの御質問をいただきました。

先ほど答弁させていただきましたとおり、現状

ではほぼ４月１日現在の子供の数と入所の予定を

されている方の数がほぼ１００に近いということ

で、今のところほぼ充足されているのかなという

ふうに考えておりますけれども、今後転入ですと

かいろんな形で、それと今は入所されていないけ

れども、今回の無償化によって新たに通わせたい

という方がもしいらっしゃったときの対応という

ことでいきますと、保育士等の人材確保について

は従来から厳しい中でそれぞれ園にも御協力いた

だいたり、それから公立の保育園についても職員

も公募をかけながら職員の確保をしてきていると

ころでございます。

先ほど議員のほうからもありましたけれども、

やはり子供の数に対する職員の数の確保というの

が本当に非常に厳しい状態にあるものですから、

そこは今後も職員募集も引き続きしていきながら

確保に向けて、それと１０月に向けてはさらに例

えばふえた場合にどのように受け入れしていくか

ということも各園、それから保育所等とも協議し

ながら１０月に向けて体制を整えていきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

それでは次に、台湾との国際交流の推進につい

てお伺いをいたします。先ほどお話では、当初予

定していた事業については、つつがなく履行され

たというふうなことで、やはり行政主導から民間

主導という部分でいろいろ大変御苦労をされた部

分はあるのかなというふうに思いますけれども、

事業がスムーズに行われたということで安心をし

ております。

この中で、教育旅行の受け入れの部分について

は、高校の協力を得たり、中学校に関しても事前

にこの勉強会を開いて、日本のみならず、台湾の

ことについても歴史、文化についていろいろ勉強

をしながら実際に研修をしてきたというふうな部

分で、これまでもずっと同じような、野球に限っ

てだったですけれども、それが広く広がって今回

新しく展開をされたのかなというふうに思ってい

ます。

それで、その効果という部分について、実際ど

のようにお感じになっているかというふうなこと

をお聞かせ願いたいというふうに思いますし、そ

れから教育旅行の受け入れに関しては、行政がや

はり橋渡し役という形でいかなければ、なかなか

民間だけ、日台親善協会が核となって進める部分

ではありますけれども、なかなかそれだけでは難

しいなというふうに思いますから、行政もしっか

りお手伝いをしていかないと、やはりスムーズな

この交流につながらないのかなというふうに思っ

ておりまして、それらについてもしっかりと行政

がかかわるというようなことでお願いをしたいと

思いますが、今回の研修を通して何か今までとは

違ったと感じられること、何かありましたらお願

いします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。議員が言われますように行政のサ

ポート、日台親善協会のほうが主に取り組むとな

っても行政の必要なサポートについては人的、財

政的な面を含めてしっかりと今後もさせていただ

きたいというふうに思います。
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実際に今回事業を取り組んでの成果ということ

でありましたから、子供たちの反応なんかも少し

報告をさせていただきながら答弁をさせていただ

ければと思いますけれども、台湾の子供たちはと

ても積極的で明るい性格をされていまして、実際

の交流の中でも積極的に英語で子供たちに働きか

けてきます。自分の言いたいことだとか考えてい

ること、思っていることをはっきりと言えること

ができるというのは、これはなかなか日本人は苦

手なところでありますけれども、ここはすばらし

いことだなというふうに私ども受けとめていると

ころであります。

実際にそこに接した子供たちにとっては、やは

り同世代の子供が母国語ではない英語を使って積

極的にコミュニケーションを図ってくるというそ

の姿にはやはり非常に刺激を受けた、そういう機

会になったのではないかというふうに受けとめて

いるところであります。実際に教育旅行の受け入

れの場面で、市内の高校生、目の前に相手がいる

と、どうしても我々は単語だとか文法を頭の中で

思い浮かべようとするのですけれども、目の前に

相手がいるとその時間がありませんので、なかな

か言いたいことを英語で伝えられなかったという

ところ、その難しさというのを改めて痛感したの

だと思いますけれども、後での報告や何かを聞く

と、このことが逆にいいきっかけとなって、もっ

と英語に身を入れて勉強しようと、コミュニケー

ションできるように頑張ろうと言われる方も少な

くありませんでしたので、そういった意味では非

常によい機会になったのではないかなというふう

に思いますし、この高校の修学旅行の受け入れを

きっかけに名寄高校においてはこれまで２回、テ

レビ会議のシステムを使って遠隔授業が行われて

います。私もちょっと資料を見ましたけれども、

お互いの食文化を紹介し合いながら、そこに対す

る理解を深める、そんな取り組みをされておりま

したので、今後ともこういった取り組みが継続を

されて、互いの文化を理解し、さらには国際的な

視野も深める、そんな機会になっていくことを期

待をしているところであります。

また、中学生の台湾派遣の関係もありましたけ

れども、ここも同様にやっぱり言葉の壁というの

がなかなか大きかったようですけれども、ただや

っぱり子供たちはその場で臨機応変に対応すると

いうのもあるのでしょう。ジェスチャーなんかを

交えて一生懸命伝えようとするのです。相手にそ

のことが伝わったときに、本当に子供たちはうれ

しそうな顔をしておりましたし、さらには滞在中

も向こうの文化をしっかりと吸収しようというこ

とで積極的な姿勢がうかがえましたので、そうい

った意味では非常によい機会になったのではない

かなというふうに受けとめているところでありま

す。様子を含めて、そういった意味で大きな成果

があったのではないかと受けとめているところで

ありますので、ぜひ御理解をいただければと思い

ます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。そうですよね。私どもの感覚でいうと、外国

人の方って本当にコミュニケーション能力が強い

というか、日本人が逆に言うとそれが苦手という

ふうな部分で、その背景にはやはり英語になかな

か、自分の自国語と英語というふうな部分で、日

本はなかなかまだそこには至っていないから、そ

の辺の部分はいろいろ今回行った方は苦慮された

部分だし、驚いた部分ではなかったのかなという

ふうに思います。ただ、そこで外国人と接する機

会というか、そういうことをふやしていくことが

やはりまたいろんな部分でコミュニケーション力

をつけていく１つの要因になるのかなというふう

に思うわけですけれども、このことについてどん

な考えがおありなのかお聞きしたいと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、そういった外国の人たちとの接点、こうい

うものについてはどうしても地方では限られると
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いう部分がありますので、私たちのほうでもそう

いう機会をできるだけ多く創出をしていきたいな

という考え方をしております。

私たち以外にも民間のほうでも例えばこの７月

にはリンゼイの友好委員会がありますけれども、

この中で子供たちを対象にイングリッシュキャン

プというのを行うというようなところもあります

し、またリンゼイからの高校生をことし２名を受

け入れるということもありますし、ドーリンスク

からもことし訪問団が来るという、そういう機会

がありますので、さらには台湾の教育旅行の受け

入れなんかもこれからも引き続き取り組んでいく

考えでありますので、こういった機会を使いなが

ら子供たちができるだけ多くそういった異文化の

人、言葉の違う人と出会う機会を創出していきた

いと考えておりますので、御理解をいただければ

と思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） そういう意味では、

本当に必要なことだと思うので、いろんな機会を

通してそういうふうな体験ができるような形、こ

れはつくり上げていくことが必要だなというふう

に思いますから、よろしくお願いします。

あと、この経済交流等々についてはお話を聞く

と、まだ農業研修でいうとこっちから行っただけ

で、向こうのほうからはまだ受け入れができてい

ないということですから、３１年度に受け入れが

行われるということも含めて、それで完結すると

いうふうなことになると思いますから、その中で

どういうことが今後考えられるのかなという話に

なってくるのではないかなというふうに思います。

ただ、１つ人的ネットワークを構築していくと

いうことからすれば、何か農業が切り口になるの

かなというふうに、今進めている事業もそうなの

でしょうけれども、農業青年を派遣をするという

ことはまさしくそのことかなというふうに思いま

すから、そんな中でこういうふうな形で農業を切

り口とした経済交流、人的交流、これが続くとい

うことを期待をして質問を終わります。

次に、部活動の関係でありますけれども、この

部活動、今お話しいただきました。実際に今中学

校の中で部活動、我々のときは中体連という１つ

の目標があって、その目標に向かって部活動をし

てきたというふうな部分があって、私の中では部

活動は教育の一環だという柱みたいな区分で感じ

ていたのですけれども、今の部活動の現状という

か、実際に部員数の減少から部活動が廃部に追い

やられるというようなこともあるのかもしれませ

んけれども、そうではなくて、部活動もいろんな

参加の仕方というのがあると思うのですけれども、

サッカーや何かでいくと、実際名寄の部分でいう

と、１校については中体連に参加しているけれど

も、もう一校は参加していないというような状況

でありますし、これもクラブ活動というか、クラ

ブという組織があって、そこに登録をして実際に

スポーツに親しむという、そういう形は続けては

いるのでしょうけれども、いろんな何かケースが

あるようなことをお聞きはしているのですけれど

も、このことについて教育委員会なり学校サイド

として望ましい部活動のあり方というのはどうい

うものなのか、ちょっとお教えいただきたいと思

います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 望ましい部活動の定

義といいましょうか、これはやはり子供たちが希

望する活動がその学校で完結するということが一

番望ましいのかもしれませんが、ただ子供たちの

ニーズも多様化しております。先ほど議員からお

っしゃられたように、サッカーチームでも学校内

でつくって活動をしているサッカーチームもあれ

ば、市内の生徒たちが集まってやっている。その

クラブチームについては、中体連には出られない

けれども、独自の大会等があって、そっちに行っ

ているというような形もありますので、教育委員

会としてこの形が一番いい形というのは特に今言

えることはないのですけれども、やはり子供たち
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が一番活動しやすいというか、可能な限り子供た

ちのニーズに応じた部活動のあり方が望ましいと

は思いますけれども、そこに全て対応できるかと

いうことになると少しちょっと限界、教育委員会

としても限界はあるのかなというふうには考えて

おります。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） そうですよね。本当

にいろんなケースがあるので、なかなか難しい時

代になってきたのだなというふうな感じはします。

部活動指導員制度の部分については、今のとこ

ろ名寄市は導入しているという状況にはないとい

う先ほどの御答弁をいただきました。その中で、

運動部活動改革プランという、これは今の状況が

どのような状況になっているかとか、調査研究を

するとか、それから先ほど指導者の市内のこの状

況がどうなっているかだとか、いろんな部分で調

査研究をしながら、この名寄市の今後のあり方に

ついて１つの道しるべになるような調査になるの

かなというふうに思って、このことに今進めてい

るということで初めて知りましたし、この採択を、

国の補助事業ですから、採択されなければできな

いというふうな部分でありますけれども、今の実

態を考えると補助事業で採択されなかったからで

きないということではなく、仮に採択されなくて

もその実態調査はしっかりして、この地域の部活

動の現状をしっかり把握をし、今後また少子化に

伴ってどんどん、どんどんさまざまに変化してい

きますから、それらに対応するような形を整えて

いただきたいということを要望して終わります。

次に、スポーツコミッションに関して、先ほど

といいましょうか、６日の日の東議員の代表質問

なり、きのうの山崎議員からの質問でも御答弁を

いただいていますので、内容についてはほとんど

同じ状況になろうかなというふうに思いますが、

先ほどの御答弁では４つの柱だったですか。大き

く４つに分けて、こんな形で進めていくのだとい

うようなことをお知らせいただいたかなというふ

うに思っています。

やはり私は、このスポーツコミッションという

のは、今名寄市が進めようとしている冬季スポー

ツの拠点化と、この事業をしっかり進めていくた

めにもやはりこのコミッションというのは大事な

部分だなというふうに思っていまして、このこと

については行政、そして民間、いろんな企業、団

体、それからその他もろもろかかわる人たちが一

堂に会してこういうふうな道、先ほど言った４つ

の柱を目指しながらも進めるというふうなことで

ありますから、このことについては本当に非常に

大事なことだなというふうに思っていますし、２

８年８月１７日に総務文教常任委員会の懇談会と

いうのがありまして、そのときに阿部雅司さんが

名寄に招聘されてきてお話をいただきました。こ

のときに初めてスポーツコミッションの設立とい

うふうなことが構想的に出されて、実際に３年ほ

どたつわけでありますけれども、これが長かった

のか短かったのかわかりませんが、今年度末をも

って仮称でありますけれども、なよろスポーツコ

ミッションが設立されるということにつながった

ということでありますから、これは非常に喜ばし

いことだなというふうに思いますし、こういうふ

うなコミッションが立ち上がることによってこの

地域のスポーツ、いろんな部分でありますけれど

も、私が考えるのはアスリートの人たちが名寄に

来て、名寄の子供たちがその姿を見て技術を学ぶ、

向上していくというようなことだとか、前に聞い

たことがあるのですけれども、実際にスポーツ合

宿に関しては施設整備といいましょうか、インフ

ラ整備されているところを主体的にみんな合宿に

入るのですけれども、そればかりではなく、やは

り合宿に来てそこでけがをするというようなこと

も多くあると。そのけがの対応のために、やはり

サポートをする環境が必要なのだと。名寄にして

みれば、市立総合病院もあるし、名寄大学があっ

て、いろんなその答弁の中で名寄が進めるといい
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ましょうか、いろんな形の中でバックアップでき

るような、医科学の関係についてもバックアップ

できるような体制が整いつつあるような、そんな

お話をいただきました。これは、本当に名寄にと

って必要なことだなというふうに思っていまして、

それを生かしてこのなよろスポーツコミッション

をどんどん、どんどん盛り上げていっていただき

たいなと思いますけれども、それについてお考え

といいましょうか、ありましたらお答えいただき

たいと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） スポーツコミッショ

ンの設立ということですけれども、やはりコミッ

ションが自走化といいましょうか、きちっと進ん

でいくことが大事なのだろうと思っていますけれ

ども、４つの柱ということで先ほど申し上げまし

た。

それぞれの考え方といいましょうか、まず人材

育成の部分では、やはりジュニアの育成の取り組

みが大変重要というか、メーンになるというふう

に考えております。スポーツ少年団や学校体育の

場面に引き続きスポーツトレーナー等を派遣する

などして、子供の運動能力の向上と競技力の向上

を目指していきたいと思っています。

また、市民の健康づくりの面では、親子参加型

のスポーツ教室を今年度から立ち上げて実施して

おりますし、今後もスポーツと健康をテーマにし

た講演会等を実施しながら市民の運動習慣をつく

っていくということと、あわせてスポーツによる

健康づくりを広めていきたいというふうに考えて

おります。

３つ目に、スポーツによる地域経済の活性化と

いうことを掲げておりますけれども、モチ米など

地元農産物を活用したアスリートや健康志向の方

向けに食品の開発から販売まで持っていけないか

なというような取り組みを行っていきたいという

ふうに考えております。

４つ目に、広域連携ということです。まだ連携

というのがはっきりした形ではできていませんけ

れども、まずは近隣自治体で行われるスポーツの

イベント等の情報を発信をしていきたいなという

ふうに思っていますし、今年度につきましては先

ほど申し上げましたとおり美深町と連携してバド

ミントン、スポーツ合宿受け入れなどにも取り組

んできているところです。今後も広域でスポーツ

合宿等の誘致ができないか検討をしていきたいと

いうふうに思っていますし、これらの取り組みに

ついては新たに設立するコミッションにおいて多

くの市民に参画をいただきながら、スポーツによ

る地域振興を今後も図っていきたいと考えており

ます。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 以上で塩田昌彦議員

の質問を終わります。

子どもの権利尊重について外２件を、川村幸栄

議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をいたします。

１つ目、子どもの権利尊重について伺います。

ことしは、子どもの権利条約国連採択３０年、そ

して日本が批准して２５年の年であります。この

年に子供にかかわる悲惨な出来事が次々に発生し

ています。今こそこのような悲劇が繰り返される

ことのないよう、社会全体の問題として考えてい

く必要があるのではないでしょうか。

そこで、小項目１、子どもの権利条例の制定に

ついて伺います。改めて条例の制定を求めるもの

であります。お考えをお聞かせください。

小項目２、虐待への対応について伺います。虐

待、体罰の問題は、特に子供の成長期の過程や学

校における人権問題として福祉行政と教育行政と

の連携、協働なくしては解決し得ない課題である

ことが実践的に明らかになっていると言われてい

ます。当市においては、昨年１０月からの産婦健

診と産後ケア事業や従来から行われているこんに

ちは赤ちゃん事業で細やかに対応していただいて
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いるところです。さらに、今回は子供家庭総合支

援拠点の開設や教育相談センターの夜間相談日の

設置が提案されています。設置の経緯等も含めて、

今後の虐待への対応についてお聞かせください。

３点目、教職員の増員について伺います。児童

生徒の悩みを受けとめる体制では、心の相談員の

配置で生徒の見守りや相談などに対応していただ

いていますが、十分に満たされているとは言えな

い状況だと思います。また、教職員の長時間過密

労働も社会問題となっています。当市においては、

加配もされているところではありますが、現場の

先生からは自身の心身の不安もあるけれども、子

供たちとの触れ合いが少なくなってきていること

に心を痛めていると言います。働き方の改善はも

とより、教職員の増員が必要だと考えますが、お

考えをお聞かせください。

小項目４点目、子供議会の開催について伺いま

す。子どもの権利条約は、子供は何よりもまず権

利の主体であり、しかもその権利を子供みずから

が行使することができるとの立場に立っています。

とりわけ同条約１２条が自己の意見を形成する能

力のある児童は、自己に影響を及ぼす全ての事項

について、自由に自己の意見を表現する権利があ

ることを認めて、子供の意見、意向表明の権利を

保障している点に端的にあらわれています。子供

自身に参加させ、その意見、意向を表明する機会

を与え、これを十分に聴取して決定することが求

められているところです。子供議会の開催につい

てのお考えをお聞かせください。

大項目２点目、子供の医療費助成の年齢拡大に

ついて伺います。子供の医療費助成を義務教育卒

業まで年齢の拡大を、特に祖父母からの要望が多

い子育て世代への支援が求められているところで

あります。義務教育卒業まで医療費の心配をせず

に病院にかかれることが大切ではないでしょうか。

口腔崩壊についても指摘をしてきたところであり

ます。今回歯科疾患検診事業開始は歓迎するとこ

ろではありますが、治療が必要なときに治療がで

きることが必要ではないでしょうか。全都道府県、

全市町村で助成が行われています。南富良野町の

ように、大学卒業の２２歳までというところもあ

ります。健康格差を生み出すのではないでしょう

か。また、地域間の格差も生じているところであ

ります。子供の医療費無料化の年齢拡大のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

大項目３点目、農業、農村の振興にかかわって

伺います。小項目１、家族農業の１０年への対応

について伺います。国連は、家族農業、小規模農

業の役割を重視し、各国が支援しようと２０１９

年から２０２８年の家族農業の１０年を呼びかけ

ました。世界では、小規模、家族農業の再評価が

進んでいます。この国連の呼びかけを真剣に受け

とめ、農業、農村の危機的事態を打開するために

家族農業を中心に農山村の再生、食料自給率の向

上に踏み出すことは国際社会に対する責任ではな

いかと考えます。そこで、家族農業の１０年への

対応について市のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

小項目２つ目、小規模農業への支援について伺

います。新規就農希望者、農村女性への支援につ

いては、市政執行方針で述べられています。今国

の農政では、ＴＰＰ１１、ＥＰＡＡの対応で規模

拡大による効率化などの向上を図る方向が強まっ

ています。規模拡大への支援では、クラスター事

業などが行われているところですが、名寄市とし

ての小規模農業への支援についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

小項目３点目、食料自給率の向上への対応につ

いて伺います。先進国では、最低の３８％という

食料自給率ですが、農業を基幹産業とする当市と

して食料自給率の向上に向けての対応についてお

考えをお聞かせいただきたいと思います。

風連中央小学校４年生が作成した風連のびっく

り！！もち米パンフレット！！、地元産のモチ米

について、モチ米を使った料理などに関心を寄せ

ています。そこで、学校給食の地場産食材の活用
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状況についてお知らせください。

また、食料自給率に大きく影響する種子法の廃

止への対応について、どのような対応をし、そし

て関係機関等への働きかけについてどのように行

われてきたのかお伺いをしたいと思います。

以上でこの場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま川村議

員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１のうち小項目１と２及び大項目の

２は私から、大項目１のうち小項目３は教育部長

から、小項目４は総合政策室長から、大項目３は

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、大項目１の子どもの権利尊重について

ですが、小項目１の子どもの権利条例の制定につ

いて、小項目２の虐待への対応について、一括し

て答弁させていただきます。名寄市では、子ども

の権利条約が定めている生きる権利、育つ権利、

守られる権利、参加する権利の４つの権利を尊重

し、実践するために名寄市子ども・子育て支援事

業計画において、子どもの権利が尊重される名寄

として、子供たちが安心して生きるための支援、

虐待や犯罪から守られる支援、平等で自分らしく

育つ支援、意見発表や参加するための支援の４本

の支援を柱として推進しているところであります。

計画の推進に当たっては、地域活動や学校、幼

児教育、保育施設などと連携を図るとともに、市

民への情報発信などを行いながら、子供たちを見

守り、安全で健やかに育つ環境づくりに努めてお

ります。

児童虐待については、全国的に相談対応件数が

年々増加している状況にある中、昨年３月に東京

都目黒区で児童虐待事件が発生しております。こ

のことを受け、子供の命を守ることを何より最優

先と捉え、全ての行政機関があらゆる手段を尽く

すよう緊急に対策を講じることとされ、国におい

て昨年１２月に児童虐待防止対策体制総合強化プ

ランが策定されてきております。名寄市におきま

しては、これまでも家庭児童相談事業を実施し、

児童虐待に限らず、養育に関することや心身の障

がいに関することなど、さまざまな相談に対する

対応をしてきております。保健センターでは、育

児不安や負担感から虐待に発展しないよう妊娠届

け出時から相談支援を開始し、出産後は生後４カ

月までの赤ちゃんがいる全家庭を訪問するこんに

ちは赤ちゃん訪問や乳児健診などの母子保健事業

を通じて母子の健康状態の把握と子育ての不安へ

の相談を行いながら必要な支援につなげてきてお

ります。また、平成３０年１０月からは産後間も

ない産婦の心と体の状況などを把握する産婦健康

診査や産後４カ月未満で産後の体調や育児に不安

などがある産婦に対して助産師が自宅に訪問し、

心身のケアや育児のサポートなどのきめ細やかな

支援を実施する産後ケア事業を開始するなど、産

後も安心して子育てができる支援体制の強化を図

ってきております。

教育相談センターについては、教育専門相談員

を配置し、児童生徒や保護者などから教育に関す

る問題を中心とした悩みや相談を受け、問題解決

に向けて支援や指導を行ってきております。第２

週と第４週の木曜日には夜間相談を設け、仕事な

どにより日中の時間帯に相談できない保護者や不

登校などにより家に引きこもりがちの児童生徒を

対象に相談を受け付けることで家の外に出るきっ

かけづくりの場となるような対応も図ってきてお

ります。こうした各部署における支援体制の連携

を密にし、要保護児童対策地域協議会を核とした

体制の中で児童虐待や家庭での不安解消の対応を

図っているところであります。

全国的には、地域住民の虐待に対する意識の高

まりにより、子供の前での夫婦げんかなどによる

面前ＤＶの虐待通報が特に増加している状況にあ

ります。名寄市においても同様に相談件数や支援

が必要な家庭や子供が増加傾向にあります。名寄
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市においては、子どもの権利に関する条例の制定

は実施しておりませんが、子ども・子育て支援事

業計画を基本とし、こうした事業を地域全体に周

知し、認識してもらい、全ての子供の権利を擁護

し、子供が健やかに生まれ育ち、安心して子育て

ができるように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。また、新年度からは子供家庭総合支援拠

点を設置し、家庭や妊産婦などを対象として関係

する機関などの連携をさらに密にし、妊娠期から

子育て期にわたる切れ目のない支援の充実に努め

てまいります。

次に、大項目２の子供の医療費助成の年齢拡大

について、小項目１の子供の医療費助成を義務教

育卒業まで拡大することについてお答えいたしま

す。子供の医療費の独自助成については、これま

でも定例会において御質問をいただいているとこ

ろではありますが、対象となる年齢や医療費の範

囲、所得制限や一部負担の有無など自治体間にお

いてさまざまな制度となっていることから、国に

おいて全国一律で実施すべき制度であると考えて

おりますので、さまざまな機会を通じ、国や北海

道に要望してきております。

道内都市の独自の医療費助成の状況につきまし

ては、３５市中、小学生の入院は２０市、通院が

２４市、中学生の入院が２４市、通院が１７市と

なっており、義務教育卒業までの医療費助成拡大

がふえている状況にあります。本市におきまして

は、これまでも医療費の助成拡大に限らず、市立

総合病院における小児科診療の２４時間体制の整

備など、安心して医療が受けられる体制を整えて

きているところであります。

子供の医療費の助成拡大については、これまで

も第２次総合計画中期計画の策定において協議し

てきているほか、現在第２期の名寄市子ども・子

育て支援事業計画策定に当たり、アンケート調査

によりニーズ調査も実施しているところでありま

す。また、１０月に実施されます消費税増税に合

わせ、３歳児から５歳児までの幼児教育、保育の

無償化が実施されることに伴う地方負担額を精査

しながら検討していかなければならないと考えて

おります。今後も各種アンケート調査の結果や子

ども・子育て支援事業計画策定時における協議な

どにおいて市民ニーズも踏まえながら、優先的に

どの子育て支援を充実させていくか、財源を有効

に活用していくことも含め検討してまいりたいと

思いますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１、

小項目３、教職員の増員について申し上げます。

子供たちへの虐待や体罰を見逃さないために学

校での見守り体制を進めるため、教職員の増員が

必要ということでございますが、現在国において

は学級数や児童生徒数に応じた県費負担教職員定

数配置基準において教職員の適正配置を行ってい

ますが、あわせて教職員の定数改善という面から、

学校における働き方改革に関連した教職員の増員

や複雑化、困難化する教育課程への対応をするた

めの加配教員の配置に取り組んでいる状況にもあ

りますことから、本市においても制度を積極的に

活用しながら教職員の適正配置に取り組んでいき

たいと考えております。

また、市内中学校３校に配置しております心の

教室相談員については、新年度より校区内の小学

校にも派遣し、日常的に児童生徒にかかわりを持

ち、小中学校の連携を図るなどの支援体制を構築

していきたいと考えております。さらに、特別支

援教育学習支援員も増員し、各学校に配置してい

ることから、教育委員会としては学校のスタッフ

全員で子供たちを見守っていくという視点に立っ

た学校運営を進めていただくよう各学校にお願い

をしていきたいと考えているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私からは、大項

目１、小項目４、子供議会の開催について申し上
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げます。

本市では、平成２９年度から子供たちがふるさ

と名寄と自分自身の未来に夢と希望を持ち、明る

く健やかに暮らせるよう、考えやアイデア、夢な

どを語り合い、その活動を通してそれぞれの思い

を生かしたまちづくりビジョンを持ってもらえる

よう、ふるさと未来トークを開催してきておりま

す。現在市内小中学校を対象に年３回実施してお

り、各学校ではそれぞれテーマをつくり、子供た

ちが本番に向けて議論するなどの準備を進め、市

長、教育長へ意見や質問を行ってきております。

テーマでは、将来名寄をどのようなまちにした

いか、そのために大人になったら取り組みたいこ

とや自分の学校や名寄市をもっとよくしていくた

めの意見やアイデアなど成長に応じたテーマで取

り組んできており、学年単位や全校生徒を対象と

するなど、できるだけ多くの子供たちが参加し、

意見を発表する場として有効な取り組みであると

考えております。

子供議会の開催につきましては、開催意義は十

分理解しておりますが、多くの子供たちが参加で

きる仕組みとして現在ふるさと未来トークを実施

しておりますので、子供たちの感想や学校現場で

の意見などを踏まえ、今後しっかり検証してまい

りますので、よろしくお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、農業、農村の振興にかかわって、初めに小

項目の１、家族農業の１０年への対応について申

し上げます。

国連は、２０１９年から２０２８年度までを家

族農業の１０年と位置づけ、加盟国に対し、世界

の食料安全保障確保と貧困、飢餓撲滅に大きな役

割を果たしています家族農業に係る施策の推進、

知見の共有を求めました。国内においては、農業

経営体数は約１３８万経営体ございまして、この

うち家族経営体は１３４万で全体の９８％を占め

ております。国におきましては、家族農業経営体

について地域農業の担い手として重要と考えてお

り、食料・農業・農村基本法に基づき家族農業経

営の活性化を図ることとしており、さまざまな施

策が講じられているところでございます。本市に

おきましても６２４の農業経営体のうち、家族経

営体は５９７で全体の９６％を占めており、農畜

産物の生産はもとより、地域コミュニティーの形

成や農業、農村が持つ多面的機能の維持、保全な

どにおきましても中心的かつ重要な役割を担って

いただいていると認識をしているところでござい

ます。

次に、小項目の２、小規模農家への支援につい

て申し上げます。本市におきましては、経営規模

の拡大に取り組まれる方や小規模の面積で収益性

の向上に取り組まれる方など、さまざまな規模や

作付による経営が展開されておりまして、そのこ

とが本市の特色の一つであります多様な農畜産物

の生産につながっていると考えてございます。

農業者に対する支援といたしましては、国の中

山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付

金による農業、農村の多面的機能を維持、発揮す

るための支援や経営所得安定対策による土地利用

型農業の経営安定を図るための支援など、経営規

模にかかわらず取り組みが進められております。

また、本市といたしましては地域の中心的な担い

手としての要件の一つであります認定農業者制度

や人・農地プランにおける担い手農業者の位置づ

けにおきまして、経営規模の大小や経営体の区分

にかかわらず、一定の所得目標の達成に向け、経

営改善計画を作成し、取り組む農業者や意欲的な

農業者について地域農業の担い手として認定をし

ておりまして、あわせて労働力確保対策や担い手

育成に係る支援及び農業振興資金によるセーフテ

ィーネット対策などＪＡと協調し、今後も多様な

経営体の支援に取り組んでまいります。

次に、小項目の３、食料自給率の向上への対応

について申し上げます。初めに、学校給食での取
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り組みについてでありますが、地場産食材の積極

的な使用を推進しており、作柄の影響もございま

すが、地場産食材の使用率は例年６０％前後で推

移をしておりまして、平成２９年度では６ ３％

となってございます。具体的には、試食米の全量

を風連の２つの生産組合から購入しているほか、

モチ米産地ならではの献立として赤飯やおこわ、

モチ米コロッケなどを提供してございます。野菜

や穀類、精肉の購入におきましては地場産食材を

優先とし、続いて道産、国産の順としており、生

産者や納入業者の協力を得ながら地場産食材の確

保、使用率の向上に努めているところです。また、

平成２９年度からはパン給食用小麦粉の全量を名

寄産としたほか、名寄産食材のみを使用したなよ

ろ給食の日を設けるなど新たな取り組みを実施し

ています。本市は、お米や野菜など新鮮で安心な

食材がふんだんに収穫できる気候風土にあります

ことから、地域関係者との連携を図りながら地産

地消の取り組みを推進してまいります。

次に、産地としての取り組みでありますが、本

市では生産者の皆さんの努力により多様な農畜産

物が生産されており、産業まつりや地産地消フェ

アなどのイベントにおける市民へのＰＲや直接販

売に加えまして直売場などの紹介を行っており、

これらを通じて地産地消を推進してございます。

食育の観点からも小学校の総合学習や民間団体の

支援を受け実施をしております教育ファームにお

いて農業体験や収穫祭などが実施されており、こ

れらの体験を通して生産過程や苦労を知り、安全

で安心な食を選択する力を身につけることで将来

地産地消の推進を担う生産者または消費者となっ

ていただけるよう、引き続き学びや体験の場の支

援、情報提供に努めてまいります。

また、風連中央小学校４年生が取り組み、市に

提供いただいた風連のびっくり！！もち米パンフ

レット！！については、モチ米の歴史を初め、農

家、名寄モチ米の秘密やモチ米商品、料理などを

幅広く紹介する内容で、食育や地産地消に結びつ

く取り組みと受けとめており、市内７カ所に配置

をし、広く市民の皆様にもごらんをいただいてい

るところでございます。

次に、道の種子条例に関してでございますが、

主要農作物種子法は国におきまして米、麦、大豆

の種子に特化をして都道府県に種子の生産及び普

及を義務づけてきたものでありますが、民間の種

子開発への参入を阻害しているとして昨年４月に

廃止をされました。これまで種子法のもと、気候

など地域の生産条件に適合する品種や消費者のニ

ーズに応えられる優良品種が開発をされ、高品質

な農産物の安定生産が行われてきたことから、北

海道に対し、安全で優良な種子の安定供給が引き

続き可能となるよう、適切な制度の枠組みの構築

と十分な財源を講じるよう関係市町村や団体と連

携し、求めてきたところでございます。

これを受けまして道におきましては、種子条例

の制定に向けて積極的な検討が進められ、さきの

第１回定例道議会におきまして、北海道主要農作

物などの種子の生産に関する条例として全会一致

で可決をされ、この４月１日から施行される運び

となりました。この条例には、これまで同様に優

良品種の認定、原種及び原原種の生産、圃場など

の審査等の取り組みについて規定されるとともに、

対象となる作物につきましてはこれまでの米、麦、

大豆に加えまして小豆、インゲン、エンドウ、ソ

バが主要農作物として位置づけられました。また、

種子の安定生産に必要な財政上の措置を講じるよ

う定められており、今後ともこれまで同様に優良

な種子の開発や安定供給が図られるものと考えて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、御答弁をい

ただきましたので、それぞれ再質問等をさせてい

ただきたいと思います。

まず最初に、子どもの権利の尊重にかかわって

であります。これは、２つ目の子供の医療費助成
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の年齢拡大にもかかわるところでありますので、

同時に進めたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

子どもの権利条例の制定にかかわってでありま

すが、この間も私も何回か求めてきたところであ

ります。日本弁護士連合会子どもの権利委員会と

いうのがあります。ここの中で言われているのが

何よりも大切なことは子供たちに権利条約の内容

と意味を広く知らせることであり、これにより初

めて子供は権利主体として、みずからその権利を

現実に行使することができるようになるのである

というふうに書かれています。そして、地方自治

体に権利の救済機関を設置することも求めている

ところであります。権利条例等をつくられたお隣

の士別市もそうですけれども、私が視察をさせて

いただいた青森市のところでも子どもしあわせ課

というのがあって、ここでいろいろ相談等の救済

機関として設置されているところです。

この条例をつくるに当たって、やはりいろいろ

な立場の人たちがたくさんの子供たちにかかわっ

ていろいろな意見を出し合う、このことが私は重

要だと思っています。社会全体としてということ

が言われています。３月１日に子どもの権利・教

育・文化全国センターというところが子どものい

のちと安全を何よりも大切にする社会にというア

ピールを出しています。この虐待の問題等を受け

てのアピール発表です。なぜ児童虐待がなくなら

ないのか、子育て、教育にかかわる人々だけでな

く、社会全体の問題として考えていく必要がある

のではないかというふうに述べています。私は、

そのとおりだと思っています。私の身近なところ

でも最近、子供の泣き声に非常に敏感になってい

るという声が聞かれています。そうでないことを

祈りながらも、ひょっとしたらというふうなこと

で心を痛めているのです。ですから、市民全体で

この問題を考えていくというあたりで、この子ど

もの権利条例の制定が必要ではないかというふう

に思うのですが、この点についてのお考えをもう

一度お聞かせください。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今議員からあり

ましたように子どもの権利条約に基づきまして、

先ほど言いました４つの権利というのは大変重要

だというふうに思っています。

これまでも答弁をさせていただいておりますけ

れども、本市につきましてもそこはやっぱりきち

んと重要視しながら子ども・子育て支援事業計画、

今策定に向けて取り組んでいるところであります

けれども、その中でも言われたように４本の柱を

つくりながら実施をしております。この柱につき

ましては、子供たちというよりもまずは保護者、

私たち大人がしっかり理解をして、そういった意

識を持ってやっぱり生活をしていかなければなら

ないというふうに思っています。そういった面で

は、来年度策定時期に入りますけれども、そうい

った趣旨も含めてやっぱり広く市民に周知しなが

ら、いろんな方々の御意見をいただきながら、教

育委員会とも連携しながら、子供たちの意見を聞

きながら、そういった精神がしっかり名寄市民に

伝わるようなことで進めてまいりたいというふう

に考えています。

これまでも繰り返しになりますけれども、そう

いった意味で子どもの権利条約、これを基本とし

ながら国もいろんな施策を打っています。私たち

もこれは全国的に統一した対応でなければならな

いというふうに思っていますので、そういった面

では子どもの権利条約に基づきながら、本市にお

きましてもその計画の中で具現化をしながら、そ

ういったこともきちんと市民に意識を持ってもら

いながら対応を進めてまいりたいというふうに考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 大人がまずしっかりと

理解をしてもらうという、そういうことなのです

けれども、一部分のところ、学校であったり、ま

た行政であったりということではなくて、やはり
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市民全体でみんなでこのことを考えていこうとい

うことが私は大事なのだというふうに思います。

そこに子供たちも加わり、親も加わり、社会を築

いていく、みんなでこの子供を守っていくという

その意識に立っていく。そのためには、この権利

条例を制定するに当たってのその取り組みの段階

の中では、ここが非常に重要だというふうに思っ

ているところでありますので、ぜひともそういう

方向で部分的な、先ほども私もお話ししましたけ

れども、子供たちを虐待から守るという部分での

取り組みは本当に細かくしていただいていること

は理解しながらも、そこは部分的になってきて、

そこにかかわった人だけがわかっているのではな

くて、市民全体がこのことに対して考えをし、そ

して子供を守るのだという立場を貫いているとい

うところが必要かなというふうに思っていますの

で、条例制定について引き続きこの検討、前向き

に検討していただくことを求めたいというふうに

思います。

虐待の対応についてであります。今も言ったよ

うに、いろいろな取り組みをしていただいている

ところです。先ほど紹介した日本弁護士連合会子

どもの権利委員会というところでは、救済活動の

基本として子供の権利擁護の立場に徹して、速や

かに子供が窮状から脱出するのを支援することを

最優先にするべきだと、これが課題なのだという

ふうにおっしゃっています。この間、いろいろな

報道をされている悲惨な、もう本当にあってはな

らないということが繰り返されて言葉として出て

いることに私はとても胸が痛みますし、腹立たし

い思いでもいるところであります。そのことに対

して、速やかに子供が窮状から脱出するのを支援

する、この立場に立つことが大事だというふうに

おっしゃっているのですが、この点についての考

えをお聞きをしたいと思います。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まさに議員がお

っしゃられるとおりだというふうに私も思います。

この間、テレビを見ていると頻繁に本当に無抵抗、

抵抗のできない子供たちが虐待によって痛ましい

命を落としたり、心身ともに傷ついたり、本当に

あってはならない、何と言っていいかわかりませ

んけれども、本当に怒りを持つところであります。

そういった面では、先ほど議員からもありまし

たとおり泣き声が気になるとか、そういった部分

では先ほどの私の答弁でも言いましたけれども、

やっぱり地域住民もすごくそういった面では意識

を持っているというか、やっぱり泣き声が聞こえ

るからという通報が市にもあります。そういうと

きには、すぐ学校に確認したり、幼稚園に確認し

たり、保護者の状況を確認したり、もちろん直接

的にちょっと行くのは動きの仕方も含めて慎重に

なりながら対応をしています。そういった面では、

地域住民のわずかな変化であったり、大丈夫かな

という、そういったわずかな情報をやっぱり早急

に対応して事実確認をしながら進めていく、そし

て大きな問題にならないうちに対応していくとい

うのは当然必要だというふうに思っていますので、

その点につきましてはこれまで同様、教育委員会

も含めて関係部署と密に連携をとりながら、そう

いった会議もすぐできる体制は常にとっておりま

すので、今後についてもさらに充実させていきな

がら、深刻な問題にならないうちの早期改善、そ

れよりも未然防止が大事ですけれども、そういっ

た対応については皆さんからの御意見もいただき

ながら充実をさせて取り組みを強化してまいりた

いというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） やはり今報道もありま

すから、市民の皆さんの中には非常に敏感になっ

ているところがあるかなというふうには思うので

すが、しかしやはりきちっとした情報、先ほどか

ら子どもの権利条例の話もしました。どうして子

供を守るのかといったとこら辺のことも必要なの

かなというふうに思うわけです。

虐待の中には、一般的に言われている身体的、
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性的、また心理的虐待、そしてネグレクト、育児

放棄などを言われているこの４つがありますけれ

ども、そのほかにも最近では乳幼児の揺すぶられ

症候群だとか、それからちょっとうまく言えない

のですが、代理ミュンヒハウゼン症候群というこ

とで捏造、親が勝手に子供が大変だということで、

そういううそを本当のようにしていくというか、

そういったことだとか、そして医療ネグレクト、

病院に連れていかない、こういったこともこの虐

待の中に今は含まれていて、こういった情報も皆

さんの中に浸透させていく必要があるだろうとい

うふうに思うのです。このことをやっぱり語り合

ったり、みんなで共有し合ったりしていくところ

に、戻りますけれども、条例の制定の段階の中に

含まれていくかなというふうに思うのですが、こ

の医療ネグレクトにかかわって、やはり子供の医

療費の助成の年齢拡大が私は必要ではないかとい

うふうに思うのです。病院に連れていかないとい

うことだけではなくて、複数のこの問題が先ほど

部長の答弁にもあったようにＤＶ、面前ＤＶもあ

りますから、そういった部分もありながらの複雑

化した中での医療ネグレクトにつながっているの

かなというふうには思うのですが、しかしその根

本のところにやはり経済的な部分での負担という

のもあるのかというふうに考えるのですが、いか

がでしょうか。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の医療ネグレ

クトにつきましては、言われるようにお金の面が

全てだというふうに私も思います。いろんな状況

が重なって病院に連れていかないということがあ

るかというふうに思います。私も例えばお金がな

くて医療にかかれないというのは、これはあって

はならないことだというふうに思っています。そ

ういった面では、そういった家庭の経済状況であ

ったり、そういったことであれば福祉的な援助も

支援もしっかり相談を受けて対処していかなけれ

ばならないものだというふうに考えているところ

であります。そういった面では、医療費無償化、

全市民が対象という部分がありますので、そうい

った面ではちょっと市としてもいろいろ研究しな

がら進めていかなければならない問題だというふ

うに思っているところであります。

本当に今の社会状況なり地域を見ていますと、

子供の虐待に対して行政がどういうふうにかかわ

るというのは、すごく難しい状況だというふうに

思います。例えば子供を怒っているような声が聞

こえたら、すぐ飛び込んでいけるかというと、そ

ういう状況でもありませんし、先ほど言ったよう

に親がうそをついている場合もあったり、本当に

個人情報も含めていろんな状況もありますので、

そういった面では関係する幼稚園や保育所や学校

などなど地域の方々とも連携をとりながら、情報

もしっかりとりながら、そういった対策も含めて

今後も強化をしていきたいというふうに思ってい

ます。そういった面では、ちょっと議員とは合わ

ないということでいえば、計画の中ではしっかり

そういったことも取り組みも含めて掲載をしなが

ら対応を進めていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 本当に行政だけでは難

しい部分がたくさんあるかというふうに思います。

そういった部分で、やはり先ほどもお話ししたよ

うに社会全体の問題として考えていく必要がある

のだろうというふうに思います。

教職員の増員について、適正配置、そのときか

なというふうには思うのですが、しかし子供は自

分たちの窮状を訴える能力、表現力が十分でない

と、弱い立場の存在であるということで言うと、

学校での目配り等々、先生方の目配り等々が本当

に重要になってくるのかなというふうに思ってい

ます。先ほどもお話がありました。心の相談員も

小中と広げていきたいということでした。これが

実現できると、本当にいいなというふうに思って

いますし、また学習指導員の方々の増も本当に望
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むところですけれども、やはり今教員の働き方の

ことも前の一般質問の中でも議論がされたところ

ですけれども、ここも含めて教職員のさらなる増

員が必要かというふうに思うのですが、改めてお

考えをお聞かせください。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教職員の関係につき

ましては、先ほど御答弁をさせていただいたとお

りでございますけれども、やはり学校現場で家庭

でのＤＶというのが発見されたといいましょうか、

先生の目によって。そういう事例もございますの

で、やはり先ほども申しましたとおりスタッフ全

員で見守りをしながら、学校の中できちっとした

対応をとっていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほどから言っている

ように行政だけでは、学校だけではというところ

でいえば、地域の私たちもみんなでそういう目配

り、気配りをしていかなければならないなという

ふうに思っているところですが、やはり学校でい

えば専門の方々がいらっしゃる場ですので、ぜひ

ともここに力を発揮していただきたい、そんなふ

うに強く願うところであります。

子供議会についてですが、ふるさと未来トーク、

私も否定するものではありません。クラス全体で、

市長、教育長が行って一緒に給食を食べながらい

ろんな懇談をするという、それはそれで私は……

と思ってはいるのですが、しかし子供議会であっ

たり、子供会議であったりといったところでは、

これは北広島市の子ども会議の案内のあれなので

すけれども、子供たち同士で話し合い、子どもの

権利を多くの人に知ってもらえるような案をみん

なで考えて市長に直接提案してみませんかという

働きかけです。そして、青森市では、あなたは自

分の思いを自分の言葉で伝えることができていま

すか、あなたの意見は大切にされていますか、そ

んなふうに呼びかけて子ども会議への呼びかけを

しているところです。

ですから、これは全市に、今名寄市が行ってい

るふるさと未来トークはクラスであったり、また

学校であったりということなのですが、これです

と全市の中で、隣の士別市もそうですけれども、

士別市内の全部の中学校に声をかけてというとこ

ろでは、そのクラスメートであったり、学校のと

いうのではない、やっぱり広い視野の中での意見

を交換し合う。そして、例えばその議会を開くに

当たっては、準備のために隣の士別市では６回集

まって、職員の方々も参加しての準備が進められ

ているというふうに聞いています。こういった取

り組みをしていくことで、また子供たちも成長し、

そして周りも成長していくのではないかというふ

うに考えていて、このふるさと未来トークはその

ままあっていいのですが、例えばいじめ防止サミ

ットがあります。こういったことのような形での

子供議会ができればというふうに考えるのですが、

いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 靖議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 子供議会につい

ての再質問をいただきました。

基本的に川村議員と目的、方向性については同

じ方向で考えられているのかなというふうに受け

とめさせていただきました。冒頭答弁させていた

だきましたとおり、本市では今ふるさと未来トー

クをスタートさせていただいて、ふるさと未来ト

ークをしている目的というのがやっぱり想定でき

る、参加できる人数をやはり最大限ちょっと、そ

の場に参加できる子供たちの数を多く担保できる

仕組みとしてやらせていただいております。２年

目、６校終了ということで、まだ実は一巡させて

いただいておりません。その中で、しっかり一巡

した中で改めて答弁させていただきましたけれど

も、いろいろ声を聞きながら検証させていただい

て、また前向きな取り組みとしていろいろ検討し

ていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。
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〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 子供議会もこれも長く

取り上げて求めてきたところでありますけれども、

やはりこの子供議会という形をとることで子ども

の権利条約、そして権利条例、市でいえば条例に

つながっていくのですが、このことをやはり子供

たちに伝えて、先ほども紹介したようにまずきち

っと子供たちに理解してもらうということなので

すが、それとあわせて周りの大人たちが子供の権

利とはということに思いをはせていく、その大き

なチャンスなのだろうというふうに思うのです。

いろんなことが取り上げられていますけれども、

ここのところがどうしても後づけのように私には

感じてしまいます、いろんな取り組みがされてい

ることは評価しながらも。ですから、子どもの権

利を守るのだといったところをやはり最優先にす

る中でのいろんな取り組みがしていただければ私

はいいかなというふうに思っていますので、再度

検討を進めていただくことを強く求めたいと思い

ます。

子供の医療費助成の問題ですけれども、これも

やはり子供の権利です。子どもの権利条約の中で

は、こんなふうに言われています。子供の養育及

び発達についての第一義的な責任が親にはあるこ

とを認めた上で、国に対しても親がこの責任を遂

行するに当たって、親に適当な援助を与えること

を求めているのです。これが自治体、本当は私も

国の施策として取り組んでもらう、これはいつも

言っていることなのですが、国の施策として取り

組んでもらうことが何よりも一番大事かなという

ふうに思っていますし、私たちの党としても求め

ているところであります。そうならないところで

全国の都道府県、市町村で助成が行われている、

そして全国市長会でも国に要望が出されていると

ころであります。やはり子供の命にかかわるこの

医療費の助成を年齢拡大を進めていただくことが

必要かと思っています。一番ちょっとネックにな

っていた医療費助成のペナルティーもなくなって

いるわけですので、今がやるときかなというふう

に思っているのですが、お考えをお聞かせくださ

い。

〇副議長（佐藤 靖議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 医療費の助成に

関してですけれども、先ほども答弁の中でちょっ

と触れさせていただいていて、繰り返しになって

申しわけありませんけれども、先ほど申し上げま

したとおり経済的な理由なりによって、子供が病

気にかかったときに医療機関にかかれないという

ことは、これは私もあってはならないことだとい

うふうに思っています。そういった面では、国、

道の補助制度であったり福祉的な支援であって、

それは対応してきておりますし、対応すべきだと

いうふうに思っています。

ただ、子供全員が医療費の無償化をするという

ことについては大きな財源がありますし、それが

本当に子育て支援にとって最善の優先的な政策な

のかということは、これは十分に検証をしていか

なければならないというふうに思っています。ほ

かにもっと虐待も含めて、先ほどの例えば教員の

増員とかありますけれども、どういったところに

財源を投資するのがいいのかというのは、やっぱ

りきちんと市としても判断をすべきだというふう

に思っています。そういった面では、今アンケー

ト調査等もやっていますし、支援計画の中では議

論も進めていきますので、その中でも十分な議論

を尽くしながら、やっぱり有効的に財源を活用し

て子ども・子育てに本当に効果的な支援を今後も

検討しながら進めてまいりたいというふうに思っ

ていますので、御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 子育てのアンケート調

査もこれから集約されて結果が出てくるのだとい

うふうに思うのですけれども、やはりその中でし

っかりと検証しながら、何が必要なのかというと

こら辺を見ていただきながら、ぜひとも地域間の

格差はなくしていかなければならないというふう
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に思っていますので、よろしくお願いしたいと思

います。

最後になりました。食料自給率の向上に向けて、

小規模農家、また先ほど部長からありましたよう

に名寄市内は９６％が家族農業だということであ

りました。こういった皆さん方へのさまざまな支

援があるわけですけれども、やはり後継者がいな

くて、やむを得ずに離農しなければならないと、

こういったことは何としてもやめさせなければな

らないというふうに思っています。営農意欲を高

める施策が必要だろうということで、先ほどいろ

いろ支援策が述べられたところであります。

そこで、私としてはやはり消費者として地産地

消を進めていく中で、食料自給率の向上に向けて

取り組みをしていきたいなというふうに思うので

すが、風連中央小学校のびっくり！！もち米パン

フレット！！を皆さんは見たでしょうか。本当に

上手で、先生方の御指導も徹底していてよかった

のだというふうに思いますけれども、こういうの

がいろんなところでできていったら、農家の皆さ

ん方も本当にうれしいだろうなというふうに思っ

ているところであります。地元の食材に関心を持

つというところでは、本当にこれがいい教材にな

っているというふうに思います。

先ほど学校給食の地場産の利用のところでお聞

きしました。２８年度までの学校給食における食

材の活用率がこの推進計画の中であったのですが、

２８年度では６ ４％が２９年度では６ ３％に

ということで、少しずつ上がってきているという

ことでは先ほど御紹介もありましたけれども、パ

ンだとか、そういった部分でふえているのだとい

うふうには思います。さらなる利活用の増を望む

ところですが、この辺についてのお考えが何かあ

りましたら、お知らせいただければと思うのです

が、どうでしょうか。

〇副議長（佐藤 靖議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校給食における地

場産食材の利活用でございますが、これにつきま

しては当然継続的に今後も積極的に地場産食材を

取り入れていきたいというふうには考えておりま

すが、ただ名寄市の気候上といいましょうか、冬

場というのはどうしても地場産食材が供給できな

いような状況にもありますけれども、近年は寒締

めホウレンソウみたいな冬場にでもつくっていた

だいているような食材もございますので、そうい

う食材等についても活用をしていければというふ

うに考えております。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 献立表、それからいた

だきたいむ、給食センターから発行されている。

これもずっとホームページに載せていただくよう

に求めてきたところですけれども、これを見ると

本当に地場産が使われているというのがよく伝わ

ってきます。引き続き取り組みを進めていただき

たいと思います。

地場産のものを使うというところでは、大学の

学食でぜひ餅食を出していただきたいということ

で求めてきたところでありますけれども、せんだ

って地元紙にＪＡさんの協力で餅が出たというこ

とがニュースにありましたけれども、この辺につ

いてちょっとお知らせいただければというふうに

思いますが。

〇副議長（佐藤 靖議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 以前川村

議員からは、学食の餅の提供といいますか、そう

いうような御提言をいただきまして、本学の食堂

は運営事業者に委託をしているものですから、話

し合いをしたのですけれども、現状で常設のメニ

ューとしての提供というのはちょっと難しいとい

うことでございました。

お話がありました今回のモチ米の提供につきま

しては、ＪＡさんの厚意によりまして農業労働力

学生への支援とモチ米のＰＲということで、ただ

すばらしく、無料ということもあって大盛況でご

ざいまして、三、四十人の学生が食べられなかっ

たというぐらいにぎわいました。お礼も含めてＪ
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Ａさんに伺いましたところ、今後ももし可能であ

ればというような前向きな答弁もいただきました

ので、そういう厚意が続けば、そういうのはぜひ

本学としても協力をしてＰＲしていきたいなと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） こういうことがどんど

ん広がるということで名寄の食材のＰＲにもつな

がり、また名寄大学のＰＲにもつながるかなとい

うふうに思っていますので、ぜひとも地元産の食

材をたくさんみんなで、私も含めてなのですけれ

ども、食べて元気になって、またまちづくりに頑

張っていきたいというふうに思います。

以上です。ありがとうございます。

〇副議長（佐藤 靖議員） 以上で川村幸栄議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域産業の活性化と人材育成について外２件を、

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして、大項目３

点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、地域産業の活性化と人

材育成についてお伺いをいたします。少子高齢化

と人口減少が進行する中、特に地方においては若

年人口の都市部への流出により地域経済の活力が

低下し、人口減少がより加速化するという状況に

置かれています。そのような状況は、当市におい

ても例外ではなく、人口減少にどう歯どめをかけ、

将来にわたって活気ある地域をつくっていくのか

ということが喫緊の課題となっています。そのた

めには、いわゆる生産年齢人口の増加、定着によ

る地域産業の活性化と持続的な発展が重要な要素

の一つであり、特に産業各分野において将来の地

域産業を支える人材を育成していくための施策の

推進や仕組みづくりが必要不可欠であると言えま

す。

小項目１点目、農業分野における人材育成につ

いてですが、当市の基幹産業である農業において

すぐれた担い手を育成するための施策や取り組み、

今後の人材育成の考え方について伺います。

２点目、商工業における人材育成についてであ

りますが、市内商工業においても後継者不足や人

手不足が大きな課題となっています。今後の市内

商工業における人材育成確保の取り組みについて

の考え方をお伺いいたします。

３点目、異業種連携による人材育成と産業の活

性化についてですが、産業各分野ごとの人材育成

の取り組みはもとより、異業種間の相互連携によ

る人材育成を含めた施策の充実が地域産業の活性

化につながるものと考えますが、今後の施策推進

の考え方についてお伺いをいたします。

続いて、大項目２点目、教育行政について、小

項目１、学校施設整備の今後の考え方についてお

伺いいたします。市内小中学校の施設においては、

築年数の経過による老朽化が著しく、なおかつ耐

震基準を満たしていない学校施設が複数あります

が、児童生徒の安心、安全な学校生活を担保する

ためにも整備に向けた早急な検討が求められてお

ります。今後の市内学校施設整備の考え方につい

て見解を伺います。

小項目２点目、市内高等学校の今後のあり方に

ついてお伺いをいたします。先般発表された今年

度の名寄市内の高等学校２校の最終出願状況は、

倍率が１を大きく下回る状況での定員割れという

大変厳しい結果となりました。中卒者数の減少や

生徒の進路選択の多様化等さまざまな要因がある

と思われますが、いずれにしても市内の高等学校、

高等教育のあり方を改めて検討する時期に来てい

るのは間違いありません。考え方についてお伺い
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をいたします。

大項目３点目、地域公共交通についてお伺いを

いたします。人口減少、高齢化社会の進行に対応

した地域の足としての公共交通による移動手段の

確保は、安心して快適に暮らせるまちづくりを進

めていく上で重要な課題となっています。地域公

共交通の現状と課題とあわせて今後の地域公共交

通のあり方について、それぞれ見解をお伺いいた

しまして、壇上からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目の２につきましては教育部長から、大項目の

３につきましては総務部長からそれぞれ答弁とな

りますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、地域産業の活性化と人

材育成について、小項目の１、農業分野における

人材育成について、小項目の２、商工業における

人材育成について、小項目の３、異業種連携によ

る人材育成と産業の活性化について、一括で申し

上げたいというふうに思います。

地域産業の活性化においては、議員が言われま

すように人材育成は不可欠であると考えています。

特に人口減少と高齢化が進み、人材確保が地域に

おける喫緊の課題とされている今、また社会が複

雑、高度化し、多様化する中で経済を担い、地域

を支える人材の育成、確保は極めて重要な課題と

捉えており、関係機関、団体と連携をしながら対

応を検討し、講じているところであります。

初めに、農業における人材育成についてであり

ますが、近年は年１０人を超える新規就農者があ

り、昨年も農業後継者を中心に１１人が就農し、

地域農業の明るい話題となってございます。これ

ら新規就農者を含めた若手農業者を地域農業の中

核を担う担い手として育成することが求められて

いますことから、平成２９年度における農業施策

の見直しにおきましては人材育成を重点に制度を

改正し、ＪＡとの協調により就農初期と経営継承

準備期に支援を行う制度として創設をしました農

業後継者支援事業につきましては有効に活用され、

営農意欲の喚起に貢献をしているところでありま

す。

また、農業青年の学習と交流の場であります名

寄市４Ｈクラブ、風連町アグリエイトクラブへの

活動支援、農村女性の活動を支援する農村女性活

動支援事業などの財政的支援、情報交換や人的ネ

ットワークづくりの機会として名寄市担い手交流

会を開催しているほか、産業まつりなどのイベン

トや検討会等への若手、女性農業者への参加、協

力の呼びかけ、委員職に加えまして今年度から新

たに農業青年を台湾に派遣するなど多くの人、さ

まざまな機会、多様な文化に触れることを通じて

人材育成に努めているところであります。

また、地域おこし協力隊、新規就農者への支援

制度は、市内で不足する担い手の確保、育成事業

として実施をしており、過去５年間で５件、９人

の方に新規参入をいただいてございます。

次に、商工業の人材育成についてでありますが、

経済情勢が大きく変化し、事業者数の減少や人材

不足が続く中、平成２８年度の名寄市中小企業振

興条例に基づきます商工業施策の見直しにおきま

しては意欲ある事業者への支援、人材育成に重き

を置き改正を行ったところです。意欲ある事業者

への支援では、新たに創業支援事業を創設し、本

年２月までに３件の実績があるほか、事業者ニー

ズに沿い要件の見直しを行った店舗支援事業など

では見直し以降２５件の実績となっています。ま

た、本年度創設した国との協調支援策であります

先端設備等導入計画の認定は５件となっているほ

か、物づくり補助金はここ５年で１７件が採択さ

れるなど、起業あるいは営業意欲の喚起につなが

り、商工業振興にも一定の成果があったものと考

えてございます。

また、人材育成においては人材確保養成事業の
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見直しを行い、事業所における人材育成の機会や

資格取得などを後押ししているほか、人材開発セ

ンターへの支援を通じて技術の向上や資格取得な

どの機会を確保してございます。さらに、先ほど

の農業分野と同様に各種イベントや検討会などへ

の若手、女性への参加、協力の呼びかけ、委員の

委嘱等を通じまして人材育成の機会となることを

期待しているところであります。

次に、異業種交流、連携による人材育成と産業

の活性化についてでありますが、経済効果を高め

る１つの方策として市内でも取り組まれているの

が基幹産業である農業から生産される農畜産物を

加工し、付加価値を高め、出荷をする６次産業化

あるいは農商工連携の取り組みです。取り組むも

ののかかわりの程度により呼び方は異なりますが、

生産から加工、流通まで多くの異業種が連携、協

力し、成り立つその姿は同様と受けとめておりま

す。

具体的には、民間事業者と農業団体が連携して

実施する事業が国の農商工等連携事業計画の認定

を受け、本市の日本一のモチ米を使用した商品開

発、販路拡大へ向けた取り組みを初め、野菜加工

の研究なども取り組まれているほか、イベントの

企画や観光、旅行商品の開発などでも異業種によ

る交流、連携が盛んに行われており、さきのなよ

ろ雪フェス会場におきましては農業と商工業に携

わる青年らが連携をし、餅を焼くコーナーを設け

て、餅のＰＲに合わせ来場者を楽しませ、にぎわ

いを生む取り組みが行われたところです。これら

の取り組みにつきましては、地域経済が厳しい中

にあって、新たな可能性を示すものであり、その

過程を通じて互いに知識やノウハウを共有し、人

格を高め、経済効果を発揮し、地域の活性化につ

ながるものと考えています。また、異なる業種が

集まっての意見交換や会議なども同様に、それぞ

れの知識と世界を広め、人と人とのつながり、い

わゆるネットワークの形成を通じて人材育成につ

ながるものと考えているところであります。

本市におきましても行政課題が複雑、多様化す

る中で業種を超えての施策検討や事業の連携、協

力がますます重要となっており、今後とも取り組

みを進めるとともに、行政推進に当たり業種の異

なる広範な市民の皆様にお集まりをいただき、御

提言や御意見など御協力をいただいておりますが、

これらの機会も異業種による交流、連携の場とし

て意識をしながら引き続き継続、拡大を図ってま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えをいたします。

まず、小項目１、学校施設整備の今後の考え方

について申し上げます。学校施設の整備につきま

しては、さきの佐藤議員からの代表質問でもお答

えいたしておりますので、簡潔に答弁をさせてい

ただきます。

市内小中学校の施設整備につきましては、児童

生徒が安心して学習でき、豊かな学校生活を送る

ためにこれまで学校施設の老朽化対策と耐震化を

推進してきましたが、いまだに国が示す耐震化率

１００％に達していない状況となっております。

当市で耐震基準を満たしていない学校は、名寄市

街地区の名寄中学校と名寄東中学校、そして智恵

文小学校の校舎となっています。学校施設は、子

供たちにとって１日の大半を過ごす学習の場であ

り、学校教育活動を実践するための基本的な教育

条件であるとともに、地震などの災害時において

は応急的な避難場所としての役割も担っておりま

す。今後の学校施設等の整備については、老朽化、

耐震化の必要性、危険校舎等の年次的な改築、改

修という視点からだけではなく、児童生徒数の推

移やあわせて市内道立高等学校２校の動向などさ

まざまな要因を加味し、効果的、効率的な規模と

配置に努め、後年に過大な負担を残さないという

観点も踏まえ、学校施設の整備を計画的に進める

必要があると考えております。
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次に、小項目２、市内高等学校の今後のあり方

について申し上げます。名寄市内の高校につきま

しては、人口減少や少子化の影響により中卒者数

は減少傾向にあり、定員割れが続いていることか

ら、平成３２年度に名寄産業高校の学科の転換に

よる１間口の減が予定されております。転換の内

容につきましては、現在酪農科学科、電子機械科、

建築システム科、生活文化科の４科ありますが、

電子機械科と建築システム科を機械建築システム

科に転換することが示されています。さらに、こ

れからの道教委による高校づくりに関する方針、

道内や名寄市内の経済や雇用情勢、生徒数の推移

や進路状況を調査、分析し、今後の名寄市内の高

等学校のあるべき姿について名寄市内高等学校在

り方検討会議で御意見をいただき、市としての方

向性をまとめ、道教委へ要望書を提出してきたと

ころでございます。

要望の内容としましては、１つには平成３２年

度の名寄産業高校の学科転換に当たり、電子機械

科と建築システム科が機械建築システム科に転換

することから、これまで取得できた各種資格を可

能な限り引き続き取得できるよう教育課程の工夫

をすること、存続する酪農科学科と生活文化科に

ついては魅力ある学科とするため、教育課程を創

意工夫し、中学生や保護者への情報発信に努める

ことを求めてきたところです。また、２つ目には

学区内の中卒者数の減少や定員割れが引き続き見

込まれることから、新たな展開として発展的に統

合し、両校の相乗効果を発揮させ、生徒が少なく

なっても魅力があり、選ばれる高校としていくた

め、平成３５年度を目途に名寄高校と名寄産業高

校を再編統合するよう要望をしてきたところでご

ざいます。今後においても子供たちの要望に沿っ

た学ぶ環境を維持することが必要であり、あわせ

てこの地域の産業を支えるための人材育成、進路

希望に沿った学習ができる環境を充実させるため

に名寄市内高等学校在り方検討会議等で御意見な

どをいただきながら道教委と協議を進めていきた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

地域公共交通について、小項目１、地域公共交通

の現状と課題についてお答えいたします。

地域公共交通につきましては、子供や学生、高

齢者など自動車免許を持たない方々の日常生活の

移動手段として必要不可欠なものであります。本

市の公共交通の現状といたしましては、鉄道路線

の宗谷本線を初め、名寄地区中心部を循環するコ

ミュニティバスなどが３系統、市内中心部と郊外

地区や周辺自治体を結ぶ路線バスとして風連線や

下川線などが８系統のほか、路線バス以外の交通

手段としてデマンドバス、地域医療バスなど地域

の実情に合わせた運行がされております。

また、高齢化社会に対応した利便性の高い公共

交通サービスの提供を目的に、コミュニティバス

については車両の低床化、医療、福祉を中心とし

た公共施設への路線確保、ダイヤ見直しなど平成

２８年度より新たな形態でバス運行をしていると

ころです。しかしながら、市内の一部地域では公

共交通を利用することが難しい地域も存在してお

り、その解消も継続した課題であります。また、

人口減少や自家用車の普及による公共交通利用者

の減少により公共交通維持に対する市の財政負担

も年々増加している状況となっております。

次に、小項目２、今後のあり方についてお答え

いたします。地域の生活基盤を守っていくために

公共交通網は大切な要素の一つであります。人口

減少や少子高齢化が進行する状況において、公共

交通の利用者も減少していきます。また、全国的

な課題でもあるバス運転手不足など本市のバス路

線を初めとする公共交通の維持が今後より困難な

状況になっていくことが想定されます。こうした

中、今後のまちづくりでは持続可能な都市経営を

可能とするコンパクトシティー化を進めていくこ

とが重要であり、医療、福祉施設、商業施設や居
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住等がまとまって立地し、高齢者を初めとする住

民が自家用車に過度に頼ることなく医療、福祉施

設などの生活拠点へアクセスするために公共交通

の役割は大変重要となっています。市内全体の交

通手段を連携させ、効率性、利便性の高い公共交

通体系を整備する必要があることから、現在名寄

市の公共交通の指針となる名寄市地域公共交通網

形成計画を策定しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれお答えをい

ただきましたので、順次再度お伺いをしていきた

いと思います。

まず、１番目の地域農業の活性化と人材育成に

ついてということであります。冒頭申し上げたよ

うにまちの活性化、特に産業の活性化にはやはり

人材育成が大事だということで申し上げさせてい

ただきまして、それぞれ大きく農業分野、商工業

ということでお答えいただきましたが、多少人材

育成という部分でありますので、多少２番目にあ

る教育の部分も若干関連してくるかもしれません

ので、若干行き来する部分あるかもしれませんが、

御容赦いただきたいと思います。

まず、農業分野における人材育成についてとい

うことでお答えをいただきまして、２９年度から

支援事業を拡充した中での取り組みですとか、ま

たそれぞれ特に若い担い手に対する支援策を充実

させてきているということでのお答えがあったと

ころであります。今の段階、平成３０年度、年度

のまだ終わっていませんので、途中でありますけ

れども、新規就農者支援事業、また農業後継者支

援事業、今年度、平成３０年度どのような状況で

利用されているのか、今の段階でわかる範囲で結

構でありますので、お答えをいただければという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今質問をいただいた

担い手施策のことしの見込みということでお話を

させていただきたいと思いますが、先ほど申し上

げた就農初期もしくは経営継承準備期における研

修生産支援の事業については、平成３０年度で就

農初期の件数で８件、金額ベースでいくと３８０

万円ぐらいとなっております。また、経営継承準

備期については２件となっておりまして、２００

万円程度支出というふうになっているということ

で御理解をいただければと思います。

また、同じように免許取得の支援事業などもや

らせていただいておりますけれども、これが７件

ということでなってございます。おおむね予算計

上している分が執行されるような見込みになって

おりますし、これについては農協に協調していた

だいて応分の負担をいただいているということで

申し添えさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ今年度、今

の段階での状況をお答えいただきました。就農初

期の助成金が昨年度より件数がふえているという

中で、トータル的には引き続きいい形で利用をし

ていただいているのだというふうに捉えていいの

だというふうに思います。引き続き周知も含めて、

当然たくさんの若い担い手の方に使っていただい

ていますので、今後も引き続き有効に利用してい

ただけるようなまた体制を引き続きとっていただ

きたいというふうに思います。３０年度中途の段

階で昨年度より件数等伸びていますので、取り組

みとしては今のところ順調に推移しているのだな

というふうに思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

若い担い手の方、特に新規就農者に対しての今

年度からだったと思いますけれども、ＪＡさんと

普及センターさんと連携した中での支援チームに

よる新規就農者に対する巡回指導を今年度から取

り組んでいられるというふうに思います。特に農

業と農村地域に精通した集落支援員の方を配置し

て、このような形で新規で就農した方への支援の

体制が整って今取り組んでいられるのだというふ
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うに思いますが、今年度そのあたりの取り組みの

状況等について教えていただければというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここは、担い手の中

でも特に新規の方を対象に取り組みをさせていた

だいているということです。議員が言われるよう

に、市はもとよりでありますけれども、市の中の

振興センターあるいは農協の営農サイド、さらに

は普及センターにも加わっていただいて、今年度

より新たに実施をした集落支援の方にも御協力を

いただきながらこの取り組みをさせていただいて

いるということであります。おおむね就農後５年

をめどに濃密に支援をさせていただくということ

で取り組みをさせていただいているところであり

まして、チームそのものは頻繁に集まって打ち合

わせをさせていただいておりますし、チームとし

ても二月に１遍程度はそれぞれの農家さんを回ら

せていただいて状況を伺い、さらには必要な助言

などをさせていただいているところであります。

中には、やはり随分一本立ちに近い方もいて、も

うそろそろ支援は必要ではないのではないかとい

ううれしい状況なんかもうかがえているところも

ありますので、ここは引き続きチームの中でしっ

かりと情報を共有しながら、さらには連携しなが

ら引き続き取り組みを進めさせていただきたいと、

このように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今お答えをいただき

ましたけれども、非常にいい形で進んでいるとい

うことなのだというふうに思います。このあたり

のことが何よりも大事なことかなというふうに思

います。新規就農者と言っても本当に新規で参入

した方ですとか、また新規学卒の方、そしてＵタ

ーンですよね。私もＵターンの部類に大分、もう

十何年もたっていますけれども、それぞれに巡回

指導をしていただいているということなのだとい

うふうに思います。

特に新規参入の方については、やはり経営が安

定するまでには、何年もしないうちにもう今ひと

り立ちまで近いような状況になった方もいるとい

うお話もありましたけれども、特に真っさらな状

態で新規で参入した方というのは、なかなか経営

が安定するまでに時間がかかるという部分もあり

ますので、そういう方に対しても、５年をめどに

ということでありましたけれども、その年数にと

らわれずに、ぜひそのあたりは柔軟に対応をして

いっていただければというふうに思います。

そういったサポートという部分が手厚いという

ことも今後の新規参入者の……なかなかこれはふ

えないというのは、ちょっと状況としてはいろい

ろな要素もありますし、今年度はゼロということ

で、毎年２人から１人ということで、そう多くは

ありませんけれども、少しでもそういう体制が整

っているということに関していえば、今後名寄の

地で就農をしてみたいという方のまたきっかけに

もなるのかなというふうに思いますので、そのよ

うな体制をより拡充した中で取り組んでいってい

ただきたいなというふうに思いますが、そのあた

りの考えについて改めてちょっとお答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど山田議員から

も生産年齢人口が減少しているという話がありま

して、市内にいる方だけではその担い手を確保し

ていくのがやはり厳しい部分がありますので、そ

ういった意味では多様な人にやはり参入をいただ

いて、農業なり、あるいは商工業も含めて担って

いただくというのが今後の１つの姿なのかなとい

うふうに思っています。残念ながら３０年度につ

いては、新規参入はありませんでしたけれども、

２４年度以降、２５年はおりませんでしたけれど

も、毎年１名なり２名の方が新規参入をいただい

ている、農業についてはいただいているという状

況もありますので、地域おこし協力隊あるいは移

住施策なども含めて新たな担い手の確保に向けて
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今後とも努力をさせていただきたいと考えており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった部分は、

特にまた人という部分がやっぱり大きいのだとい

うふうに思います。以前もお話ししたことあるか

もしれませんけれども、この地に就農して何年に

もなる方ですけれども、名寄に決めたきっかけと

いうのはその当時の担当者のやっぱり熱意であっ

たということを今でもおっしゃいますので、そう

いう体制が整いつつあると思いますし、今やって

いる取り組みをぜひ継続して、またより拡大をさ

せて充実していっていただけるように改めてお願

いを申し上げておきたいというふうに思います。

さまざまな若い担い手に対しての支援があると

いう中で、これは毎度毎度ということにちょっと

なってしまうかもしれませんけれども、いろいろ

研修会等も実施を、青年団体が主体的にというの

もありますし、それを行政がサポートしていると

いう部分もありますけれども、法人化に向けての

いろいろな研修会、勉強会なんかも開催をされて

いるのだというふうに思います。法人化、この地

域の農業を組織として守っていくという側面だけ

ではなくて、やっぱり人材を育成していく。特に

先ほどの新規参入という部分では、農外からやは

り農業という職業につきたいという方のニーズを

も満たせる可能性もありますし、その中で農業に

かかわって経営感覚を養いつつ、独立就農という

道も開けてくるのだというふうに思います。

法人化に向けてということであれば、ここ１年、

２年でそこがしっかりと確立するというのはなか

なか難しいし、時間はかかるのだというふうに思

いますけれども、そのあたりは将来を見据えた中

で地道に一つ一つ積み上げる取り組みが必要では

ないかなというふうに考えておりますけれども、

そのあたりの考え方についてお答えをいただけれ

ばというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 法人化についてとい

うことでありますが、ここは畜産農家においては

元来規模が大きいところがありますし、今外圧に

向けてということで畜産クラスター事業などを活

用しながら規模を拡大しているところがあります

ので、ここについては法人化が一定程度進んでき

ているという状況にあります。しかしながら、耕

種農家についてはなかなか進まないという状況に

ありますけれども、やはり今後の経営の規模拡大

であるだとか、あるいは多角化などもあると思い

ますし、あるいは働いている人の労働条件という

のでしょうか、その辺の整備も含めて考えていっ

たときには法人化というのも一つの方策だという

ふうにあります。最終的に判断をするのは、あく

までも経営者の皆さんかと思いますけれども、私

どもとするとやはりそこのしっかりとした情報提

供をして、取り組みたいときについては私どもだ

けではなく、関係機関、団体も含めて支援できる

体制を整備をさせていただきたいというふうに考

えておりますので、御理解をいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） やはり若い方を中心

に将来の地域のあり方を、それが最終的に法人化

なのかどうかは別としましても、やはり考えるき

っかけにもなるのだというふうに思いますし、特

に生産年齢人口、若い方がこの地に定着するとい

うことと、やはりそういった法人化の可能性、組

織経営の可能性というのはリタイアされた方の働

き口という部分で、外に出ていくことも抑制でき

るという効果ももしかしたらあるのかもしれませ

んし、そんな取り組みもなかなかすぐに結果が、

ここは時間がかかるかもしれませんけれども、引

き続きの取り組みをよろしくお願いしたいという

ふうに思います。

商工業に関する部分であります。中小企業振興

条例に基づく支援策というのがたくさん行われて

いるということで、特に多く利用していただいて
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いる事業等もあるというお話をいただきました。

特に商工業については、これは若い方だけではな

いのでしょうけれども、人材不足という部分がや

はり非常に今大きな課題ということで、業界の方

も非常に頭を悩ませているという状況なのだとい

うふうに思います。

ちょっと教育という部分にも若干関係してくる

かもしれませんけれども、先ほど中小企業振興条

例の中での支援策の資格取得というお話が若干あ

りましたけれども、高校生の資格取得支援事業と

いうものも別枠であるのだというふうに思います。

市内の高校生の今年度の資格取得支援事業の活用

状況についてわかったら、今の段階での数値等を

把握していればお答えいただけますでしょうか。

そこまでわからないかな。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 高校生の資格取得事

業については、学校教育課で主務でやっておりま

すから、私のほうから御報告をさせていただきた

いと思いますけれども、２９年度実績で百六十何

件ございました。ことしもおおむね同じような件

数で推移をしております。詳しくは、予算委員会

等で御質問をいただければと思います。よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） では、改めてそこは

詳しくは予算委員会のほうでやらせてもらいたい

と思いますが、昨年と大体同じぐらいの事業の活

用があったというお話だったかと思いますが、特

に高校生、高校のあり方という部分にも若干絡ん

でくるかもしれませんけれども、特色ある産業高

校で特色ある教育、専門的なやっぱり技能、資格

を取得するための学科があるという中では、せっ

かく取っていただいた資格をこれはやはりできる

だけ、全てというふうにはならないかと思います

けれども、できるだけ地元の企業で受け皿として

受け入れられる体制というのがやはり今後必要に

なってくるのかなというふうに思います。

実は、私のおいっ子も産業高校をこの春卒業を

しまして、建築の関係なのですけれども、少し前

は地元で働きたいということも言っていたのです

けれども、結局旭川の企業に就職することになっ

たというちょっと残念な状況、それは仕方ないの

かなとも思いますけれども、若いうちはまた外へ

出ていろんな広い社会、世界で経験を積むという

のも非常に大事なことだと思いますけれども、少

しでも地元の企業にそういった若い専門的な技能、

技術、資格を持った方がやっぱり定着するという

ような取り組みもこれは学校とも連携をした中で

必要になってくるのかなというふうに思っており

ます。そういった部分で、今年度まだ最終的にと

いうことではありませんけれども、地元企業への

就職というのは市内の高校生、就職する方でどの

ぐらいの割合になっているのかという把握はどの

程度されていますでしょうか。わからないかな。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ちょっと今資料のほ

うを持ち合わせていないものですから、また後ほ

どお知らせさせていただくということでよろしい

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。多分

外に出ていく子供のほうが多いのかなというふう

には思うのですけれども、今後少しでも地元に定

着していただけるためのやっぱり施策、またこれ

は学校側ともしっかりと連携した中で取り組みが

必要だというふうに思いますけれども、そのあた

りの考え方についてお答えをいただきたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 地元就職の取り組み

というところでいきますと、例えば我々行政でも

そうですけれども、学生さんに実際に職業体験を

していただくということをさせていただいている

部分もありますし、あるいはこれはＪＣさんだっ

たと思いますけれども、１つの取り組みとして職
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業体験をするというイベントもやられておりまし

て、地元の職業を知っていただく、体験していた

だくという取り組みがいろいろな団体で取り組ま

れているということで御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれの団体の取

り組みもいろいろとその辺はあるのだというふう

に思います。より取り組みが広がるように、また

行政側からも支援をしていただきたいと思います

し、ぜひ学校側ともしっかりと連携して何かでき

ることはないかという部分も含めて、そこら辺は

結構難しくて、やっぱり外に出たいという子供た

ちのそういった可能性をも摘んでしまいたくもな

いという側面とやっぱり地元に残ってほしいとい

う部分もありますので、ニーズ等も今は子供たち

も多様化している部分もありますけれども、やっ

ぱりそういう部分は、またそれも教育の中での積

み重ねなのだというふうに思います。やっぱり地

元に就職したいという子供に結果的に育っていた

だければいいし、それはもう小、中、高、そうい

った部分、キャリア教育も含めた連携というのも

大事になってくるのだというふうに思いますので、

そういった取り組みも今後拡大をしていっていた

だきたいというふうにお願いをしておきたいと思

います。

異業種連携の関係で、これは人材育成にかかわ

らず、そういった異業種が連携することによるよ

り一層の産業の活性化という側面もありますので、

１つ以前にも少しお話をさせていただいた部分、

農福連携の関係です。先般も研修会、セミナーの

ような形で行われまして、私も参加をさせていた

だきました。その中では、やっぱり農業と福祉、

異業種が連携する中で、最終的には地域の産業の

活性化につなげることが目的なのだということで

講師の方もこうおっしゃって、私も本当にそのと

おりだというふうに思います。

そういった取り組みを進める中でも、そこに携

わる人材を育成するという部分も非常に、その取

り組みを進めるのと同時に必要になってくるのだ

というふうに思います。特に農福連携であれば、

それをコーディネートをするいわゆる農福連携コ

ーディネーターという人材の育成がやはりこれは

地域で必要だということでありますので、これも

一つ一つなかなか急に農福連携の取り組みが大き

くというのは、本当にこれも一つ一つの積み重ね

だと思いますけれども、それと並行してそれに携

わる人材をどう育成していくか、どう確保してい

くかという部分も非常にこれは農業の分野からで

もいいでしょうし、福祉の分野からでもいいのだ

というふうに思いますけれども、取り組みの推進

と一緒にそこら辺の人材の育成も必要になってく

るのだというふうに思いますが、そのあたりの考

え方について考えがあればお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われるよう

に農福連携を進める上では、そこのコーディネー

トをする人が、そういう存在が必要なのだという

ふうに、そこの重要性については私どもも理解を

しているところでありますが、今は議員がこの間

研修会にも参加をいただいたということでありま

すけれども、そういったところの研修会等を通じ

ながら広く農業サイド、さらには農業サイドには

福祉サイドのことを理解してもらう、福祉サイド

には農業のことを理解してもらうということで進

めていますし、関係機関の人にもそこには参加を

いただいていますので、そういった人たちがある

意味ではそこのコーディネートをする役割も今後

担っていただけるかというふうに思いますし、そ

れを越えての人材についてはまた改めて検討をさ

せていただければと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 先ほどのお答えにも

ありましたけれども、意見交換とそういった研修
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会等も含めてネットワークの形成が大事だという

ことで部長からも御答弁をいただいています。そ

ういった機会をたくさんつくっていただくことが

より異業種の連携が進んでいくのだというふうに

思いますので、引き続きの取り組みをお願いをい

たしたいというふうに思います。

教育行政にかかわってですが、学校施設整備の

考え方についてということでありますけれども、

先般の代表質問等でもありましたけれども、市街

地の学校についての考え方ということでやりとり

があったかと思いますが、私のほうでは郊外地区、

郊外農村地区の智恵文小学校の校舎にかかわるこ

とに関しましてなのですが、昨年１２月２７日に

地域のＰＴＡを中心に町内会も含めた７団体代表

者連名ということで、智恵文小学校校舎にかかわ

る要望書というものを加藤市長、小野教育長宛て

に提出をさせていただきました。築年数が４２年、

平成３０年現在でたっているという中での老朽化

が進行していると、また当然耐震基準を満たして

いないという部分でも一日も早い児童の安全な学

習環境を保障するため、一日でも早い小中一体型

の校舎の改築を希望したいということでの要望を

地域の総意として提出をさせていただきました。

この提出からもう２カ月、３カ月ちょっとたつと

ころでありますけれども、この要望書、地域から

の総意ということで提出されたことに対する今後

の考え方という部分でお伺いをしておきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ただいま山田議員か

らお話があったとおり、昨年１２月２７日に智恵

文地区の各団体の代表者の方から要望をいただい

ております。

要望内容につきましては、やはり智恵文小学校

のほうの校舎が築４２年たっている、旧耐震基準

ということもありますし、実は体育館も耐震化と

いうか、５６年以降に建築されているのですけれ

ども、雨漏り等がするというような状況も把握は

しております。地域からも今後小中一貫校を進め

るということもありますので、そのような施設整

備をしていただきたいという御要望だったのです

けれども、教育委員会といたしましてはこの智恵

文小学校につきましても名寄中学校、東中学校と

同様に中期計画の間で方向性を出していかなけれ

ばならない施設ということで考えておりますし、

当然今後の智恵文地区の児童生徒数の推移ですと

か、その辺も加味しながら小中一貫教育に向けて、

小中学校をどのような形といいましょうか、必要

とされる整備、どのような整備が必要なのかとか、

また地域の皆さんの憩いの場ということにもなる

と思いますので、地域の方々の活用しやすい学校

施設というのはどうあるべきかというようなこと

も含めて、幸い智恵文小中学校につきましては学

校運営協議会が既に設立をさせていただいていま

すので、その協議会等の方々と意見交換をしなが

ら今後のあり方について検討していきたいなとい

うふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今お答えをいただき

ましたけれども、学校運営協議会と意見交換をし

ていくということでお答えをいただきましたけれ

ども、もう次の年度が４月からになりますけれど

も、新年度以降そういった形で学校運営協議会を

中心とした地域と協議をしていただけるというこ

とでそこら辺は捉えてよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 新年度から早速検討

をさせていただければというふうに思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ありがとうございま

す。そういう形で、地域としてはそこら辺、中心

になるのは学校運営協議会だというふうに思いま

すけれども、行政と地域の意向等も含めて、やは

りまず協議をする場というのにもうすぐ入ってい

きたいという要望もありましたので、そういう形
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で協議をぜひ新年度、早い段階でお願いしたいと

思いますし、当然予算等も関係してくる中だとは

思うのですけれども、地域としてはやはり一年で

も早い実現に向けて、行政側との協議は当然あり

ますし、財源等の問題も出てくるかと思いますけ

れども、一年でも一日でも早い実現に向けて協議

を始めていきたいという意向もありますので、例

えば年度途中でそういった予算措置等必要になっ

た場合にはやっぱりできれば、その１年、２年で

どこまで進むというのは、なかなか今の段階では

判断できないかと思いますけれども、当然年度途

中であれば補正予算の対応等々も含めた中で検討

していっていただけるのかどうか、そこら辺をお

答えいただければありがたいなというふうに思い

ますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市内の小中学校、この２

月に閉校式が行われて、風連の下多寄小学校が３

月で閉校になると。中央小学校に風連地区は全て

１つに、一本化になって新しい学校になったとい

うことで、小学校で耐震されていないのが新年度

以降は智恵文小学校だけということになります。

中学校２校、３つ残っているということですけれ

ども、築年数からいくと一番古いのが智恵文小学

校ということなので、優先順位は非常に高いとい

うふうに思っているところでございます。あとは、

教育的な観点と地域の議論がしっかりとなされる

ということが重要だというふうに思いますので、

新年度以降しっかりと地域の皆さんと協議をさせ

ていただく中で必要な措置をしていくということ

になろうかというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。ぜひ

新年度以降よろしくお願いします。地域としては、

準備は整っていると思いますので、いずれにして

も単純に老朽化した学校施設だから、それを何と

かするのだということではなくて、やっぱり地域

としてはどういう地域をこれからつくっていって、

どういう子供たちを育てたいかという視点でやっ

ぱり施設について検討をしていくということであ

ります。これは、市街地の中学校２校等も含めて、

やっぱり常にそういう視点を持っていただいた中

で検討、協議していただきたいと思いますし、そ

のことについては特に郊外農村地区、智恵文小学

校のことについてはそういう形でよろしくお願い

したいと思います。

高校の関係ですけれども、本当に大変な状況に

なっているなというふうに思います。市内２校、

募集定員が３２０名の中で実際は１６８名、平均

すると ５倍ですから、これは現実的にはやっぱ

りもう生徒数自体が減ってきているというのも要

因にあるのだというふうに思います。今後の推計

を見た中でもふえていくという要素はほとんど見

当たらない。平成３４年に若干微増、市内の中卒

者数が微増しますけれども、それ以降はやっぱり

本当に１００人台まで落ち込む、１８０人台まで

落ち込むということなので、これはそもそももう

２校でそれぞれの今までの間口を維持していこう

ということがやっぱり限界に来ているのかなとい

うふうに私自身は捉えていますし、そういったお

答えだったのだというふうに思います。もう既に

３５年度をめどに道教委にも市としての方向性を

要望しているということでありますので、引き続

き在り方検討会議の中でもそのことは議論される

のだというふうに思いますので、これも同様にそ

れぞれ、特に産業高校は専門的なそういった資格

ですとか技術を身につける学科、また名寄高校に

関しては進学という部分も、当然就職等もありま

すけれども、進学を希望する子の受け皿になって

いるという部分もありますので、それぞれの学校

の特色をより生かしつつ、発展的に市としての方

向性を積極的に道教委にこれは逆に要望するとい

う形で進めていっていただきたいというふうにお

願いをしておきたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。
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最後ですが、地域公共交通についてということ

であります。これもちょっと郊外農村地区の状況、

市街地区はコミュニティバスですとか、いろいろ

とある程度空白地帯がない中でうまく回っている

部分もあるのかなというふうに思いますけれども、

郊外農村地区の状況についてはなかなかこれが、

特に面積が非常に広いという部分もありまして、

これは地区内だけでの移動手段も課題になってき

ているという現状があります。

私のおります地域が昨年、町内会が１つになっ

たということもありまして、できるだけ行事等も

１つに集約していこうという今方向で動いている

中では、一番問題になってくるのが交通のいわゆ

る足の確保なのです。今は、それぞれの地域、今

まであった町内会、小さい単位ですけれども、町

内会であった活動を尊重しつつも１つに結びつけ

ていく、１つにしていくという中では、やっぱり

地域内での足の確保をどうするのだという今課題

が出てきています。当然これは、我々の地域の中

で何とか若い人を中心に、特に敬老会なんかは町

内会長さんを中心に対象者の方を送り迎えして、

中心のセンターまで来ていただいて、また送り届

けるという形にさせていただいていますけれども、

いろんな行事を１つに集約していく中で、それも

全ては無理だろうという中では、やっぱり少し行

政側の支援も受けながら何とかならないものかと

いう部分で、今地域はスクールバスと同様、それ

を医療バスとして週３回、市内の病院まで医療バ

スとして出していただいたりですとか、もう少し

そのあたりの……これは当然わかります。スクー

ルバスであるがゆえ、なかなかほかの用途での利

用が難しいという側面もあるのかもしれませんけ

れども、もう少し地域の実情に応じた中での効率

的、また柔軟にそういった対応ができないものか

というような地域からの声もあるのですが、その

あたりのこの考え方についてお答えがあればお伺

いをしておきたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員がおっしゃら

れたとおり、現状スクールバスの利用ということ

でございまして、あくまでも学校を中心とするバ

スでございますので、なかなかそこは難しいのか

なというふうに思っています。

今議員がお話のとおり、智恵文は町内会１０個

が１つになったということで、従前とはまた違う

行事のやり方ですとか、そういうことで地域内で

皆さんにいろいろと御苦労をいただきながら町内

会行事を実施されているのだというふうに思って

います。ぜひそこは、地域の皆さんでもう少し具

体的にどのような、行政が全面的に負担をすると

いうことではなくて、少し地域から要望があれば、

具体的に何かお話をいただければというふうに思

っていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 無理だとわかりなが

らもお伺いしてみたのですが、地域としても地域

でやれることはやっていこうという考えに間違い

はありません。そういう中で、いろんな相談にも

乗っていただきたいし、何かほかに方策がないの

か。行政の力だけではなくて、うまく民間の事業

者さんも使えないのかという部分も考えていきた

いと思いますので、そういった部分でまたそのあ

たりはいろいろと協議させていただきながら、特

にこれは郊外地区から市街地に来るだけの交通手

段ということではなくて、地域内の交通、その足

の確保というのも郊外農村地区では課題になって

いるという部分をまずは御認識はいただきたいな

というふうに思います。またの機会にいろいろと

御相談も含めて議論をさせていただきたいと思い

ます。

以上で終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

ＪＲ宗谷本線の存続に向けて外３件を、奥村英

俊議員。
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〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問をしたいというふうに

思います。

まず最初に、ＪＲ宗谷本線の存続について伺い

ます。市政執行方針にも触れられていますが、宗

谷本線の維持、存続に向けて議論されているこの

間の宗谷本線活性化協議会の議論経過と宗谷線ア

クションプランの内容についてお知らせください。

次に、学童保育所の運営について伺います。名

寄市における学童保育所の設置については、小学

校校区内での放課後児童施設の設置が必要という

新名寄市総合計画に基づいて平成２８年に名寄市

東児童クラブが開設され、公設３カ所、民営運営

２カ所の設置と認識していますが、その運営状況

と職員の配置状況について伺います。

次に、水道事業について伺います。名寄市にお

いては、安全、安心な水道水の安定供給に努力さ

れていますが、安定供給と今後の水道事業の維持

のためにこの４月から水道料金改定が実施されま

すが、市民の皆さんへの周知と市民生活への影響

について伺います。

最後に、名寄市の除排雪について伺います。こ

の件については、昨年も同様に取り上げたところ

ですが、所管の経済建設常任委員会の委員長とし

て委員会で調査研究の課題として取り上げ、６人

の委員の皆さんと一緒にまとめ上げた内容に責任

を持つ立場で伺いたいというふうに思います。３

月４日に開催した委員会でも報告をいただいてい

ますが、２月末で降雪量は例年の約８割、ここ最

近は積雪も随分減り、現在の積雪深は７２センチ

メートルとすぐそこまで春が来ているように感じ

るところですが、今シーズンの除排雪にかかわる

特徴的な状況、対応について伺い、壇上からの質

問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま奥村議員から大

項目４点にわたっての御質問をいただきました。

大項目１を私から、大項目２は教育部長、大項目

３は上下水道室長、大項目４は建設水道部長から

それぞれ答弁をさせていただきます。

私からは、大項目１、ＪＲ宗谷本線の存続に向

けて、小項目１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続に向

けた取り組みについてお答えをいたします。ＪＲ

宗谷本線に関する昨年末からの議論経過につきま

しては、昨年１１月２日に北海道主催のＪＲ北海

道の事業範囲の見直しに係る地域合同説明会が開

催をされまして、この間のＪＲ北海道の事業範囲

の見直しに係る関係者会議、いわゆる６者会議の

開催結果及びＪＲ北海道の５年間の収支見通し、

線区別事業計画の策定について、それぞれ説明並

びに意見交換が行われたところでございます。１

１月２５日には、宗谷本線活性化推進協議会を開

催をいたしまして、アクションプランの策定に係

るＪＲ北海道からの説明を受けたほか、協議会の

幹事会からさらに利用されるダイヤの構築研究の

取りまとめの結果及びＪＲ北海道との駅舎の維持

管理及び踏切についての意見交換状況の結果につ

いて報告を行いました。

次に、アクションプランの策定経過につきまし

ては、ＪＲ北海道主催の宗谷線アクションプラン

策定検討会議が昨年１２月から３回にわたって開

催をされておりまして、宗谷本線の維持活性化を

目的として利用促進の具体的な取り組みや経費節

減に向けた取り組み、今後検討していく内容など

についてＪＲ北海道と沿線自治体、経済団体、北

海道などと議論を重ねております。このアクショ

ンプランの案につきましては、３月２日に開催を

されました宗谷本線活性化推進協議会におきまし

てＪＲ北海道から内容の説明が行われておりまし

て、本年３月下旬の公表に向けて調整作業が行わ

れているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

学童保育所の運営についてお答えをいたします。

小項目１、施設運営の充実と環境整備について

申し上げます。学童保育所は、就労などにより放
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課後等の時間帯に保護者が不在となる家庭を対象

に、遊びや生活の場として児童の安全な居場所を

提供し、その健全な育成を図るとともに、保護者

の仕事と子育ての支援を目的に運営をしておりま

す。また、少子化や核家族化、保護者の就労形態

の多様化などを背景に、学童保育の役割は重要な

ものとなっており、市では小規模校を除く全ての

小学校区に公設児童クラブ３カ所と民間学童保育

所２カ所を配置しております。

公設児童クラブは、南小学校区、東小学校区、

風連中央小学校区にそれぞれ設置しております。

民間学童保育所は、名寄小学校区に学童保育所コ

ロポックル、西小学校区に一般社団法人どろんこ

はうす学童すまいるがあり、早朝保育や延長保育、

夜間保育など多様なニーズに対応した保育運営を

実施しております。

２月末における南児童クラブの児童数は１０３

名で児童支援員は１３名、東児童クラブの児童数

は３８名で児童支援員は６名、風連児童クラブの

児童数は３７名で児童支援員は６名、学童保育所

コロポックルの児童数は３４名で児童支援員は５

名、どろんこはうす学童すまいるの児童数は３２

名で児童支援員は７名となってございます。児童

支援員は、保育士や幼稚園、学校教諭の有資格者

のほかに平成２７年度から新たな有資格者となる

放課後児童支援員を確保するため、道で実施して

いる放課後児童支援員資格取得研修を順次受講し、

現在公設、民設合わせて２２名の有資格者を含む

３７名の児童支援員がシフト制で勤務をしており

ます。今後もさまざまな研修の場を確保しながら、

児童を取り巻く環境が変化する中で必要な知識や

技術の習得など質の向上に努めながら職員体制の

充実を図っていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 私からは、大項

目３、安全、安心な水道水の安定供給について、

小項目１、水道事業の適正な運営と水道法改正に

ついてお答えいたします。

水道事業は、安定的な水供給と水質の向上を実

現するため、経営の効率化及び健全化を目指し、

平成２９年度に中長期的な経営の基本計画として

経営戦略を策定し、事業を進めているところでご

ざいます。この間、人口の減少傾向や節水意識の

高まりにより給水収益が減少し、収支の均衡を図

るため継続的にコスト削減などの努力を行ってま

いりましたが、老朽化する施設や管路の維持管理

を安定的に実施するための経費や更新費用を一定

程度見込む必要があり、現行の水道料金水準では

資金不足が見込まれることから、本年４月より料

金を改定することとさせていただきました。今回

の料金改定を行うことで負担を次世代に先送りす

ることなく、安全な施設整備を有し、安定した持

続的な事業経営につなげることができると考えて

おります。

料金改定の水道使用者への周知等につきまして

は、今回の料金改定にかかわってわかりやすい説

明を心がけ、多くの市民の皆様に御理解いただけ

るよう広報紙への掲載や市民説明会などの開催を

検討し、実施しております。広報紙の活用といた

しましては、広報なよろの本年１月号から４月号

までに料金改定額や水道事業の経営状況、施設設

備の更新の考え方等を掲載しているところであり、

同じ内容を市のホームページにも掲載しておりま

す。また、一般家庭を対象とした市民説明会を１

月から２月にかけ４回、地域から御依頼のあった

出前トークを１回開催し、改定の概要や現状と課

題、今後の経営状況について説明いたしました。

企業や営業者等が中心となる水道メーター口径２

５ミリメートル以上の大口需要家に向けては、対

象の２１２事業所を個別に訪問し、改定概要の説

明と事業所ごとの昨年の使用実績をもとに改定後

の料金を再計算した資料を作成し、説明をさせて

いただいたところでございます。市民説明会や事

業所訪問では、漏水の減少へ向けて老朽管工事の

徹底について、自衛隊への給水とその収益につい
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て、負担を後年に先送りさせないための定期的な

改定の必要性、緑丘浄水場から風連地区への送水

時期について、また今回は改定いたしませんが、

下水道の老朽化への御心配や料金体系についての

御質問、御意見をいただき、それぞれ回答させて

いただいたところでございます。

なお、今後の周知につきましては、４月の水道

メーター検針時に検針のお知らせ表とともにチラ

シを配布する考えでございます。今回の料金改定

は、市民の皆様にとって大変な御負担となります。

水道経営を取り巻く状況は大変厳しいですが、今

後も市民の皆様の御理解をいただきながら、水道

の安定供給を維持するために健全な経営に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

らは大項目４、名寄市の除排雪について、小項目

１、今年度の状況を踏まえた今後の課題について

お答えさせていただきます。

今年度の除排雪の特徴としましては、２月末時

点の降雪量については平年値や昨年度の値が約７

メートルに対し、今年度は約６メートルとやや少

な目であり、２月末までの市街地と郊外地を合わ

せた除雪出動回数については、昨年度が名寄地区

８５回、風連地区１２８回に対し、今年度は名寄

地区６７回、風連地区１０１回と約８割の出動状

況となっております。また、例年２月中旬に完了

している生活道路の排雪についても吹雪による作

業中止が少なく、順調に作業ができたことから２

月１日に完了し、昨年度より１０日間ほど短い稼

働状況となっております。幹線道路の排雪につい

ては、３週目を完了しており、今後は雪解けを視

野に入れ、交差点のカット排雪などを適宜実施し

てまいります。

除雪機械の更新としまして、平成６年度に購入

した除雪グレーダーを名寄演習場等周辺除雪施設

設置助成事業により昨年度に引き続き更新するこ

とにより機械力の向上とともに、除排雪作業の効

率化を図ってきております。

また、都市整備課所管の道路センターによる直

営作業につきましては、平成２９年度に北海道か

ら購入した除雪機械を本年度はシーズン当初から

フル回転で使用しており、委託業務だけでは対応

が難しい道路の拡幅除雪やカット排雪、交差点の

カット排雪を実施するとともに、つるつる路面に

よる危険箇所への砂引きについても効率よく実施

できたものと認識しております。

また、西１６条南９丁目に新しく市民雪堆積場

を整備し、１２月から市民の皆様が運搬した雪を

受け入れておりましたが、２月５日には予定され

ていた搬入量を超えたため閉鎖したところです。

当該堆積場は、面積は小さいものの市街地にある

利用しやすい堆積場として、今後も市民の皆様に

とってより活用しやすいものとなるよう、その運

用について研究してまいります。

今シーズンは、少雪に伴い雪解けも早く、路線

によっては舗装路面が露出しております。今後は、

舗装の破損による段差や凍上による路面の隆起へ

の対応が必要になりますことから、細やかなパト

ロールや市民からの御連絡により危険性が確認で

きた場合には速やかに対応してまいりたいと考え

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ答弁をいただ

きました。

最初に、ＪＲ宗谷本線の関係について再質問し

ていきたいというふうに思います。市長からも答

弁いただきましたけれども、なかなか内容が詳し

く伝わらないというか、まだ公表できないものも

あるということだったというふうに思います。３

月２日の協議会での宗谷線アクションプランの公

表、３月末と今言いましたようですけれども、も

う少し今後の展望、それからスケジュール感、そ

して維持、存続に向けた具体的な取り組みについ
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てお知らせをいただければというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今後の具体的な展望とい

うことでしたけれども、北海道が昨年３月に策定

いたしました北海道交通政策総合指針におきまし

て、北海道はＪＲ北海道に対して経営努力の徹底、

そして経営情報の開示を求めております。国に対

しては、実効ある支援を求めていると。また、沿

線自治体と将来を見据えた公共交通のネットワー

クについて議論を重ねていくことで、持続的な鉄

道網の確立に向けた取り組みを進めていく必要が

あるとされております。また、持続的な鉄道網の

実現には交通事業者、行政、住民等がそれぞれの

役割を踏まえ、相互の理解、協力のもと、一体と

なって取り組みを進めていくことが必要であると

されており、宗谷本線についても同様の取り組み

が必要であると考えております。

この北海道の交通政策総合指針の中で宗谷線の

位置づけは、ロシア極東地域と北海道との交流拡

大の可能性を見据えといったような非常に重要な

路線として位置づけをいただいております。今後

もこの北海道の政策にもしっかりとコミットしな

がら、取り組みを進めていかなければならないと

考えております。今後は、さきの新聞報道でも出

ましたけれども、観光列車びゅうコースター風っ

こが運行されるということで、このことについて

も関係機関と連携を進めていくなど宗谷本線の維

持存続、活性化に向けてさまざまな取り組みを行

ってまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 具体的なことというか、

今観光列車のことが出ました。この件について少

しあれですけれども、アクションプランの利用促

進、それから閑散期の事業創出とか、そういった

ことにもちょっとつながるのではないかというふ

うに思いますけれども、この間地元の人たちによ

って企画したイベント列車が運行をされていると

いうふうに思います。こうした運行について、い

つでも提案できたり、考えを持っている方たちが

いるというのも事実だというふうに思います。こ

うした方たちの意見を聞いたり、実現することも

必要だというふうに思うのですけれども、そうい

ったことに対して、市でも後押しがしっかりでき

るようにしていっていただきたいというふうに思

うのですけれども、そのための窓口が必要ではな

いかと。これまでは、なかなかどこに言っていけ

ばいいのか、あるいはどこで協議ができるのかと

いうことが伝わっていなかった、ちょっとなかっ

たのかなというふうに思います。その部分につい

て、現状どこが窓口になるのかということについ

てお伺いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今いただいた御

質問のお答えですけれども、宗谷本線活性化推進

協議会の事務局を担わせていただいている企画課

がその窓口になるということで、既に市長の答弁

からありました観光列車の関係についてもいろい

ろな御意見等も既に届いてきておりまして、実際

につなぐというよりもその議論する場に一緒に入

っていただくような機会も当然必要になってくる

と思っておりますので、しっかりと調整させてい

ただきながら、後押しもするということで役割を

果たしていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 利用促進なり、維持存

続に向けて一人でも多くの人にかかわってもらう、

そういったことも必要だというふうに思いますし、

今ありましたように効果的なものになるというふ

うに私も思いますので、ぜひその点については今

後具体的に早期に進めていただくように求めると

ころであります。

それで、ＪＲ北海道単独で維持困難な路線を公

表して２年がたちました。そして、この間、次年

度、２０１９年度、２０２０年度において４００



－183－

平成３１年３月８日（金曜日）第１回３月定例会・第４号

億円の国からの財政支援があると。その反面、２

年間でＪＲ北海道も成果を出さなければならない、

そういうことになっているのだというふうに思い

ます。しかし、この間のＪＲ北海道の状況でいく

と、収支の改善というのはなかなかされていかな

い。そして、私たちにとっても利便性が上がって

いるというふうには思えない状況だというふうに

思います。こうした中でいえば、宗谷本線の維持、

存続について、ずっとこの間市長を先頭に沿線の

方たちも含めて存続に向けて努力をしているとこ

ろでありますけれども、なかなか間違いなく残る、

存続するのだよということについては見えにくい

現状ではないかというふうに思います。このまま

活性化協議会による沿線自治体の連携やアクショ

ンプランによる利用促進、それから経費節減の実

行が存続の担保になるのかどうか、その見通しに

ついてぜひお示しをいただきたいというふうに思

っています。

また、自治体に対する負担というのもこの間言

われてきていると思います。具体的なものについ

ては、金額も含め何ら出ていませんけれども、そ

れがどのくらいの規模なのか、あるいは期間がど

のくらいなのか、それについても教えていただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨年７月に国がＪＲ北海

道に対して監督命令を出したということで、抜本

的な経営の立て直し、いわゆる刷新というのです

か、経営改善と加えて財政支援、いわゆる４００

億円ということプラスアルファというような言い

方でしたけれども、これは緊急的な支援というこ

とで、御承知のとおり平成３３年３月にいわゆる

国鉄清算事業団の何か支援、いわゆるＪＲ北海道

を支援するための法律の期限が３月３１日で切れ

るということでありまして、それ以降の支援をし

ていただく担保がないということで、そこも含め

て抜本的な支援を北海道は求めていたところなの

ですけれども、こういった状況になっていると。

今現状で、そこの中でまだまだ歩み寄れていない

ところがあると。その２年間の間、しかし４００

億円は支援をし、国は自治体に同程度の負担を求

めて緊急的な対策を行うというようなことでした

けれども、今のところそういう内容になっている

と、こういうことでございます。

この２年間、ある意味ではきちっとした合意が

できなかったということで、ある意味先送りとい

うようなことなのかもしれません。しかし、この

２年間でアクションプランを含めて地域として何

ができるかということを時間を与えられたという

ことなのだと思いますし、この２年間で沿線とし

てできることをしっかりやっていくということに

も尽きていくのではないかというふうに思います。

当然やっていくことで少しでも赤字を埋めていく

というような努力を地域もしていくということ、

これも大事でしょうし、一方で抜本的な国の支援

を求めていくということになると、国全体の国民

みんながそうかと、そういう役割なのだというこ

とを、それであれば国もしっかりとした支援をし

ていかなければならないということを納得しても

らう運動、動きをしていかなければならないので

はないかというふうに思っていまして、このアク

ションプランを通じて、あるいは今後２年間で市

民の皆さんとも巻き込むというか、みんなで一緒

になってこの宗谷本線の可能性をさらに広げてい

く取り組みをしていきたいというふうに考えてお

ります。

負担については、まだまだ中身が見えていない

状況でありますが、緊急的なこの２年間の対策の

中ででき得る支援をということで知事からも一定

の自治体、沿線の負担を求める発言もありますの

で、そこに対してはあくまでも抜本的な支援の前

のこの２年間の緊急的な措置ということで、でき

得る支援はしていきたいというふうに思っており

ます。これは、明らかになり次第、また逐次これ

は御報告をさせていただければというふうに思い

ます。
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〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今市長からありました

ように、この２年間がそういう意味では大事な取

り組み、今までも当然そうですけれども、本当に

その先の国からの支援も含めた、その理解を得る

ためのしっかりした取り組みをしなければならな

い、そういうふうに理解をするところであります。

そういう意味では、市長を先頭に市民の皆さんへ

の説明や理解をしっかりもらう、そして市民一体

となってこの取り組みをしていく必要があるとい

うふうに思います。この間もそうでしたけれども、

引き続き市長が先頭に立っていただいて宗谷本線

の存続、その確約を本当に早く皆さんに示せるよ

うに頑張っていただければというふうに思います。

そのことを求めて、次の質問に移っていきたいと

いうふうに思います。

次に、学童保育所の関係についてお伺いをした

いというふうに思います。名寄における学童保育

については、答弁にありましたように公設、民営

を合わせて働いている人は放課後児童支援員２２

名を含む３７名の支援員で運営をされているとい

うふうに答弁ありましたし、今後もさまざまな研

修の場を確保して児童を取り巻く環境が変化する

中で必要な知識や技能の修得、そしてさらに質の

向上に努めていくと、そういうふうな答弁をいた

だいたというふうに思います。

しかし、国においてはわずか４年で１クラス定

員おおむね４０名以下、そして放課後児童支援員

１人を含めた各施設２人以上の職員を置く、そう

いった従うべき基準をつくっていたのを参考基準

というふうに変えてしまう児童福祉法の改悪を行

ったというふうに私は理解をしています。全国的

には、学童保育も待機児童が出ているところもあ

るようで、そういったところからするとその基準

がネックになって運営がしにくいと、そういった

中で基準を緩めてほしい、そういった声もあった

ようでありますけれども、それ以上に実際に児童

や保護者の立場から考えると、保育の質の低下や

安全や安心の担保がなくなる、そういうふうに私

は考えるところであります。そして、現場からも

それについては大きな声として上がっているとい

うふうに聞いています。

この改正に対して、改正というよりは改悪だと

いうふうに思いますけれども、札幌市では昨年の

その国の動きが出てすぐ安全確保のために職員数

は維持すべきだと判断をして、保育の質を保つ観

点からも現段階で基準を緩和する考えはないとい

うふうに表明をしていますし、また釧路市におい

ても採用が楽なわけではないけれども、基準を緩

める必要はないと。１カ所に職員２人以上の配置

は維持できるとして基準緩和をしないことを決め

たというふうに報道がされていました。先ほど部

長からの答弁にもありましたように、名寄におい

ても有資格者を含めて１カ所、職員２人以上の配

置は維持できるのではないかというふうに思いま

すし、そういう状況にあるというふうに思います

し、やはり安全の確保、それから保育の質を保つ

ためには現行の基準をそのまま運用すべきだとい

うふうに考えるところであります。そういう意味

で、法改正に対する考えと具体的な名寄市の今後

の対応についてお聞かせをいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今議員からお話があ

りましたとおり、現行としましては１クラスごと

に２人以上の児童支援員を配置し、そのうち１人

は保育士などの有資格者あるいは一定の実務経験

を持つ方をということでなってございます。道で

実施している放課後児童支援員認定資格研修を終

えた者である方をということで、それを従うべき

基準ということにしていましたが、議員おっしゃ

るとおり学童保育を担う職員確保が難しい過疎地

帯ですとか、待機児童の解消策として拘束力のな

い参酌すべき基準に改正し、経験も浅く、研修を

受けていない無資格の児童支援員１人でも対応す

ることができるような法改正があったところでご
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ざいます。

ただ、児童支援員が１人体制で業務をすること

は、事故や急病など、また災害時における児童の

安全確保ができないというふうに考えております

し、また保育の質の低下につながるなど、児童に

遊びや生活の場として安全、安心な居場所を提供

しなければならないという使命がございますけれ

ども、それができなくなるというような状況にも

なるというふうに考えております。ですから、本

市としましては児童の安全確保と保育活動を遂行

する上では、現行の職員数については維持すべき

と判断していますし、従来どおり有資格者を含め

た１クラス２人以上の児童支援員の配置を継続し

ながら、学童保育所の充実と健全育成事業の推進

を図っていきたいと思っております。これにつき

ましては、民間学童保育所についても同様の考え

方だということでお聞きをしております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 部長から前向きなしっ

かりした答弁をいただきました。名寄においては、

現行を維持するということで確認をさせていただ

きたいというふうに思いますし、今後もさらに質

の向上、それから利用していただく皆さんの立場

に立った運営をしていただければというふうに思

いますので、よろしくお願いをします。

次に、水道水の安定供給の関係について再質問

をしたいというふうに思います。水道料金の改定

にかかわっては、経済建設常任委員会に付託をさ

れまして、料金改定の審議もさせていただいたと

ころであります。その中でも意見として、市民の

皆さんへの周知あるいは理解をしっかりとるべき

ではないかというふうなことでの話があり、そう

いう意味ではしっかりこの間の取り組みをしてい

ただいているのだというふうに思います。直接市

民の皆さんと面と向かっての説明会、意見を聞く

場もつくっていただいたということでありますの

で、そういったことをしていただいたものだとい

うふうに思っています。

委員会での審議の中でもちょっと出ていました

けれども、高齢者世帯や水をたくさん使う子供が

いる世帯への配慮の関係の議論が１つあったとい

うふうに思います。もう一つあったのは、昨年末

に改正をされました水道法でうたわれている水道

の民営化と水道料金の改定の理由が同じではない

か、そういった議論が審議の中でも出たかという

ふうに思います。そこで、名寄市における水道料

金と水道法改正のかかわり、それから水道法改正

の内容、そして名寄市としての民営化に対する考

え方についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） それでは、まず

水道法の改正についてお答えさせていただきたい

と思いますが、国としましては老朽化した水道施

設の更新や人口減少による経営状況の悪化、これ

らによって水道サービスが継続的に維持できない

だろうという、そういう心配から水道の基盤強化

を図るために今回の改正になったというところで

ございますが、市の料金改定も基本的な理由につ

いては市特有の理由ではなく、同様な理由だった

ということになるかと思います。

ただ、今回の水道法の改正の主な内容といたし

ましては、広域連携の推進、適正な資産管理の推

進、多様な官民連携の推進、これらが挙げられて

おります。特に官民連携の推進につきましては、

ＰＦＩの１類型でありますコンセッション方式、

民間の活力を導入して経営権を促すということで

すが、こちらにつきましては諸外国のコンセッシ

ョン方式によるサービスの低下、また料金の交渉

があったということで当時新聞等に報道されてい

た内容かと思っているところでございます。

一方、名寄市事業所における今回の水道料金の

改定につきましては、この間の同様な理由になり

ますが、人口減少による給水収入の減少、施設の

老朽化による施設整備等の更新の経費、それらの
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課題がありまして、健全経営の維持を目標として

事業計画を執行するに当たりまして、平成２０年

度に料金統一のための改定を行っておりますが、

それ以降平成２３年、平成２６年には料金改定に

ついて検討した経緯もございます。そういう中で、

平成２７年に上下水道経営審議会のほうに料金の

経営の関係について諮問をさせていただきまして、

水道料金は改定すべきという答申をいただいた中

で改めて昨年事業を精査し、経営審議会にお諮り

をし、今回の料金改定になったというところでご

ざいますので、水道法改正以前から市のほうは料

金改定について検討をしてきたということであり

ますので、そこは違うというふうに御理解してい

ただきたいと思っております。

また、民営化の考えでございますが、現在も技

術の継承や人材不足に対応するため、管工事組合

や民間に業務を委託しております。また、冒頭お

話しさせていただきましたが、経営戦略の中にも

民間のノウハウ、資金の活用というふうに入れさ

せていただいております。そういう部分について

は、今後も民間さんの協力を得るものというふう

にあるかと考えておりますが、災害の対応や経営

の根幹にかかわるものについては市が担う必要が、

責任があるというふうに思っております。今回水

道法の改正によって可能となる先ほどお話ししま

したコンセッション方式等、これらにつきまして

は現在厚生労働省が開催する水道施設運営等事業

の実施に関する検討会、これがこの夏までにガイ

ドラインを作成し、公表するというふうになって

おりますが、こういう部分につきまして現状市の

ほうとしては現在の状況で水道事業全体の民営化

に移行するような考えはないものというふうに考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 民営化に対する考えの

中で、今名寄市としては水道事業全体の民営化を

する考えはないということでの答弁だったという

ふうに思いますので、それについても確認をさせ

ていただきます。

第２次の名寄市行財政改革推進基本計画の中に

も実は水道事業の関係についてありまして、民間

活力の活用の推進項目に水道事業の業務委託とい

う項目があります。それを読んでいくと、最終的

には事業全体の委託にもつながるようなちょっと

表現ではないかというふうにとれるのですけれど

も、今答弁がありましたようにそうではなくて、

部分的な業務委託だというふうに理解をしますが、

それでよろしいか、後でお答えをいただければと

いうふうに思っています。

また、答弁にもありましたけれども、水道コン

セッション事業の方式、これについては先ほど言

いました部分的な業務の委託とは全く質が違うも

のだというふうには聞いていますし、極めて問題

の多い仕組みだというふうに聞いているところで

あります。改めて生活に密着した水道事業であり

ますし、先ほど部長からもありましたように災害

対応や安全、それから安心、安定を担保するため

にも直営堅持を守るように申し上げるところであ

ります。先ほどの件についての確認を改めてした

いというふうに思いますので、お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 今お話がありま

した行財政改革基本計画の中の実施項目の中にも

民営化、委託という部分については触れさせてい

ただいておりますし、先ほどお話しさせていただ

きました経営戦略の中にも入れさせていただいて

いますが、それはあくまでも技術者不足であった

り、一部のコスト削減ということで、全体的なも

のというふうには考えているところではございま

せんので、そういう部分では今後についても先ほ

どお話しさせていただいたように災害対応や経営

の根幹に関するもの、これは市の責任の中で行っ

ていく必要があるというふうに考えております。

コンセッション方式につきましては、ガイドラ

インが国のほうで発表するということですが、そ

れで詳細の内容はないということで現状検討した
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経緯もございませんし、今後国の出すガイドライ

ンを見ながら市に入れられるものなのかどうなの

か、そういう部分については今後全く検討しない

わけではないというふうには思っておりますが、

現状については先ほど言ったように根幹にかかわ

るもの全体、水道事業の全体を民営化にするとい

う考えは現在のところないというふうにお答えさ

せていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 改めて直営堅持につい

てしっかり守っていただくようにお願いをすると

ころであります。

最後に、除排雪の関係について移っていきたい

というふうに思います。先ほどことしの状況をお

知らせいただきました。ことしは、降雪の状況も

あったというふうには思いますけれども、苦情の

声も先般の委員会のときに報告をいただいた段階

では９１件で、昨年の７割程度であったというふ

うにお聞きをしました。委託事業者の皆さんの協

力であったり、現場の皆さんの努力によって事業

全体としては成果の上がっているものだというふ

うに私も認識していますし、多くの市民の皆さん

もそういうふうに感じているのではないかなとい

うふうに思っています。これについては、１日で

なし得たわけではないかというふうに思っていま

す。ここ数年あるいはそれ以前からの継続的な取

り組みによって、現状ここまで来ているというふ

うに思います。これまでの取り組みをしてきたこ

こ数年来の特徴的な取り組みについて、総括も含

めてお知らせをいただければというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員から今お話

をいただきまして、ここ数年私も除排雪を担当す

るようになりまして、大変市民の皆様の生活基盤

に密着する本当に極めて大事な業務だというふう

に心していまして、さきの経済建設常任委員会で

の調査報告、２９年６月だったと思いますけれど

も、まとめていただいたその議論も十分聞かせて

いただく中で、これは私を初め職員一同、そして

除排雪の業務を受託いただいている業者、オペレ

ーター等々の本当の現場の隅々まで十分心を一つ

にして取り組んでいく課題だという気持ちでいた

というふうに思ってございます。

とりわけ特徴的なものといたしまして、先ほど

の答弁をさせていただいた中にもございましたけ

れども、平成の本当の早い段階での導入をいたし

ました除雪グレーダー等々の機器、３０年近く使

用、稼働してきまして大変馬力も落ちて、現場の

声でいいますと雪も押すに押せないといったよう

な声もある中で、２９年、そして３０年と連続し

て ０００万円を超える機器を更新することがで

きました。また、新年度に向けても今度はタイプ

の違う除雪ドーザーでございますけれども、これ

もまた何とか購入に向けてということで今現在準

備を進めているところでございます。こういった

面での機械力のもちろんアップ、そして何度も委

員会の場や議会の場でもお話をさせていただきま

した道路センターの直営の作業による能力が幸い

して２９年度、小型ロータリー等々を含め、かな

り機器を購入することができました。

私どもの認識としては、これまで小型ロータリ

ーといいますと歩道を排雪すると、歩道の除雪と

いうことだったのですが、現場担当者やそれぞれ

の知恵でそれを道路のカット排雪だとか、臨機応

変な形で緊急的な作業なども含めて名寄地域、本

当に縦横無尽に作業ができる体制をとることもで

きて、委託業務でやり切れないところについては

細やかなところですけれども、そういった作業の

中で市民の期待に応える部分も少しはできたのか

なというふうに思っているところでございます。

ただ、先般の代表質問の中でもレンタル＆ゴー

事業については、まだまだこれは課題が多くて、

２年目のしっかりと総括をしながら、ここも次年

度に向けてしっかりアレンジするなり、リニュー

アルするなり、柔軟に地域の町内会の皆さんの声
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をいただいてまたまいりたいなというふうに思っ

てございます。

あと、先ほどの答弁と重なりますけれども、新

たな雪堆積場、当初は１シーズン十分お使いいた

だけるかなと思ったのですが、１２月にオープン

させていただいて、２月の上旬で満杯になるほど

やはり市街地に本当に距離感の近いところに堆積

場があるということは、いかに市民の皆様がお使

いやすくて、時間的な節約も含めて本当に期待し

ていただいて、それに十分お使いいただけたのか

なというふうに思っているところでございます。

このほか、常任委員会の中でもとりわけ地域の

声、私ども町内会連合会さんの役員レベルがござ

いますけれども、そういった声も意見交換させて

いただく機会、そして先ほど申し上げました受託

をいただいている除排雪業者のオペレーターの方

とも実は意見交換をさせていただき、本当に深夜

作業をされている方々の御苦労などのお話も聞か

せていただく機会なども頂戴しまして、本当に私

自身、目からうろこというか、本当に現場での創

意工夫のお話なども聞かせていただいたことは極

めて印象深いところでございます。

議員から先ほどお話がございましたように、市

民の皆様から苦情という形で私どもの数字等々を

委員会で報告をさせていただいてございます。私

これは、市民の皆さんからの直接の貴重な情報提

供だというふうに理解をしておりまして、２９年

度に比べれば議員お話しいただいたようにおおむ

ね３分の２程度ということになっていまして、過

去の多い件数に比べれば恐らく半減するぐらいの

今状況になっています。これは、私どもスタッフ、

そして受託者の作業員の方もそうなのですけれど

も、当然必要とする現場をやっぱりしっかり確認

をさせていただく、そして急ぐ場合は直営の作業

なり、場合によっては委託先の業務なり、そして

その後しっかりと継続されての作業になるよう引

き継いでいくと。そして、当然その説明も必要だ

という丁寧な対応というのがやはり求められてき

まして、この部分については相当私も職員に対し

ても厳しく話をしながらやってきたつもりでござ

いますので、できたばかりの話で大変恐縮ですけ

れども、除雪の市民の皆様の満足度にはまだまだ

十分達しているところにはいかないのですけれど

も、できることをやっぱり一つ一つ繰り返しでも

やっていく、一つ一つでも手をかけるものができ

るように今後鋭意努力してまいりたいというふう

に思っておりますので、これは職員、私ども、そ

して現場の昼夜を問わずオペレーターの皆さんも

同じ気持ちだということで御理解をいただければ

と思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今部長からありました

ように、苦情ではなく市民の皆さんの声だという

ふうな捉え方、そういったことは重要だというふ

うに思います。

そして、私はやはり先ほど水道の料金改定でも

ありましたように市民説明会、直接市民の皆さん

と膝を交えてではありませんけれども、意見を交

わすということが非常に大事だというふうに思い

ます。この除排雪事業についても今以上に機械力

とか、そういうことが上がって目に見えてという

のがあればまた別ですけれども、現状の中でいえ

ば市民の皆さんの満足度を上げる、あるいは理解

を得るということでいえば、例えば町内会の皆さ

んと直接膝を交えて意見交換をする、あるいは要

望があれば現地に出向いていって意見交換をする、

そういった対話、意見交換を実施することが非常

に重要なのではないかというふうに思っています。

それは、現在やっている業務だけではなくて、市

の職員、それから市民の皆さんとの信頼関係が築

ける第一歩になっていくというふうに思いますし、

お互いの実態を出し合う、知恵を出し合う中でさ

らによいもの、満足のいくものにつながっていく、

理解が深まって満足度の向上にもつながっていく

のではないかなというふうに思っています。そう
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いう意味では、これ以降も既に情報発信という形

では情報を使ったり、そういうこともしていただ

いていますけれども、さらに一歩踏み込んでいた

だければというふうに思っています。

もう一点、具体的な今後の課題、さらに皆さん

の満足度を上げるという点でいけば、排雪の方法

を少し考えてはどうかというふうに思います。現

在の排雪の方法の主な部分というのは、カット排

雪が主だというふうに思いますけれども、作業直

後は道路はきれいにあきますし、確かにいいとい

うふうに思います。ただ、歩道であったり、家と

の間の部分には雪が残っている状況があるので、

その後に降った雪は捨て場がなくて、また道路に

出てきてしまう、道路の幅を狭くしてしまうとい

うことになっているのではないかというふうに思

います。そういう意味では、排雪の効果を損なっ

ているのだなというふうに思っているところであ

ります。

そこで、排雪の方法を、これは委員会のまとめ

の中でも出していましたけれども、かき出し排雪

に変えるという考えはないか、それについて伺い

たいというふうに思います。当時話した中で試算

をしていただいて、それが全てではないかという

ふうに思いますけれども、おおむね生活道路のか

き出しをさらにすると ０００万円ぐらい余分に

かかるのですという話もあったというふうに思い

ます。

さらに、本来でいえば、生活道路の１回の排雪

は回数をふやしてもらうということが市民の皆さ

んが、ああ、やったなという感じですぐ受け取っ

ていただけることかというふうに思いますけれど

も、なかなかこの間も難しいのだという話だった

というふうに思います。そういう意味では、今言

ったかき出し排雪にする、それからもしくは道路

の幅をしっかり確保するために先ほどありました

が、直営班の皆さんに少し、既にフル活動、機動

力を発揮していただいているのだというふうに思

いますけれども、パトロールもしっかりしていた

だく、パトロール体制も充実していただく中で適

宜道路幅の確保であったり、道路空間の確保、そ

ういったことを実施できるような、そういった体

制もつくり上げていただく、そういった方法もあ

るかというふうに思いますので、その辺の変えて

いく考えについてお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 排雪についての

御提言というか、先ほどお話しさせていただきま

した委員会の調査報告の中でもできる限りのかき

出しということでお話をいただいてございます。

今の現状で申し上げますと、生活道路の排雪と

幹線道路の排雪ということ、２つのパターンをち

ょっとお話しさせていただきますけれども、生活

道路については年１回ということで、おおむね１

月の上旬から２月の上旬ぐらいまでにかけまして

作業をさせていただいています。生活道路ですか

ら、道路幅がかなり厳しいというか、狭い箇所も

ございまして、当然そこにはそれぞれの個々の住

宅等々、物置、車庫、塀だとか、いろいろなそう

いったものが、個人の財産がございまして、生活

道路の中でも歩道内のスペースがしっかりととれ

ている部分についてはできる限りかき出しの排雪

というような形で、また逆に先ほど言ったような

すぐ道路脇に個人の住宅なり財産がある場合につ

いては、これはひょっとすると傷つけてしまうお

それもありますので、この場合についてはカット

でお許しをいただくというような形で、そういっ

た対応を今させていただいているのが現状でござ

います。

そして、幹線道路の関係なのですけれども、先

ほども答弁させていただきましたが、今シーズン

３回既に完了をさせていただきまして、１２月、

１月、２月といった形でさせていただきまして、

時間とかそういった期間とかにもよりますけれど

も、カットと、そしてかき出しと抱き合わせみた

いな形で道路状況に応じての対応をさせてござい

ますが、できる限りかき出しも取り込めるように
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その部分についての研究等も十分重ねていきたい

なというふうに思ってございますので、そのとこ

ろで御理解いただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今既にやっている部分

もあるということと、さらにかき出しを抱き合わ

せるというか、ふやすというか、含めるように研

究をしているというか、するということでの答弁

があったというふうに思います。先ほど言いまし

たように、金額的にも実はお金がかかる話ですし、

簡単ではないのだというふうに思います。この間

も市にもお伺いをしている中では、考えていくと

いうか、見直しを図っている、そういったことで

のお話かというふうに思います。

ただ、名寄にやっぱり住み続けるということで

いえば、この冬の本当にみんなが大変だというこ

とについて何とかしていく、これは重要なファク

ターだというふうに思います。この課題に対して

一定のお金をかけていく、税金を使うということ

については、市民の皆さんの理解も十分に得られ

るのではないかというふうに思うところでありま

す。さらなる改善に向けた市長の決意なりをお聞

かせをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員がおっしゃるとおり、

名寄市における除排雪は市民の生活を守る上で大

変重要な事業であるというふうに私も認識をして

おります。この間、経済建設委員長として昨年度

もさまざまな御提言あるいは議論もいただいた、

そうしたおかげもあってこれまで幹線道路の排雪

回数増、積み上げ除雪の導入だとか、あと雪堆積

場の町中への確保だとか、少しずつであるかもし

れませんけれども、一定の成果は上げてきている

と考えております。

一方で、今年度の予算もそうですけれども、労

務費だとか除雪機械に係る経費が上昇傾向にあり

まして、全体事業費が年々上昇しているというこ

とが今後の課題にもなっているところであります。

そういったこともあって、抜本的な体制の見直し

というのはなかなか難しい側面もありますが、引

き続きよりよい除排雪の手法についての研究はし

っかりと進めて、冬期間の市民生活の環境改善に

向けて今後とも鋭意努力をしていく所存でありま

すので、今後とも御指導と御支援をいただければ

というふうに思います。よろしくどうぞお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 私も今後も引き続きチ

ェックをしていきたいというふうに思います。市

民生活の向上に結びつくようにチェックしながら、

意見も述べていきたいというふうに思いますので、

以上をもって私の一般質問を終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月９日から３月２４

日までの１６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月９日から３月２４日までの１

６日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す
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る。

議 長 黒 井 徹

副 議 長 佐 藤 靖

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 大 石 健 二
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開議 平成３１年３月２５日（月曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２２号 平成３１年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２３号 平成３１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２４号 平成３１年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２５号 平成３１年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２６号 平成３１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２８号 平成３１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２９号 平成３１年度名寄市立

大学特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第３０号 平成３１年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３１号 平成３１年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第３２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第４ 議案第３３号 名寄市副市長の選任に

ついて

日程第５ 議案第３４号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第６ 議案第３５号 名寄市議会政務活動費

の交付に関する条例等の一部改正につ

いて

日程第７ 委員会所管事務調査報告について

日程第８ 意見書案第１号 教職員を増やし長時

間労働の是正を求める意見書

意見書案第２号 保険薬局を含む無料

低額診療事業の枠組みを早期に設立す

ることを求める意見書

意見書案第３号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における会計年度

任用職員の処遇改善と雇用安定に関す

る意見書

意見書案第４号 拙速な日米貿易交渉

に関して、徹底審議と情報公開を求め

る意見書

日程第９ 報告第３号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告等について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２２号 平成３１年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２３号 平成３１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

平成３１年３月２５日（月曜日）第１回３月定例会・第５号
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別委員長報告）

議案第２４号 平成３１年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２５号 平成３１年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２６号 平成３１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２８号 平成３１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２９号 平成３１年度名寄市立

大学特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第３０号 平成３１年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３１号 平成３１年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第３２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第４ 議案第３３号 名寄市副市長の選任に

ついて

日程第５ 議案第３４号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第６ 議案第３５号 名寄市議会政務活動費

の交付に関する条例等の一部改正につ

いて

日程第７ 委員会所管事務調査報告について

日程第８ 意見書案第１号 教職員を増やし長時

間労働の是正を求める意見書

意見書案第２号 保険薬局を含む無料

低額診療事業の枠組みを早期に設立す

ることを求める意見書

意見書案第３号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における会計年度

任用職員の処遇改善と雇用安定に関す

る意見書

意見書案第４号 拙速な日米貿易交渉

に関して、徹底審議と情報公開を求め

る意見書

日程第９ 報告第３号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告等について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏
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書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第２２

号 平成３１年度名寄市一般会計予算、議案第２

３号 平成３１年度名寄市国民健康保険特別会計

予算、議案第２４号 平成３１年度名寄市介護保

険特別会計予算、議案第２５号 平成３１年度名

寄市下水道事業特別会計予算、議案第２６号 平

成３１年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別

会計予算、議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第２８号 平

成３１年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２９号 平成３１年度名寄市立大学特別会

計予算、議案第３０号 平成３１年度名寄市病院

事業会計予算、議案第３１号 平成３１年度名寄

市水道事業会計予算、以上１０件を一括議題とい

たします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、熊谷吉正委員長。

〇予算審査特別委員長（熊谷吉正議員） 議長よ

り御指名いただきましたので、今定例会において

予算審査特別委員会に付託されました議案第２２

号 平成３１年度名寄市一般会計予算及び議案第

２３号から議案第３１号までの各特別会計予算並

びに各企業会計予算の１０件につきまして、委員

会における審査の経過と結果について御報告申し

上げます。

第１回委員会は、２月２２日に開会し、直ちに

正副委員長互選を行い、委員長に私熊谷吉正が、

副委員長に東川孝義委員がそれぞれ選任されまし

た。

第２回委員会は、３月１９日に開会し、審査日

程を３月１９日、２０日、２２日、２５日の４日

間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、加藤市長を初めとする関係する

職員の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁を

いただき、慎重に審査を行いました。

その経過につきまして、詳細に報告すべきとこ

ろでございますが、当委員会は全議員をもって構

成された委員会でございますので、これを省略さ

せていただき、審査の結果のみ御報告申し上げる

ところでございます。

議案第２２号 平成３１年度名寄市一般会計予

算、議案第２３号 平成３１年度名寄市国民健康

保険特別会計予算につきましては、採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。

また、議案第２４号から議案第３１号までの平

成３１年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

８件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上を申し上げまして、簡単でございますが、

委員会の審査の結果の報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第２２号

外９件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第２２号 平成３１年度名寄市一般会計予

算について委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。
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よって、議案第２２号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２３号 平成３１年

度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２３号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２４号 平成３１年度名寄市介護

保険特別会計予算から議案第３１号 平成３１年

度名寄市水道事業会計予算までの８件について委

員長報告のとおり決定することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号から議案第３１号までの

８件は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第３２

号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第８

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３２号 平成３０

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、消費税率の引き上げに伴う低所

得者及び子育て世帯の消費に与える影響の緩和と

地域における消費を喚起、下支えすることを目的

に低所得者及び子育て世帯向けのプレミアムつき

商品券の発行を行うため、その準備に係る事務費

について補正をしようとするものでございまして、

歳入歳出それぞれ２１４万 ０００円を追加をし、

予算総額を２１９億 ６３４万円にしようとする

ものでございます。

補正の理由を歳出から申し上げます。７款商工

費におきましてプレミアム付商品券の発行事業費

２１４万 ０００円の追加は、プレミアム付商品

券発行事業委託料など補正をしようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。１５款国庫

支出金におきましてプレミアム付商品券補助金２

１４万 ０００円を追加しようとするものでござ

います。

第２表、繰越明許費におきましては、年度内に

完了しないプレミアム付商品券の発行事業費を繰

り越ししようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま消費税増税

に備えた負担軽減策としてのプレミアム商品券の

発行について御説明があったわけなのですが、今

回は対象者が限定をされているということで、私

が心配するのは以前あったような重複購入や、あ

るいはその規定数を超えるような取り扱いがあっ

てはならないというふうに考えております。その

対策についてお伺いしたいのと、それから今回は

先ほどの説明のようにいわゆる対象者が限定され

るということで、臨時福祉給付金支給のような形

をとるのかどうなのか。

それと、額面発行金額は幾らにするのか。

それから、９月３０日までに生まれたゼロ歳の

子を持つ世帯の全てを対象にするということにな

るのかどうなのか。特に新たに生まれる子供はわ

からないにしても、対象世帯の数の推計は何世帯

ぐらいになるのか。

以上、お伺いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 佐久間議員から

御質問をいただきました。
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まず、対象者、重複等は規定回数の部分でどの

ような管理をしていくのかというお問い合わせだ

と思います。今回のプレミアムつき商品券の流れ

といたしましては、今国のほうから一定程度スケ

ジュール、作業フローのイメージが流れてきてお

りますが、対象者につきましては今回の子育て以

外の部分については非課税者が対象ということで、

臨時福祉給付金のときと同じような対象者になる

かと思います、子育て以外の部分については。そ

の部分については、事前に個別の周知活動をしな

さいということで、非課税が確定する６月ごろを

めどにそのようなことを、どのような形でするか

というのはまだ決めておりませんけれども、そう

いった動きがなされた後、その後申請を受ける形

になります。申請を受けて、改めて再度審査をさ

せていただいた後、対象者には引きかえ券を送付

するということになってございます。その引きか

え券が届いた方がその引きかえ券を持って商品券

を購入されるというような流れになろうかと思い

ます。回数についても、その引きかえ券が根拠と

なって購入手続に踏まれるということで、重複と

かという部分については防止できるのかなという

ふうに考えております。

それから、額面なのですけれども、１口２万

０００円ということで、２万 ０００円分を２万

円で購入するというような形のプレミアムつき商

品券になろうかと思いますが、国のほうにおいて

はその部分を１束 ０００円ぐらいで考えてはど

うかというような案が出されております。その

０００円なのですけれども、さらにそこは５００

円単位で、１０枚つづりで ０００円といったよ

うな形のセットが好ましいのではないかという通

知が来ております。

今回低所得者も対象ということで、一遍にその

２万円分、トータル２万 ０００円分の購入が難

しいという場合もあろうかと思います。そういっ

た部分で、引きかえ券については国が示している

のは５回に分けて購入できると。要は、 ０００

円単位で有効期間内に購入できるというような仕

組みを国のほうでは提案してきておりますので、

その部分にのっとって当市で実施する場合も複数

回に分けて購入いただけるような準備を進めてい

きたいというふうに考えております。

それから、子供の部分について、対象のお子さ

んが以前は６月１日ということで１度切れており

ましたけれども、今回国のほうで見直しが入りま

して、急遽また９月末までに生まれたお子さんに

ついては対象にするというような御案内が来てお

りますので、我々としてもそこにのっとって対応

をしていきたいというふうに考えております。

対象世帯の部分なのですけれども、現在ちょっ

とまだ申告が確定しておりませんので、想定とい

う部分ではまだ押さえておりません。済みません。

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ６月ごろに非課税者

が確定をすると。それから、子供の対象のところ

も９月末までですから、ぎりぎりまで事務作業が

続くと、継続されるということだというふうにわ

かりました。理解しました。

それで、周知方法については、引きかえ券を同

封して対象者が確定次第、そこの世帯に送るとい

うことで、多分そういうことなのだろうというふ

うに思うのですが、本人が何らかの形で受け取れ

ない場合、これは臨時福祉給付金のときのように

要綱を定めて、委任状を持って代理人が受け取る

ことも可能とするということなのかどうなのか、

そこら辺についてちょっと再度お尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 実施するという

ことで、本部のほうは既に立ち上げさせていただ

いておりますけれども、この後どのような運営を

するのかというところの議論は進めていかなけれ

ばならないというふうに考えております。

今御質問をいただきましたように、やはりここ
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は購入できる方は漏れることなく、購入できる部

分についての手続はやっぱり踏まなければならな

いという認識はありますので、今おっしゃってい

ただいたような委任状という形になるのかどうか

は別として、しっかりとそういった引きかえ券と

購入できるように対応はしていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 理解しました。

それで、消費税増税に備えた負担軽減策という

ことでの今回の取り扱いでありますから、先ほど

御答弁いただきましたように１人の世帯も漏れる

ことのないような形での周知と、それから事務作

業もかなり煩雑になろうかというふうに思います

から、スムーズに、そして間違いのないようにぜ

ひ取り扱い、給付をお願いしたいというふうに思

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今御説明がありました

けれども、このプレミアムつき商品券発行事業で

はっきりと決まっていること、これは何でしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 決まっているの

は、１口２万 ０００円という購入できる限度額

というか、２万 ０００円という部分が決まって

いるということと、あとことしの確定申告等にお

ける３１年の非課税者が該当になるということと

６月１日時点で３歳以下のお子さんがいる家庭で、

お子さんについては９月末まで生まれた子は対象

になるということが確定していることということ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 例えばスケジュールだ

とか、対象も３歳以下というのは決定ということ

なのですが、スケジュールのところでいえば、い

つ決まって、いつ準備が進められていくのか、そ

の辺が非常に曖昧かなというふうに思います。先

ほども国からの案が示されているというような御

説明だったかなというふうに思っています。消費

税、１０月からの増税に合わせてということなの

ですが、ここのところも非常にまだ決定なのかと

いうとこら辺では、まだ不十分かなというふうに

私は捉えているのですが、その点についていかが

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ここの手続の部

分については、国から示されているのは既に事務

費としての交付ということで、今回は補正予算と

いうことで提案をさせていただきました。我々と

しては、このようなことがスケジュール的に実施

されるという想定で動いておりますので、実施さ

れるときに市民の皆様方に御迷惑をかけないよう

に粛々と今置かれている情報で進めさせていただ

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かに国からの提案を

される中で、地方自治体としては準備を進めてい

かなければならない立場であるというふうには思

います。ただ、市民の中では８％から２％上げて

１０％になるといったところで、せんだっても予

算審査の中で申し上げましたけれども、非常にそ

の負担感、暮らしへの負担感が大きいという声が

あります。そして、片やこのプレミアム商品券も

非課税世帯にということではありますけれども、

増税してこのプレミアム商品券で本当にいいのか

どうかといった声も非常に多く出されています。

国からの指示で準備をしなければならないという

ことも理解しながらも、しかしその消費税増税を

反対する声が大きい中でのこの準備を進めるとい

うことで、私はこの補正予算を賛成するわけには

いかないと、反対の意思を示して終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今佐久間議員あるい
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は川村議員と関連しますけれども、消費税が１０

月１日から上がるという、２％上がるという前提

でいろいろ国会での議論もありましたけれども、

決して十分な審議ではないというふうに思ってお

りました、私も一国民、市民として。

これは、安倍総理大臣が言うには、５％から８

％になったということでの前回の国民的な経済へ

の影響などについての反省と言いながら、実際に

今の国民、これは市長にお尋ねしますけれども、

自治体の首長を預かる立場として、もちろん地方

消費税交付金も今回の予算の中で決定をされまし

たけれども、たった２％、されど２％というよう

な現状の今の国民生活の水準、レベルあるいは働

いている人たちが百数十万円から２００万円ぐら

いの人が圧倒的にふえてきたり、非正規の労働者

が全体の５割に近い。若者に至っては、もう５割

から６割という状況の中でのそういう生活状況の

中における２％だから、持っている人はたった２

％、大変低い人はやっぱりされど２％にこだわら

ざるを得ないという、そういう現状で今来年のオ

リンピックも含めて全国的にも東京に集中するよ

うな状態で、地方の景気維持を展望できないとい

う状況にあると思います、率直に。多少の地方税

収の増額などの動きもありますけれども、先般の

有識者あるいは証券会社等、いろんな報道による

と、もう既に総理大臣が言っているような景気の

状況でなくて、既にもう右肩下がりになっている

のだということも新たに、その報道が連続して続

いているわけで、基本的にはやっぱりこの執行者

として歳入がふえるということ以上に、名寄の経

済状況がどうなるかということと絡めて、認めざ

るを得ないという立場だというふうに思いますけ

れども、改めてそういう地域の経済状況や、ある

いは所得状況を頭に入れてみた場合に、この消費

税の増税２％についての基本的な考え、両局面か

らお答えをひとついただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さきの一般質問あるいは

代表質問等でも、さらには予算委員会等でもお話

をしたかもしれませんが、１０月の消費増税に向

けて今、国会で鋭意議論が行われていて、５％か

ら８％、１０％に上がる段階の中で既に社会保障

の財源あるいは子ども・子育て、さらには年金関

係の財源等もあったと思いますけれども、そうし

たことも見据えた中で消費増税をしていくという

制度設計がされて、それに向けて着実に議論が進

められているものというふうに理解をしておりま

す。

当然景気の腰折れ懸念だとか、そうしたことも

心配をされる中で今鋭意議論がされているという

ふうに思いますけれども、地方にとっては熊谷議

員がおっしゃるとおり、この財源が担保されて、

幼児教育の無償化というのは基本的には国のスタ

ンスかもしれませんけれども、そのほかにも地方

の特定の財源として一定の税収が見込めるという

側面もございますので、これが実行される際には

我々地方自治体の中でどのような配分をして、し

っかりと子ども・子育てあるいは社会保障を充実

させていくかということをしっかり施策を推進を

していく、その準備を着々と進めていかなければ

ならないというふうに考えております。いろんな

反響がありましょうけれども、消費増税をする、

しないは国の専管事項でございますので、我々と

してはそこに向けて着実にやるべきことをしっか

りと準備をしていくと、そんなことに尽きるとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 法律等々に基づいて

地方自治体としては準備をせざるを得ないという

ことについての理解はある程度できますが、逆に

言えば名寄市民の先ほど言いましたけれども、生

活の質の低下あるいはこれはまさに少子高齢化と

いう問題もあったり、あるいは非正規の労働者の

人がどんどんふえてきたり、それでもなおかつ確

保できないという現状の中で、本来やるのは２％

の増税ではなくて、抜本的にやっぱり少子高齢化
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への予算をしっかり確保した上で、信頼をかち取

った上でいわゆる増税が本当に日本にとって必要

なのかどうかということについて、総合的な判断

でやっぱり税制改正をしっかり、怠ってきた経過

が次から次と一番負担感の大きい低所得者層への

対応といっても、それはあくまでも一時的な対応

だというふうに思っていますから、根本的にやっ

ぱり消費税を見直す以前にやることを怠ってここ

に来ている。３％を５％、８％、１０％というこ

とで、国民の皆さんが税金を余計出して、まさに

新たな自治体に予算がおりてきて改善をされると

いう実感というのはほとんどないのです、正直言

って。何か生活改善されたかどうかという、ある

いは消費者高齢化の話も実態は届いていないとい

うことで、上がる感の実態感だけは届いているよ

うな気がします。

それでまた、わずか２万 ０００円程度のこれ

とか、あくまでも恒常的にそれが続くわけではな

いわけで、まさにそこら辺については首長として

もそういう声を届けていく努力は十分でなかった

ような気がいたします。国がやっていることにつ

いて、従わざるを得ないということもあるけれど

も、両局面でやっぱりこの地方自治体のトップと

して、そういう面では明確にした姿勢をしっかり

これからも目指していただきたいなというふうに

思っております。

私も基本的には、社民党に所属しておりますか

ら、国会の状況は本当に見るにたえない。圧倒的

多数でありますけれども、わずかな消費税の増税

をさらに求めながら、やっぱりこの防衛費だけ拡

大をするというのが、それも本当に必要なのかど

うかという、日本海からミサイルを飛ばすような

状況というのは、それに５兆円も金がかかって、

トータルとして。非常に疑問を感じますので、私

も今回の増税については反対をさせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第３２号を原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第３２号は原案のとおり可決いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第３３

号 名寄市副市長の選任についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 名寄市副

市長の選任について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本年３月３１日をもって橋本正道副市

長が任期満了となることに伴い、引き続き橋本正

道氏を副市長に選任をいたしたく、地方自治法第

１６２条の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。なお、任期は４年でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は同意することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第３４

号 名寄市教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 名寄市教

育委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

名寄市教育委員会委員であります髙橋雅樹氏が

本年５月１５日をもって任期満了となりますが、

本件は同委員を再度教育委員会委員に任命をいた

したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定に基づき議会の同意を求め

るものでございます。なお、任期は４年でござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は同意することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３５

号 名寄市議会政務活動費の交付に関する条例等

の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第３５号 名寄

市議会政務活動費の交付に関する条例等の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、改選期を控えて議員の任期満了による

一般選挙後における政務活動費の事務処理に対す

る規定を明確にするとともに、政務活動費の交付

日の見直しやこれまでの条例に議員としての表記

がありましたが、議員と会派に属さない議員が混

在していたことから明確に区分するものです。そ

の他に収支及び活動報告書の保存年限を会計年度

の区分に合わせるとともに、透明性の確保として

これまで議長の責務について規定していましたが、

会派と会派に属さない議員の責務についても追加

するため、本条例の一部を改正しようとするもの

であります。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３５号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号は原案のとおり決定され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 委員会所管

事務調査報告を行います。

市民福祉常任委員会の調査研究項目である地域

包括ケアシステムに関する調査について委員会の

報告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 当委員

会では、昨年７月の第７回委員会協議から今任期

中に実施した行政視察で研修した先進各都市での

取り組み事業等をもとに地域包括ケアシステムに

ついて焦点を当てつつ、名寄市における同システ

ムの取り組み等について、計９回にわたる協議を

重ねてきました。

また、先進地視察では、これまでに平成２７年

の熊本県荒尾市の認知症施策の総合的推進につい

てを皮切りに、翌２８年には医療と介護を核にし

たコミュニティーモデルとして関心を集めている

帯広市の十勝リハビリテーションセンターと福祉

村構想について、２９年には地域包括ケア会議の

構築で一歩リードする岩手県宮古市の地域包括ケ

ア会議構想などの取り組みについて、また宮城県

仙台市の地域住民のやりがいを引き出す自主介護

グループ支援について、昨年は認知症対策の取り

組みで高い評価を得ている砂川市の５都市で調査

及び研修を行いました。

名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画は、２０１８年度から２０２０年度ま

での３年間を計画期間に設定し、団塊の世代が後

期高齢者、７５歳以上となる２０２５年を見据え

て、第６期で構築した地域包括ケアシステムの深

化と推進を図るものです。

同計画の高齢者を取り巻く現状、高齢者の将来

設計から高齢者の見込み推計によると、２０１７

年度以降減少傾向に転じるものの、７５歳以上の

後期高齢者の占める割合が上昇し、計画期間最終

年の２０２０年には５ ７％になることが見込ま

れています。

こうした現状と将来設計から見えてくる主な課

題や問題点としては、１つに在宅医療と介護の連

携、２つに小規模多機能型居宅介護の今後、３つ

目に地域密着型サービスと地域支援事業、４つ目

には認知症予防対策の深化、５つ目に介護保険制

度の根幹を支える被保険者の減少対策、６つ目に

要介護認定者の増加に伴う対応、７つ目に生きが

いづくり、８つ目にみとり、ターミナルケアの捉

え方、９つ目に医療、介護提供体制の整備等が挙

げられます。しかしながら、いずれも計画から行

動計画への具体的な対応策や落とし込みについて

十分な記載がありません。

また、第７期計画における地域包括ケアシステ

ムの目指す姿からは、ケアシステム全体を駆動す

る核となるべきエンジン、いわゆる運営体制とそ

の組織が十分とは言えないことに加えて、地域包

括ケアシステムの目指す中長期の全体像まで推し

はかりにくいように思います。このため、第５期

の地域包括ケアの推進から第６期の地域包括ケア

システムの構築へと移行し、当期の地域ケアシス

テムの深化、推進も進行してはいるものの、第９

期までの計画期間を通したイメージ像を見通すこ

とができず、市民に対する可視化が伝わりにくい

ものとなっています。

市民との協働を構築していくためには、７期以

降のロードマップの整備が急がれます。中でもと

りわけ介護保険法１１５条の４８に規定されてい

る地域ケア会議については、１、現行の地域ケア

会議は市の保健、福祉関連機関の多職種関係者間

で行われている、２、地域で核となる町内会、民

生委員児童委員、老人クラブ等の構成員が実質的

なメンバーとして加わっていない、３、個別ケー

ス、困難事例等の把握と地域及び町内会在住の対
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象者個別カルテの作成と必要性については未着手、

４、地域ケア情報共有にまで至っていない等の課

題や問題点が委員間論議の中でも抽出されました。

このため、昨年１２月４日に当委員会主催の名

寄市町内会連合会等との高齢者福祉に関する意見

交換会においても高齢化と役員等の担い手不足な

ど町内会が抱える共通課題を初め、農繁期には活

動が困難であるなど固有の事情が紹介されたほか、

障がい者にスポットを当てた事業への取り組み要

望など、さまざまな御意見や御提言をいただきま

した。また、各町内会の地域事情を反映をした地

域ケア会議のあり方に期待を寄せる意見もいただ

きました。

こうした地域ケア会議のあり方に対する行政と

地域が描くイメージのギャップを解消していくた

めには、現行の地域ケア会議の仕組みづくりを急

がなければなりません。具体的には、地域が抱え

る現状を把握するための地域ケア会議は、さまざ

まな主体がそれぞれの立場から意見を述べること

で、地域に住む高齢者が直面している問題をより

明確化し、それを地域包括ケアシステムの実現に

向けた地域づくりや資源開発へとつなげていくシ

ステムへの変換についても今後検討をしていく必

要があります。

明確化された課題が市で直面している共通の課

題として抽出され、その解決に必要なサービスメ

ニューの開発や社会基盤の整備を洗い出していく

ことでシステム整備の充実強化と向上を図り、地

域、地区ごとに開催された地域ケア会議の具体的

な課題を抽出し、続いて行われる現行の多職種の

関係者による地域会議で自治体の施策に反映させ

るという２層のケア会議についても議論を深めて

いく余地を残しています。

今任期中では、地域ケア会議に焦点を当てて協

議を進めてきましたが、地域包括ケアシステムは

前述しましたように多くの課題を残しています。

地域包括ケアシステムにおいて重要になるのが医

療と介護の連携です。高齢者は、複数の疾患を抱

えていることが多く、そのような状態でも安心し

て暮らせる地域の体制を整えるためには医療ある

いは看護サービスと介護サービスの協力体制が必

要不可欠になります。しかしながら、一般的に医

療分野の関係者と介護関係者の間にはメンタルバ

リアと呼ばれる目に見えない壁があると指摘をさ

れています。このことは、先進地視察においても

それぞれの関係機関から伺うことができました。

この両者の間にあるとされているバリアの有無に

関係なく、さらにコミュニケーションを活発にし

ていくことで医療と介護の連携を機能させていく

ものと期待します。

もう一つは、地域、地区ごとにある格差という

ことです。地域包括ケアシステムの大きな特徴の

一つが高齢者を支えるサービスの主体が国から自

治体に移行するという点です。しかし、財源や人

的資源は自治体ごとに大きな差があるために、提

供されるサービスの質や量に違いが生まれるとさ

れ、それがそのまま自治体内の地域、地区ごとの

格差にもつながりかねません。これにより、さら

に充実したサービスを受けられる自治体に人が流

出していくという事態が起こることも危惧されて

います。

こうした地域実情を踏まえた地域包括ケアシス

テムの深化に向けた新たな施策展開には、ケアシ

ステム全体の核となって駆動する運営体制とその

組織形態の見直しもさることながら、地域の生活

者支援サービスの育成、支援を図る仕組みづくり

を整備しつつ、医療、介護等の公的サービスとの

適切な組み合わせにより、高齢者のみならず、地

域で支援をしようとする市民の暮らしを支えられ

るよう地域ケアの深化が求められています。

また、地域住民の多様なニーズに応えるため、

地域コミュニティーにおける支え合いの機能の充

実や民間事業者による介護保険外サービスの育成、

活用を初め、対象者ごとに整備されている福祉サ

ービスに対する地域共生社会の実現に向けた具体

的なアクションプラン、行動計画の作成が急がれ
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ています。

地域包括ケアシステムは、各地域に住んでいる

高齢者が住みなれた地域で自分らしい生活を人生

の最後まで持続できるように介護や医療、さらに

住まいや生活支援といった高齢者を支えるサービ

スを一体的に提供するシステムです。当委員会で

抽出した名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・

介護保険事業計画の地域包括ケアシステムの課題

や問題点は、全て解決、解消するまでには至って

いませんでしたが、２０１２年度の第５期の計画

から第９期計画までの中長期にわたる計画期間に

おける地域包括ケアシステムを俯瞰したシステム

全体像の見える化を図り、第７期以降の期ごとの

取り組みをわかりやすく明確にし、市民とともに

つくる協働のまちづくりの理念に沿った今期の地

域包括ケアシステムの深化を求め、市民福祉常任

委員会の調査報告といたします。

以上、報告は終わりますけれども、このきょう

の報告の大きな柱は大石副委員長、そして各委員

の何回かに及ぶ委員会の経過の中から報告をした

ことにあります。大変御清聴ありがとうございま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員会所管事務

調査報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 意見書案第

１号 教職員を増やし長時間労働の是正を求める

意見書、意見書案第２号 保険薬局を含む無料低

額診療事業の枠組みを早期に設立することを求め

る意見書、意見書案第３号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における会計年度任用職員の

処遇改善と雇用安定に関する意見書、意見書案第

４号 拙速な日米貿易交渉に関して、徹底審議と

情報公開を求める意見書、以上４件を一括議題と

いたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外３件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外３件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外３件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 報告第３号

例月現金出納検査報告、定期監査報告等につい

てを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成３１年第１回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 山 田 典 幸
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成３１年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 靖 １．平成３１年度の市政執行について

（Ｐ ３８） (1) 将来展望にかかわって

① 「名寄市においても厳しい時代を乗り越えていくための取組が

必要となる年」と位置付けた意図

② 財政見通し

③ 地域医療充実に関し、「消費税対応の診療報酬改定が予定さ

れ、現段階では非常に厳しい予測となっている」とした意味

(2) 施策にかかわって

① 総合計画中期基本計画の市民周知

② コミュニティ活動の推進の具現策は

③ 推進に努めるとした「レンタル＆ゴー事業」の現状と課題及び

改善策

④ 「ずっと住まいる応援事業補助金」の拡充策

２．教育行政執行にかかわって

(1) 名寄市立小中学校施設整備計画の現状と課題

(2) 名寄市の文化度

(3) 青少年健全育成に関する地域子ども会の現状と課題

３．名寄市の各課題について

(1) 合併後の人口動態に対する見解

(2) 機構見直しの成果と今後

(3) 庁舎のあり方

(4) 名寄地区中心市街地活性化

(5) 農業労働力確保対策

(6) 旧深名線跡地整備

(7) 名寄市立大学の機能充実と人材育成

(8) 名寄市立総合病院の看護師確保策

２ 東 千 春 １．新元号への対応について

（Ｐ ６３） ２．市民と行政との協働によるまちづくりについて
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(1) コミュニティ活動の推進について

(2) インターネット社会における情報配信について

(3) 台湾との交流活動の推進について

(4) 交流居住の推進について

３．市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

(1) 健康の保持推進について

(2) 地域医療の充実について

(3) 保育料の無償化への影響について

(4) 障がい者福祉の推進について

４．快適で安全安心なまちづくりについて

(1) 空家対策について

(2) 道路整備について

(3) ＪＲ宗谷本線の活性化について

５．地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづくりについて

(1) 市内中小企業の育成について

(2) 商工業の振興について

(3) 観光振興と経済活性化について

６．生きる力と豊かな文化を育むまちづくりについて

(1) 幼児教育の無償化の影響について

(2) 高等教育無償化による名寄市立大学への影響について

(3) スポーツコミッションの立ち上げについて

７．教育行政について

(1) 名寄産業高校酪農科学科について

(2) 図書館アンケートの速報について

(3) ＥＮ―ＲＡＹホールについて
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成３１年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １．新時代に向かって「生きる力」を育む教育について

（Ｐ ８８） (1) 学習指導要領改訂に関わる条件整備について

① 教員の研修時間の確保について

② 「社会に開かれた教育課程」の考え方と具現化について

(2) 外国語教育に対する取り組みについて

(3) コミュニティスクール導入の状況について

(4) 外部講師の導入について

２．冬季スポーツ拠点化プロジェクトによる人づくり、まちづくりにつ

いて

(1) 取り組みの成果について

(2) 広域連携による取り組み強化について

(3) 冬季スポーツ拠点化プロジェクトに対する市民理解について

３．介護現場における人材確保に対する取り組みについて

(1) 取り組みの成果と現状について

(2) 外国人材登用に対する考え方について

２ 東 川 孝 義 １．交流人口の拡大推進に向けて

（Ｐ ９９） (1) 名寄市観光振興計画の進捗経過について

(2) 住民参加の体制づくりに向けて

(3) 将来のあるべき姿を目指して

２．森林行政の推進について

(1) 森林整備計画の考え方について

(2) 私有林における人工林の管理について

(3) 森林環境譲与税の運用について

３．天文台事業の推進に向けて

(1) 現状の主な活動と成果について

(2) 交流協定締結天文台との連携について

(3) 観光イベントとの連携について
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３ 大 石 健 二 １．加藤市長の市政執行に関して

（Ｐ１１１） (1) 市政推進の基本姿勢から

① 公務員の倫理等について

② 市の喫緊かつ最大の課題について

２．大学教育の充実について

(1) 名寄市立大学の将来構想から

① 前期計画の進捗等について

② 開設から４年目を迎えるコミュニティケア教育研究センターに

ついて

③ 市立大学の１０年先を展望して

３．地域医療の充実に関して

(1) 新名寄市病院事業改革プランから

① 消費税引き上げに伴う新名寄市病院事業改革プランへの影響に

ついて

② 地方公営企業法の全部適用から１年目を迎える中で

(2) 地域医療のニーズから

① 市民が求める市立総合病院への医療ニーズについて

４ 佐久間 誠 １．観光の振興と産業間の連携について

（Ｐ１２２） (1) 体験型・滞在型観光の取り組みの現状について

(2) ひまわり観光に関して

(3) 情報の発信について

２．公共インフラの整備について

(1) 市道の整備に関して

① 道路の維持補修の考え方について

② 大型車両の通行頻度と道路整備について

３．防災対策について

(1) 国の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」と本市

の事業計画について

(2) 公共施設などの機能維持について

(3) 河川氾濫などへの防災対策について

４．改正入管難民法成立に伴う名寄市の対応について

(1) 外国人労働者受け入れ拡大に伴う考え方について

(2) 外国人労働者のサポート体制について
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５ 高 橋 伸 典 １．地区防災計画について

（Ｐ１３３） (1) 地区防災計画策定に向けた認識と周知について

(2）自主防災組織の設立と地区防災計画の取り組みについて

２．住宅セーフティネット制度について

(1) 北海道との協議状況について

３．農産物のブランド化と差別化について

(1）農業生産工程管理（ＧＡＰ）に対する今後の取り組みと課題につ

いて

４．置き勉について

(1) 置き勉の現状と課題について

６ 塩 田 昌 彦 １．子ども・子育て支援対策について

（Ｐ１４４） (1) 待機児童解消緊急対策事業の実績と効果について

(2) 平成３１年度を想定した待機児童対策について

２．台湾との国際交流事業の推進について

(1) 名寄日台親善協会を主体としてスタートした人的交流について

(2) 民間移行後の取り組み状況について

３．スポーツの振興と中学校の部活動について

(1) 部活動指導員制度の活用について

(2) 部活動拠点校方式の導入について

４．冬季スポーツ拠点化による地域づくりについて

(1) スポーツコミッション設立に向けた取り組みについて

(2) ホストタウン決定後の取り組みと現状について

７ 川 村 幸 栄 １．「子どもの権利」尊重について

（Ｐ１５５） (1) 子どもの権利条例の制定について

(2) 虐待への対応について

(3) 教職員の増員について

(4) 子ども議会の開催について

２．子どもの医療費助成の年齢拡大について

(1) 子どもの医療費助成を義務教育卒業まで拡大することについて

３．農業・農村の振興にかかわって

(1) 「家族農業の１０年」への対応について

(2) 小規模農業への支援について

(3) 食料自給率の向上への対応について
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８ 山 田 典 幸 １．地域産業の活性化と人材育成について

（Ｐ１６７） (1) 農業分野における人材育成について

(2) 商工業における人材育成について

(3) 異業種連携による人材育成と産業の活性化について

２．教育行政について

(1) 学校施設整備の今後の考え方について

(2）市内高等学校の今後のあり方について

３．地域公共交通について

(1) 地域公共交通の現状と課題について

(2）今後のあり方について

９ 奥 村 英 俊 １．ＪＲ宗谷本線の存続に向けて

（Ｐ１７８） (1) ＪＲ宗谷本線の維持・存続に向けた取り組みについて

２．学童保育所の運営について

(1) 施設運営の充実と環境整備について

３．安全安心な水道水の安定供給について

(1) 水道事業の適正な運営と水道法改正について

４．名寄市の除排雪について

(1) 今年度の状況を踏まえた今後の課題について
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平成３１年第１回名寄市議会定例会議決結果表

平成３１年２月２２日～平成３１年３月２５日 ３２日間

本会議時間数 １６時間０２分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴 ― ― 31. 2.22

第 １ 号 う関係条例の整備に関する条例の制定につい ― ― 原 案 可 決

て

名寄市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関 ― ― 31. 2.22
第 ２ 号

する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 31. 2.22
第 ３ 号 名寄市立学校設置条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市保育所に関する利用者負担額等を定め ― ― 31. 2.22
第 ４ 号

る条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市こども発達支援センター条例の一部改 ― ― 31. 2.22
第 ５ 号

正について ― ― 原 案 可 決

名寄市飲料水供給施設条例の一部改正につい ― ― 31. 2.22
第 ６ 号

て ― ― 原 案 可 決

名寄市建築確認申請等手数料徴収条例の一部 ― ― 31. 2.22
第 ７ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 31. 2.22
第 ８ 号 新市建設計画の変更について

― ― 原 案 可 決

― ― 31. 2.22
第 ９ 号 損害賠償の額を定めることについて

― ― 原 案 可 決

― ― 31. 2.22
第 １ ０ 号 市道路線の廃止について

― ― 原 案 可 決

― ― 31. 2.22
第 １ １ 号 市道路線の認定について

― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第７ ― ― 31. 2.22
第 １ ２ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 31. 2.22
第 １ ３ 号

正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 31. 2.22
第 １ ４ 号

算（第４号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成３０年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 31. 2.22
第 １ ５ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 31. 2.22
第 １ ６ 号

業特別会計補正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 31. 2.22
第 １ ７ 号

計補正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 31. 2.22
第 １ ８ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 31. 2.22
第 １ ９ 号

（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 31. 2.22
第 ２ ０ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 31. 2.22
第 ２ １ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ２ 号 平成３１年度名寄市一般会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３１年度名寄市国民健康保険特別会計予 31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ３ 号

算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ４ 号 平成３１年度名寄市介護保険特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ５ 号 平成３１年度名寄市下水道事業特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３１年度名寄市個別排水処理施設整備事 31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ６ 号

業特別会計予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３１年度名寄市食肉センター事業特別会 31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ７ 号

計予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３１年度名寄市後期高齢者医療特別会計 31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ８ 号

予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ２ ９ 号 平成３１年度名寄市立大学特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

31. 2.22 31. 3.25 31. 3.25
第 ３ ０ 号 平成３１年度名寄市病院事業会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

31. 2.22 31. 3.22 31. 3.25
第 ３ １ 号 平成３１年度名寄市水道事業会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第８ ― ― 31. 3.25
第 ３ ２ 号

号） ― ― 原 案 可 決

― ― 31. 3.25
第 ３ ３ 号 名寄市副市長の選任について

― ― 原 案 同 意

― ― 31. 3.25
第 ３ ４ 号 名寄市教育委員会委員の任命について

― ― 原 案 同 意

名寄市議会政務活動費の交付に関する条例等 ― ― 31. 3.25
第 ３ ５ 号

の一部改正について ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 31. 2.22
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 31. 2.22
専決処分した事件の報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 例月現金出納検査報告、定期監査報告等につ ― ― 31. 3.25

第 ３ 号 いて ― ― 報 告 済

意 見 書 案 教職員を増やし長時間労働の是正を求める意 ― ― 31. 3.25

第 １ 号 見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みを ― ― 31. 3.25

第 ２ 号 早期に設立することを求める意見書 ― ― 原 案 可 決

地方公務員法及び地方自治法の一部改正にお ― ― 31. 3.25
意 見 書 案

ける会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定 ― ― 原 案 可 決
第 ３ 号

に関する意見書

意 見 書 案 拙速な日米貿易交渉に関して、徹底審議と情 ― ― 31. 3.25

第 ４ 号 報公開を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 31. 3.25
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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